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令和元年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和元年９月３０日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和元年９月３０日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 市長の就任あいさつ 

日程第 ２ 会議録署名議員指名 

日程第 ３ 会期決定 

日程第 ４ 副議長選挙 

日程第 ５ 報告第９号一般財団法人新庄市体育協会の経営状況の報告について 

日程第 ６ 報告第１０号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ７ 報告第１１号平成３０年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 

   （一括上程、提案説明、採決） 

日程第 ８ 諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ９ 諮問第４号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

   （上程、提案説明、採決） 

日程第１０ 議案第５９号新庄市教育委員会委員の任命について 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第１１ 議案第４５号平成３０年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議案第４６号平成３０年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１３ 議案第４７号平成３０年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１４ 議案第４８号平成３０年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 議案第４９号平成３０年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１６ 議案第５０号平成３０年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 議案第５１号平成３０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
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日程第１８ 議案第５２号平成３０年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

日程第１９ 決算特別委員会の設置 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２０ 議案第５３号令和元年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第５４号令和元年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第５５号令和元年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第５６号令和元年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２４ 議案第５７号令和元年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第５８号令和元年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２６ 議案第６０号明倫学園校舎棟建設工事の内建築工事請負契約の締結について 
日程第２７ 議案第６１号明倫学園校舎棟建設工事の内機械設備工事請負契約の締結について 

日程第２８ 議案第６２号明倫学園校舎棟建設工事の内電気設備工事請負契約の締結について 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第２９ 議案第６３号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の

整備に関する条例について 

日程第３０ 議案第６４号新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について 

日程第３１ 議案第６５号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例について 

日程第３２ 議案第６６号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第６７号新庄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

日程第３４ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 

 

日程第３５ 議員派遣について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより令和元年９月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きますが、議事に入り

ます前に、小関 淳君の辞職の件について報告

いたします。 

  去る８月31日、小関 淳君より新庄市議会議

員を辞職したい旨の辞職願が提出され、地方自

治法第126条の規定により、同日付で許可いた

しました。 

  したがいまして、小関 淳君は８月31日、新

庄市議会議員を辞職されましたので、会議規則

第147条第２項の規定により報告いたします。 

  それでは、議事に入ります。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程第１号によって進めます。 

 

 

日程第１市長の就任あいさつ 

 

 

下山准一議長 日程第１市長の就任あいさつをお

願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  ９月議会冒頭に就任の挨拶をする時間をいた

だきまして、ありがとうございます。 

  市政４期目を担うことになりました私の所信

を表明させていただきます。 

  私はこれまで、「人行きかうまち」「人ふれあ

うまち」「人学びあえるまち」を基本理念に掲

げ、新庄市まちづくり総合計画の実現に向けて

政策を進めてまいりました。 

  これまでまいてきた種をさらに育て上げ、元

気なまちづくりの実現に向けて取り組んでまい

りますので、議員皆様各位の御支援、御指導の

ほど、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

  これまでの３期12年間において、最重要課題

であった財政再建に取り組み、市民の皆様、議

員の皆様の御理解と御協力をいただきながら、

山積されていた課題を一つ一つ解決し、財政健

全化の道を進めてまいりました。 

  財政再建をなし得た今、就任当時から一貫し

て取り組んでおります、新庄に暮らす人を大切

にするまちづくりをさらに前に進め、新庄に暮

らす人々が元気になるまちにするために、「人

行きかうまち」「人ふれあうまち」「人学びあえ

るまち」の３つをこれまでどおりの大きな柱と

しながら、さらに「障がい者にやさしいまちづ

くり」を政策のキーワードに捉えて、少子高齢

化社会に対応した、全ての人に優しいまち、全

ての人が安全に安心して暮らせる社会を構築し

てまいりたいと考えております。 

  「人行きかうまち」においては、雇用、交流、

観光の拡大都市新庄が誇る新庄まつりなど、伝

統文化や食文化などの魅力を発信し、交流人口

の拡大を図るとともに、kitokitoマルシェなど、

若者が新たな文化の創造に挑戦できる基盤づく

りに努め、基幹産業である農業を初め、地元企

業や誘致企業への支援強化で雇用の安定に努め

てまいります。 

  また、市民の関心事である道の駅については、

県が主導して検討しておりますが、新庄の顔と

して親しまれている産直まゆの郷をまゆの駅と

してＰＲしていきたいと考えております。 

  また、農業所得拡大に向け、特にネギについ

ては来年度、全国ねぎサミットを本市で開催し、

販路拡大につなげてまいります。 

  「人ふれあうまち」においては、安全・安心
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の充実として、超高齢社会が進む中、「障がい

者にやさしいまちづくり」を政策のキーワード

とし、現在、県で進めている県立新庄病院が令

和２年度から着工されることなどから、医療体

制の充実が図られますし、また市としても医療

福祉の体制強化に努めてまいります。 

  また、市の大きな課題である雪対策について

は、真冬でもげたで歩ける新庄市を目指して除

排雪の強化に取り組んでまいりました。今後は、

雪おろしができない高齢者などの家庭の支援、

空き家対策の充実なども含め、雪対策に総合的

に取り組んでまいります。 

  災害対応においては、今年度で48基増設し、

全体で68基の防災無線を設置し、市内全域をカ

バーする体制が整いますが、災害も想定外を連

発する時代になりました。被災者にとって大切

なことは、災害時に必要な情報を得る手段の確

保です。そのための基盤となる電源対策もあわ

せて強化し、災害対策の能力の向上に努めてま

いります。 

  これまで以上に地域での自主防災組織を強化

することで、地域コミュニティーの強化も図っ

てまいります。 

  「人学びあえるまち」においては、子育て・

人づくりとして、まちづくりは人づくりであり、

本校２校目となる義務教育学校となる明倫学園

の令和３年４月の開校を目指しております。 

  子供たちには、命を大切にすることの大切さ、

それは他人を思いやる心の大切さであり、心の

成長が図られるよう、地域と一体となって、将

来このまちを担う人材の育成に努めてまいりま

す。 

  子育て環境の整備では、わらすこ広場使用料

の無料化、自然を体験できるこども遠足村をエ

コロジーガーデンに併設開園、最近課題となっ

ている子ども食堂への支援など、子育て支援の

充実のほか、学力向上に向けた科目別スーパー

バイザーの設置については、現場の意見を参考

に教育環境の充実に取り組んでまいります。 

  また、人口減少社会、少子高齢化社会を迎え

る今、若者の人口流出に歯どめをかける起爆剤

とするため、議会と市民の皆様の御意見をお聞

きしながら、未来を担う人材を地域みずから育

成し、将来につなげる事業として、看護師養成

所の開設に向けて進めてまいります。 

  「まちづくりは人づくり」、若い人たちがこ

の地域で夢を描き、人と人とがつながり、希望

の持てるまちづくりを目指す若者を支援してま

いります。 

  将来の新庄市を担う若い人たちはもちろん、

市民の皆様の新たな文化を創造していく基盤を

しっかり提供してまいります。 

  成長の昭和、成熟の平成、そして新たな令和

の時代を迎え、新庄市も市制70周年という節目

を迎えます。これまでの便利さを求めた成熟社

会から、一人一人が輝き、自分を表現、文化創

造の時代に向かっています。 

  このような時代の変化を捉えながら、これま

で培った国政を含めた人脈、情報力や行動力を

駆使して、「誰もがこのまちに住んでよかった」

「一人一人が輝き、元気で笑顔あふれるまち新

庄」のまちづくりを目指してまいります。 

  議員皆様の御支援、御指導のほど、今後とも

よろしくお願い申し上げまして、４期目に当た

りましての所信表明とさせていただきます。 

  何とぞよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 それでは私から、市議会を代表し

てお祝い申し上げます。 

  このたびは４期目の御当選、まことにおめで

とうございます。 

  現在、少子高齢化、人口減少社会を迎え、全

国の多くの自治体では、その対策として地方創

生に取り組んでおります。 

  山尾市長は、まちづくりは人づくり、地方創

生への新たな挑戦、超高齢社会、障害者に優し

いまちづくりを政策の基本に据え、今後、市政
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運営に当たられることと思います。 

  取り組むべき行政課題は数多くあります。こ

れまでの３期12年という実績を踏まえ、今後と

も諸課題の解決に着実に取り組まれ、市民生活

向上に向け御尽力いただくことに大いに期待を

いたしております。 

  議会といたしましても、市長を初め執行部の

皆様と議論し、よりよい施策を実行することで、

住んでよかったと実感していただけるまちづく

りに努力していく所存であります。 

  山尾市長の御就任を心よりお祝い申し上げ、

一言御挨拶とさせていただきます。 

  おめでとうございました。 

 

 

日程第２会議録署名議員指名 

 

 

下山准一議長 日程第２会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において八鍬長一君、小嶋冨弥君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第３会 期 決 定 

 

 

下山准一議長 日程第３会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る９月20日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました令和元年９月定例会の運営について協

議いたしました。 

  初めに、執行部から招集日を含めて提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましてはお手元に配付しております

令和元年９月定例会日程表のとおり、本日から

10月15日までの16日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  本日の本会議において、議案の審議等に先立

ち、副議長選挙を行っていただきます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告３

件、諮問２件、平成30年度決算の認定等８件、

補正予算６件、議案７件、請願１件の計29件で

あります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日報告３

件の後、諮問第３号、諮問第４号の諮問２件、

議案第59号の議案１件につきましては、提案説

明後、委員会への付託を省略して、直ちに審議

をお願いいたします。 

  議案第45号から議案第52号までの平成30年度

決算の認定等８件につきましては、本日、全議

員で構成する決算特別委員会を設置していただ

き、同委員会に付託をして、審査をしていただ

きます。 

  議案第53号から議案第58号までの補正予算６

件につきましては、本日は提案説明のみにとど

め、委員会への付託を省略して、10月15日、最

終日の本会議において審議をお願いいたします。 

  議案第60号から議案第62号の議案３件につき

ましては、提案説明をいただき、委員会への付

託を省略して、本日の本会議において審議をお

願いします。 

  議案第63号から議案第67号の議案５件につき

ましては、本日、本会議に上程し、提案説明の
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後、総括質疑を受け、所管の常任委員会に付託

をし、審査をしていただきます。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は13名であります。よ

って、１日目５名、２日目４名、３日目４名で

行っていただきます。なお、質問時間は、質問、

答弁を含めて１人50分以内といたします。質問

者並びに答弁者の御協力を特にお願いいたしま

す。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いいたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から10月

15日までの16日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は９月30日から10月15日までの16日間と決

しました。 

 

 

令 和 元 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ９月30日 月 

 

 

本 会 議 

 

 

議 場 

 

 

 

午前1 0時 

開会。副議長選挙。報告（３件）の

説明。諮問（２件）の一括上程、提

案説明、採決。人事案件（１件）の

上程、提案説明、採決。決算（８

件）の一括上程、提案説明。決算特

別委員会の設置。補正予算（６件）

の一括上程、提案説明。議案（３

件）の一括上程、提案説明、質疑、

討論、採決。議案（５件）の一括上

程、提案説明、総括質疑。議案及び

請願の決算特別委員会、各常任委員

会付託。 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 10月１日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小嶋冨弥、新田道尋、八鍬長一、 

  山科春美、今田浩徳の各議員 

第３日 10月２日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 押切明弘、石川正志、 

  髙橋富美子、庄司里香の各議員 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第４日 10月３日 木 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 叶内恵子、佐藤悦子、 

  佐藤文一、小野周一の各議員 

第５日 10月４日 金 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第６日 10月５日 土 
休      会  

第７日 10月６日 日 

第８日 10月７日 月 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第９日 10月８日 火 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成30年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益の処分

及び決算の審査 

第10日 10月９日 水 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成30年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益の処分

及び決算の審査 

第11日 10月10日 木 休      会 本会議準備のため 

第12日 10月11日 金 休      会 本会議準備のため 

第13日 10月12日 土 

休      会  第14日 10月13日 日 

第15日 10月14日 月 

第16日 10月15日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

決算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。補

正予算（６件）の質疑、討論、採

決。 

 

 

日程第４副議長選挙 

 

 

下山准一議長 日程第４副議長選挙を行います。 

  選挙は、投票により行います。 

  投票の記載は、記載所で行っていただきます。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

下山准一議長 ただいまの出席議員は17名であり

ます。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

下山准一議長 投票用紙の配付漏れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 
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   （投票箱点検） 

下山准一議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を１人記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

下山准一議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 投票漏れなしと認めます。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

下山准一議長 これより開票を行います。 

  会議規則第31条第２項の規定により、立会人

に佐藤文一君、今田浩徳君、石川正志君を指名

いたします。よって、３名の立ち会いをお願い

いたします。 

   （開 票） 

下山准一議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数  １７票 

  これは先ほどの出席議員数に符合しておりま

す。 

  このうち有効投票  １７票 

      無効投票   なし 

  有効投票中 

      新 田 道 尋 君   ９票 

      髙 橋 富美子 さん  ８票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、新田道尋君が副議長に当選されました。 

  当選された新田道尋君が議場におられますの

で、本席から、会議規則第32条第２項の規定に

より告知いたします。 

  当選された新田道尋君に御挨拶をお願いいた

します。 

   （新田道尋副議長登壇） 

新田道尋副議長 ただいまの選挙を受けまして、

皆様の御協力と御支援をいただきまして、副議

長に当選させていただきました。まことにあり

がとうございます。 

  残された期間でございますけれども、私はこ

の副議長、２回目となりますけれども、過去の

副議長のときのいろんなことを反省しながら、

執行部、また議会の皆さんの双方のよりよいか

かわり合いになれるよう、議長と相談しながら、

懸命に努力してまいりたいと思っていますので、

今後ともよろしくどうぞお願い申し上げます。 

  どうもありがとうございました。よろしくお

願いします。 

 

 

日程第５報告第９号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告

について 

 

 

下山准一議長 次に、日程第５報告第９号一般財

団法人新庄市体育協会の経営状況の報告につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第９号一般財団法人新庄市体

育協会の経営状況の報告について御説明申し上

げます。 

  この報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定により、市体育協会の経営状況の報告と

して、平成30年度事業決算報告書を議会に提出

するものであります。 

  市体育協会の平成30年度事業報告といたしま

しては、別冊報告書の１ページにありますとお

り、市のスポーツ施設などを指定管理者として

適正に管理運営するとともに、市の都市公園や

公有財産の管理業務も受託しております。 

  また、市体育協会としての目的に沿って、市
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民総スポーツの推進と選手の育成強化、競技力

の向上に向けた各種事業を行っております。 

  決算概要といたしましては、報告書２ページ

にありますように、都市公園受託費及び市、県

の指定管理料の増額、また南東北インターハイ

事務に係る市補助金の減額などにより、経常収

益が１億6,632万3,992円、経常費用が１億

6,332万7,237円となっております。 

  なお、市体育協会の平成30年度事業及び決算

については、令和元年６月21日に開催された同

協会の令和元年度定時評議員会において承認さ

れたものであり、詳細につきましては別冊のと

おりであります。 

  以上、一般財団法人新庄市体育協会の経営状

況の報告といたします。 

下山准一議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第６報告第１０号新庄市土地

開発公社の経営状況の報告につい

て 

 

 

下山准一議長 日程第６報告第10号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第10号新庄市土地開発公社の

経営状況について御報告いたします。 

  この報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定により、平成30年度新庄市土地開発公社

の決算について報告するものでございます。 

  なお、この決算につきましては、去る５月27

日に公社監事による監査を行い、５月30日の理

事会において御承認いただいております。 

  平成30年度の事業としましては、公社が所有

している土地について、処分方針など調査を行

ったところでございます。 

  平成30年度の損益につきましては６万1,655

円の当期純損失となっております。 

  なお、詳細につきましては、お手元の決算書

のとおりであります。 

  以上、平成30年度新庄市土地開発公社の経営

状況の報告とさせていただきます。 

下山准一議長 本件につきましても、地方自治法

第243条の３第２項の規定による報告でありま

すので、御了承願います。 

 

 

日程第７報告第１１号平成３０年

度新庄市健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 

 

 

下山准一議長 日程第７報告第11号平成30年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第11号平成30年度

新庄市健全化判断比率及び資金不足比率につい

て御報告申し上げます。 

  本比率につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意

見を付して議会に報告し、市民に対して公表す

ることとなっているものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年

度同様、全ての会計が黒字決算でありましたの

で、数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては8.4％となり、
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前年第の9.1％より0.7ポイント改善しておりま

す。 

  将来負担比率につきましては26.8％となり、

前年度の37.5％より10.7ポイント改善しており

ます。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき、一般会計から適正に繰

り出しておりますので、全ての特別会計で不足

額はございませんでした。 

  算定結果は以上でございまして、健全な財政

運営により順調に改善しております。 

  以上で、健全化判断比率及び資金不足比率の

報告とさせていただきます。よろしくお願い申

し上げます。 

下山准一議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

 

 

諮問２件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第８諮問第３号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについて及び日

程第９諮問第４号人権擁護委員の推薦につき意

見を求めることについてを、会議規則第35条の

規定により一括議題としたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号から諮問第４号までを一括議題とす

ることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、諮問第３号及び諮問第

４号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについて御説明申し上げます。 

  本年12月31日をもって任期満了となります本

市の人権擁護委員の２名の方につきまして、山

形地方法務局長より候補者の推薦依頼がありま

したので、その推薦に当たり、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により議会の意見を求める

ものであります。 

  推薦する方は、引き続き推薦する方として、

松田好功氏と押切喜美子氏の２名であります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方々であると存じますので、御審議いただき御

意見を賜りますようお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第３号及び諮

問第４号については、会議規則第37条第３項の

規定により、委員会の付託を省略したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。本件は人事案件でありま

すので、質疑、討論を省略し、直ちに採決した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号から諮問第４号は直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号はこれに同意することに決しました。 

  次に、諮問第４号人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについて、これに同意するこ



- 24 - 

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第４号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第１０議案第５９号新庄市教

育委員会委員の任命について 

 

 

下山准一議長 日程第10議案第59号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第59号新庄市教育

委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員の４名の方の

うち、本年９月30日をもって阿部仁美委員が任

期満了となることから、新たに委員を任命する

に当たり、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定により、議会の同意

を得る必要があることから御提案申し上げるも

のであります。 

  新たに任命をしようとする方は、奥山京子氏

であります。 

  任期につきましては、令和５年９月30日まで

の４年間であります。 

  参考として経歴を添付しておりますが、本市

の教育行政を推進していく上で、まことにふさ

わしい方であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

下山准一議長 お諮りします。 

  ただいま説明のありました議案第59号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４３分 休憩 

     午前１０時４４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案８件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第11議案第45号平成30年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第18議案第52号平成30年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてまでの

８件を、会議規則第35条の規定により一括議題

にしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、
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議案第45号平成30年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第52号平成30年度

新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

についてまでの８件を一括議題とすることに決

しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第45号平成30年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら議案第51号平成30年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまで

の７議案につきましては会計課長より、議案第

52号平成30年度新庄市水道事業会計利益の処分

及び決算の認定については上下水道課長よりそ

れぞれ御説明申し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より決算審査意見書の提出を受けておりますが、

監査委員から賜りました意見については今後十

分に留意いたしまして、効率的な行政運営にな

お一層努力してまいる所存であります。 

  私からの説明は終わりますが、御審議をいた

だきまして、御決定くださるようお願い申し上

げます。 

下山准一議長 会計管理者兼会計課長 田浩志君。 

   （ 田浩志会計管理者兼会計課長登壇） 

田浩志会計管理者兼会計課長 議案第45号平成

30年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてより議案第51号平成30年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てまでの７議案につきまして、お配りしており

ます平成30年度歳入歳出決算書をもとに御説明

申し上げます。こちらの決算書でございます。 

  まず初めに、５ページの会計別歳入歳出決算

総覧をお開きください。 

  全会計の状況は、下段の合計欄に記載してお

りますが、予算現額が277億2,269万5,000円、

収入済額は277億7,671万835円、支出済額が260

億8,910万8,968円。予算現額に対し、収入率は

100.19％、執行率は94.11％でございます。差

引残額は16億8,760万1,867円となっております

が、一般会計と公共下水道事業特別会計で翌年

度繰り越しを生じておりますので、後ほど説明

いたします。 

  続きまして、会計ごとの歳入歳出決算書を御

説明申し上げます。 

  ８ページをお開きください。 

  会計ごとの歳入歳出決算書の御説明をいたし

ます。 

  初めに、一般会計について御説明申し上げま

す。 

  歳入につきましては、１款市税から10ページ

の21款市債まで、予算現額179億6,443万8,000

円、調定額が182億5,716万571円、収入済額が

178億4,746万5,492円、不納欠損額は1,665万

393円、収入未済額は９億9,304万4,686円であ

ります。 

  不納欠損額の内訳は９ページ、１款市税が

1,436万2,353円、12款分担金及び負担金が224

万8,040円、11ページの20款諸収入が４万円と

なっております。 

  収入未済額の内訳は９ページ、１款市税が２

億1,051万2,389円、12款分担金及び負担金が

728万1,310円、11ページの13款使用料及び手数

料が517万798円、14款国庫支出金が１億5,536

万5,000円、20款諸収入が1,471万5,189円とな

っております。 

  なお、９ページ、１款市税の収入済額は45億

4,087万5,790円であり、調定額47億6,575万532

円に対する収納率は95.28％であります。 

  歳出は12ページ、１款議会費から14ページの

14款予備費まで、支出済額が168億3,856万

8,853円であります。翌年度繰り越しを生じて

おり、13ページ、７款商工費、８款土木費、15

ページ、10款教育費、11款災害復旧費の合計額

は６億5,906万8,000円であります。不用額は４
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億6,680万1,147円、歳入歳出差引残額は10億

889万6,639円となっております。 

  16ページから、国民健康保険事業特別会計で

あります。 

  歳入１款国民健康保険税から７款諸収入まで

の合計は、予算現額が36億2,052万4,000円、調

定額が42億2,216万1,566円、収入済額が39億

8,702万743円、不納欠損額は１款国民健康保険

税2,197万8,724円、収入未済額は１款と７款を

合わせて２億1,316万2,099円であります。 

  １款国民健康保険税の収入済額は７億7,783

万3,266円であり、調定額10億1,149万9,944円

に対する収納率は76.89％であります。 

  歳出は18ページ、１款総務費から９款予備費

までの支出済額が34億4,185万6,737円でありま

す。翌年度繰り越しはなく、不用額は１億

7,866万7,263円、歳入歳出差引残額は５億

4,516万4,006円となっております。 

  22ページから、交通災害共済事業特別会計で

あります。 

  歳入１款交通災害共済事業収入から５款諸収

入までの合計は、予算現額が604万5,000円、調

定額と収入済額が同額の578万288円であり、不

納欠損額、収入未済額はございません。 

  歳出は24ページ、１款事業費の支出済額が

343万5,436円、翌年度繰り越しはなく、不用額

は260万9,564円、歳入歳出差引残額は234万

4,852円となっております。 

  26ページから、公共下水道事業特別会計であ

ります。 

  歳入１款分担金及び負担金から７款市債まで

の合計は、予算現額が17億85万6,000円、調定

額が16億8,607万3,224円、収入済額が16億

2,301万4,381円、不納欠損額は１款と２款合わ

せて130万2,209円、収入未済額は１款から３款

合わせて6,175万6,634円であります。 

  歳出は28ページ、１款総務費から３款公債費

までの支出済額が16億1,344万7,648円、翌年度

繰り越しは２款建設費の7,342万円、不用額は

1,398万8,352円、歳入歳出差引残額は956万

6,733円となっております。 

  30ページから、農業集落排水事業特別会計で

あります。 

  歳入１款分担金及び負担金から６款市債まで

の合計は、予算現額が8,739万8,000円、調定額

が8,618万5,175円、支出済額が8,485万2,641円、

不納欠損額は２款使用料及び手数料の14万

4,081円、収入未済額は２款使用料及び手数料

の118万8,453円であります。 

  歳出は32ページ、１款農業集落排水事業費と

２款公債費を合わせて支出済額が8,485万2,641

円、翌年度繰り越しはなく、不用額は254万

5,359円であります。収入済額と支出済額が同

額のため、歳入歳出差引残額はございません。 

  34ページから、介護保険事業特別会計であり

ます。 

  歳入１款保険料から10款諸収入までの合計は、

予算現額が39億1,718万8,000円、調定額が38億

2,585万1,764円、収入済額が38億852万8,695円、

不納欠損額は１款保険料の464万5,190円、収入

未済額は１款と２款並びに10款を合わせて

1,267万7,879円であります。 

  歳出は36ページ、１款総務費から８款予備費

まで、支出済額が36億9,732万7,438円でありま

す。翌年度繰り越しはなく、不用額は２億

1,986万562円、歳入歳出差引残額は１億1,120

万1,257円となっております。 

  38ページから、後期高齢者医療事業特別会計

であります。 

  歳入１款保険料から６款国庫支出金までの合

計は、予算現額が４億2,624万6,000円、調定額

が４億2,158万2,215円、収入済額が４億2,004

万8,595円、不納欠損額は１款の21万4,250円、

収入未済額は１款の131万9,370円であります。 

  歳出は40ページ、１款総務費から４款諸支出

金まで、支出済額が４億962万215円であります。
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翌年度繰り越しはなく、不用額は1,662万5,785

円、歳入歳出差引残額は1,042万8,380円となっ

ております。 

  以上、歳入歳出決算書でございます。 

  続いて、48ページをお開きください。 

  48ページからは、各会計の事項別明細書を掲

載しております。会計ごとに歳入歳出の順に掲

載しておりますので、御参照ください。 

  続きまして、282ページをお開きください。 

  ここからは、実質収支に関する調書でござい

ます。 

  282ページの一般会計につきましては、４の

翌年度へ繰り越すべき財源として、（２）繰越

明許費繰越額が7,873万3,000円ございます。そ

のため、歳入歳出差引額から繰越明許費繰越額

を差し引いた９億3,016万3,639円が実質収支額

になります。 

  285ページ、公共下水道事業特別会計につき

ましても、４の翌年度へ繰り越すべき財源とし

て、（２）繰越明許費繰越額が784万円ございま

す。そのため、歳入歳出差引額から繰越明許費

繰越額を差し引いた172万6,733円が実質収支額

となります。 

  平成30年度は、一般会計と公共下水道事業特

別会計以外に翌年度へ繰り越すべき財源はござ

いませんので、ほか特別会計では歳入歳出差引

額と実質収支額が同額となっております。 

  また、286ページ、農業集落排水事業では、

歳入総額と歳出総額が同額のため、歳入歳出差

引額はございません。 

  290ページから、財産に関する調書を掲載し

ております。 

  なお、決算書は例年どおりの構成で作成して

いるところでございますが、296ページの４の

各基金につきまして、出納整理期間中に増減等

がある場合、説明書きを書き加えております。 

  以上、平成30年度一般会計及び各特別会計の

歳入歳出決算書についての御説明といたします。

議案第45号から議案第51号につきまして、十分

なる御審議の上、御認定賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０５分 休憩 

     午前１１時１６分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  先ほど説明のありました議案第45号平成30年

度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について

から議案第51号平成30年度新庄市後期高齢者医

療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてま

での各決算について、監査委員の報告をお願い

いたします。 

  代表監査委員大場隆司君。 

   （大場隆司代表監査委員登壇） 

大場隆司代表監査委員 おはようございます。 

  それでは、お配りしております決算審査意見

書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開き願います。 

  地方自治法の規定により審査に付されました

一般会計、各特別会計の決算、実質収支に関す

る調書、財産に関する調書及びその中の各基金

の運用状況について、髙橋富美子委員ともども

審査をいたしましたので、その概要と結果につ

いて御報告いたします。 

  審査の方法は、平成30年度一般会計及び特別

会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況につい

て、歳入歳出簿、その他関係帳簿、収入支出証

書類を照合調査するとともに、関係職員から説

明を受け、また、定例監査の結果を参考にして、

法令その他の規定に沿って処理されているか、

決算計数は正確であるか等について審査を行い

ました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に
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つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施しておりますので、

省略いたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれの設置の目的に沿って運用されており、

決算における計数は正確であり、その執行は適

正と認められました。 

  決算審査の概要は２ページから33ページにわ

たり記載してございます。その主要な点は、34

ページ、35ページの第６むすびで言及しており

ますので、こちらを説明いたしたいと思います。 

  34ページをお開き願います。 

  なお、金額につきましては1,000円単位とし、

単位未満を四捨五入して説明させていただきま

すので、御了承願います。 

  第６むすびでございます。 

  平成30年度の一般会計及び特別会計を合わせ

た決算額は、歳入が277億7,671万1,000円で、

前年度に比べ４億5,004万1,000円、1.6％減少

し、歳出が260億8,910万9,000円で、７億4,905

万1,000円、2.8％減少しております。その結果、

当年度の形式収支は歳入歳出差引残高16億

8,760万2,000円を計上しております。この額か

ら、翌年度に繰り越すべき財源8,657万3,000円

を差し引いた実質収支額は16億102万9,000円の

黒字となり、前年度に比べ２億1,525万6,000円、

15.5％増加しております。前年度の実質収支額

を差し引いた単年度収支額は、一般会計では２

億4,235万5,000円の黒字、特別会計では2,709

万9,000円の赤字、全会計では２億1,525万

6,000円の黒字となっております。 

  一般会計では、歳入は178億4,746万5,000円

で、前年度に比べ7,983万3,000円、0.4％減少

しております。これは主に、地方消費税交付金、

繰越金、諸収入などは前年度に比べ増加しまし

たが、国庫支出金、県支出金、繰入金などが減

少したことによるものであります。 

  財源別内訳では、自主財源は前年度に比べ４

億1,955万9,000円、5.7％増加し、自主財源と

依存財源の構成比率が43.9％対56.1％となり、

自主財源の比率が前年度より2.5ポイント高く

なっております。 

  自主財源の根幹をなす市税収入は、前年度に

比べ1,889万7,000円、0.4％減少しております。

これは主に、個人市民税が2,187万円、1.5％、

都市計画税が307万3,000円、1.5％増加したも

のの、固定資産税が3,519万1,000円、1.7％減

少したことによるものであります。 

  一方、依存財源は前年度に比べ４億9,939万

2,000円、4.8％減少しております。これは主に、

地方消費税交付金が5,461万5,000円、7.9％増

加したものの、県支出金が２億313万3,000円、

13.2％、国庫支出金が１億9,877万2,000円、

8.7％減少したことによるものであります。 

  歳出は168億3,856万9,000円で、前年度に比

べ３億9,785万8,000円、2.3％減少しておりま

す。これは主に、商工費、災害復旧費、公債費

は増加したが、教育費、農林水産業費、土木費

などが減少したことによるものであります。 

  歳出の中には、他会計への繰出金13億1,782

万5,000円が含まれており、その主なものは、

介護保険事業特別会計へ４億8,395万2,000円、

公共下水道事業特別会計へ４億100万円、国民

健康保険事業特別会計へ２億5,143万1,000円と

なっております。 

  特別会計では、歳入は99億2,924万5,000円で、

前年度に比べ３億7,416万8,000円、3.6％減少

しております。これは主に、公共下水道事業特

別会計、介護保険事業特別会計では前年度に比

べ増加しましたが、国民健康保険事業特別会計

で減少したことによるものであります。 

  歳出は92億5,054万円で、前年度に比べ３億
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5,119万3,000円、3.7％減少しております。こ

れは主に、公共下水道事業特別会計、介護保険

事業特別会計では前年度に比べ増加しましたが、

国民健康保険事業特別会計で減少したことによ

るものであります。 

  不納欠損額は、一般会計と特別会計を合わせ

4,493万5,000円で、前年度に比べ1,693万9,000

円、27.4％減少しております。これは、特別会

計では公共下水道事業で10万1,000円、8.4％増

加したものの、国民健康保険事業で478万2,000

円、17.9％減少し、一般会計では市税で1,080

万4,000円、42.9％減少したことによるもので

あります。 

  不納欠損処理に当たっては、滞納者の状況を

十分に把握し、引き続き慎重かつ厳正な取り扱

いに努められるよう望むものであります。 

  収入未済額は、一般会計が３億9,304万5,000

円で、特別会計が２億9,010万4,000円、合わせ

て６億8,314万9,000円となり、前年度に比べ

4,889万6,000円、6.7％減少しております。 

  一般会計では、前年度に比べ、市税が817万

9,000円、4.0％、国庫支出金が6,272万9,000円、

67.7％増加しましたが、県支出金が8,523万

6,000円、皆減、減少したことなどにより、収

入未済額は1,260万9,000円、3.1％減少となっ

ております。 

  特別会計では、国民健康保険事業で3,253万

円、13.2％、公共下水道事業で445万1,000円、

6.7％減少したことなどにより、3,628万6,000

円、11.1％の減少となっております。また、税

外収入の収入未済額は、保育所入所負担金など

が大きな割合を占める分担金及び負担金は172

万2,000円、19.1％の減少、諸収入の収入未済

額は、生活保護費等返還金の増加などにより

348万円、31.0％の増加となっております。 

  収入未済額の合計は、一般会計では、県支出

金の影響により減少となっておりますが、市税

や諸収入では増加しております。特別会計では、

国民健康保険事業特別会計の減少により、全体

として減少しております。歳入確保とともに、

負担の公平性の観点から、引き続き収納対策に

取り組み、縮減に向け一層の努力を期待するも

のであります。 

  市債残高は215億8,053万7,000円（一般会計

143億5,863万円、公共下水道事業特別会計68億

9,977万円、農業集落排水事業特別会計３億

2,213万7,000円）となり、前年度に比べ４億

7,857万2,000円、2.2％減少しております。こ

れは、一般会計で３億4,189万7,000円、特別会

計で１億3,667万5,000円減少したことによるも

のであります。 

  引き続き、後年度の元金償還額を考慮し、市

債の適正な発行に努められるよう望むものであ

ります。 

  平成20年４月１日から施行された「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律」により算定

した実質公債費比率は、平成30年度決算では

8.4％となる見込みで、前年度に比べ0.7ポイン

ト改善しております。 

  一方、財政構造の弾力性をあらわす指数であ

る経常収支比率は92.6％となる見込みで、前年

度に比べ0.2ポイント高くなっております。今

後、義務教育学校などの新たな施設建設や老朽

化施設の改修など大規模事業が見込まれるため、

中期財政計画の見直しにより財政負担の平準化

を図り、限られた財源を有効に活用し、引き続

き健全な財政運営に努められるよう望むもので

あります。 

  経済動向に関しては、ことし７月の政府月例

経済報告では、景気は輸出を中心に弱さが続い

ているものの、緩やかに回復しているとされ、

同じく７月の山形県金融経済概況では、雇用・

所得環境の改善や公共投資が増加基調であるも

のの、個人消費は底がたく推移、設備投資など

は前年度を下回る動きとなっており、山形県の

景気は横ばい圏内の動きとなったとされており
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ます。 

  少子高齢化、人口減少が進む中、行政を取り

巻く環境は大きく変化しており、地域の活力を

維持していくため、多種多様な課題への的確か

つ迅速な対応が求められております。 

  そのため、市では第４次新庄市振興計画、新

庄市まちづくり総合計画の後期５カ年基本計画

を策定し、定住環境の充実とともに、人口減少

という大きな課題の克服に向け、各種施策を展

開しております。 

  引き続き、持続可能な健全財政を維持しなが

ら、重点プロジェクトである雇用、交流の拡大、

安全・安心の充実、子育て、人づくりへの取り

組みを強化し、誰もが安心して住み続けられる

まちの実現に向け、施策及び事業の着実な推進

を望むものであります。 

  次に、別冊の平成30年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書をごらんください。 

  財政健全化審査意見につきましては、実質赤

字及び連結実質赤字は生じておらず、健全な状

態にあると認められます。先ほども申し上げま

したが、実質公債費比率は8.4％であり、早期

健全化基準の25.0％と比較すると、これを下回

っており、良好であります。なお、前年度と比

較して0.7％改善されております。 

  将来負担比率は26.8％となっており、早期健

全化基準である350.0％を下回り、良好であり

ます。なお、前年度と比較すると10.7ポイント

改善しております。 

  次のページ、経営健全化審査意見につきまし

ては、水道事業、公共下水道事業、農業集落排

水事業の各特別会計とも資金不足は生じておら

ず、健全な状況にあると認められます。 

  以上が平成30年度一般会計及び特別会計の決

算審査並びに健全化審査の概要と意見でござい

ます。よろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

   （奥山茂樹上下水道課長登壇） 

奥山茂樹上下水道課長 議案第52号平成30年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて、別冊の決算書により御説明申し上げま

す。 

  初めに、２ページをお開きください。 

  まず、（１）収益的収入及び支出の収入でご

ざいますが、第１款水道事業収益の決算額は11

億1,884万2,778円で、予算額に比べまして798

万9,778円の増でございます。 

  次に、支出でございますが、第１款水道事業

費用の決算額は10億8,236万4,234円で、不用額

は1,327万9,766円でございます。 

  続きまして、４ページをお開きください。 

  （２）の資本的収入及び支出の収入でござい

ますが、第１款資本的収入の決算額は7,451万

521円で、予算額に比べまして1,479円の減でご

ざいます。 

  次に、支出でございますが、第１款資本的支

出の決算額は４億2,993万8,510円で、不用額は

238万1,490円でございます。 

  なお、資本的収入が資本的支出に不足する額

３億5,542万7,989円は、過年度損益勘定留保資

金等で補塡しております。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  平成30年度新庄市水道事業損益計算書につい

て御説明申し上げます。 

  １の営業収益は、夏の猛暑により給水収益が

900万円ほどふえましたが、簡易水道の統合に

より運営委託金がなくなったことから、その他

の営業収益が約1,700万円減となり、営業収益

全体といたしましては、平成29年度比、約800

万円減の８億6,788万5,811円となりました。 

  ２の営業費用は、最上広域水道の受水費値下

げにより、原水及び浄水費が約3,600万円の減、

布設がえ工事等により除却した水道施設の減価

償却分として、資産減耗費が約2,200万円の増

などにより、営業費用全体といたしましては約

710万円減の９億6,571万3,917円となりました。 
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  ３の営業外収益は、高料金対策費一般会計繰

入金が総務省基準の変更により、他会計補助金

が約1,400万円の減、落雷被害の保険金により

雑収益が約850万円の増などにより、営業外収

益全体といたしまして、平成29年度とほぼ同額

の１億8,607万9,552円となりました。 

  ４の営業外費用は、支払利息等の減により約

990万円減の5,860万7,514円となりました。 

  これらにより、６ページ下の経常利益は

2,424万3,932円、７ページ下の当年度純利益は

2,252万9,401円となり、前年度繰り越し利益剰

余金を加えた当年度未処分利益剰余金は８億

702万5,539円となります。 

  続きまして、10ページをお開きください。 

  平成30年度新庄市水道事業剰余金処分計算書

案について御説明申し上げます。 

  平成30年度未処分利益剰余金は、先ほど申し

上げましたように８億702万5,539円となってお

り、このうち1,000万円を建設改良積立金に積

み立てることとし、残額の７億9,702万5,539円

を令和元年度へ繰り越すものでございます。 

  地方公営企業法の規定に基づき、この利益の

処分について議決をお願いするものでございま

す。 

  次に、附属書類でございますが、14ページに

以降に水道事業報告書、25ページにキャッシュ

フロー計算書、26ページに収益費用明細書、31

ページに資本的収支明細書、33ページに固定資

産明細書、35ページに企業債明細書を記載して

おりますので、後ほどごらんいただきまして、

説明は省略させていただきます。 

  以上、簡単ではございますが、平成30年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて、説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

下山准一議長 ただいま説明のありました議案第

52号平成30年度新庄市水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について、監査委員の報告をお

願いいたします。 

  代表監査委員大場隆司君。 

   （大場隆司代表監査委員登壇） 

大場隆司代表監査委員 それでは、同じように、

お配りしております水道事業会計の決算審査意

見書により御報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定により審査に付されま

した水道事業会計の決算審査について御報告申

し上げます。 

  審査の方法は、決算書類及び決算附属書類が

地方公営企業法及びその他関係法令等に準拠し

て作成され、財務状況及び経営成績を適正に表

示しているかを検証し、あわせて公共性と経済

性が確保されているかを審査の主眼として、関

係職員から説明を受け、例月出納検査の結果を

参考にするなどの方法により審査を行いました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施いたしました。 

  審査の結果でございます。審査に付されまし

た決算書類及び決算附属書類は、地方公営企業

関係法令に基づいて作成され、水道事業の財務

状況及び経営成績を適正に表示しており、決算

の計数は正確であり、適正な決算と認めました。 

  決算審査の概要及び詳細は、２ページから11

ページに記載してございますが、その主要な点

は12ページ、第５むすびで言及しておりますの

で、こちらで説明させていただきます。 

  12ページをお開き願います。 

  給水状況については、給水世帯は１万3,082

世帯で、前年度に比べ217世帯増加し、給水人

口は３万4,018人で、99人増加しております。

行政区域内人口３万5,465人に対する普及率は

95.9％であり、前年度に比べ1.8ポイント向上

しております。また、水道料金徴収の対象とな

る有収水量は326万8,328立方メートルで、前年

度に比べ３万6,223立方メートルの増加となり
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ましたが、総配水量のうち有収水量の占める有

収率は84.2％と、ここ数年同じ割合で推移して

おります。無効・無収水量の削減に向けた漏水

防止対策等に積極的に取り組まれ、さらなる向

上に努められるよう望むものであります。 

  経営状況を見ると、収益的収支は、前年度に

比べ給水収益が増加したものの、その他の営業

収益、他会計補助金の減少等により収益が811

万3,000円、0.8％減少し、費用は配水及び給水

費、資産減耗費が増加したものの、原水及び浄

水費の減少により1,585万9,000円、1.5％減少

しております。その結果、当年度純利益は

2,252万9,000円となっております。 

  平成30年度の給水人口は、営農飲雑用水事業

の統合により前年度と比較し増加しております

が、全体として減少傾向にあり、また節水志向

の高まりなど給水収益の大幅な増収が見込めな

い状況であります。また、県広域水道受水費は

平成30年度から新たな給水協定を締結したこと

により３億817万8,000円で、前年度より4,555

万7,000円減少したものの、営業費用の31.9％

を占めており、今後も動向を注視しながら、中

長期的な見通しのもと継続的な負担軽減に取り

組まれるよう望むものであります。 

  給水原価と供給単価を比較すると、１立方メ

ートル当たりの給水原価は270円59銭、供給単

価は259円78銭で、給水原価が供給単価を10円

81銭上回っておりますが、前年度の差額21円７

銭に比べると10円26銭の減少となっております。 

  また、営業未収金は過年度分が3,154万1,000

円で、前年度に比べ22万6,000円少なくなって

おり、現年度分は2,943万9,000円で、３月の納

期限の関係などから、前年度より561万1,000円

少なくなっております。未収金については、依

然として高い水準にあることから、負担の公平

性が確保されるよう、関係機関との連携を図り、

改善に向けてより一層の努力を期待するもので

あります。 

  資本的収支においては、前年度と比較すると

資本的収入は補助金の減により2,859万3,000円

減少し、資本的支出も建設改良費の減により

8,889万8,000円減少しております。 

  その結果、資本的収支の不足額は３億5,542

万8,000円となり、前年度に比べ6,030万4,000

円減少しております。この不足額は、当年度消

費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度

損益勘定留保資金により補塡されております。 

  施設、設備の老朽化が進む中で、今後も住民

サービスの確保と経営の健全性を両立し、人口

減少社会に対応した投資に取り組まれるよう望

むものであります。 

  財政状況においては、資産合計は固定資産、

繰延勘定の減により、前年度に比べ１億4,484

万9,000円、1.2％減少しております。負債合計

は、企業債の減により前年度に比べ２億4,619

万7,000円減少し、資本合計は、営農飲雑用水

事業の統合などによる自己資本金の増により、

前年度に比べ１億134万8,000円、1.5％増加し

ております。 

  平成30年度は、県広域水道受水費の新たな給

水協定の締結による受水費負担の軽減や営農飲

雑用水事業の統合による安定的な水道水の供給

に努められております。引き続き、老朽管等の

更新事業を進めるとともに、一層の経費削減と

財源確保による経営基盤強化に取り組み、市民

生活に欠かせない安全・安心な水道水の安定的

な供給に努められることを希望するものであり

ます。 

  以上が平成30年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

日程第１９決算特別委員会の設置 
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下山准一議長 日程第19決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第45号から議案第52号までの平成30年度

一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに水

道事業会計利益の処分及び決算の審査をするた

め、委員会条例第６条第１項の規定により決算

特別委員会を設置したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

下山准一議長 これより、ただいま設置されまし

た決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集のほどよろしく

お願いいたします。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第20議案第53号令和元年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）から日程第25

議案第58号令和元年度新庄市水道事業会計補正

予算（第２号）までの補正予算６件につきまし

て、会議規則第35条の規定により一括議題にし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号令和元年度新庄市一般会計補正予算

（第２号）から議案第58号令和元年度新庄市水

道事業会計補正予算（第２号）までの補正予算

６件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第53号から議案第

58号までの令和元年度新庄市一般会計及び特別

会計並びに水道事業会計の補正予算について御

説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第53号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ４億

1,008万4,000円を追加し、補正後の予算総額を

193億4,384万8,000円とするものであります。 

  ４ページの第２表におきましては、県営土地

改良事業に係る地方債を追加補正しております。 

  ７ページからの歳入についてでありますが、

14款国庫支出金のうち、商工費国庫補助金では、

エコロジーガーデンの改修に充てます補助金に

ついて、より有利なメニューの補助金に組み替

えをしております。また、17款寄附金におきま

しては、企業や個人の方々からいただきました

寄附金を補正計上しております。 
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  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  まず、１款から全体を通して、人件費に係る

予算の補正を計上しておりますが、４月の人事

異動等に伴う各款の調整によるものであります。

また、各款を通して市民から寄せられました相

談や要望などに対応したものを初め、学校、各

種施設や道路、側溝などの維持補修費や機能強

化に係る経費をそれぞれ計上しております。 

  ２款総務費には、２億円の市有施設整備基金

積立金を計上しておりますが、平成30年度決算

における剰余金を財源として積み立てを行うも

のであります。 

  ３款民生費には、県の補助を受けて実施いた

します灯油購入費等に係る助成費を計上してお

ります。 

  ７款では、歳入で御説明しました寄附金を財

源といたしまして、今後の新庄まつりの振興と

地域の活性化に資するため、まつり振興基金に

1,000万円の積み立てを行うものであります。 

  10款では、各種施設の修繕のほか、図書館の

駐車場等への落雪に対応した融雪装置の設置等

に要する費用や、市民スキー場の圧雪車購入に

係る費用を補正しております。 

  続きまして、27ページからの特別会計ですが、

議案第54号公共下水道事業特別会計補正予算か

ら議案第57号後期高齢者医療事業特別会計補正

予算までの４特別会計補正予算及び議案第58号

水道事業会計補正予算につきましても、今年度

のそれぞれの事業の執行に必要な予算の補正を

行うものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては、財政課長及び上下水道課

長から説明させますので、御審議の上、御決定

くださるようお願い申し上げます。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは私のほうから、議案

第53号から議案第57号までの補正予算について

御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きいただきたい

と思います。 

  議案第53号一般会計補正予算（第２号）でご

ざいます。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ４億

1,008万4,000円を追加しまして、補正後の総額

を193億4,384万8,000円とするものでございま

す。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから４ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  ４ページをごらんいただきたいと思います。 

  下段の第２表地方債補正でございますが、県

営土地改良事業に係る地方債を追加するもので

ございます。 

  次に、歳入につきまして御説明いたします。 

  ７ページをお開きいただきたいと思います。 

  14款国庫支出金でございますが、５目商工費

国庫補助金におきまして、より補助率の高い補

助金に組み替えを行ってございます。 

  その下の、15款県支出金でございますが、２

項１目総務費県補助金におきまして、今年度の

市町村総合交付金の額の確定による補正を行っ

てございます。 

  次に、８ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  17款寄附金でございますが、企業や個人の

方々からいただきました寄附金合わせて1,110

万円を計上しております。 

  19款繰越金には、このたびの予算補正に充て

る一般財源といたしまして、前年度繰越金３億

8,055万8,000円を補正してございます。 

  続きまして、10ページからの歳出について御

説明申し上げます。 

  全体を通しまして、４月の人事異動に伴う職
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員給与費の補正を計上しております。 

  また、事業執行に必要な補正や、学校を含む

各種施設、道路、側溝などの維持補修や機能強

化に係る経費を計上してございます。 

  次に、個別の事項でございますが、初めに、

２款総務費でございます。こちらの１項４目財

政管理費に計上しております市有施設整備基金

積立金２億円につきましては、今後の施設整備

や改修に充てるため、平成30年度からの繰越金

を財源として積み立てを行うものでございます。

また、６目財産管理費の工事請負費につきまし

ては、会議室棟建設に係る増嵩分を補正するも

のでございます。 

  13ページをごらんいただきたいと思います。 

  13ページ下段から14ページにかけての３款１

項１目社会福祉総務費には、県の補助を受けて

実施いたします低所得者世帯に対する灯油購入

費等に係る助成費を計上してございます。 

  また、15ページになりますが、２項１目児童

福祉総務費には、幼児教育無償化に伴う事務の

支援業務委託料を新たに計上してございます。 

  16ページをごらんください。 

  ４款１項８目水道費では、高料金対策繰出金

等の額の確定による減額補正を行ってございま

す。 

  次に、18ページをごらんください。 

  ７款商工費１項３目観光費でございますが、

寄附金を財源としまして、新庄まつり振興基金

に1,000万円の積み立てを行うものでございま

す。また、市内４カ所の文化財について、多言

語動画による解説を行う仕組みを構築する業務

委託料468万円を新たに計上してございます。 

  18ページ下段からの８款土木費におきまして

は、市道の維持補修に係る経費や、公園及び住

宅に係る修繕費、流雪溝修繕などの雪対策に係

る経費などを増額補正してございます。 

  次に、10款教育費について御説明申し上げま

す。 

  22ページの２款２目及び23ページの４項２目

の小学校及び義務教育学校の教育振興費の扶助

費でございますが、小学校入学前支給に要する

経費について追加補正するものでございます。 

  24ページになりますが、５項４目図書館費の

工事請負費につきましては、図書館の駐車場等

への落雪に対応した融雪装置の設置等に要する

費用を追加補正してございます。 

  25ページ、11目社会体育費のスポーツ指導員

報酬の減額につきましては、指導員の退職のた

め減額補正を行うものでございます。また、12

目体育施設費の市民スキー場の圧雪車購入費で

ございますが、現車両が老朽化により毎年相当

の修繕費がかさむ状態であることから、新たに

圧雪車を購入するものでございます。13目山屋

セミナーハウス費の油水分離施設撤去業務委託

につきましては、昨年度末より、これまで油水

分離作業を行ってきたところでございますが、

この分離施設の撤去及び現況復旧を行うための

経費を補正するものでございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  27ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第54号公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）でございますが、歳入歳出それぞれ

1,387万7,000円を追加し、補正後の予算総額を

16億865万7,000円とするものでございます。 

  32ページをごらんください。 

  歳出でございますが、処理場設備の維持に係

る経費として、施設の修繕料や委託料などを増

額補正してございます。 

  また、管渠維持管理事業におきまして、事業

の執行に必要な予算を増額補正し、これらの財

源といたしまして、31ページの歳入に、一般会

計繰入金、前年度繰越金及び公共下水道事業債

を増額補正してございます。 

  次に、35ページをお開きください。 

  議案第55号農業集落排水事業特別会計補正予
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算（第１号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ12万7,000円を追加し、補正後の予算総額を

8,615万6,000円とするものでございます。 

  内容につきましては、職員給与費及び施設の

修繕料等を補正するもので、分担金を財源とす

るものでございます。 

  続きまして、39ページをお開きいただきたい

と思います。 

  議案第56号介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）でございますが、歳入歳出それぞれ

１億678万3,000円を追加し、補正後の予算総額

を39億1,339万7,000円とするものでございます。 

  44ページをごらんください。 

  歳入でございますが、地域支援事業に係る国

県支出金及び支払基金交付金の額を整理したほ

か、前年度繰越金を増額して対応しております。 

  46ページからの歳出では、職員給与費の補正

のほか、５款基金積立金に介護保険給付費準備

基金積立金を、７款諸支出金に国庫及び社会保

険診療報酬支払基金への返還金を補正計上して

ございます。 

  49ページをお開き願います。 

  議案第57号後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）につきましては、歳入歳出それ

ぞれ９万円を追加し、補正後の予算総額を４億

1,702万8,000円とするものでございます。 

  52ページをごらんください。 

  歳出に、後期高齢者医療システムの機器借り

上げ及び保守に係る費用を、歳入には、その財

源といたしまして、一般会計からの繰入金を計

上してございます。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

   （奥山茂樹上下水道課長登壇） 

奥山茂樹上下水道課長 議案第58号令和元年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）について

御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをお開き願います。 

  第１条、令和元年度新庄市水道事業会計補正

予算（第２号）は次に定めるところによります。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

後ほど資本的支出の補正の中で説明いたします

が、建設改良事業費について補正するため記載

したものであります。 

  第３条、収益的収入及び支出の補正ですが、

水道事業収益につきましては、既決予定額11億

2,590万8,000円に、補正予定額614万8,000円を

減額し、計11億1,976万円とします。これは、

第２項営業外収益のうち、他会計補助金である

高料金対策一般会計繰入金及び児童手当等会計

経費繰入金の額の確定に伴い計上するものであ

ります。 

  次に、水道事業費用につきましては、既決予

定額10億9,103万6,000円に、補正予定額518万

円を減額し、計10億8,585万6,000円とします。

これは主に、人事異動に伴う職員給与費の減額

と第二庁舎設備の修繕費の増額であります。 

  次に、２ページの第４条、資本的支出の補正

ですが、資本的支出の既決予定額４億8,677万

1,000円に補正予定額313万9,000円を増額し、

計４億8,991万円とします。これは主に、泉田

道路関連設計業務委託料の増額によるものであ

ります。 

  第５条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の補正ですが、職員給与費の

既決予定額6,164万8,000円に補正予定額739万

7,000円を減額し、5,425万1,000円とします。 

  最後に、第６条は、一般会計からの補助金に

ついて補正するものであります。 

  以上、令和元年度新庄市水道事業会計補正予

算（第２号）について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 
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下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算６件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号から議案第58号の補正予算６件につ

いては、委員会への付託を省略し、10月15日火

曜日、定例会最終日の本会議において審議をい

たします。 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第26議案第60号明倫学園校舎

棟建設工事の内建築工事請負契約の締結につい

てから日程第28議案第62号明倫学園校舎棟建設

工事の内電気設備工事請負契約の締結について

までの議案３件を、会議規則第35条の規定によ

り一括議題としたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号から議案第62号までの議案３件を一

括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第60号から議案第

62号までにつきましては、いずれも明倫学園校

舎棟建設工事にかかわる請負契約でございます

ので、一括して御説明申し上げます。 

  本案につきましては、特定建設工事共同企業

体を組んでの条件つき一般競争により入札に付

した明倫学園校舎棟建設工事に係る請負契約を

締結するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により御提案申し上げるものであります。 

  契約の内容でございますが、議案第60号につ

きましては、工事名、明倫学園校舎棟建設工事

の内建築工事、契約金額は22億6,490万円、契

約の相手方は、沼田建設・升川建設・丸充建設

特定建設工事共同企業体であります。 

  次に、議案第61号につきましては、工事名、

明倫学園校舎棟建設工事の内機械設備工事、請

負金額は５億1,260万円、契約の相手方は、黒

澤・弘栄特定建設工事共同企業体であります。 

  続いて、議案第62号につきましては、工事名、

明倫学園校舎棟建設工事の内電気設備工事、契

約金額は２億6,092万円、契約の相手方は、ユ

アテック・東北電化特定建設工事共同企業体で

あります。 

  工期は、これら３案ともに令和元年10月１日

から令和３年３月15日までであります。 

  工事の内容でありますが、本市の学校施設で

は初めてとなるプレキャスト・プレストレスト

工法を用いた鉄筋コンクリート造３階建て、延

べ床面積9,114平方メートルであります。 

  校舎棟の特徴といたしましては、一貫教育の

基本としております、４・３・２のブロックの

エリア分け、教科教室の導入、多目的な交流空

間としての地域交流ホールの配置など、萩野学

園でも実践してきた取り組みを盛り込むととも

に、各教室などへの冷暖房用エアコンやＬＥＤ

照明の設置など、新たな取り組みを盛り込んで

おります。 

  また、放課後に児童が学び活動する場として

の放課後児童クラブも併設しております。 

  なお、安全で衛生的な屋上プールを配置し、

１年生から９年生までの対応と社会開放を考慮

した２つの体育館を備える体育館棟につきまし

ては、次年度の発注としております。 

  以上、御審議の上、御可決賜りますようお願

い申し上げます。 
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下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第60号から議

案第62号までの議案３件については、会議規則

第37条第３項の規定により委員会への付託を省

略したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  初めに、議案第60号明倫学園校舎棟建設工事

の内建築工事請負契約の締結について、質疑に

入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ９月の総務文教委員協

議会、そして全員協議会で説明がありました。

それによりますと、８月８日の一般競争入札で

２社が参加したが不調となった。その理由を２

企業体に聞き取り調査をした。そうしたら、主

に柱や、はり、床板を工場でつくり、現場で組

み立てるという工法のプレキャスト・プレスト

レストコンクリート工事の金額が少な過ぎると

のことだったということで、３億円から４億円

の違いがあったとのことでした。 

  そこで、市では設計内容を見直しして、軀体

工事に直接影響の出てこない家具、黒板、白板、

サイン工事を設計書から削り、プレキャスト・

プレストレストコンクリートの金額をふやし、

設計金額の見直しを図ったとの説明がありまし

た。 

  そこで、３点お聞きいたします。 

  １つは、８月８日の予定価格は、国のつくっ

た公共建築工事標準仕様書、つまり単価表の積

み上げではなかったのでしょうか。そして、そ

れは業者も同じものから入札価格を出すのでは

なかったのでしょうか。 

  ２点目、プレキャスト・プレストレストコン

クリート工事の金額が不足だとの話をほかの建

設業者や、その工事を請け負う会社に聞き取り

をしてみるべきではなかったのでしょうか。不

調になった企業から聞くということは、公平性

から見てどうなのでしょうか。 

  ３点目です。３億円から４億円も建設費が上

がるということは、市民の負担がふえるという

ことになるのではないでしょうか。この責任に

ついて、どう考えておられるでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ただいま３点

ほどいただきました。 

  まず、予定価格の件でございますが、この予

定価格につきましては、昨年度実施いたしまし

た実施設計をもとにその単価を積算して、私ど

もで設定してございます。 

  また、業者のほうについては、その単価、見

積もりをどう見るかというところでございます

が、これは業者によってかなり違ってくると思

うんですが、それぞれ、例えば部材であれば、

その部材を発注する予定のところと交渉して、

どのくらいの額になるのかというふうなところ

の積算になってくるといった違いがございます。 

  もう一点、プレキャスト・コンクリート部材

等の額の確認についてでございますが、実際に

今申し上げたとおり、業者によって、その部材

をどこに発注するかというところも違ってきま

すので、そこまで業者のほうに聞いて、聞いた

製造会社に確認するといったことはしてござい

ません。 

  ただ、私どもである程度、コンクリート部材

会社のところにお話を聞きまして、それに基づ

いて、ある程度の額を設定したというところで

ございます。 

  また、額が相当ふえたというところについて
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は、私としても深く反省してございまして、今

後、この設計から除いております家具類の工事

につきましては、多分２億円かかるか、もっと

少なくなるか、ちょっとまだ額的にははっきり

としてございませんが、その辺につきまして、

ただ単に増額することではなくて、来年以降、

体育館棟の建設工事、それから外構等の建設工

事、そして既存校舎の解体等もございまして、

その辺をどうやって、どうにか何とか工夫しな

がら、その辺も吸収できないのかなというふう

な形での今、検討をさせていただいております。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私としては、予定価格

を最初につくるときに、国でつくった公共建築

工事標準仕様書、単価表、こういうものを見て、

担当の職員が予定価格を、単価表を積み上げて

つくっているはずだと思います。そう見ている

んです。業者も同じものを持っているはずであ

りまして、そういうものから入札価格を出すは

ずですから、そういう意味では、そんなに不調

になるはずがないと私は考えるんです。そこは

どうなのか。もしかしたら、その不調になった

２企業体から話を聞くということで、その言い

なりになってしまっているのではないかという

発注者側の弱さというか、そういうところがな

かったのかということを考えるわけです。それ

はどうなのか。お願いします。 

  それから、９月の再入札で落札率が99.98％

となりました。落札率が非常に高くなっていま

す。全国市民オンブズマンは、落札率90％以上

は談合の疑いがあると言っておりまして、これ

を談合疑惑度とまで言っています。 

  さらに、再入札のときには１社だけの参加で

した。１社だけの参加では、オンブズマンに言

わせますと、自由競争原理も働かず、入札制度

としては破綻しているという厳しい評価をして

おります。 

  なぜ１社だけの参加になってしまったのでし

ょうか。お願いします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ただいまの１

点目の御質問でございますが、先ほども申し上

げましたとおり、私どもで予定価格を設定する

際には、議員がおっしゃる、最新の建築単価を

用いて積算をしております。ただ、業者につき

ましては、その単価を用いるのではなくて、実

際に部材であるとかの、発注予定である業者と

交渉した上で、どのくらいでこの工事ができる

かといったところを見積もった形でぶってきて

おりますので、単純に申し上げますと、業者で

は、その積算単価ではなくて、別の方法で見積

もってきているということになりますので、御

理解いただきたいと思います。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 ２点目の御質問についてでご

ざいますが、最初に、落札率が非常に高過ぎる

のではないかという御質問です。 

  建築工事につきましては99.98％ということ

で、入札予定価格にかなり近くなってございま

す。この直接的な要因としましては、先ほど来、

御説明があったように、設計内容の見直しをし

て、予定価格の変更の上、再入札を行ったとい

うことが直接的な要因かと思われます。 

  また、その背景としまして、昨年の豪雨災害

の影響によりまして、市内業者におきましても

非常に多くの工事を抱えているという状況がご

ざいます。 

  業界全体としまして、技術者不足、人手不足

という状況でございますので、入札の高どまり

傾向が全体的に見られるというふうなことが、
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その要因として挙げられるのかと思われます。 

  建築工事につきましては、土木工事を請け負

っている業者も多いということですので、建築

工事にも影響があったのかなという背景が考え

られるものでございます。 

  また、１社入札の有効性ということでござい

ますけれども、条件つきの一般競争入札としま

して、広く広告をして募集したというようなこ

とでございますので、その中で入札参加者が１

共同企業体だけだったという結果でございます。

このような場合におきましても、一般競争入札

の場合ですと、たとえ入札者が１社だけの場合

でも、入札に参加しなかった業者はその利益を

放棄したというふうなことで、入札に必要な競

争性、公平性は失われていないということとさ

れておりますので、我々も有効と考えてござい

ます。以上です。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 第60号が、今の返答の

中で、最新の建築単価を用いて、部材のほう、

プレキャストのほうを積算したということです

が、まず今回、このプレキャスト・プレストレ

スト工法ということがはっきりとわからなかっ

たものですから、専門のその部材をつくってい

る会社の、まず動画を見たり、問い合わせをし

たりしながら、ちょっと学ばせていただきまし

た。 

  そして実際、動画で確認をしますと、本当に

いい工法で、執行部が、教育委員会がこちらの

工法を選ばれたということが、これはすばらし

いなと思った次第でした。 

  しかしなんですが、まずその工法を見るとす

ごくはっきりとわかるんですけれども、全協の

中で示された修正前と修正後の工程というもの

は、余りこれは変わらないなと思ったんですね、

どっちも。工法をわかっている業者とすれば、

組み上げて、そして組み上げたところで１階か

ら内装工事はもうできていくわけだから、この

不調になった原因の工期というところの、プレ

キャスト工場に製作を依頼して、そして組み立

てて、そして内装工事をしていくということは、

十分この上の工程表で理解できるし、わかるの

ではないかなと思った次第だったんです。 

  その中で、一番大きく新庄の場合ひっかかっ

てくるものは基礎工事の部分なんだろうなと。

ここに、降雪時期、降雪のある地域での公共事

業を見るとやっぱり、物によりますけれども、

結構9,000平米ぐらいの建物になるとすると５

カ月ぐらいかかってくるのかなと。そうすると、

秋発注で冬をまたぐとなると、大変ちょっと厳

しいのかなと。ここに費用というものがかかっ

てくるのかなと、この工程表を見ながらいたん

ですが、その中で、入札を辞退した、先ほど佐

藤議員からあったんですが、聞き取りを行った

ということで、結果的に実際の工事から三、四

億円は違いがあるのではないかと言われたとい

うことだったんですが。 

  他市の公共事業のプレキャストを行った場合

の事例を比較してみると、これが今年度の単価

ではなくて、今から二、三年前の発注なんです

けれども、そうすると、面積は違うんですが、

階層は同じ３階で、そして平米単価、中に入れ

る仕様は違うとは思うんですけれども、入札予

定価格として平米単価を出してみると、31万

3,000円、約ですね。そして、新庄市で出して

いるところが、不調となった単価が22万円と。

かなり、10％以上も違うんですね。 

  そうした場合に、行政としての、行政のチェ

ック体制というものは、とても疑問が湧きまし

た。安過ぎれば競争入札にやっぱり入ってこな

い。工法がわかる業者、ほぼ皆さんわかるわけ

ですから、そうすると入ってこないなというこ

とがまずわかりました。 

  それで、チェック体制、先ほど、実施設計を
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もとに数字を積み上げたと言うんですけれども、

これはどちらの部署で行って、そしてこのチェ

ックというものは甘くなかったのかどうかとい

うことです。これはいかがでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 まずは実施設

計の段階でのチェック体制が甘かったのではな

いか、そして実際に今回、予定価格を設定する

ときのチェックも甘かったのではないかという

お話でございますが、結果的に私どもの見方が

甘かったのかなとは考えてございます。 

  実際には、実施設計を行うときには、うちに

建築士等もおりますので、それを中心として、

そのようなチェックを行っておりました。 

  今回その予定価格を設定する際についても、

実施設計をもとにして最新の建築単価で積算し

てございますので、結果的には教育委員会内で

のチェックが甘かったのかなと考えてございま

す。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） まずはその積算のチェ

ックが、根拠を積み上げるということが甘かっ

たということで。落札はなったんですけれども、

実際問題の、実際の工事現場というものは大変

厳しい金額でやるんだということではあるかと

思うんです。 

  まず、記憶に新しいものが、私たち、萩野学

園の交付金を返還しなければならなくなったと

いう事実が、本当にほぼ１年前にあったわけな

んです。そのときに、担当課長であったり、市

長であったりが発言しているのが、明倫学園の

推進に当たって、より慎重に進めるべきだと思

っていると言っているわけですね。計画を進め

るべきだと思って、より慎重に進めるべきと、

計画を進めていくと言っているんですが、やは

りまたこの計画の詰めというか、そういったも

のに不備があるのではないかなと。この不備の

状態で、果たして進めていって、また先のとこ

ろで何かが合わない、何かが合わない、また補

正だ、補正だというふうに出てくるのではない

かと非常に心配をしますし、市民に対しての結

局、前回の約１億5,000万円というところも、

泣いたのは市民なわけですね。 

  今回も、税金からつくる。学校をつくるとい

うことは本当に夢のような話で、必要なことな

んですけれども、その費用負担をどこからお金

を出しているのかということを本当に常に、も

っと真剣に考えていただきたいと思うんです。 

  この積算の根拠がもう既に甘くて、通常の、

よその自治体で発注をしている金額と比べても

10％も違うわけです。そういった中で、引き受

けたというふうに帳尻を合わせた形にしている

のかもしれないんですけれども、地元の引き受

けたところも結局、通常の金額より安いという

ことを理解して引き受けたということなんでし

ょうけれども、今度、また今回、１回不調にな

って、２度目になったことで、消費税という部

分が、通常８％のところで進めようと思ってい

たところが10％になるんですよね、契約をして

発注するとなると。その増税分の部分に対して

も、結局泣くのが市民なのかなと。 

  そうすると、それに対して、自分たちが今、

積算が甘かったということに対して、きちっと

した市民に対する説明責任ということがあるの

ではないかと思うんですが、この辺はどう考え

ていますか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ただいまの御

指摘のうち、１点だけ、まず最初に確認させて



- 42 - 

いただきたいことがございます。消費税につい

て、今回その発注が延びたことによって、８％

から10％に変わったという事実はございません。

当初から10％で設定してございますので、その

辺は御理解いただきたいと思います。 

  御指摘のとおり、萩野学園で交付金を返還し

なければならないという事態に陥りました。そ

れをもとに、慎重にやっていかなければならな

いということで、二度としないように、ならな

いようにということで慎重に行って、事業を進

めてきた経緯はございますが、結果的に一度不

調になってしまったといった事実がありますの

で、その辺は十分に反省いたしまして、今後こ

の交付金についても、主に明倫学園の際は負担

金になりますが、この辺、萩野学園と同じよう

な轍を踏まないように、今後も慎重に行ってま

いりたいと思います。 

  まずは、今後50年以上、60年になるか、70年

になるかもしれませんが、その学校で学校生活

を送ることとなる子供たちのために、しっかり

とした建物を、学校を慎重につくってまいりた

いと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 済みません。慎重にお

願いしたいと思います。 

  そして、１点、１回目の不調があったときに

聞き取りをされたということもそうなんでしょ

うけれども、金額と実際がかなり乖離をしてい

たかと思うんです、私。実際の単価と。その際

に、設計自体を見直さなければいけないのでは

ないかというような話し合いはなかったのかど

うかです。その設計自体を見直さなくてはいけ

ないのではないかということはなかったのかど

うかということもあわせて聞いておいてよろし

いでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 設計自体の根

本的なところについては、これを、例えばプレ

キャストのものを、また別の工法でということ

になってしまうと、また実施設計から始めてい

かなければならなくなりますので、また２年や

３年おくれてしまうこととなりますので、その

根本的なところはさわらない。実際には検討は

いたしましたが、さわらないという結論に持っ

てまいりました。 

  実際に、その設計の中で、今どうやって工事

を発注して、学校をつくり上げていくことがで

きるかというところを考えたところで、その設

計の中で、家具等の工事を落とすという設計の

見直しを図らせていただいたところです。以上

です。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 明倫学園の、なぜつく

るかという原点をもう少しみんなで考えてもら

いたいなと思うんです。 

  ということは、沼田小学校が非常に老朽化し

て、非常に、水洗トイレもない、学校教室も悪

い、発火現象が起きるというような地域の声を

承りまして、当時の議会の総務文教常任委員会

でも現場を見て、現状を見て、これではやはり

子供たちの教育環境の機会均等を損ねるという

ようなことで、全員協議会の中でも、議会の中

でも、いち早く改築をして、子供たちのよりよ

い環境を育てるというようなことがまず原点だ

と思うんです。 

  そのために、新庄市では小中一貫を目指すの

で、そして明倫学園をつくるというようなこと

で進んでおります。 

  この議論は議論としてわかりますけれども、
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やはり今、令和３年４月の開校というようなこ

とで、校章とか制服とか、いろいろ現状が進ん

でおって、地域も子供たちも、それなら現状を

我慢しながら開校まで待つというような、子供

たち、教育関係の願いだと思うんです。 

  やはりそういった意味から考えまして、今の

いろんな議論は議論として、私もわかりますけ

れども、まずそういったものをいち早く、コン

センサスを得ながら、令和３年４月に間に合う

ように、やはり万全を期すようなことで私は進

んでいってもらいたいなと思うのでありますの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ありがとうご

ざいます。 

  ただいま議員から御指摘の沼田小学校、本当

にかなり老朽化をしている状況でありまして、

そういったことも含めまして、議員からいただ

いた言葉を肝に銘じまして、学校のほう、しっ

かりとしたものを建設してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長のほうで御配慮い

ただきたいんですが、あくまでもこの契約案件

についての質問をしているわけですから、賛成

とか反対とかという意見は求めていないわけで

すよね。義務教育学校をどう整備していくとい

うことでは、多くの点で一致しているわけです

から、その点は、小嶋議員の発言は、私は適当

ではないと思います。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５１分 休憩 

     午後１時５２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） ３億円余りを別に枠を

とって入札したという経緯は全員協議会でも御

説明いただいたんですけれども、その後の部分

についてですね。先ほど、教育次長のお話だと、

体育館、外構や解体などでその部分を吸収でき

たらというお話でした。 

  確かに計算上はそれもいいことだと思うんで

すよ。ただ、やっぱり学校は長く使うものです

から、安心・安全、子供たちを育む大切なとこ

ろなので、ぜひとも余り値段重視ということも、

確かに今、世の中は厳しくなっているのでわか

るんですけれども、学校のやっぱり環境が著し

く下がるのはとても残念なことだと思うんです。

せっかく北辰小と、小嶋議員もお話ししたとお

り、沼田小学校が１校になって新しい学校をつ

くるというところでは、その３億円をここで全

部を吸収するということに重きを置くのではな

く、きちんとした学校をつくっていただきたい

と心から願っております。 

  ぜひともよろしくお願いいたします。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５３分 休憩 

     午後１時５４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ありがとうご

ざいます。 
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  今後、実施予定のところを吸収できるかどう

かも含めて、これから考えてまいりたいと思い

ますが、先ほど小嶋議員からいただいたときに

も発言させていただきましたが、まず基本は子

供たちのためにいい学校をつくってまいりたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 安心・安全は何よりも

大切なことですので、ぜひともその観点を忘れ

ないで、きちんとした、規格に当てはまる安全

な学校づくりをぜひともよろしくお願いいたし

ます。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号明倫学園校舎棟建設工事の内建築

工事請負契約の締結については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第60号については、原案のとおり決する

ことに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸

君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません 

ね。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成13票、反対３票でありま

す。賛成多数であります。よって、議案第60号

は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第61号明倫学園校舎棟建設工事の

内機械設備工事請負契約の締結について、質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号明倫学園校舎棟建設工事の内機械

設備工事請負契約の締結については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第62号明倫学園校舎棟建設工事の

内電気設備工事請負契約の締結について、質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号明倫学園校舎棟建設工事の内電気

設備工事請負契約の締結については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案５件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第29議案第63号成年被後見人

等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係条例の整備に関する条例についてから

日程第33議案第67号新庄市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例についてま

での議案５件について、会議規則第35条の規定

により一括議題にしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係条例の整備に

関する条例についてから議案第67号新庄市災害

弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例についてまでの議案５件について一括議題

とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第63号成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係条例の整備に関する条例について御

説明申し上げます。 

  本年６月14日に成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律が公布されました。 

  この法律は、成年被後見人及び被保佐人を資

格、職種、業務等から一律に排除する規定等を

設けている各制度について、適正化を図ること

により、成年被後見人等の人権が尊重され、成

年被後見人等であることを理由に不当に差別さ

れないようにすることを目的としております。 

  このことから、例えば成年被後見人等につい

ては、職員となることができない規定を設けて

いる地方公務員法等の改正を受けて、本市の条

例のうち、新庄市一般職の職員の給与に関する

条例など、５つの条例について必要な改正を行

うものであります。 

  なお、施行日につきましては、一部の条例を

除き、法律の公布の日から６カ月後である令和

元年12月14日としております。 

  次に、議案第64号新庄市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例及び議案第65号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

について御説明申し上げます。 

  平成29年に公布された地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律が令和２年４月１

日から施行されることに伴い、これまで各自治

体によって異なっていた臨時職員、非常勤職員

に係る任用方法等について、地方公務員法及び

地方自治法に基づいた、新たな会計年度任用職
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員制度が創設されます。 

  本市においても、現在雇用している、いわゆ

る嘱託、日々雇用職員などの非常勤職員につい

て、来年度から会計年度任用職員に移行するこ

とから、会計年度任用職員に支給する給与及び

費用弁償について、新たに条例を制定するもの

であります。 

  また、議案第65号は、この法改正により、現

行の条例の規定を整備する必要が生じたため、

新庄市職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例など、７つの条例について一括して改正

するものであります。 

  次に、議案第66号新庄市印鑑条例の一部を改

正する条例について御説明申し上げます。 

  住民基本台帳法施行令の改正により、本年11

月５日から、住民票に旧氏を記載することが可

能となります。このことにより、国の印鑑登録

証明事務処理要領が改正されることに伴い、新

庄市印鑑条例について必要な改正を行うもので

あります。 

  改正の内容といたしましては、住民票に記載

されている旧氏についても、氏名と同じように

印鑑登録を行うことができるようにするもので

す。あわせて、条項の整備を行うものでありま

す。 

  施行日につきましては、令和元年11月５日で

あります。 

  次に、議案第67号新庄市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について御

説明いたします。 

  災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施

行令が改正されたことに伴い、本市の災害弔慰

金の支給等に関する規定を改めるものでありま

す。 

  主な改正内容といたしましては、災害援護資

金の貸し付けを受けた者が償還金を支払うこと

が著しく困難になった場合に支払いを猶予する

こと、災害援護資金の貸し付けを受けた者が破

産手続開始の決定などを受けた場合に、償還未

済額の全部または一部の償還を免除することが

できるようにするものです。 

  また、災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関

する事項を調査、審議するため、新庄市災害弔

慰金等支給審査会を置くことができるようにす

るものです。 

  施行日は公布の日であります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

下山准一議長 これより、ただいま説明のありま

した議案第63号成年被後見人等の権利の制限に

係る措置の適正化等を図るための関係条例の整

備に関する条例についてから議案第67号新庄市

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例についての５件について総括質疑を行

います。質疑ありませんか。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 第64号の件なのですけ

れども、会計年度任用職員の任期は１年だけな

のでしょうか。全部で５点あるので、よろしく

お願いします。 

  ２点目には、会計年度任用職員の予定人数は、

今の非正規職員の人数と変わらないのでしょう

か。 

  ３点目には、平均の年収はどのくらいになる

ものでしょうか。 

  ４点目には、正規職員と会計年度任用の職員

の違いはどこにあるのでしょうか。基準を明確

にしてほしいと思っていることと、限りなく会

計年度任用職員をふやすことになるのか、その

辺もお聞きしたいです。 

  ５点目には、最後になります。５年で雇いど

めになるのでしょうか。無期の任用もできるよ

うにすべきではないでしょうか。 

  ぜひともお答えください。よろしくお願いし

ます。 
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小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 今回、条例で２本上程してお

りますけれども、議案第64号が会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例、そして65

号として、関係条例の整備に関する条例を提案

させていただいております。 

  この中で、制度の概要として若干説明させて

いただきたいんですけれども、会計年度任用職

員へ移行する際には、報酬月額、毎月の月給に

ついては現在の額と同額か、その上位の額に格

付する方向で考えております。 

  他市では、国が示す低い号給を初任給の額と

するところもありますけれども、本市において

は、国が示す低い号給を初任給とするのではな

くて、現在支給している高い号給を初任給とし

たいと考えているところであります。 

  ２点目としまして、会計年度任用職員の制度

においては、本市の場合、昇給制度を取り入れ

る形で考えているところであります。具体的に

は、２年目と３年目に昇給を取り入れたいと考

えているところであります。 

  そのほか、３点目でありますけれども、期末

手当相当分の報酬額を、移行した職員に、皆さ

んにお支払いすると。今現在、日々雇用職員と

パート職員には支給しておりませんけれども、

その分も移行した際にお支払いする制度になり

ますし、あわせて通勤手当相当分についても、

現在、日々雇用職員、パート職員には支給して

おりませんが、今後お支払いするような制度設

計を考えているところでございます。 

  御質問の１点目、任期が１年かどうかという

ことでありますけれども、今回、地方自治法の

改正と地方公務員法の改正で会計年度任用職員

制度がスタートするわけですけれども、名前の

とおり、会計年度に基づいた中の任期というこ

とになりますので、任期の期間は１年になると

いうことになります。 

  それと、２点目でありますけれども、予定す

る人数としましては、今まで嘱託職員の制度と、

あと日々雇用の制度、あとそのほか、国の基準

により雇用している外国語指導員等、さまざま

ございますけれども、それを統合して１つの制

度になりますので、今の現行の嘱託職員等の人

数よりはふえるものと想定しております。人数

としましては、恐らく170人前後になるのでは

ないかなと想定しておりますし、あと正規職員、

常勤の職員と会計年度任用職員の違いというと

ころでありますが、常勤の職員については退職

の年齢ということがございますし、会計年度任

用職員については、任期の期間が会計期間とい

うことになってきます。ただ、地方公務員法が

適用されるという部分については両方同じよう

な制度にはなってくるところではございました。 

  それと最後の、雇いどめではないかというよ

うなお話の部分でありますけれども、今現在、

５年、７年のルールで雇用のほうを実態として

やっているところなんですが、今後においても、

市民の方から見た公平性ということからすれば、

一定の年限というものは必要ではありつつも、

職場とか職種の状況によっては、募集しても集

まらないという場合は、５年、７年にこだわる

べきでもないのかなと捉えています。 

  また、国のガイドラインでこのところを示さ

れているところでありますけれども、国の指針

では、長期間の雇用を保障するものではないと

明示されておりまして、単年度で職があるかど

うかということを判断して個別に任用するもの

というような指針が示されているところであり

ます。以上です。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 今のお話の内容、よく

わかりました。 

  移行するということはいいことだと思います。

中でも、ボーナスなども考える、交通費もある
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ということはいいことだなと思ってお聞きしま

した。 

  公務員だけではなくて、今、一般の会社でも

そうですけれども、同じ仕事をしていて賃金が

違う、差別がある。合理化という名前のもとに

どんどん差別化されているということが問題に

なっております。ワーキングプアの合理化とい

う声もあります。ぜひともそのようにならない

ようにお願いしたいと考えます。 

  また、都内の区の中では無期雇用ということ

で、国のつくった仕組みの中でも改善している

ところもあると聞いております。 

  ぜひとも新庄市でも、これからやりつつ、い

いところは受け入れて、悪いところは改善して

いこうという姿勢を示していただきたいと思っ

ております。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 議案第64号、65号の条

例なんですが、こちらが施行されていくと、正

規職員が減ることにつながっていくのではない

かという懸念が感じられるんですが、この条例

を制定していくことで、今の職場環境であった

りが改善されていくことと、あとは執行部とし

て懸念していることと両方あわせて伺えたらな

と思います。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 今回の改正は、全国的な流れ

での法改正ということでありますけれども、一

番大きな改正点としましては、任用の根拠が、

地方公務員法に基づいた任用になるというとこ

ろが一番大きいところかなと。 

  今までは、日々雇用職員とかパート職員とい

うことで、比較的あやふやな部分があったと以

前から言われてきたところを、改めて、服務も

含めて、公務員としての法的な立場に裏づけさ

れた任用になるということで、我々としても明

確な任用につながるものと考えております。 

  それと、もう一点、懸念事項ということです

けれども、懸念という部分では、今、担当課と

しては想定している事案等はございません。 

  それと、もう一点の、正規職員、一般職の

我々の人数の増減という部分ですけれども、今

までもある意味、日々雇用職員、嘱託職員でや

ってきた部分と、常勤の職員のすみ分けを行っ

てきた中での会計年度任用職員への移行という

ことになりますので、考え方については大きく

変更になる部分はないのかなと感じております。 

  そういう意味で、人数においても、常勤の職

員の人数の大きな増減というものはないのかな

と想定しております。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 大きく正規職員が減っ

ていくことはないのではないかという返答であ

ったと思うんです。 

  現在の非正規職員が、この任用制度が適用さ

れたときに、確かに給与面については、今まで

報酬の費用弁償の部分が、フルタイムであれば、

給料、そして諸手当、期末、時間外、休日、夜

間、通勤、特殊勤務、地域等、支払われてくる

と。パートであれば、報酬及び費用弁償、期末

手当程度は支給になってくるのかなということ

であるんですが、どうしても服務の部分で、今

までと形的には変わらないと言うんですが、今

度、法的に適用されていくと、臨時職員であっ

たり、日々雇用であったりという、嘱託職員が

地方公務員法に縛られるということですね。 

  そうすると、休暇であったり、あとは勤務時

間のすみ分けであったり、分限と懲戒処分であ

ったり、服務というところであったり、これが

全て適用されてくるなと思っているんです。 

  給与面だけで見ると、今、現場からは、大変
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安い金額で働いているということをちょっと聞

くものですから、その分がよくなる分はいいの

かなと思いはしたんですが、全体的に見ると、

必ずしもメリットだけではないと思ったところ

です。 

  その中で、今回、日本全体的に見ると、東京

含め、ほかの自治体でこの条例をまず制定する

のを見送ろうとしている動きもあるやに聞いて

おります。その中で、もし今回この条例を、も

う少し現場の声もちゃんと聞き取って、労働者

に説明を行ったかどうかはちょっとわからない

んですが、行いながら聞き取って、この制定と

いうものをもう少し検討してもいいのかなと思

っていました。 

  もし、制定を今期しなければ、例えば何か国

からペナルティーがあるのかどうなのか。その

辺はどうでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 法律の改正で、来年からこの

制度がスタートするわけですけれども、もしこ

の法律にのっとらない運用ということになりま

すと、嘱託職員でも、日々雇用職員でも雇用で

きない状況になるのが今の現行の法律上の解釈

かなと感じております。 

  そういう流れも受けまして、県でも既に３月

に条例を設定しておりますし、県内の他市でも

可決成立したところと、12月議会で出すところ

と半々ぐらいかなと理解しております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 当該労働者のところに

説明をしていただいて、今、現状働いていらっ

しゃる方がいるわけですから、その方も対象に、

来年度からなってくるということで、声を聞い

てからでも遅くはないのかなと。この条例を制

定しなければ適用できないというものではなく、

現状でまずいけばいいわけではないですか。そ

うではないということも私も聞いてはいるので。

しないところに対しては、例えば憲法８章で、

地方自治の縛りというものは、国はすることが

できないんだということを理由に制定していな

いという自治体もある。制定しないと決めた自

治体もあるということだったので。 

  もう少し慎重であってもいいのではないかな

と思っております。どうでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 この条例を制定しないという

ことになりますと、常勤の職員だけで市政を運

営していくということになるのかなと考えてお

ります。 

  今現在の日々雇用職員とパートタイム職員と

いう形では、来年度からは新庄市以外の市町村

も含めて雇用できない制度になるというふうに

県からも説明を受けておりますし、我々もそう

いう理解でいるところですので、この条例の趣

旨を御理解いただければと思います。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は総務文教常任委員

ということで、これが審議される委員なので、

そこでまた詳しくお聞きしたいと思っています

が、議長の権限というか、議会としてかかわる

労働者、つまり市職員組合だったり、あるいは

組合に入っていなくても、現在、日々雇用や嘱

託職員で働いていらっしゃる方々が、この内容

を見てどのように感じられるか、意見を聞く公

聴会を開いていただきたいと思うんですが、ど

うでしょうか。 

下山准一議長 今の佐藤悦子さんの要望について

は、しかるべき機関で協議をしたいと思います。 

  質問は。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 総務課としては、関係

の職員に話を聞いているのか。お願いします。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 これまでの雇用の仕方といい

ますと、ある意味、地方公務員法の３条３項の、

特別職の中での嘱託職員という中の位置づけと

いうようなものが一般的な、法的な解釈であり

ました。 

  その中で、今回の地方自治法も含めた改正の

中で、特別職の規定が個別具体的になりまして、

結果、その中から嘱託職員が会計年度任用職員

に移行するというような制度になったところで

あります。 

  その会計年度任用職員という制度、任用の仕

方でありますけれども、我々常勤の職員と同じ

ように、雇用契約ではなくて、任用というよう

な制度にこのたび組み込まれた中での制度設計

になっているところです。 

  今現在働いている方の御希望というか、給与

についての考え方を聞いたかどうかという部分

についてでありますけれども、御感想の部分は

特にお聞きはしておりませんが、他市の状況も

聞きつつ、実際ほかの市よりもいい形で反映し

ていると感じているところもありますので、そ

こも含めて、よりよい形で運営していきたいと

考えております。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第３４議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

下山准一議長 日程第34議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております令和元年９月定例会付

託案件表により、それぞれ所管の委員会に付託

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

令 和 元 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

   議案（８件） 

○議案第４５号平成３０年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
○議案第４６号平成３０年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第４７号平成３０年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第４８号平成３０年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第４９号平成３０年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５０号平成３０年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出
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付 託 委 員 会 名 件                名 

決算の認定について 

○議案第５１号平成３０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

○議案第５２号平成３０年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について 

総 務 文 教 常 任 委 員 会  
議案（３件） 

○議案第６３号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係条例の整備に関する条例について 

○議案第６４号新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例について 
○議案第６５号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

請願（１件） 

○議案第６６号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 
○議案第６７号新庄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例について 
○請願第４号（仮称）新庄市立看護専門学校の建設の再考を求める

請願 
 

 

日程第３５議員派遣について 

 

 

下山准一議長 日程第35議員派遣についてを議題

といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しております名簿のとおり、全議

員を最上市町村議会議長会主催の議員研修会に、

また、議会報編集委員６名を山形県市議会議長

会主催の議会報研修会に派遣したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

最上市町村議会議長会主催の議員研修会に全議

員を、また、山形県市議会議長会主催の議会報

研修会に議会報編集委員６名を派遣することに

決しました。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  10月１日火曜日午前10時より本会議を開きま

すので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時３５分 散会 
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令和元年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和元年１０月１日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和元年１０月１日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 嶋 冨 弥  議員 

２番 新 田 道 尋  議員 

３番 八 鍬 長 一  議員 

４番 山 科 春 美  議員 

５番 今 田 浩 徳  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和元年９月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 嶋 冨 弥 

１．市長の４期目の市政執行について 

２．新庄まつりについて 

３．学校教育について 

市 長 

教 育 長 

２ 新 田 道 尋 

１．市公共施設長寿命化計画について 

２．市民の健康寿命の推進について 

３．幼保無償化に対する市の対応について 

市 長 

３ 八 鍬 長 一 

１．山尾市長の公約優先順位について 

２．住民監査請求について 

３．下がりつづける投票率について 

４．学校建設大型事業に伴う財政指標、経常収支比率の見

通しと看護専門学校建設について 

５．人口減少に歯止めを、そのための優先政策は流雪溝整

備など雪対策だ 

市 長 

教 育 長 

監 査 委 員 

選挙管理委員会 
委 員 長 

４ 山 科 春 美 
１．「ひとづくり」「地域づくり」について 

２．学力向上に向けての市長の考えについて 

市 長 

教 育 長 

５ 今 田 浩 徳 １．新庄市地域公共交通網形成計画の進捗と今後について 市 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名であります。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は13名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは最初に、小嶋冨弥君。 

   （１５番小嶋冨弥議員登壇） 

１５番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  ９月定例議会初日の初めに一般質問を行いま

す、議席番号15番、起新の会の小嶋冨弥であり

ます。ひとつよろしくお願いいたします。 

  今定例会におきまして私が通告いたしました

のは３点であります。それらの順に従いまして

お伺いいたします。 

  余談でありますけれども、きょうから消費税

が上がったというようなことで、いろいろ新聞

でも話題になっております。 

  それではまず初めに、山尾市長の４期目の市

政執行についてであります。 

  申すまでもなく、この９月８日に行われまし

た任期満了による新庄市長選挙において当選を

いたしました。おめでとうございます。 

  まさに市民の負託を託されたわけであります。

今回の選挙における結果はまれに見る大激戦で

ありまして、しかし民主主義のルールにのっと

り選ばれたわけでありますので、市長職として

の３期12年の経験を生かし、「まちづくりは人

づくり」をどのように４期目に当たり執行なさ

れる決意と覚悟をお伺いするものでありますの

で、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

  次に、発言事項２つ目の新庄まつりについて

であります。 

  この祭りは、当新庄市にとって欠くことので

きない一大イベントであることは、内外的にも

非常に高い評価を受けているところであります。

その祭りの熱気を乗せたことしは、８月24日の

宵まつり、25日の本まつり、26日の後まつりの

３日間で過去最高の56万人の人出であったと伺

いました。このようにたくさんのにぎわいを醸

し出したことは、地域資源としての誇りであり、

また観光と交流人口の増に貢献しているわけで

あります。この地に住む私たち子供を含め、こ

の祭りは地域の結びつきを一層強くいたしまし

た。山車を製作する町内若連、お囃子の演奏を

する囃子若連を初め実行委員会、警察、交通機

関等本当に多くの関係者が力を合わせた結果、

３日間さしたる大きな事故もなく終えられまし

た。非常に喜ばしいことと思います。 

  私は、この件に関して新庄まつりの質問をさ

せていただきたいと思います。 

  特に昨年は山車の運行に対してかなり厳しく

意見具申を申し上げました。昨年はユネスコ登

録２年目であり、週末開催で、実行委員会と警
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察との協議で諮った結果と理解しておりますが、

市民、観光客からの評判はよくありませんでし

た。これらに対して、ことしはまつり実行委員

会ではどのように諮られたのかお伺いするもの

であります。市民の熱い思いの歴史と伝統のこ

としの祭りの評価と総括をお伺いいたします。 

  また、新庄まつりは、平成22年に国の重要無

形民俗文化財の指定を受け、さらに平成28年に

ユネスコ無形文化遺産登録を受け、観光100万

人構想を目標とする観光一体型の最たるお祭り

となっております。そこで、このお祭りは、山

車製作を初めいろいろな飲み食いを初め当市全

体の経済的効果はどのように試算なされておる

のでしょうか。それらをどのように捉えておる

のかをお伺いするものであります。 

  次に、学校教育についてお伺いいたします。 

  文科省は、ことし７月31日、全国の小学校６

年生と中学校３年生を対象にした、今年度４月

に実行した全国学力・学習状況調査の結果を発

表いたしました。中学３年生は今年度から英語

が出題されました。これらの目的は、義務教育

の機会均等とその水準の維持向上の観点から、

全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握、分

析、教育施設の成果と課題を検証し、その改善

を図り、学校における児童生徒への教育指導の

充実、改善に役立て、この取り組みを通じ教育

に関する継続的な改善サイクルを確立すること

が調査の目的だと思っております。 

  そこで、当市におけるこれらの結果と分析に

ついてお伺いいたすものであります。 

  次に、新学習指導要領に対した外国語活動及

び外国語科実践の授業についてお伺いいたすも

のであります。 

  国では小学校から大学まで一貫した英語教育

の充実を目指しております。外国語の授業で、

３年生、４年生では外国語活動、５年生、６年

生では外国語ということです。英語の目標とし

て、聞くこと、話すこと、やりとりを含めそれ

を発表する力の３つの領域を設定し、音声を用

いた外国語コミュニケーションを図る素地を育

成した上で、高学年では読むこと、書くことを

加え、教科として外国語科を導入し、５つの言

語活動を通じコミュニケーションを図る素地と

なる資質、能力を育成することと伺っておりま

す。これらの当市の授業の取り組みについてお

伺いいたすものであります。 

  最後に、ＩＣＴ情報通信技術環境整備の現状

についてお伺いいたすものであります。 

  コンピューターやインターネット、電子黒板、

タブレット、デジタル教科書等を用いた授業が

政府の成長戦略における環境整備が図られてお

ります。新庄市におけるＩＣＴ教育環境の整備

の現状はどうなのでしょうか。また、あわせ、

今後の取り組みについてお伺いいたすものであ

ります。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、小嶋議員の質問に向けてお答えさ

せていただきたいと思います。 

  ４期目に向けて私の市政執行の決意について

ということでありますが、このたび新庄市長と

して４期目を迎えることができました。この選

挙を通じまして、市民の皆様方から励ましや大

変貴重な御指摘、そして新庄の未来に対してさ

まざまな思いを聞かせていただいたところであ

ります。選挙の結果も踏まえながら、市民の皆

様の御意見を謙虚に受けとめ、この４年間の市

政に当たってまいりたいと心を新たにしたとこ

ろであります。 

  これまでの３期12年間において、最重要課題

であった財政再建に取り組み、市民の皆様、議

員の皆様の御理解と御協力をいただきながら、

山積された課題を一つ一つ解決し、財政健全化
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の道を進めてまいりました。財政再建をなした

今、就任当時から一貫して取り組んでおります

「新庄に暮らす人を大切にするまちづくり」を

さらに前に進め、新庄に暮らす人々が元気にな

るまちにするために、「人行きかうまち」「人ふ

れあうまち」「人学びあえるまち」の３つをこ

れまでどおりの大きな柱としながら、さらに

「障がい者にやさしいまちづくり」を政策のキ

ーワードに添えて、少子高齢化社会に対応した

全ての人に優しいまち、全ての人が安全安心し

て暮らせる社会を構築してまいりたいと考えて

おります。 

  「人行きかうまち」におきましては、雇用、

交流、観光の拡大として、新庄が誇る新庄まつ

りなどの伝統文化や食文化などの魅力を発信し

交流人口の拡大を図るとともに、kitokitoマル

シェなど若者が新たな文化の創造に挑戦できる

基盤づくりに努め、基幹産業である農業初め地

元企業や誘致企業への支援強化で雇用の安定に

努めてまいります。 

  また、市民の関心事である道の駅につきまし

ては、県が主導して検討しておりますが、新庄

の顔として親しまれている産直まゆの郷をまゆ

の駅としてＰＲしていきたいと考えております。 

  また、農業所得拡大に向け、特にネギについ

ては来年度全国ねぎサミットを本市で開催し、

販路拡大につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

  「人ふれあうまち」においては、安全安心の

充実として、超高齢社会が進む中、「障がい者

にやさしいまちづくり」を政策のキーワードと

し、現在県で進めている県立新庄病院が令和２

年度から着工されることなどから、医療体制の

充実が図られますし、また市としても医療、福

祉の体制強化に努めてまいります。 

  また、市の大きな課題である雪対策について

は、真冬でもげたで歩ける新庄市を目指して除

排雪の強化に取り組んでまいりました。今後は、

雪おろしができない高齢者などの家庭の支援、

空き家対策の充実なども含め雪対策に総合的に

取り組んでまいります。 

  災害対応においては、今年度で48基機増設し、

全体で68基の防災無線を設置し、市内全域をカ

バーする体制が整いますが、災害も想定外を連

発する時代になりました。被災者にとって大切

なのは災害時に必要な情報を得る手段の確保で

あります。そのための基盤となる電源対策もあ

わせて強化し、災害対策の能力の向上に努めて

まいります。これまで以上に地域での自主防災

組織を強化することで、地域コミュニティーの

強化を図ってまいります。 

  「人学びあえるまち」においては、子育て・

人づくりとして、まちづくりは人づくりです。

本市２校目となる義務教育学校となる明倫学園

の令和３年４月の開校を目指しております。子

供たちには命を大切にすることの大切さ、それ

は他人を思いやる心の大切さであり、心の成長

が図られるよう地域と一体となって将来このま

ちを担う人材の育成に努めてまいります。 

  子育て環境の整備では、わらすこ広場使用料

の無料化、自然を体験できるこども遠足村をエ

コロジーガーデンに併設開園、最近課題となっ

ている子ども食堂などへの支援など、子育て支

援の充実のほか、学力向上に向けた科目別スー

パーバイザーの設置については現場の意見を参

考に教育環境の充実に取り組んでまいります。 

  また、人口減少社会、少子高齢社会を迎えて

いる今、若者の人口流出に歯どめをかける起爆

剤とするために、議会と市民の皆様の御意見を

聞きながら、未来を担う人材を地域みずから育

成し、将来につなげる事業として看護師養成所

の開設に向けて進めてまいります。 

  「まちづくりは人づくり」、若い人たちがこ

の地域で夢を描き、人と人とがつながり、希望

の持てるまちづくりを目指す若者を支援してま

いります。将来の新庄市を担う若い人たちはも
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ちろん、市民の皆様の新たな文化を創造してい

く基盤をしっかりと提供してまいります。 

  市政運営におきましては、これまで以上に市

民の皆様の御意見に真摯に耳を傾け、これまで

３期12年で培った国政を含めた人脈、情報に行

動力を駆使し、強いリーダーシップを発揮しな

がら、「誰もがこのまちに住んでよかった」「一

人一人が輝き、元気で笑顔あふれるまち新庄」

のまちづくりを目指して引き続き挑戦し、実現

していく所存でございます。 

  議員皆様の御支援、御指導のほど今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

  続きまして、新庄まつりの評価と総括につい

ての御質問でありますが、さきの８月臨時会に

おいてこのたびの新庄まつりの行政報告をいた

しましたが、市内外から多くの方々が来訪され、

ユネスコ登録から３年を迎えたことしの新庄ま

つりが事故もなく成功裏に終えましたこと、改

めまして関係各位に感謝申し上げます。 

  御承知のとおり、ことしの新庄まつりは、開

幕前は天候予報に不安定な天候が続いており、

祭り前の１週間は気をもみました。しかし、市

民の願いが通じたのか、時折小雨に見舞われた

ものの、３日間を通じて総体的には好天に恵ま

れ、日程が進むにつれ絶好の観覧日和となって

いきました。 

  ことしの新庄まつりは、ユネスコ効果による

観覧者増加もありますが、24日から26日の日程

が土・日・月と、観覧するよい曜日配列となり、

これらへの対応を求められておりました。祭り

期間中において最も多くの人出が見込まれる24

日の宵まつりにおいても、昨年も実施しました

駅前ロータリー付近を観覧場所として確保を継

続し、さらに新たに観覧席を設けるなどし、週

末開催による観客増を想定した対応を行った結

果、滞留する観覧者を分散させることができた

ものと考えております。 

  人出は、特に東口駐車場及び東山公園付近の

臨時駐車場が早い段階で満杯となり、シャトル

バスを待つ方々が長い列をつくる状況となり、

昨年以上の23万人となりました。また、宵まつ

りへの対策に加えて、新庄まつりの原点である

25日の本まつりへの集客を推進すべく、アビエ

ス観覧席において有料席購入者へ新米のプレゼ

ントを実施しましたが、有料観覧席数は昨年同

様となりました。しかし、日曜日の本まつりと

いうこともあり、沿道での観覧者が増加し、こ

ちらも昨年を上回る21万人の人出となっていま

す。 

  さらに、26日の後まつりでは、昨年は雨のた

めに実施できなかった飾り山車につきまして、

各若連が趣向を凝らした観客への山車の解説や

囃子体験などが行われ、山車行列とはまた違っ

た形での祭りの楽しみ方を提供し、祭りの新た

なファンの獲得につながっているようでありま

す。 

  今後も、祭り期間中の３日間全てにおいて山

車と祭り囃子が一体となって観客を魅了し、常

ににぎわいのある３日間となるようさらに取り

組みを進めてまいりたいと考えております。 

  次に、警備態勢につきましては、週末開催に

よる観客増加を想定し、警備に係る経費を増額

しての警備会社によるガードマンの増員と市職

員を重点箇所へ配置し対応いたしました。さら

に、宵まつりコースの変更による山車行列の遅

延防止と山車運行の安全確保のため、新庄警察

署とは事前に幾度の協議を重ね、祭り当日は全

面的な協力態勢のもと、安全な山車運行に努め

ました。これによって、懸念された駅前通りで

の山車の滞留は発生せず、一昨年までのような

スムーズで安全な山車運行を実施することがで

きました。また、県立新庄病院及び最上広域消

防本部の連携協力のもと、アビエス内とまつり

本部に医療救護所を設置し、不慮の事故が発生

した際の準備態勢を整えました。 

  ことしの新庄まつりも天候の変化にやきもき
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しましたが、全ての行事が滞りなく実施され、

人出も56万人と過去最高を記録するなど、例年

以上に成功裏に終えたと思っております。 

  新庄まつりから波及される経済効果といたし

ましても、市内在住の方の観覧や、山車若連、

囃子若連、神輿渡御行列の運営費、まつり実行

委員会の運営、運行経費、最上地域観光協議会

で実施した美食市場での売り上げなど市内関係

での消費、また市外からいらっしゃった観光客

や帰省の方々が市内での飲食や、市内、市外で

の宿泊など新庄まつり関連の消費額を試算して

みますと概算額としては昨年より４億円増加の

28億円程度、概算しますと56万人が１人当たり

約5,000円程度消費したと見込んでおります。 

  これまで先人が築き上げてきた新庄まつりの

伝統文化を絶やすことなく後世に受け継いでい

くことの責務となっておりますが、市といたし

ましてもこのことを新庄まつり振興の根幹に据

え、新庄まつり実行委員会の支援を通じ市民の

皆様とともに新庄まつりの発展に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、今後とも御支

援のほどよろしくお願いいたします。 

  教育関係については教育長より答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 皆さん、おはようございます。 

  初めに、２つの質問が英語に関連するもので

したので、全国学力調査の結果分析と新学習指

導要領の完全実施に伴う対応について、あわせ

てお答えさせていただきます。 

  今年度から新たに３年に一度実施されること

になった全国学力・学習状況調査の中学３年生

の英語については、全国の平均正答率を大きく

下回る結果でした。内容については、聞く、読

む、書くなどの表現と領域全般に課題がありま

した。英語の文章を聞いたり読んだりしながら

総合的に理解していく活動、また英語でコミュ

ニケーションをする活動、日常的に書く活動を

続けていく必要があります。 

  昨年度は、市教育研究所の課題別研修会で英

語を取り上げ、小中のスムーズな連携や授業づ

くりにおける効果的な活動、書くことの領域を

向上させるための情報交換などを行いました。

今年度は、同研究所の活動を精査し、市内全校

の英語担当者を対象にした英語教育研修会を立

ち上げ、講師を招聘して新学習指導要領につい

ての研修会を実施しました。また、小学校３年

生から中学校３年生の７年間の達成目標を明確

にした中学校区ごとのCAN-DOリストを今年度中

に作成し、力をつけていきます。このような研

修を生かして授業の質を高め、さらに学校訪問

を通し学校が一体となって授業改善ができるよ

う支援していきます。 

  小学校においては、現在、国加配による英語

専科の教員が２名配置され、小学校段階から専

門性のある授業展開を行っております。また、

平成29年８月からＡＬＴの配置を４名にし、子

供たちが関心を高め、意欲を持って授業に取り

組めるように授業への積極的な活用を進めてお

ります。また、授業以外でも子供たちの英語に

親しむ機会を設けるなどＡＬＴの活用を工夫し、

児童生徒の関心、意欲を高めていきたいと考え

ております。 

  最後に、本市の学校教育におけるＩＣＴ機器

の環境整備の現状についてでございますが、現

在、学校にはタブレット型ＰＣや電子黒板など

の教育用ＩＣＴ機器と教職員用の校務用ＩＣＴ

機器をリース物件にて配備しておりますが、来

年８月に契約満了を迎えることから、現場の情

報を収集し、将来を見据えたＩＣＴ機器整備を

図るため、市内各校から選出された教員を中心

とした新庄市立小・中義務教育学校ＩＣＴ機器

選定委員会を昨年度より設置し、検討を進めて

おります。会議では、学習指導要領改訂により

来年度から開始されるプログラミング教育への
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対応、さらには普通教室での班学習によるタブ

レットを活用した協働学習や班学習での成果を

ＰＣから大型モニターを通じてクラス全体への

発表といった本市が目指す探究型授業へのＩＣ

Ｔ機器の効果的な活用など、タブレットの導入

も含め、より現場に即した形となるよう具体的

な検討を行っております。 

  今後も引き続き児童生徒の情報活用能力の育

成や教科指導でのＩＣＴ活用、教員の事務負担

軽減といった視点でＩＣＴ機器の整備を行い、

子供たちが未来のつくり手となるために必要な

資質、能力を備えることのできる学習環境整備

に努めてまいります。 

  以上であります。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ありがとうございまし

た。市長の決意を伺いました。 

  きのうも就任の挨拶でお話しいただきました。

やはり時代の変化を捉えながら、これまで養っ

た人脈、情報力、行動力を駆使し、誰でも輝く

新庄まちづくりを進めるというようなことだと

思います。 

  その中で、過去12年間の間ではやはり財政再

建が課題であって、それを行ってきたというよ

うなことは評価しなければなりません。やはり

財政再建は地味でありますので、派手なパフォ

ーマンスはできなかったというようなことだと

思います。 

  その結果、当時の財政を見ますと、平成15年、

財政調整基金が5,000万円でありました。地方

債現在高と申しますが、212億8,000万円、今年

度は財政調整基金が約21億円、地方債現在高が

143億円と。やはりこの数字を見ただけでも財

政再建を乗り越えてきたというようなことであ

ろうかと私は思います。そして、一番心配され

た実質公債費比率が最悪のときには30.1％とい

うようなことで、非常に悪いほうの全国的な話

題を集めた当市でありましたけれども、まさに

今年度の数字を見ますと、8.4％というような

ことを見ますと、非常に財政再建は着実に行っ

てきた山尾市政ではないかなと思っております。 

  そのような中で、ややもすると財政再建のも

とにいろいろな市民の皆さんもちょっときつい

思いして耐え忍んでいたんじゃないかなと。職

員の皆さんも振り返りますと給料カット、そし

て我々議員も同じく報酬のカットというような

ことをやってまいりました。それはしかるべき

措置であって、それがいいとか悪いとかの問題

でなく、現実を乗り越えるための手段であった

と。区長手当も減らされたというようなことで、

やはりちょっと窮屈な思いをしたと。 

  しかし、そういう結果、今日の財政再建なっ

たんですけれども、一般市民のいろいろ使って

いる使用料とかも当時のままでないかなと。例

えば体育館の使用料が建物に合ったような値段

になっているかなと、ややもすると全体フロア

を使うと高くて、集団する人がほかの市に行っ

て利用するというようなことで、ちょっと不満

があるみたいですね。 

  例えば、個々に言えば切りありませんけれど

も、福祉バスも使っている人から見ると使いに

くいと。老人クラブ関係は15人以上でないと利

用ができないと。やはり時間が、土日はだめで、

時間が８時半から帰ってくるまで４時半、120

キロ以内とか。そうすると研修といっても、元

気なお年寄りはちょっと研修ながら遊びと言っ

たらいいか、利用するときに、３時ごろになる

とその目的地から帰ってこない、４時半まで来

ない。そういったものも使い勝手が悪いから使

わないという方々が聞こえてくるんですね。 

  そういった使用要領を見れば、なるほどなと

いうんだけれども、やはりもう少しニーズに合

ったことも、全体でですよ、全体として見直す

必要があるんではないかなと思いますので、そ

の辺やはり温かい、障害者に優しい等も含めて、
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人行き交うまち、市長のスローガンのとおりや

っていただきたいのと、やはりその辺の見直し

ですね、もう少し、従来、今までのあるものを

使い勝手のあるような、そういったまちづくり、

市民のニーズに応えるような政策を考えていた

だけないのかなということでお聞きしたいと思

います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 大変貴重な御意見ありがとうござ

います。 

  財政再建、大変皆さんの御協力いただいたわ

けでありますけれども、職員にはもっと知恵と

工夫をしながらということで、財政再建の中に

あってもまちの元気をなくしちゃいけないとい

うことで、味覚まつりとかそばまつりとか、あ

るいは交流人口の拡大、新庄、湯沢との交流事

業とかさまざま投資したところであります。そ

んな中でなし得たことでありますので、いよい

よこれから市民の皆さんにお返しする時期に来

ていると私は思っております。 

  その中で、今、庁内検討会の中で、一番例え

ば単純に言えることは、わらすこ広場の使用料

の無料化を図ろうというようなこととか、ある

いは今循環バスを出しておりますが、１回200

円、乗りかえると200円、400円と。大変な負担

感があるのではないかということもお聞きして

おりますので、その辺は一律100円という形の

見直しができないかどうか内部で検討している

ところであります。福祉バスの使い勝手につき

ましては、これは民間の業者もあるバスとそう

でないバスとの使い方の使い分けをきちっとす

るような形であれば運用の方法は見直すことが

可能なのかと思っているところであります。 

  常にレジャー的な形でだけ使われるというこ

とであると奪い合いになってしまって、あそこ

が使ったから、ここが使ったからというような

ことになるので、その運用の規定の中で時間の

幅などは今後見直しできるのではないかなと思

っています。 

  さまざまな御意見を寄せられた後すぐは実現

できなくても、必ず調整しながら、使い勝手の

いい、また市民の皆さんに喜ばれるような形の

検討は常に進めていきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 今、一つ福祉バスの例

を申しましたけれども、逆に使いたいと、いっ

ぱい使って利用したいと、元気な高齢者を育て

たいというんだったら、バスをもう一つふやし

ても私はいいと思うんですよ。そういった使っ

て喜ばれるような施策も今後取り入れていただ

ければありがたいなと思いますので、ひとつこ

の辺も、新しい４期目に向かっていろいろな課

題はあると思いますけれども、ひとつお願いし

たいなと思っております。 

  次に、新庄まつりの件につきまして、まさに

今、市長答弁いただきましたように、ことしの

運行に関してもよかったなと思います。24日の

宵まつりのアビエスの観覧者に対しても、非常

に去年は９時ころまでかかったやつがことしは

１時間半ぐらいで全部終わって、私どもの町内

の山車の子供たちも例年になく30分以上早く帰

ってくることができました。これは非常によい

傾向だなと思っていますので、この辺は去年の

私が「いかがかな」ということを反映していた

だいたんでしょうかね。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 昨年、山車の運行で大分

遅延がありまして、本当に９時近くになってし

まったということで、昨年の祭りの部分で、昨

年も週末開催ということもありまして、観覧さ

れる席数をいかにふやすかという部分で駅前の

いわゆる山交観光と５差路の前に道路上に観覧
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席を設けたという部分が結局あだとなりまして、

山車が交互に通行できなくなったということで

遅延をしてしまったということがありました。

そういう部分も解消されまして、運行上につい

てもそういった遅延の発生がなかったと。あと

アビエスの観覧の中でも、議員の御指摘あった

とおり、それらセレモニー的な部分を割愛しま

して、あくまでも観覧者ファーストで考えた部

分で、見るに当たってスムーズな運行ができた

のかなと思っておるところでございます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） スムーズに入って、お

客さんが今か今かなと待っている、セレモニー

もなくて、すっと入って、非常に好評であった

と。ぜひこういったやはりお客さんファースト

の運行、運営をひとつお願いしたいと思います。 

  あと、これ、ことしの新聞、朝日新聞の８月

27日県内版で「新庄まつり、トイレ、駐車場、

車椅子からの課題撮影」と。この辺やはり今ま

でにない、障害者が新庄まつりに車椅子で来て、

見ましたよというのをユーチューブで発信した

らしいんですけれども、こういったことも一つ

の課題で、こういった取り組みは今後どうなさ

れますかな。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 私もユーチューブを拝見

させていただいたんですけれども、やはり実際

に車椅子を御使用の方が今回の祭りを体験して、

いいところと悪いところそれぞれ述べられてお

ったようでございます。いかんせん、我々健常

者が常日ごろやっていても気づかないところと

いうのがいっぱいあるんだなということで、今

後、車椅子を使われる方、障害を持っている方

についても、そういった目線で、トイレであっ

たりとか観覧のスペースであったりとか、いま

一度検討すべきことが、課題がたくさんあった

かなと反省しているところでございます。 

  以上でございます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） やはりこれだけ車椅子

の方も広く見たいということで、新庄まつりの

認知度が高まっているわけでございますので、

大変でしょうけれども、こういったものも一つ

一つ課題とかこういうものを克服して、いい祭

りをしてもらいたいなと思います。 

  もう一つ、お祭りに関して申し上げたいのは、

やはりお祭りは全国的に、新庄まつりだけでな

くて、少子高齢化に対して担い手不足というよ

うな課題が、当市だけでなく、もちろん当市も

切実に迫っております。山車を製作する若い方

もなかなか、昔は町内で賄ったのが今なかなか

できなくて、広域的にいろいろな協力を求めな

がらやっています。財政的な不安もいろいろず

っとあります。 

  しかし、いろいろな不安の中で、今、雨降っ

た場合、町内若連、雨降った場合どうするんだ

ろうと、雨降ると山車を引っ張らないと御祝儀

がもらえないと。そのときの補償といいますか

ね、そういう分を何とか安心してできるような、

まちづくり委員会の中で配慮していただきたい

なというような声があるんです。その辺でハー

ドとソフトの面もあると思います。 

  あともう一つ、ことしの山車の傾向を見ます

と絢爛豪華になっています。そのために、やは

り人形の数が、前は３体ぐらいだったのが今は

６体７体、５体でも少ないような人形の数が上

がっています。そこで、もしできればお金の助

成も、今50万円で大変上げてもらって喜んでい

るところですけれども、それはよかったという

ところで、もう少しという意見もあるのは当然

ですけれども、それはそれで、できれば人形２

体ぐらい何とか行政で補助などしてもらえば大

変助かるんだよという声もあります。これは今
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すぐここで返事をもらうつもりもございません

けれども、今後ハードとソフトの面はどのよう

に考えておるのでしょうかね。 

  ことし補正予算でまつり振興基金に1,000万

円を積むというようなこともそのようなあらわ

れかなと思うんですけれども、そういったこと

に関してのお考えをひとつお願いしたいと思い

ます。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 祭りの町内若連の負担と

いうことで、大変難儀しているというのはお聞

きもしております。先ほどハード・ソフトの支

援という部分でのお話もありましたが、人形の

部分についても、いわゆるユネスコ登録後につ

いて、それぞれ町内やはり人形の数がふえてご

ざいます。人形１体当たり４万8,000円、頭と

手足で４万8,000円というお話も聞いています

ので、結局人形がふえればふえるほどそれだけ

負担も出てくるという部分があります。 

  ただ、実際に人形の公有化という話も、昔、

新庄まつり百年の大計の中でも議論された部分

がありますが、いかんせん、人形自体の保管場

所であったりとか保管方法であったりとか、当

然その修繕も野川さんにお願いすることになり

ますので、実際にそれを実行委員会で保有した

としても、それだけ経費がかさむという部分は

これからもずっと続いてくるという部分がある

かと思います。 

  ただ、行政の支援としてはやはりハード部分

でまだまだ足りない部分があるのかなという思

いがございます。山車小屋の新設に当たってそ

れらの経費の補助金とかも用意してございます

が、山車小屋を実際につくった中でもそれなり

に経過が過ぎておりますので、そうした修繕の

部分については今までの補助金の中では制限さ

れておりますが、その辺の拡充であったりそう

いった部分を検討したいなと思ってございます。 

  なかなか、雨降ったときの先ほどおっしゃい

ました花の部分についても、それなりに減ると

いうことは当然なんでしょうけれども、実際に

これまで260年の歴史を重ねてきた新庄まつり

については、皆様方個々人の寄附、いわゆる花

でやってきたというのはそういった意味もある

かと思いますので、行政で支援できるところと

できないところがあろうかと思いますが、実際

にはハード的な側面の支援というのは当然これ

から考えていきたいと思っております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 新庄まつりは観光と一

体なんですね。観光、今28億円ぐらいの効果が

あると。そういった面も含めて、今後、行政で

できることとできないことがあると今おっしゃ

いましたけれども、そのとおりだと思うんだけ

れども、その辺はやはりお祭りがあれば人が来

る、人が来れば経済効果があるというような一

体型となっていますので、その辺も踏まえなが

ら課題をひとつやってもらいたいなと思ってお

ります。よろしくお願いしたいと思います。 

  次、学力テストについて若干聞きます。 

  山形県での数値が出ています。小学校の国語

が66点、算数が65点、全国は小学校の国語が

63.8点、算数が66.6点、中学校も新庄市は国語

が73点、全国が72.8点、中学校が新庄市58点、

全国が59.8点、英語が53点、全国平均が56点と

いうような数値が出されています。 

  新庄市では、私どもの政策提言で市の数値を

出したらいかがということをお願いしたんだけ

れども、出さないということで、不等号方式で

やっています。 

  １つお伺いします。きのうもお話しいただい

たんだけれども、全国平均を大きく上回った場

合のポイント差は何点なんでしょうか。また、

大きく下回ったポイントは、どっちが３で、ど

っちのほうがどういう数値だか教えてもらえば
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ありがたいなと思います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 数値の表記の仕方なんで

すが、大きくということについては、全国の正

答率と３ポイント以上離れているものを大きく

上回っている、下回っていると表現させていた

だいております。（「下回ったのは」の声あり）

同じように３ポイントと捉えて表記させていた

だいております。（「大きく下回ったというのは

同じ３ポイントという理解」の声あり）下回っ

たというのは３ポイント以内で、３ポイントよ

りももっと差がついているときは大きく下回っ

ているということで昨日報告させていただきま

した。（「じゃ３が基準で」の声あり） 

下山准一議長 済みません、挙手して。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） わかったような、わか

らないような。わかりました。 

  あと、ＡＬＴ４名だけれども、これから英語

を勉強するときは４名で足りますか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今４名のＡＬＴが市内11

校全校を回っております。足りるか足りないか

といいますと多いほうがいいかと思うんですが、

実際各学校に行ってＡＬＴと指導者との連携と

かまだ十分活用し切れてない部分も正直ござい

まして、行っているところは十分活用している

ところもあるんですが、人数だけでは今のとこ

ろ４名で考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 本当は欲しいんでしょ

う。ただ、財政的なことも配慮してそれ以上お

答えできないのが現状かなと思って理解してお

ります。 

  あと、ＩＣＴの教育環境の整備概要について

お伺いします。 

  教育委員会のホームページを見ますと、環境

整備、平成21年……、かなり前のあれですね。

構想はなっているんだけれども、なかなか実行

ができないというようなことなんでしょうけれ

ども、国でも一生懸命やっていて、国の補助金

制度も今後出るというような、ありますね、推

進要綱、恐らく通知来ているんでしょう、新庄

市にも、文科省からね。ひとつ力入れてもらい

たいなと思いますので、その覚悟、気持ちをひ

とつ教えていただければ。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 御声援ありが

とうございます。 

  実際にパソコンルームに入ってございますパ

ソコンについては、タブレット型パソコンとい

って上を外せるタイプでございますが、これは

平成27年度からリースでしております。これに

ついては基本的にそれも含めた形でどうにかタ

ブレット型の学習が推進できるような形で変え

ていけないかという考えでございます。ただい

ま御指摘のありました交付金についても活用を

検討しながら整備をきちんとしていきたいなと

考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ひとつよろしくお願い

して、終わります。 

  御清聴ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時００分 開議 
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下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

新田道尋議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、新田道尋君。 

   （１１番新田道尋議員登壇） 

１１番（新田道尋議員） 絆の会、新田道尋でご

ざいます。 

  それでは、ただいまから通告に従って一般質

問をさせていただきます。 

  今回は、新庄市の公共施設の建物の長寿命化

と、そこを利用する市民の皆さんの健康寿命と

いうこと、２つの面から主な質問をいたします

ので、適切なる答弁をお願いいたします。 

  本市の人口減少についてはなかなか歯どめが

かからず、依然として確たる対策が打ち出され

ておりません。国立社会保障・人口問題研究所

が示した予想値どおり着実に減少の道を歩んで

おる現状であります。人口が少なくなれば最も

悪影響を及ぼすのは財政であります。人口に関

係なく確実に公共施設の維持管理費が毎年休む

ことなく必要になってきます。 

  ことし３月に財政課より提出されました新庄

市公共施設最適化・長寿命化計画、これは建物

系施設ということでありますが、これによりま

すと、老朽化による更新を仮定した場合、今後

40年間で年平均約14億6,000万円の更新費用が

必要となってくると計画書に記されております。

課題は、税減収、人口動態の変化により、利用

者ニーズに対応した適切な管理運営が必要と述

べております。また、最適化の基本的考え方と

して、人口減少を見据えた場合は、維持管理に

係る財政負担の軽減を図らねばならない。その

ためには施設総量の縮減を積極的に進めなけれ

ばならない。また、限られた財政の中で効果あ

る管理運営を図るには施設の統廃合や集約化を

推し進めなければならないとの基本的な考えを

示しております。私も全く同感で、将来を見据

えた的確な計画が望まれます。 

  以上、建物施設の件で申し述べましたが、他

のインフラ施設、道路、橋梁、上下水道等他の

施設の今後の整備計画をお知らせ願います。 

  私が頭に入れておきたいことは、現在75棟あ

る公共施設、建物の部分ですが、今後毎年どの

ぐらいの財政負担が必要になってくるかを知っ

ておきたいと思っております。 

  加えて、予想される合計予算額に、計画され

ている看護学校の赤字負担額と建設費返済額１

億3,000万円、毎年かかるということを申し述

べておりますが、そのようなものを足した場合、

財政負担が毎年どのように計画されているかを

聞かせていただきたいというので、よろしくお

願いします。 

  次に、２番目の質問に移りますが、建物の長

寿命化から市民の健康寿命の質問になります。 

  年々増加の道を歩む医療、介護の給付費であ

りますが、手をこまねいていてはいつになって

もブレーキがかからないので、早急に予防対策

をしっかり進めることで伸びを抑えることがで

きるはずです。少しずつその方向に向きつつあ

るように見えますが、まだまだ先が見えてきて

おりません。特効薬を使って早く効果をあらわ

すことであります。それには思い切った政策が

必要であります。 

  誰しもが健康に見放されたら何もできなくな

ります。体に異常がないときは余り考えないで

しょうが、発病して初めて健康の大切さに気が

つく人が多いのではないかと思っております。 

  予防医療、このことは今までも何回も繰り返

し議場で訴えてまいりましたが、いまだ効果あ

る政策立案の基本計画が見受けられません。本

年３月提示された「いきいき健康づくり新庄21
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第２次計画」では４つの基本方針を掲げ、市民

の健康づくりを推進しますとうたっております

が、具体的な施策が示されておりません。最も

重要なことは、いかなる手法をもって健康寿命

につなげていくか、市民にとってもっとわかり

やすい方法と手段を提示しなければならないと

思いますが、いかがでしょうか。 

  最後の質問に移りますが、きょうから始まる

消費税率10％への引き上げで得られた増税分の

財源で、幼稚園や認可保育所、認定保育園の利

用料を無料とする政策で、３歳から５歳児は原

則全世帯対象でありますが、ゼロ・２歳児は住

民税非課税の低所得者世帯に限るとなっており

ます。恩恵を受けられない家庭もあるわけであ

ります。国の基準から外れ、無償化とならない

世帯に対し、自治体が独自財源で支援をしてい

る、または計画しているところが全体の６割に

上っていると新聞に報じられております。本市

ではいかなる対応を検討しているかをお伺いい

たします。 

  国においては、私立幼稚園は月２万5,700円、

認可外保育所は３歳から５歳児が月３万7,000

円、ゼロ歳から２歳児は月４万2,000円を上限

に費用を補助するとなっており、国を上回る取

り組みを行っている自治体も数々あります。最

も補助率が高い自治体はさいたま市で、認可外

保育所に条件つきで２万円を上乗せし月５万

7,000円まで補助、鳥取市や高松市などでは対

象外の世帯を無償化するなど、また大阪市や鳥

取市は母親が働いていないなど国の基準外も対

象としております。また、宇都宮市では住民税

非課税世帯以外のゼロ歳から２歳児について保

育料を値下げするなどの対応、県内では山形市

で第３子以降の子供の副食費を無償化するとい

うことであります。 

  以上のように、全国の自治体において少子化

対策に真剣に取り組んでおります。人口減少対

策に最も重要な施策は第一に子育てであろうと

思います。安心して産み育てられる支援を強力

に推し進める必要があります。例えば第３子に

誕生祝い金を支給するとか、広がりつつある18

歳までの医療費の無償化、国がすぐ条件をつけ

る所得に関係しない方法を講ずるなど、他の自

治体ではやっていない市独自の対応を行い、

「子育てするなら新庄」のキャッチフレーズを

発信するぐらい強いアピールをぜひ行ってほし

いと思っております。将来への間違いのない大

きな投資となり、生かされた税金の使い方で市

民の皆さんも納得してくれるものと思っており

ます。 

  以上、通告いたしました質問といたします。

よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、新田市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  市公共施設長寿命化計画についての御質問で

ありますが、平成29年３月に策定いたしました

新庄市公共施設等総合管理計画の下位計画とし

て新庄市公共施設最適化・長寿命化計画を平成

31年３月に策定しております。現状把握と行政

サービスの方向性の検討を行った上で、質と量

の最適化や長寿命化を推し進めるため、個別施

設ごとの今後の方向性と対策の方針を示してお

ります。また、この計画のほか、道路、橋梁や

上下水道などのインフラ系施設につきましても

それぞれ個別に長寿命化計画を策定し、適正な

維持管理と老朽化対策を進めております。 

  初めに、道路、橋梁につきましては、道路舗

装において社会資本整備総合交付金及び公共施

設等適正管理推進事業債を活用し、市道延長約

235キロメートルを20年サイクルで補修してい

く場合、年間２億円が必要となる見込みであり

ます。また、橋梁においては、交付金を活用し

120橋のうち点検診断により損傷度の高い橋か



- 68 - 

ら年間１橋から２橋の補修を行う場合、年間

3,500万円が必要となる見込みであります。 

  建物系施設につきましては、行政財産として

管理している施設のうち小規模なものや簡易的

なものを除いた48施設を対象とし、適正な配置

を見据えた上で施設更新の優先順位を整理して

おります。本市が行う行政サービスと公共施設

を照らし合わせ、学校教育系施設と行政系施設

は必要不可欠な機能として優先すべきとし、行

政機能と並んで子育て支援施設も優先すべき施

設として位置づけております。 

  優先順位とあわせて、計画では建物の長寿命

化の考え方も示しており、これまで市有施設の

使用年数は40年ほどだったものを80年の目標耐

用年数とすることにより、計画的な改修や維持

管理業務の見直しなどを行い、できるだけ建物

を長く利用することで、施設に係るライフサイ

クルコストの低減に努めることとしております。 

  改修に係る費用は、計画期間である平成31年

度から令和８年度までの８年間について、計画

書巻末に施設ごとの一覧表で掲載しております。

計画策定時の劣化診断を参考に、改修が必要と

なっている箇所を選定した上で優先順位をつけ、

中期財政計画との整合性を図りながらまとめて

おり、費用合計は約77億円と試算しております。 

  なお、財政状況や施設の急なふぐあいなど改

修時期の変更や金額の増減があるとは思います

が、各施設の状況は日々変化しており、その

時々に適正な改修を行ってまいりたいと考えて

おります。 

  下水道施設につきましては、平成29年３月に

策定した新庄市下水道ストックマネジメント計

画により、浄化センターの建築設備、水処理設

備、汚泥処理設備、電気設備の更新事業を実施

中であります。この事業は、平成29年６月から

令和２年３月を工期とし、約９億9,000万円を

投じ、施設の長寿命化と事業費の平準化を図っ

ております。 

  今後は、ストックマネジメントの次期計画を

令和４年まで策定し、必要とされる事業費を算

出していくことになりますが、下水道施設は平

成元年度の供用開始から30年以上経過しており、

浄化センターの更新にあわせまして、耐用年数

が15年とされているマンホールふたの交換も実

施してまいります。 

  水道施設の事業計画につきましては、平成20

年度に策定しました基本計画と経営戦略に基づ

き、平成29年度に令和12年度までの更新事業計

画を策定しております。当面、第１次拡張事業

時の老朽管路更新と法定耐用年数を超えた受電

設備や機械設備が対象となっており、年間４億

円程度の工事費が必要とされております。また、

他の事業の関連工事や改良工事など突発的な工

事も予想されることから、耐震化計画やアセッ

トマネジメントをもとに実情に合わせて優先順

位をつけ、事業費の平準化を図り実施してまい

ります。 

  以上、それぞれの長寿命化計画の内容と費用

について御説明いたしましたが、最後に、看護

師養成所開設に伴う毎年の負担について維持で

きるかということでございますが、これまでも

財政シミュレーション等で試算結果を御説明し

ておりますが、建設費のほか人件費や物件費等

の必要なランニングコストを見込んだ上で財政

計画を策定しておりますので、事務事業の選択

と集中を行うことで、看護師養成所に要する経

費は十分維持できるものと考えております。 

  次に、市民の健康寿命の延伸のための計画に

ついての御質問でありますが、健康は市民一人

一人の願いであり、家族や社会にとってもかけ

がえのない財産であります。 

  新庄市の平均寿命は、山形県保険者協議会の

調査によると平成28年時点では男性79.61歳、

女性86.48歳、山形県の平均としては男性80.6

歳、女性87.16歳となっており、県内では男性

は26番目、女性は21番目の長寿となっておりま
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す。 

  また、厚生労働省が平成28年度から30年度ま

でを対象期間として行った健康寿命及び地域格

差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関す

る研究によりますと、日常生活に制限のある期

間の平均の山形県の推定値は、男性8.79年、女

性12.20年となっております。男女とも大多数

の方が10年前後の期間、体が不自由になったり

寝たきりになるなど日常生活に何らかの制限の

ある不健康期間を過ごしているという結果が出

ております。 

  このような状況を鑑み、市では健康寿命を延

伸し、不健康期間を短縮するため、疾病予防と

介護予防の両面から取り組んでおります。平成

30年度に中間評価として策定しましたいきいき

健康づくり新庄21第２次計画では、国が定める

健康増進法の理念のもと、市民主体の健康づく

りの推進など４つの基本方針と８分野の施策を

展開しております。その中では、特に栄養、食

生活、循環器疾患、糖尿病、がんなどを今後の

重点的な取り組み分野としております。市民一

人一人がみずからの検診結果をもとに生活習慣

を改善するなど主体的に健康づくり進められる

ようライフステージに応じた支援の充実を図っ

てまいります。 

  具体的には、各年代に合わせた情報提供、検

診や保健指導の実施、健康マイレージの実施を

通して、地域スポーツクラブやサークル活動、

老人クラブ、地域サロンでの健康づくりの支援

を継続してまいります。 

  成人福祉課では、介護予防事業の一つとして

高齢者の通いと集いの場を創出する地域ふれあ

いサロン事業を社会福祉協議会に委託し、現在

では30地区で住民主体によるサロン活動が行わ

れています。また、これはいきいき百歳体操の

普及の場にもなっていることから、より一層の

拡大を図っているところであります。できるだ

け多くの市民の皆様の健康寿命を延伸させるべ

く、地域の皆様の知恵と力をおかりしながら、

保健事業と介護予防事業の一体的な実施に努め

てまいります。 

  次に、幼保無償化に対する市の対応について

の御質問でありますが、国の幼児教育・保育の

無償化施策が10月１日から始まり、幼稚園、認

定こども園、保育所などの３歳児クラスから５

歳児クラスの子供及びゼロ歳から２歳児クラス

の住民税非課税世帯の子供を対象に保育料が無

償化されました。 

  これにより、本市においては９月１日現在で

３歳以上は739人、ゼロ歳から２歳児クラスで

は28人が無償化の対象となっております。しか

し、子供の年齢や利用する施設によって国の制

度の対象外となる世帯もございます。そうした

世帯に対する市の独自施策としては、まず児童

館、児童センターの利用料を無料といたします。

こちらについては８月の臨時議会におきまして

条例改正について議決をいただいたところであ

ります。また、市単独事業として行ってまいり

ました第１子が18歳未満の第３子以降の児童保

育料の免除事業を今後も継続し、ゼロ歳から２

歳の子供がいる多子世帯の経済的負担を軽減い

たします。 

  さらに、このたびから発生する副食費の保護

者負担につきましては、国の免除対象世帯に加

えまして、これまで第３子以降の児童保育料免

除対象となっている世帯につきましても対象と

いたしました。これにより、これまで支払って

いた保育料より副食費が高くなる世帯はござい

ません。 

  今後も国の財源の確保と無償化の拡大を要望

していくとともに、市独自の子育て支援策につ

いて市全体で検討してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） それでは最初に、公共
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施設の長寿命化について御質問申し上げます。 

  今の答弁を聞きますと、各分野においてこれ

からかかるであろうという予算額が大体見えて

きました。これを順に計算して足していきます

と今後年間約16億円ぐらいはかかると、私の計

算でですね、きょうの答弁を聞いてそういう答

えになってきました。 

  ということで、財政上はどうかということを

お伺いしたんですが、看護学校、例えば建設に

かかっても支払うには支障がないんだという答

弁でございますけれども、まず第一に、この提

示されました計画、私がいただいたのは「案」

となっているんですね。また、その後の計画書

はまだいただいていません。この「案」が取れ

たと、この間財政課で聞いたんですが、内容を

変更することなくこのままで見ていっていいの

かどうか、まずお答えください。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 公共施設最適化・長寿命化計

画（案）をお示しした件でございますが、２月

の全員協議会で御説明させていただいた際に、

案という形で提示させていただいたわけですが、

内容の変更につきましては全くないままで、

「案」が取れていると私どもは考えておったと

ころですが、「案」を取った最後の完成形につ

いて確認しましたところ、まだ正式に配付して

いないということでございましたので、今後そ

れについては配付をさせていただきたいと考え

ております。以上です。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） わかりました。それで、

最終的にできましたら、変更がないんだという

ことも我々にしっかりと説明していただきたい。 

  それから、各課にこの際申し上げますけれど

も、いろいろな調査とか計画書をつくって、

我々に配付されるんですが、最近見てみますと

郵送で、封筒で皆、各課がただ配付するのみと

なっていますね。何で我々に説明してもらえな

いのかなと不思議に思うんですよ。こういうふ

うに計画していますよ、こういうふうなことに

なりますよと、内容をやはり十分にお互いにや

りとりしながら、こっちでも質問しながら、こ

れをやはり新庄市の政策の方向性として、これ

を基本として使っていくわけですから、説明が

あるべきだと私は思うんですが、総務課長、ど

う思いますか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 市ではさまざま計画を立てて

いるところでありますけれども、その内容、重

要なものについては個別に全体として説明する

ような形で進めていきたいと考えております。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） 今後、やはり重要なこ

とですから、各課の計画性を多く盛り込まれて

いるということで、我々も十分内容を知りなが

らいろいろ議会活動に生かしていかなきゃなら

ないということは基本だと思うので、説明が必

要であろうと判断されたときは全て抜かりなく、

いろいろな機会を捉えて、ただ配付するだけで

なくて、十分に理解できるような説明、今後や

っていただきたいと、この際要望します。 

  それから、財政問題ですが、先ほど答弁いた

だきまして、途中になりましたが、私の計算で

は、さっきも言いましたが、16億円かかる。そ

れに看護学校の１億3,000万円ですか、足して

いくと17億3,000万円と概算で計算できます。

この金額、この計画書の中を開いていきますと、

この４ページには、今後40年間で年平均14億

6,000万円ぐらいの投資が必要なんだと、建物

ですね、更新するか改築するかいろいろな方法

あると思うんですが、そういうふうに見られま

す。それで、そのための財源を必要とする資料
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が後ろのほうにずっと列記されておりますね。

緊急性のある48建物ですか、全部で75棟という

ことでありますけれども、この14億6,000万円

に今回のいろいろ問題になっている看護学校を

足していくとこれまたプラスになるわけですか

ら、この数字がまた違ってくるわけですね、こ

れは看護学校の件を恐らく入れてない数字だと

私は思うので。入っていてもこの14億6,000万

円を支払い続けられるかというのが私は一番心

配なんです。なぜかというと、財政課では、こ

こに書いているように５億6,000万円が不足な

るんだよと我々に言っている、頭からね、そう

でしょう。みずからがそういうふうに不足分を

言っている。その５億6,000万円が、少子高齢

化の進展に社会保障費などへの支出増加が顕著

となり、これはそうでしょうね、そのままです、

投資的経費の財源確保が困難でありますよと、

私どもに示している、財政内容。にもかかわら

ず、またいろいろと負担する。今も東庁舎の建

設なんて始まるようですけれども、今現在ある

建物さえそういうふうに困難をきわめると言っ

ている財政課が新たにまた建物を建てるという

のはどういう神経かなと、私は理解できないん

ですが、財政課としてはどういう考えですか、

お答えください。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初に、計画書の年間５億

6,000万円の財源不足の件について御説明させ

ていただきたいと思います。 

  公共施設最適化・長寿命化計画では、現状と

課題、冒頭の部分になりますけれども、におき

まして、市有施設の規模を現状のまま維持更新

していくという仮定のもとで年間５億6,000万

円ほど施設整備に充てる財源が不足するという

表現になってございます。こちらにつきまして

は、施設の維持改修費用としまして年間14億

6,000万円の算出条件としまして、計画的な保

全を決められた時期に確実に行いまして、建築

年数60年以上経過したものは全て建てかえると

いう理想的な仮定の条件のもとでの金額となっ

ております。現在のかかっている維持管理経費

とは多少違ったものというふうに、理想的な数

字として上げております。 

  一方で、充てられる財源、予算の部分でござ

いますが、見通しで年間約９億円と上げており

ますけれども、計画策定時の過去５年間の更新

費用に充てた投資的経費の平均値によりまして

算出したものでございます。その差額の５億

6,000万円、今後不足していきますよという計

画の分析となっているわけです。 

  このような不足額をなぜ掲載したのかという

点かと思われますが、長寿命化計画の趣旨とし

まして、行政サービスの提供を維持継続してい

くためには、将来における公共施設の更新費用

をいかに少なくして平準化していくか、財政的

な負担を軽減していくかということが計画の趣

旨でありますので、今後必要となる更新費用を

最大で見積もっていると、それに充てる予算は

実績値により算出しまして、不足する額を最大

で見ているということがまずありますので、そ

こを御理解いただきたいと思います。 

  また、議員おっしゃいましたように、計画の

趣旨としましては、将来そのような不足額が生

じないように、機能を維持しながら施設の統廃

合を進めると、そのために施設系ごとの優先順

位を定めているわけですけれども、２番目とし

ましては、計画的に予防的に改修を行っていく

ことで、例えば鉄筋コンクリートの建物であり

ますと耐用年数を40年から80年まで延ばしてい

くということによりまして、建物の生涯に必要

な総費用でありますライフサイクルコストを低

減していこうという目標を掲げているものでご

ざいます。 

  計画で示しております約77億円の改修費用に

つきましては、計画策定時に試算した計画値と
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いうことでありますけれども、主要な事業や今

後の維持改修費用は中期財政計画でも見込んで

いるということでございます。財政的な負担を

軽減していくための公共施設の長寿命化の計画

であるという点を御理解いただきたいと思いま

す。以上でございます。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） 今、財政課長から説明

受けまして、やや理解できるところもあります

けれども、いずれにしても建物だけでなく、さ

っきの答弁にありましたようにいろいろな施設

があるわけですから、道路、橋梁、それから上

下水道、これは企業会計だとかって別扱いに水

道はなっているんですが、出どころはみんな同

じですからね。これ全部総合して加味した計画

で進んでいかなきゃならないということは間違

いない事実であります。 

  とにかく、私はいつも不思議に思うんですけ

れども、皆さん、スタートからよく考えてみた

らどうでしょうかね。もとはこの庁舎１つしか

なかったでしょう。そのときの人口が何万人で

したか、職員が何人おりましたか、そこから追

ってこなきゃならない。ところが、今現在見る

と第二庁舎建って、また建設課、そっちも増築

して、フロア面積がずっとふえているわけです

よ、当時から。人口ががた減りなんですよ、当

時から見れば。職員何人減りましたか、最高の

ときと今を比べると。大体わかるでしょう。そ

れにしても、そういうふうに減っているにもか

かわらず、フロアをふやしていかなきゃならな

いというのはどうも私は理解できない。あくわ

けでしょうが、何に使っているんですか。何平

方メートルふえていますか、当初より。たった

１つしかなかったんですよ。消防署跡地の東庁

舎なんてなかったんだから、それも使って、水

道庁舎、今第二庁舎になっている、そこもまた

新しく建てて、もう満杯でどうしようもない。

それで今度は会議棟を建てる、東側、新たに。 

  ここではっきり申し上げますが、この会議棟、

私は絶対反対、する必要ない。今あるフロアを

有効に使ってみたらどうですか。なぜ足りなく

なる、理由がわからない。有効的に活用してい

るんですか。文化会館、市民プラザ、あいてい

ませんか。私はいつもあいていると見ています

よ。なぜそこでできない。おかしいですよ、財

政力もないのに次々とそういうものを考えてや

っていく。皆さんの懐から出ないかもしれない

ですけれども、これ市民の税金でしょう。みん

なが出しているんですよ、間違いなく。もう少

し真剣に検討して、丁寧に、市民が理解できる

ようにやるべきでないですか。思いませんか、

市長、どうですか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 庁舎のフロア面積が足りてい

るのではないかということでございますが、今

現在でも会議開催する際には不足している状況

でございまして、会議室の予約が完全にいっぱ

い状態という状況でございます。それにも増し

て重要なのが選挙の際の期日前投票所、こちら

が東庁舎でこれまで行っておりましたので、今

現在西庁舎を臨時的に活用しておりますけれど

も、こちらを各文化施設、社会教育施設等に分

散するとなりますと非常に運営等困難なものが

ありますので、やはり庁舎内に、選挙管理委員

会の近くに期日前投票所も置きたいということ

で、会議室等のフロアについてはある一定程度、

１階面積、２階面積でもそうですが、部屋を広

く使えるように、通しで使えるような設計とさ

せていただいているところでございます。 

  また、面積につきましても、必要最小限の面

積となるように当初計画したものでお示しして

おるわけですけれども、今回必要な部分につい

ての補正もさせていただいておりますけれども、

フロア面積につきましてもこれまでの計画どお



- 73 - 

り必要最小限とさせていただいておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） 財政計画で、私どもが

言ったんでないんですよ、執行部側から「施設

総量の縮減を積極的に進めなければならない」

とうたっているんですから。それから、施設の

統廃合、集約化、こういうところ基本的な考え

としてうたっていて、やらねばならないとあな

た方が言っていて、何でそこに向かってやって

いかないんですか。うそですか、これは。じゃ

直してください。直したものを私どもに提出し

てください、間違いだったらね。何も言ってい

ることに沿ってないじゃないですか、計画書。

現況だけ言って、何か方法がなかったんですか。

なければならない、おかしいですよ、何回も言

いますけれども。職員の適正化、職員管理計画、

適正化からいって減じてきた正職員、あれだけ

の人数を削減して、フロア面積が埋まっている

という現象はどういうことですか、総務課長。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 職員数の部分ですけれども、

平成の初期のときは430人程度いたかなという

記憶がございます。今現在４月１日で279名と

いうことでありますけれども、主に減ってきた

職種の部分でありますが、現業の職員の部分が

大幅に減ってきているという事実が１点ござい

ます。例えば学校の調理業務とか、あとは学校

用務員を常勤の職員で対応するとか、ごみの収

集の部分というものを現業の職員が対応してき

まして、その部分については民間の活用という

ことで委託とかそういう形で進めてきた経過が

ございます。 

  あともう１点、職員の減としましては、保育

所、児童館等３カ所ございましたし、そのほか

市内でも北部保育所、南部保育所、乳幼児保育

所、東部保育所等がございましたが、その部分

を民間の保育所にお願いするという形で対応化

を図ってきた中での人数の減というところが一

番大きいのかなと思います。 

  その中で、事務の効率をする際に一番大きな

ところがパソコンと電子機器の導入ということ

もありまして、そのプリンターとかそこの机の

部分は確かに増加しているのかなと思います。

現状としても、成人福祉３課入っていますけれ

ども、非常にきつきつで、そういう状態になっ

ているのも今の現状かなと認識しております。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） 皆さんは各課とも、私

が感じるには自分の都合のいいようなことばっ

かり考えている。市民のことを考えたことあん

のかなと思いが私はしますね。誰が主役になっ

ているんですか、主役は誰ですか、皆さん。ど

う考えているんですか。私らはもちろん市民の

負託を得て市民から選ばれて、選挙で、この議

場に立っているわけですね。だからいつも私は

自分のことを除いて、いつも頭にあるのは市民

のことしか考えていない、申しわけないけれど

も、私はそう思っています。それで行動をとっ

ています。何か私が聞くと皆さんのやっている

こと、言っていることが主役を外しているよう

な気がするんです。よく反省してみてください。

考えてみてください。市民が言っていることは

何を言っているんだか、どういうことを言って

いるか、よく耳の穴あけて聞いていかなきゃお

かしくなりますよ、この新庄市が。そう思いま

せんか。答弁しろってもこれは無理でしょうか

らまだいいですけれども、基本はそこだと思う

んですよ、いかなることがあっても。 

  よくやはり検討して、関係者とよく話し合っ

て、どんな計画を立てるにも執行するにもみん

なで語り合って、少ないですよ、今現在。執行

部と我々、いつどうやって話しているんですか。
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問いかけなきゃ、こんなことやりたい、どうで

しょうかと。この冊子の問題もそこから言った

んですよ。ただ郵送して届けるでなくて、こう

いうことを考えて、こういうふうにやりたいと

思うんですが、何か御意見ありませんかという

のが普通じゃないですか。みんなばんばんばん

ばん郵送して、そういう状態に執行部が今なっ

ているんですよ。これで私は決していいと思わ

ない。 

  今度、副議長、きのうさせていただきました

ので、その辺は執行部の皆さんとよく膝を交え

ながら、新庄市のためにこれからやっていきた

いと考えていますので、各課全部、私が出向き

ますので、話し合いの場を持たせていただきた

い。そして、そこから生まれたものは議員全体

の会議の中でキャッチボールをやっていくとい

うふうにさせていただければ。その辺はよくこ

れから議長と相談しながらやらせていただきま

すので、よろしく御協力をお願いしたいと思い

ます。何とかして新庄をよくしたい、こんな思

いが私の心の中にはいつも宿っています。です

からいろいろなことを申し上げるんです。わか

っていただきたい。 

  次まだ残っていますが、大まかなところを申

し上げますと、健康寿命を考えてくれというこ

とですが、これね、受け身ではだめだと私は、

健康課の担当よく聞いていただきたいんですが、

医療費をただ払うだけが能じゃないんですよ。

出さないような方法、方策をとらなきゃならな

い。それが先だと思うんです。ですから、何回

もいつも言うんですが、予防に徹底して財政投

下してもらいたい。病気にかからないことが第

一なんです。それをやっていると長野県みたい

に長寿県に、日本一になっていくんですよ、自

動的に。まず予防です、予防。病気になってか

ら終わりなんです。ならないように、介護を受

けないようにするにはどうするか、それに思い

切った財政投下をしてもらいたい。給付費を考

えるのは後です。それをやれば給付費は必ず下

がる、間違いなく、保証します、私が。絶対下

がる。だって全国いろいろな資料をとってみま

すと皆それですよ。それが原因で成功している

んです。徹底した予防です、いずれにしても。

そういうふうな方向に方向を変えていってくだ

さい。兆しは見えますけれども、徹底しないか

らだめ、薄半端なことをやるから、徹底した方

法を取り入れてください。資料は幾らでもイン

ターネットでとれる、これはいっぱいきのうか

らとっていますが、幾らでも出てくる、皆成功

例です。それをまねしていけばいい、何も難し

くない。そこでやっていることをやって、一つ

ずつやって潰していけばいい。そうすれば必ず

とまるから。健康保険も介護保険も毎年上がっ

ていくけれども、絶対これでとまります。どう

かやっていただきたい。検討ばっかり、机の上

でだけいろいろなことをやらないで、外に出て

ください、外に。これも絶対必要ですね。健康

課だけの仕事ではないんですが、全体的にもう

少し、庁舎だけ閉じこもってないで、よく足を

運んで市内の中を見ていただきたい。そこから

原因と究明、対応が出てくるはずです。私はそ

ういうふうに思います。これはお願いしたいと

思います。 

  それから、最後に、無償化がきょうから始ま

りますが、答弁をお伺いしますと大分いい方向

には向いてきますが、まだまだ該当しない子供

がいるわけですから、国や県とかそっちの政策

を待ってないで私はやるべきだと思うんですよ。

やはり市民のためだから、これは。そして、

我々新庄市の最も大きい問題となっている人口

減少対策、これを何らかの方法でやはりストッ

プさせなきゃならない。減るよりもふやす方法

を考えていかなきゃならないとするときには何

から手をつければ、私は少子化対策だと思いま

すよ。子供に手厚く、さっきも申し上げました

が、子育てするなら新庄ということを言えるよ
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うな内容のものを形としてあらわしていくべき

だと思いますので、もう少しよく検討していた

だきたいと思います。 

  今まで申し上げたのは、新庄市の将来を憂い

て３件を取り上げて申し上げさせていただきま

したが、いろいろと苦労はあると思うんですが、

よろしく皆さんの御協力、優秀なる頭脳の持ち

主と私は皆さんを見ています。余り深いところ

まで入っていきませんが、信用させていただき

まして、十分な能力を十分に発揮していただき

たいと思いまして、質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

八鍬長一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、八鍬長一君。 

   （４番八鍬長一議員登壇） 

４ 番（八鍬長一議員） 勁草21、八鍬長一でご

ざいます。 

  私は、今、自分が大好きな軽トラで毎日役所

に向かってきます。この３日ぐらいの間に、本

当に黄金色の田んぼの中を走ってくると大変気

持ちのいいものです。きょうあたりは大分稲が

刈られまして、本当に実りの秋、田園都市新庄

だなということを実感しております。 

  それにしても、昨年８月の大水害、あちこち

の田んぼがやられました。市でも大変その努力

はしたんですが、地域の保全会の頑張りや農家

の皆さん方が頑張って、秋になると本当に去年

の災害はうそのようにして実り多い圃場になっ

ている。農家の皆さん、そして農業ってたくま

しいもんだなと思います。そういう点では、新

庄市は田園都市である、そのことを本当に実感

として思います。 

  さて、通告に従って質問したいと思います。 

  最初に、このたびの市長選挙、争点がはっき

りした本当に厳しい選挙でした。山尾市長はい

ろいろな公約を掲げられていますが、その中で

最も重要としている公約は何でしょうか、その

ことを確認したいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、八鍬市議の質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  これまで３期12年間において最重要課題であ

った財政再建に取り組み、市民の皆様、議員の

皆様の御理解と御協力をいただきながら山積さ

れていた課題を一つ一つ解決し、財政健全化の

道を進めてまいりました。 

  このたび新庄市長として４期目を迎えさせて

いただきました。この選挙を通じまして市民の

皆様方より励ましや御指摘、新庄の未来に対し

てのさまざまな思いをお聞かせいただきました。

これら皆様の御意見を謙虚に受けとめ、これか

ら４年間の市政に当たっていきたいと心を新た

にしたところであります。 

  これらの公約を実現することが市長としての

市民の皆様に対する責務であると認識しており

ます。この公約の実現については、今後、議員、

市民の皆様の御意見をお聞きしながら実施に向

けて課題を整理し、対応してまいりたいと考え

ています。公約については任期４年間に行うも

のとしてお示ししておりますが、それぞれの公

約について課題を再整理し、可能なものから年

次を示してまいりたいと考えております。 
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  本市においての重要課題としては、雪対策、

雇用創出、子育て支援、高齢者支援、医療・福

祉の自立、教育の充実などさまざまありますが、

これらの課題に真摯に取り組み、市民の皆様が

安全安心な暮らしができる、障害者に優しいま

ちを目指し、公約を実現してまいりたいと考え

ております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 最初にお断りしておか

なければならなかったんですが、私の一般質問

の形式は一問一答でさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

  前議員の方にもおっしゃったんですが、一般

的な公約でなくて、最重要としている公約は何

でしょうか、もう一度お尋ねします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 人口減少対策を考えていきたいと

考えております。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） そうしますと、市長選

挙で最大の争点でありました看護学校の開設に

ついてはどんな位置づけになっているんでしょ

うか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 昨日の質問にもお答えさせていた

だきましたが、人口減少対策ということにおい

て、３期12年の間に、市民、議員の皆さんから

「人口減少が加速しているけれども、その対応

はどうするんだ」ということを再三にわたり質

問をいただいたところであります。 

  その中で、人口減少対策には交流人口の拡大

ということが大切であり、また雇用の創出とい

うことがとても大事だということで、この12年

間取り組んできたところであります。おかげさ

まで工業団地に19社ほど誘致ができ、500名以

上の方が今働くというような形で人口減少を捉

えたいという思いでいたわけであります。また、

人口減少を支える経済的な背景といたしまして

は、交流人口拡大をすることによって人と物と

が動くということで、インバウンド事業、さら

にはいろいろな湯沢との交流事業、３県パック、

さまざまな交流事業を拡大してきたところであ

ります。 

  最終的にこの結論の中で、新聞等の中でも言

われているのは、人口減少社会をとめるには若

者の流出を防ぐ必要があるということがあるわ

けであります。そのことを念頭に平成23年から

看護師養成所の建設について検討し、また議員

の皆さんにも報告書を渡し、こういうこと、

2025年問題というのがあるわけでありますけれ

ども、団塊の世代の皆さんが全て後期高齢者に

なる、それから平均寿命といたしますと15年か

ら20年、そうしますと90歳前後、このころにな

ると全国一斉に多死社会に入る、その準備のた

めに、一つは人口減少の対応としての高等教育

機関をつくること、人口流出を防ぐという結論

に達したわけであります。 

  その中で、多死社会に備えた、現状としては

看護師さんが足りている、足りていないという

現状がありますけれども、その21年後におきま

しては、多死社会、団塊の世代の皆さん、我々

も含めて皆病院、施設あるいはお亡くなりにな

るといったときの福祉関係、医療・福祉の従事

者の不足が既に始まる、奪い合いが始まるとい

うことでありますので、医療と福祉の自立に向

けた形での看護師養成所が必要だという結論に

至ったわけです。これは一つの手法であります。

人口減少対策ということを念頭に今後とも進め

ていきたいと考えております。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 
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４ 番（八鍬長一議員） そうしますと、看護学

校の開設が人口減少対策として最重要と理解し

てよろしいでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 最重要ということでなく、人口減

少対策の一つであると考えているということで

あります。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） それでは、人口減少対

策をするためにはどんな新庄をつくっていけば

いいか、夢のある新庄を。市長がよくおっしゃ

る「若者に夢を」と言うんですが、いろいろな

方法あると思うんです。今、市長は人口減少対

策、多死社会に対応するためと言っていました

が、その議論については追ってまた申し上げた

いと思います。 

  それでは、平成５年以来、看護専門学校の建

設のための用地取得について住民監査請求が提

出されていますけれども、数十年ぶりのことで

あります。地方自治法上、独立した執行機関で

あります新庄市監査委員の監査請求が出ている

ことについての所感をお伺い申し上げます。 

大場隆司監査委員 議長、大場隆司。 

下山准一議長 監査委員大場隆司君。 

大場隆司監査委員 監査委員の大場隆司でござい

ます。 

  それでは、八鍬議員からいただきました住民

監査請求についての監査委員の所感について述

べさせていただきます。 

  住民監査請求の直近の状況につきましては、

平成５年から平成12年までに２件の住民監査請

求があり、請求に理由がないとの結果を出した

のが１件、不受理が１件でございます。その後、

住民監査請求はなく、このたび令和元年８月16

日の住民監査請求書の提出に至っております。 

  住民監査請求制度は、住民が地方公共団体の

執行機関または職員について違法もしくは不当

な財務会計上の行為または財務会計に係る違法、

不当な怠る事実があると認めるとき、監査委員

に対し監査を求め、当該行為を防止し、是正し

もしくは当該怠る事実を改め、または当該行為

もしくは怠る事実によって地方公共団体のこう

むった損害を補塡するために必要な措置を講ず

べきことを請求する制度でございます。 

  地方自治法では監査委員は長と対等な立場に

おいて監査を実施する独立の機関とされ、常に

公正不偏の態度を保持し、監査をしなければな

らない旨定められております。 

  このたびの住民監査請求につきましては、関

係法令等に基づき要件審査を行い、令和元年８

月16日付で受理し、令和元年９月12日に請求人

及び関係執行機関の陳述をいただき、監査をし

ているところでございます。住民監査請求書が

提出されたことについて、真摯に受けとめ、法

令等に基づき慎重に公正不偏の立場で監査を行

ってまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 審査中の案件でありま

すので、内容については触れられませんので、

今の大場監査委員の所感について、その所感の

とおりの執行をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  さて、続いて、下がり続ける投票率でありま

すが、投票に参加する、選挙に行くということ

は、参政権であります。民主主義の本当の根幹

であります。本年は、18歳、19歳の若者も引き

下げられて初めて選挙をする、その年でありま

した。しかし、ずっと数字を追ってみますと、

この12年、平成19年あたりからの数字を追って

みますと10ポイント近く下がっています、全体

的にですね。なぜなんでしょうか。全国的な傾

向の中にあるんでしょうか。それとも新庄市が
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そういう傾向にあるんでしょうか。選挙管理委

員長の見解をお願いしたいと思います。 

矢作勝彦選挙管理委員会委員長 議長、矢作勝彦。 

下山准一議長 選挙管理委員会委員長矢作勝彦君。 

矢作勝彦選挙管理委員会委員長 選挙に関する御

質問でありますので、私から答弁をいたしたい

と思います。 

  議員がおっしゃるとおり、選挙年齢が18歳に

引き下げられ初の選挙となった平成28年７月の

参議院議員通常選挙から、ことしは国政選挙と

地方選挙が集中して行われた最初の年となりま

す。 

  新庄市の投票率については、平成28年の参議

院議員選挙の63.93％からことしの参議院議員

選挙では59.40％、新庄市議会議員選挙では平

成27年の62.20％からことしが60.73％、新庄市

長選挙では平成27年の65.97％からことしが

62.27％と、いずれも前回の投票率を下回り、

近年の下降傾向が続いております。 

  参議院議員選挙においては、全国的に投票率

が下がる中で新庄市の得票率は全国の投票率を

10.6％上回りましたが、平成27年度に比較した

下降率を見ますと新庄市の4.5％減は全国の

5.9％減と比べて下降幅が少ないものの、山形

県内13市平均の1.4％減よりも大きな下降率と

なっております。 

  年齢別に分析しますと、全国的に同じ傾向に

ありますが、本市の10代と20代の投票率がいず

れの選挙においても30％の半ばから後半と、全

体の投票率に比べて低くなっております。公益

法人明るい選挙推進協議会が前回の参議院選挙

に関して行った全国意識調査では、18歳から20

歳代の有権者のうち選挙に行かなかった人の理

由として「選挙に関心がなかったから」が約

40.3％、「仕事があったから」が34.5％で、全

体の約３割の人が選挙に入る前から、選挙に行

く前から投票に行かないと決めていたとする報

告が出ております。 

  対策としましては、若い世代の早い段階から

の啓発が大切であると捉えています。小中学校、

高校の授業での主権者教育が行われている中、

選挙管理委員会においては、市内の高校、専門

学校、養護学校を対象に出前講座を実施して選

挙への参加の意義と投票を呼びかけているほか、

成人式の場をおかりしましてパンフレットを配

布しております。また、中学校の生徒会役員選

挙への投票記載例と投票箱を貸し出したり、小

中学校、高校生を対象としました選挙啓発ポス

ターコンクール等開催するなど、啓発活動に取

り組んでいるところです。 

  次に、年代別投票率のもう一つの分析として、

前回の選挙も同じですが、30代と40代の投票率

も全体の投票率と比べて低い傾向にあります。

明るい選挙推進協議会の全国意識調査において

も30代と40代の投票率が全体の投票率に比べて

低く、その理由として、先ほども申しましたが、

「仕事があったから」が26.7％、「選挙に関心

がなかったから」が25.1％となっております。

全体的には政治的な関心やそれぞれの選挙の争

点への関心が投票率に影響しているとよく言わ

れることですが、仕事の都合など有権者それぞ

れ事情もあり、これらを踏まえた対策が必要で

あると考えております。 

  選挙の執行については、市のホームページや

全戸配布のチラシで速やかに周知するよう努め、

あわせて街宣広報なども実施し、投票について

は、投票に行けないときは期日前投票を行うよ

うに呼びかけております。 

  期日前投票については、４年前の市長選挙で

は投票を行った人のうち期日前投票を行った人

の割合が32％でありましたが、ことしの市長選

では39.7％まで伸びております。このたびの新

庄市長選挙の期日前投票では、受付担当職員を

１名増員して実施し、混雑時に訪れた有権者の

待ち時間を短縮できたものと分析しております。

このように、投票者が円滑に投票できるよう環
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境整備もあわせて実施し、投票率の向上につな

げてまいりたいと考えております。 

  投票率低下については、本市だけでなく、多

くの自治体が同じ課題を抱えております。東北

や県の選挙管理委員会連合会の会合を通じて情

報収集を行い、より効果的な方法を検討し、投

票率の向上に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 選挙管理委員会として

も、もっと分析をした上で投票率が上がるよう

な取り組みをしていただきたいと思います。 

  若者が選挙に参加しないといいますか、それ

は大変ゆゆしいことだと思います。新庄の未来

をつくっていくのは若者であります。そこに関

心を持たせるような、そういう案を練り上げて

いただきたいと思います。 

  それから、ささいなことなんですけれども、

例えば高齢者が、２階の投票所、たしかあった

はずですね。１カ所ぐらいあったはずですね。

「２階だから行かないわ」とか、それから靴を

脱いで投票所に行かなければならないから「面

倒くさいからいいわ」とか、それから車をとめ

る場所がないから「駐車するの大変だからいい

わ」とか、ちょっとしたささいなことで行かな

かったということもありますので、その辺もす

ぐにできることでありますから改善していただ

きたいなということを言って終わります。 

  さて、今度はまた市長にお願いしたいんです

が、せんだって19日の日に全員協議会をいたし

まして、明倫学園の建設事業について全員協議

会の中でいろいろ議論しました。その中でびっ

くりしたのが、明倫学園の総建設費は大体50億

円ぐらいだろうなと思っていたんですが、約60

億円かかるということでありました。平成28年

に開校しました萩野学園が総事業費36億円であ

ります。今年度あたりからたしか償還が始まる

と思うんですが。そう考えた場合、明倫学園も

まだ60億円で確定したわけではありませんので、

本体の発注だけでありますから、２つの学校合

わせて100億円近いということであります。国

庫負担金ですか、国庫支出金ですか、半分はそ

こで補助という形でなされるものの、新庄市の

今後の財政運営に大きく影響するのではないか

と思っております。 

  今回は決算議会でありますから、そういう数

字も出ていますが、平成29年度の決算では、い

わゆる財政指標のうちの１つ、経常収支比率と

いう財政上の数値ありますが、簡単に言います

と、100万円の収入があれば、そのうち市長が

誰であっても必ず出さなければならないお金、

たしか90％を超えると思うんですが、その数値

が、義務教育学校に係る大型事業で、これから

先、経常収支比率がどう変わっていくか、市長、

御存じでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 学校建設等の大型事業に伴う起債

償還の見通しについて、経常収支比率について

のお尋ねかと思いますが、学校建設に限らず、

大型の投資的経費については中期財政計画の見

直しを行う中で年次ごとの事業費に偏りが生じ

ないように平準化を図っているものであります。

この際、市債の借り入れにつきましても、年度

ごとの借入額と償還予定額を財政計画に反映さ

せることで財政指標を推計しながら健全な財政

運営となるよう努めているものであります。 

  御質問の経常収支比率、また市債償還の見通

しについてでありますが、明倫学園や看護師養

成所の建設における市債の発行額を財政計画に

盛り込む中で市債の今後の償還予定額を算出し

ておりますが、令和３年度までの市債の発行額

が償還額より多くなるため、市債残高が増加傾

向となりますが、令和３年度をピークとして令
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和４年度以降は減少していくものと推計してお

ります。 

  また、経常収支比率につきましては、毎年、

中期財政計画の見直しを行うことで財政運営の

指針としておりますが、平成30年度決算におい

ては92.6％となり、中期財政計画の計画値

95.1％を大きく下回る結果となりました。これ

は、計画の策定において歳入をかた目に推計し、

歳出は必要経費を漏れなく見込むことから、計

画と決算に乖離が生じるものであります。 

  看護師養成所の建設につきましても、これま

で財政シミュレーションなどでも御説明してお

りますが、建設費のほか人件費、物件費などの

必要なランニングコストを見込んだ上で財政計

画を策定しています。経常収支比率は確かに増

加傾向で推移することが予測されますが、事務

事業の選択と集中のもとに学校運営は十分可能

と判断しているところであります。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 平成30年度決算で

92.6％という数字おっしゃいました。簡単に言

いますと100万円の収入があれば、自由に使え

るお金といいますか、簡単に言うと７万4,000

円しかないということです。 

  財政課長、向こう５年分くらいの経常収支比

率の見通しはわかりますか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 今後の経常収支比率の見通し

についての御質問でございます。 

  今後につきましては、学校建設費の元金償還

などもございますので、経常収支比率は上昇し

ていくと見込んでございます。令和３・４年度

あたりになりますと、平成30年度決算で92.6％

でございますが、こちらが97％を超えていくも

のと中期財政計画では見込んでいるところでご

ざいます。さらに、その後、令和６年度以降に

なってまいりますと建設事業などの投資的経費

を抑制していくということによりまして公債費

が減少してまいりますので、それに伴いまして

経常収支比率は徐々に下降していくということ

でございます。以上でございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 令和３年度で97％台と

いうことでしたね。そうしますと、97％台とい

うのは、たしか私の記憶では新幹線が開業した

平成11年、その前あたりよりも悪い数字ではな

いかと思うんですが、平成30年度決算で新庄市

は13市中何位の経常収支比率になっております

か、市長、御存じですか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 平成30年度決算におきまして

の県内での順位ということでございますが、各

市で平成30年度決算、今後確定していくものか

と思われますが、見込み値で申し上げますと、

この比率の低い順、よい順から言いますと県内

で８番目、逆に悪い順から申し上げますと５番

目ということでございます。こちらは平成29年

度決算におきましては上から10番目、下から３

番目ということでしたので、２番ほど順位を上

げてございます。以上でございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） そうしますと平成30年

度決算では数字は悪くなったんですが５番目、

平成29年度決算では数字はそれよりも0.2ポイ

ントいいんですが、ワースト３なんです。13市

中ワースト３です。決して財政再建に道をつけ

たというようなこと、本当言えるんでしょうか。

それだけに、この大型事業が続く中でしっかり

と財政の運営を経営的な感覚でやっていただき

たいと思うわけです。 

  そこで、97％台の経常収支比率になるという
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のはちょっと本当大変だなと思っているんです

が、この前の市長の挨拶、それから午前中の一

般質問の中でもお答えあったんですが、財政再

建に道筋をつけたから、これからいろいろなこ

とをやっていくという中で、人口減少対策とし

ての看護学校という言い方もあったんですが、

財政再建に道をつけたのは誰なんでしょうか。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

下山准一議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 経常収支比率のお話です。実は

一番よくなかったのが、市長が１期目就任した

平成19年度、これは何と100％を超えておりま

す。102.6％、私の先輩でもある八鍬議員は承

知だと思いますけれども、102.6％という、平

成19年度の決算ではなっておりました。その前

から少しずつ悪くなったんですが、99％を超え

たのが、99.4％というのが平成15年度、平成16

年度が99.2％、平成17年度が99.5％、平成18年

度が99.7％、平成19年度がさっき言った100％

を超えたと、経常収支比率ですね。経常的な収

入で経常的な支出を賄い切れなくなったという

ことなわけです。 

  そういう意味から申しますと、平成16年に財

政再建計画を立て、その後少しずつよくなると

思ったんですけれども、平成19年度では残念な

がら100％を超えたという状況の数値でござい

ました。 

  その後、平成20年以降少しずつ減少している

ということでございますが、その後、大型事業

も行っておりますし、そういう関係で今後につ

いては97％を超える経常収支比率になるのでは

ないかという見込みを持っているという状況で

ございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 財政について、例えば

財調も20億円たまったということで、道筋をつ

けたということについて、道筋をつけたのは誰

なんでしょうか、もう一回、大事なことだから

確認しておきます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 再三にわたり財政再建に取り組む

中、４年たった２期目のときに、市民の皆さん、

そして議会の皆さんの御協力を得ながら、また

市の職員の給与カット、私の給与カット、議員

の給与カット、そういうもろもろを含めまして

財政健全化に向かって感謝を申し上げたいとい

うことは、２期目の途中からということで、全

員でなし遂げてきたと思っております。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 実績とかそういう言い

方で、私の耳にはそうは届いてなかったんです。

ここではっきりしておきたいのは、山尾市長が

運転手をして、こういう道で頑張ろうというこ

とで、その車に一緒に乗って頑張った市民じゃ

ないんですか。市民が再建したと思うんです、

我慢をして。要求も我慢をして、しようがない、

市役所に相談に行っても一番最初に言われるの

が「予算がない」「我慢してくれ」と。ですか

ら、そこのところは私たちはきちんと認識して

おかなければならないと思います。市民が新庄

市の財政再建をしたんだ、そのことはここにい

るみんなで本当に確認しておきたいと思います。

山尾市長はその先頭に立って大変だったでしょ

う、いろいろな点で。本当は快く「するよ」と

言いたいのもそれも我慢して言わざるを得ない

ときもあったかもしれません。しかし、３万

5,000市民がいろいろな要求を我慢した上で今

日の財政があるんだという認識をしていただき

たいと思います。 

  さて、一番最初の人口減少の問題なんですが、

人口減少を食いとめるために看護学校、若者の

流出を踏みとどめるために看護学校、起爆剤と

いう言い方もしていましたが、それは正しくな
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いということをこれから証明していきたいと思

います。 

  ことし７月に令和元年度新庄市まちづくり市

民アンケート調査、これを市でやりました。こ

こにあります。これも、特に先ほど新田議員が

おっしゃったように、できましたということで

議員に置かれたものです。そこの25ページにこ

う書いています。「これからも新庄に住み続け

たいか」と、そういう設問です。驚くことに全

体の15.1％が「他の市町村に転居したい」と。

大変なのは、年代別では30代から60代の２割弱、

20％ですね、「できれば他の市町村に転居した

いと考えている」と。これはちゃんと分析する

必要があると思うんです。できれば新庄に住み

たくないという人がこんなにいるんです。そこ

のところをきちっと把握して今後のまちづくり

政策に反映させなければ、人口流出に歯どめが

かからない、そのように考えます。 

  では、これから新庄に住み続けるためには何

が必要かということですが、同じアンケートの

中で方向性が見えています。15ページ、生活し

ていくに重要度、順位別一覧、１位、除雪・排

雪体制が充実していること、２位、救急医療体

制が充実していること、３位、流雪溝の整備が

充実していること、要するに雪国としてのハン

デを何とかしてほしい、そう思っている市民が

数多くいるということです。きょう、市長は

「げたで歩けるまち新庄」と、それはたしか市

長が議員当時にその発言をしたのを私も知って

います。ぜひそういうまちづくりをしていって

いただきたいと思うんです。 

  それでは、流雪溝の整備が新庄市の場合には

どうなっているんだろうかということですが、

県道が11キロ、市道については80キロの整備計

画があります。県道は大きい道路でありますか

ら、県道については割と順調に進んでいます。

70％です。県道11キロ、市道80キロです。市道

については約半分しか進んでいません。これは

伊藤副市長お得意の有利な起債制度、制度と言

えば国交省の社会資本整備総合交付金という制

度がありまして、60％が国庫支出金、あと残る

40％のうちの９割が交付税措置されるという大

変有利な制度です。ぜひ市長が人脈と今までの

交渉力を培ってその枠をたくさんとっていただ

きたい。 

  今年度の予算書をひっくり返しましたら、常

葉町界隈については今年度中に完成するんです

か。流雪溝がいつ来るんだ、いつ来るんだとい

うことで待ち望んでいる市民がいっぱいいるん

です。なおかつ、説明会を何年も前にされてか

ら音沙汰がないとか工事が進まないとか予算が

つかないとか、そして一番の最悪は、流雪溝は

あるけれども水がない。スノーダンプで、スコ

ップにつけて、雪投げじゃなくて、雪を突っ込

むんですね、がつがつと。そんな光景を何回も

見ます。それが都市計画税を払っている、新庄

で言えば一等地の住宅地でそれですから、この

ぐらい市民が望むんであれば、単独費を投じて

でも優先的に流雪溝の整備をしなければならな

いんじゃないでしょうか。お願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほどの市民アンケートから、市

民が待ち望んでいることにつきまして、やはり

単独事業でもやるべきではないかというような

お話でした。確かに雪は新庄の大きな負である

ということは過去からずっと言われ続けてきた

わけであります。雪が多いからこのまちを離れ

るということも私は前から聞いているというこ

とで、真冬でもげたで歩ける新庄市を目指した

いということで、除排雪に関しては県でもトッ

プを走っていると思っております。また、生活

道路につきましても、他の地域では市はやらな

いと。生活道路は、優先順位は遅いわけであり

ますけれども、市が除排雪するということは置

賜地方ではないということで、逆に驚かれてい
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るというのが現状です。 

  流雪溝の件でありますが、社会資本整備総合

交付金、このことは、当初正直申し上げまして

かなりの率で来たわけですが、ここに来まして

災害が大変多くなってきておりまして、国交省

でもその割り振りが非常に苦しくなっていると

いう現状を把握しているところであります。そ

んな中で、国交省、財務省に行きましたときに

は、流雪溝の果たす役割ということをしっかり

伝えてきております。 

  １つは、流雪溝は、例えば大石田町は国のお

金で最上川の水を引いて最上川に返すというよ

うな流雪溝は国のお金でできるわけです。県は

県の形があるし、市は水を土地改良区からいた

だかなくちゃいけないということで、東北地方

整備局との交渉があるわけです。計画面積に対

しましてどのぐらいの水量が要るかというよう

な交渉、その計画面積を立てるということに対

しては今後も積極的にしていかなくちゃいけな

い。まだ半分であるということは私も承知して

おりますので、今後の整備は急がなくちゃいけ

ないと思っています。 

  もう１点、流雪溝のあるおかげで地域のコミ

ュニティーが成り立っているということも承知

しております。冬の朝になりますとお互いに助

け合いながら、流雪溝がなければ雪を上に上げ

ていかなければいけない、流雪溝があれば下に

投げれる、高齢になっても何とか除雪できる態

勢があるということも承知しております。 

  そんな意味で、御指摘のありました単独事業

でもやらなくちゃいけないんではないかという

ことは承知しておりまして、最近の社交金の補

助がかなり低いということで、今決断するよう

なことで事務担当にはそれを指示しているとこ

ろでありますので、ぜひ御理解いただきたいと

思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 戸沢政盛公、新庄に来

ての初代藩主ですね、ここに城をつくるときに、

どうやって町をつくろうかという研究をしてい

たのかなということでちょっと勉強しました。

そうしたら、指首野川の水をうまく使って、二

の堀、三の堀、その当時で流雪溝です。数百年

前にそういう発想でまちづくりをしっかりとや

っているんですよね。今の現代社会でできない

はずはありません。本当に流雪溝整備を急がな

ければ、若者の定着どころか、どんどん人口が

減っていくということになります。 

  加えて、冒頭に申し上げましたが、新庄市は

田園都市であります。そのことを忘れてはなら

ないと思います。35市町村ありますが、新庄市

の田んぼ面積は県内で３位なんです。県内で３

位ですよ、田んぼ面積は5,170町歩のはずです

が。もっと、新庄市が田園都市であって、そこ

を基盤にしてやっていけば、市長がおっしゃる

「町村が潤えば新庄も潤う」、そういう仕組み、

仕掛けを新庄が中心になってまちづくりをやっ

ていかなければならないんじゃないでしょうか。 

  あとまた一番最初に戻りますけれども、公約

の中で温泉とか道の駅とかについては、まちづ

くり会議の中では「看護学校が終わってから」

という説明をしています。私、聞いていますか

ら、間違いないです。市長もそうですよね。で

も、看護学校に全てをかける政策というのは本

当に正しいんでしょうか。市民は望んでいるで

しょうか。 

  その前に、新庄市民としてこのまちに長く居

続けたい、ここで骨を埋めたい、そういう人た

ちのために真っ先にしなければならない、そう

いう政策が何であるのか。執行部の皆さん、私

ども議員と、二元制でありますから、これが一

番正しいという言い方ではなくて、道は何本で

もあるんです。そういう道を市民の皆さんとと

もに考えて、夢のある新庄をつくっていただき

たい。そのことを申し上げて、終わります。 
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下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） どうもお疲れさまでご

ざいます。 

  ９月定例会の４番目の質問をさせていただき

ます議席番号７番、起新の会の山科春美でござ

います。６月に引き続き２回目の一般質問です

が、ふなれなところも多くありますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  それでは、通告書に従い質問させていただき

ます。 

  ６月の議会で、少子高齢化対策で、人づくり、

地域づくりについて質問いたしましたが、本日

もその第２弾として次世代の地域自治のあり方

について質問させていただきます。 

  先ほど八鍬議員からもお話しした内容なんで

すけれども、ことし2019年は統一地方選挙、参

院選、また新庄市長選挙などの選挙がありまし

たけれども、投票率が年々下がってきておりま

す。特に若者の投票率の低下が深刻な問題とな

っております。 

  内閣府が13歳から29歳までを対象に行った、

ちょっと古いデータなんですが、平成25年度、

我が国と諸外国の若者の意識に関する調査によ

ると、「あなたは今の自国の政治にどのくらい

関心がありますか」という質問に対して「政治

に関心がある」と回答した日本の若者は50.1％

で、最も高かったのはドイツの68.9％でした。

これだけだとそこまで差がないと思うかもしれ

ませんけれども、しかしこの数字は「非常に関

心がある」と「どちらかといえば関心がある」

を足した数字となっています。「非常に関心が

ある」に絞ってみると日本が9.5％だったのに

対してドイツは諸外国の中で一番高い23.1％で

あり、ほかの国々も10％を超えていたというこ

とです。また、「社会をよりよくするために私

は社会の問題に関与したい」という問題に「そ

う思う」と回答した割合が日本は8.1％で調査

国の中で一番低く、また一番高い割合だったの

がやはりドイツの30.2％だったということです。 

  この調査から、日本の若者は諸外国と比べて

政治や社会の問題にかかわろうとする積極性が

低いことが見えてきます。この政治や社会への

一種の無関心が若者の投票率の低さにつながっ

ているのではないでしょうか。 

  その中で、世界では国家からの自由の問題で

苦しんでいる国民も多くいます。国家が個人個

人の自由を抑圧し、その幸福の実現を制約して

いる国です。今テレビでも言われておりますが、

香港で若者たちを中心に自由と民主を求めるた

めのデモが続いています。この流れは、私が所

属する幸福実現党も応援しているんですけれど

も、本当に命をかけて国の自由を守ろうとする

若者たちの姿に感銘を受けます。彼らの動きは

世界にも広がり、アメリカ議会をも動かし、香

港人民民主主義法の制定に議会も動き始めてい

ます。また、イギリス、欧州連合、台湾など世

界各国が応援の立場を示しています。 

  この若者のエネルギーはどこから来るのでし

ょうか。日本は平和な島国で、ある意味国家か

らの自由も保障されていて自由に発言できる、

とてもよい国です。そのせいか、他国の動きに

余り関心がなく、また自国の政治にもどのよう

にかかわっていいのかわからないとか、また自
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分たちで変えていけるものではないといった思

いから無関心というところがあるのかもしれま

せん。ある程度満たされた状況を維持できるの

で、近い将来、また遠い将来の危機とか、日本

の国や地域の持つ責任といったことに対してど

うしても疎くなる面があるのだと思います。 

  その中で、最近の、地域のことに戻りますけ

れども、うれしいなと思ったことは、先日、新

庄の市長選挙の討論会とか、あとまた看護師養

成所の市民説明会などに20代ぐらいの若い方も

見かけたということです。とてもいいことだな

と思います。また、先日、総合政策課主催のワ

ークショップにも参加させていただきましたが、

新庄のことが大好きだ、新庄をよくしていきた

い、自分のまちは自分でつくろうという若者た

ちの声の中、アイデアいっぱいの発表を聞き、

このような方たちがもっと発言できるような場

があったらいいなと思いました。また、地域づ

くりの場にかかわり、発言していただき、実際

行動していただけたら、本当にもっとすばらし

い新庄になっていくのではないかなと思います。 

  質問に入らせていただきますけれども、今、

成熟社会で物があふれ、便利な世の中になって

おりますが、その反面、個人主義が進み、少子

高齢化のあおりも受け、地域コミュニティーが

失われつつあります。今まで地域を守ってこら

れた諸先輩方の意志を受け継いで、今後10年後、

20年後、30年後と地域を守っていくためには、

それぞれの地域課題を住民みずからが事業化し

て解決できる仕組みをつくる必要があるのでは

ないかと考えます。安全安心の地域づくりのた

め、若い方、女性、学生などが地域づくりに参

加できるような仕組みをつくる必要があると思

います。 

  そこで、前回の答弁で「まちづくりは防災力

の強化から」ということで、自主防災組織の普

及を急がれていますけれども、防災が大事だと

わかっていても、それを実際に取り組んでいる

地域、取り組めていない地域など、意識もそれ

ぞれというところが実情のようです。山形県の

中でも当市が自主防災組織の組織率が低いほう

だということですけれども、組織率を上げるた

めの取り組みとしてのお考えを１つ目として伺

いたいと思います。 

  また、２つ目のところなんですけれども、少

子高齢化のあおりで今後地域自治が現在の状況

では行き届かなくなってきているという実情が

あります。担い手不足というところなんですけ

れども、問題として聞こえてくるところなんで

すけれども、社会がいろいろ変化しているのに

変わっていないとか、町内会の役員のなり手が

いない、１人で幾つもの役職を任されてしまっ

ている、婦人会が存続できなくなった、若い人

が行事に参加しない、イベントを開催しても参

加する者がいつも一緒、でも行事と会議は結構

あるとか、あと右肩上がりの自治をいまだにや

っているとか、役員だけがやっていて、皆で考

えて解決する組織になっていないとか、任期の

短い自治会長とか区長などの組織では課題解決

に向けて継続性がないとか、行事をこなすだけ

の組織であり、事業への意識が低いとか、これ

からの次代を担う若い人や女性が勉強会に来な

いとか、若い人、女性を多く取り込んでないし、

出席しても話しにくい環境であるとか、いろい

ろなことがあります。 

  そこで、地域問題を地域で解決していくため

の、前回も言いましたけれども、一体型地域運

営組織とか、また小規模多機能自治の仕組みを

取り入れることで、今まで地域づくりに参加し

ていなかった若者や女性の活躍の場が広がり、

三世代を通してきずなを深める場ができてくる

と思われます。地域づくりを通して自分たちの

未来を変えていけるということを学ぶことによ

り、地域を愛し、地域を守っていこうという若

者たち、子供たちが輩出されると思います。こ

ういったところでまた若者の投票率も上がって
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くるのではないかなと思います。 

  前議会の答弁で「地域づくりは地域住民の意

識高揚から」ということでしたが、そういった

一体型地域運営組織の立ち上げについて、いつ

からどのようにやっていくのかといった市のお

考えをお伺いしたいと思います。 

  また、大きな２番目の質問なんですけれども、

最近ちょっと、市内の中学生のお子さんの親だ

ったんでしたけれども、優秀な成績で卒業して、

その後山形の進学校に行った生徒の親と話をす

ることがあったんでしたけれども、中学校では

それなりの成績だったんですが、山形の高校に

行っても大丈夫だと思ったら、周り見たらレベ

ル高くてびっくりしたみたいな形の話もあった

んでしたけれども、そういう声も聞きました。 

  地域の学力向上の施策として、先日、市長選

の山尾市長の公約の中に、学力向上に向けた科

目別スーパーバイザーの設置とありますが、具

体的にどのような内容なのかお伺いいたします。 

  よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、質問にはなかったわけですけれども、

若者の投票率ということ、外国との数字を挙げ

ていただきまして、日本の若者の意識の低さと

いうことを御指摘いただきました。先ほど八鍬

市議の御質疑も選管にありましたが、この問題

を解決するというのは非常に難儀なのかなと、

デパートの商品券をつけたりとかなんとかいろ

いろ工夫しているようですけれども、それ以上

に自分たちの国は自分たちがつくり上げていく

んだという意識の醸成が大切なのかなと思った

ところであります。 

  初めに、自主防災組織についてでありますが、

近年、大規模な自然災害により各地で甚大な被

害が発生しております。阪神淡路大震災、東日

本大震災のような大規模広域災害時は、公助の

限界が明らかになるとともに、自助、共助によ

る対応が重要になっております。 

  地域コミュニティーにおける共助による防災

活動を推進するため、本市においても自主防災

組織の組織率の向上と活動支援の取り組みを進

めているところであります。本市の自主防災組

織の組織率は現在57.11％で、組織率の向上の

ための出前講座や説明会を随時行っております。 

  今後の取り組みといたしましては、現在進め

ているハザードマップ作成事業とデジタル防災

行政無線整備事業のブロックごとに開催する説

明会において、自主防災組織の設立に向けた働

きかけを行ってまいります。また、活動を支援

するための自主防災組織育成事業として、防災

資機材を購入する補助金を交付し、その活用に

ついても周知しております。自主防災組織ごと

に作成する防災マップやマニュアルの作成支援

と、独自に実施する防災訓練の指導などを行っ

ております。 

  10月20日に予定しております本市の総合防災

訓練では、避難誘導訓練、倒壊建物救出救助訓

練、避難所開設運営訓練に参加してもらい、実

践に即した訓練と行動の確認を行う予定であり

ます。既に組織化されている町内の自主防災組

織と、まだ組織化されていない他の町内と防災

士会の皆さんにもアドバイザーとして御協力い

ただき、連携を図りながら地域全体の防災力の

強化に向けて取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

  新庄市の特徴といたしましては、組織率

57.11％と申し上げましたが、町内単位でいき

ますと75％ほどの組織率になるわけですが、県

の要綱の中で世帯割ということがございます。

新庄市の場合は人口が減少しているわけなんで

すけれども、世帯はふえているというような状

況で、世帯で割りますとどうしても60％近く行
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ったのがまた割り込んでしまうというような実

情があります。この問題におきましても、やは

り職員がその地域に回りまして、非常に難しく

はないと、こういう形でやっていただきたいと

いう積極的な働きかけを行う予定でおります。 

  特に、最近の災害における実情におきまして

は、被災者が情報を得る手段の確保、やはり電

源対策ということが非常に大きなことがありま

すので、自家発電機と照明などを各町内等に、

まだできてないところにこれの管理をお願いし

たいということの第一歩で自主防災組織率の向

上を図ってまいりたいと考えているところであ

ります。 

  次に、人づくり、コミュニティーのお話がご

ざいました。本当に地域の中での課題は大変多

くあるなと思っております。子供会活動などに

おきましても、我々の子供のころ、ラジオ体操

を一月行っていたというようなところが２週間

になり、１週間になり、今は３日と。やらない

ところも出てきていると。この背景には、いた

ずらに批判するだけでなく、社会の流れの中で、

24時間体制の中でさまざまな働き方をしている

方々がふえているということも背景にあり、一

斉にそろうということはなかなか難しいことな

のかなと思っています。一斉にそろう年代とな

りますと60代以上の方々は一斉にそろうわけで

すけれども、現役の勤労者にとりましては24時

間365日体制で働いている方もおりますので、

そのときの役割というのが大変難しくなってき

ており、それらをどういう形でカバーするかと

いうことが必要だと思っております。 

  新庄市では５つの中学校単位を基本とし、暮

らしを支える生活機能の拠点づくりとして地域

づくり協議会の設立を目指しております。議員

御指摘のとおり、若者や女性、子供たちなどか

らすれば、どうすれば地域づくりに参加しても

らえるのか、どのような仕組みでまちづくりに

かかわる人を多くしていくのかというのが大き

な課題となっております。 

  市は、これまで地域リーダー講座や地域づく

り研修会の中でさまざまな地域づくりの先進地

例を紹介することで、これからのまちづくりを

考えるきっかけとしてまいりました。 

  その中で、議員が言われる一体型地域運営組

織、小規模多機能自治にも触れる機会がござい

ました。研修会の講師である川西町のＮＰＯ法

人きらりよしじまネットワークで実践している

組織形態が一体型地域運営組織ですが、設立当

初は分離型地域運営組織として活動してきた経

緯がございます。 

  分離型地域運営組織については、公民館を拠

点とし、自治会長連絡協議会や防犯協会、衛生

組織連合会などの各種団体から構成されている

協議組織である吉島地区社会教育振興会が、実

行組織である自治会長会や衛生組合、防犯協会

などと個別に連携協働していく組織形態であり

ます。その後の組織改革により社会教育振興会

を解散し、個別に連携協働していた各種団体を

実行機能としての自治部会、環境衛生部会、福

祉部会などの部会に再編成し、全体のコーディ

ネート役としての事務局や意思決定機関である

評議員会、理事会を廃止する一体型地域運営組

織をつくり上げました。 

  一体型地域運営組織では、地域人材と資源を

集約することで、合意形成の容易さや行政との

ワンストップ機能による効率化など、さまざま

なメリットを享受し、地域が求める本当に必要

なものを住民がみずから考え、暮らしの課題を

住民みずからが解決していく仕組みを構築して

おります。 

  また、同じく研修会の講師としてお迎えした

人と組織と地球のための国際研究所の川北秀人

氏が提唱する小規模多機能自治については、地

域で過去の実績を踏襲し実施していた行事やイ

ベントを改善、再編し、人口減少、高齢化など

に伴い必要性が高まる安全安心の確保のための
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事業に進化させていく仕組みづくりになります。 

  それらを当市に置きかえますと、一体型地域

運営組織の前身である分離型地域運営組織の母

体となる社会教育振興会に該当する組織形成に

も至っていない状況であるため、今後、５中学

校区単位の地域づくり協議会の設立によってこ

うした地域運営組織の形成を目指してまいりた

いと考えているところであります。 

  設立に当たっては、地域の現状を把握し、地

域でどのような課題があり、その課題を解決す

るためにどのような地域資源が必要なのかを的

確に把握する必要があります。そのため、今年

度は区長のブロック研修会において外部講師を

派遣して地域課題の洗い出しを行い、全世帯を

対象とした潜在ニーズ調査、分析を実施した上

で、協議会を運営していくために必要となる地

域を担う人材、運営資金、活動拠点、事務局機

能など、協議会設立に向けて具体的な準備を検

討してまいりたいと考えております。 

  今後におきましても、地域住民と連携、協働

しながら、持続可能で、より実効的な取り組み

について検討、協議していくことが重要である

と考えておりますので、今後とも地域づくりへ

の御理解と御協力を賜りますようお願いいたし

ます。 

  この中で、担当課との話の中で、やはり防災

という１つのキーワードを持って地域づくりあ

るいは運営協議会をしなければいけないのでは

ないかなと今模索しているところであります。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

  スーパーバイザーについては教育長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 それでは、学力向上に向けた科

目別スーパーバイザーの設置についての御質問

にお答えします。 

  学力向上につきましては本市の教育課題の一

つと捉えており、学力向上に向けた取り組みに

ついては市の事業として探究型学習をテーマに

した日新小中学校への委嘱研究やＮＲＴテスト

の実施、学校図書館、個別学習指導員等の人的

配置等を行っております。また、校長会や学校

訪問において指導を行うとともに、教育委員会、

学校、教員が授業改善や研修会の実施などそれ

ぞれにおいて研究を重ねながら取り組んでいる

ところです。 

  科目別スーパーバイザーの設置は、子供たち

の学習の弱いところを補う指導の力を科目別に

専門性のある指導、助言者、スーパーバイザー

の力をもって向上させたいという学力向上策の

一つとして提案させていただいているものであ

り、現時点において事業計画が具体化されてい

るものではございません。 

  現在、最上広域市町村圏事務組合教育研究セ

ンターにおいては、理科に特化し研修事業等を

実施し、算数、数学教育事業では指導主幹を配

置し、学校訪問による指導、授業力向上研修の

実施、調査研究の情報発信などを行い、教科の

学力向上に努めております。 

  今後は、本市における学力向上に向けた取り

組みがどのような形で実施することが適当か、

広域での事業内容や効果等を収集しつつ先進事

例を参考にしながら検討してまいりたいと考え

ているところです。以上であります。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 御答弁ありがとうござ

います。自主防災組織についてということでお

話しいただきまして、ありがとうございます。 

  最近、ハザードマップが自宅にも届いて、す

ごくこれいいなと思わせていただきました。も

しものときの対処方法がわかりやすく書いてあ

って、よかったと思います。そしてまた地域別

に説明会を行っていただくということで、ちょ

っと女性とかにはわかりづらいところもあるの



- 89 - 

で、このハザードマップの説明もぜひしていた

だきたいなと思います。 

  例えば女性の方ですと、これいいなと思った

んですが、災害に関する情報の入手ということ

で、防災行政無線放送音声ガイドサービスがあ

るということなんですけれども、大雨の日は幾

らデジタル無線があったとしても聞こえない場

合があったり、あと年配の方たちなんかやはり

テレビとかの情報はあるんですけれども、全然

聞こえてない場合があるので、個々に電話をす

ればその防災無線で言っていることが聞こえる

ということとかもありますので、こういったと

ころもすごく年配の方にとってはいいことだと

思いますので、またそういう地域に説明会に行

ったときはお願いしたいと思います。 

  あと、このレベル４で全員避難というところ

で、なかなか多分ちょっと意識が持てない部分

もあるかもしれませんけれども、こういったと

ころも説明していただけたらありがたいなと思

います。 

  自主防災組織なんですけれども、電源対策と

いうところもあるんですが、やはり自主防災組

織の重要性、何のために自主防災組織をつくる

必要があるのかということで、ほかの町内は具

体的にどうやっているのかということを、そう

いったのもお知らせしてもらいたいなというこ

とで、どう動いたらいいのか、その手助けとか

それを、どう動いたらいいのかということを行

政で示してあげる必要があるのではないかと思

います。 

  例えば先進の自主防災組織があって、先進の

ところというか、川西町とかもこの間30人近く

で自主防災訓練をやったとか、桧町、100人の

参加でやったというか、そういったところもあ

るんですけれども、そういったところの完璧の

ところだけじゃなくて、例えば安否確認が大事

なんだよと、隣近所の声がけが大事なんだよと

か、そういった何か災害時の自主防災組織、こ

ういうふうにつくればできるんだよ、簡単なん

だよみたいな形で指し示してあげていただきた

いと思いますけれども、もっと皆さんにわかる

ような自主防災組織のＰＲのことでどのように

考えているか教えていただきたいと思います。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 自主防災組織のわかりやすい

設立の仕方というようなことでございます。 

  今、議員がおっしゃいましたとおり、先進地

におきましては、今言った川西町などにおいて

は町内の防災訓練等を行っておりますし、その

中で安否確認とかそれから消火訓練とか、そう

いうものも行っています。 

  そういう活動がまずは最終的な目標となりま

すけれども、最初に設立するきっかけといいま

すか、最低限、町内で災害が起きた場合はここ

に避難してください、あるいは町内の危険な場

所と町内におけるハザードマップづくり、危険

な箇所の確認、それから先ほど出てきました発

電機の使い方も兼ねた町内会の祭り、炊き出し

訓練等、できるところからしていきたいなと。

そういう順序を追いまして自主防災組織の設立

のお手伝いをしていきたいと考えております。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  あと、地域ごとの防災組織を立ち上げたら、

環境課の方はもちろん、また防災士の方とかそ

ういった方々も御協力いただきながら、ぜひ具

体的に提示していただきながら、やるべきこと

などを示していただけたら、またそういう思い

が広がっていくのではないかと思います。 

  またもう一つ、地域コミュニティーが日ごろ

からしっかりしていれば必然的に一人一人の情

報、安否確認はチェックされるということなの

で、本当に地域コミュニティーが自主防災組織

をつくっていく上でも大事、その前段階として
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大事だと思いますので、自分の身は自分で守る、

地域の皆さんは地域で守っていくという思いが

大事だと思います。ぜひ頑張っていただきたい

なと思います。 

  あと、協働の組織づくりということなんです

けれども、中学校区で考えているということで

すけれども、具体的にどのように持っていくの

かということで、先ほどお話しいただきました

けれども、７月に南砺市というところに視察に

行かせていただきました。そこも小規模多機能

自治というところでやっているんですけれども、

やはり市民が主役の市政をつくっていくんだと

いうところで、市民目線でやっていくんだとい

うところで、すごいちょっといいなと思ったん

ですが、最初ワーキンググループを公募して勉

強会を開催して、そして全て公募で、みんなで

考える協働のまちづくり条例市民会議というの

も設置して、そしてその会議が27回ぐらい行わ

れて114名の方が参加されたそうなんですけれ

ども、その各種団体から成る南砺市の協働のま

ちづくり条例策定委員会を設置して、全て市民

の手による条例ができたということなんですけ

れども、やはりいろいろな話し合いの中で、再

生の方法、地域の問題を解決する方法が小規模

多機能自治にあると市民が認めてそれを実行に

移していったところがあるということでお話を

もらいました。 

  やはりそういう市民がもっと話ができて、自

分の地域のことを考えられるような、そういっ

た場をもっとつくれというか、女性とか子供で

すね、区長さんたちはいろいろあるんだと思う

んですけれども、そのあたりとか何か考えてい

るところはありますでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 小規模多機能自治ですけ

れども、こちらは地域の規模がどんなに小さく

ても自分たち自身でできることをふやし続ける

こと、その成果として人との交流密度が高まり、

暮らしが守られ、地域の持続可能性が維持され、

場合によっては高まり続けていくというものを

目指したものであると思います。 

  南砺市も、また川北先生がおっしゃる雲南市

についても、最初に提案してからかなりの時間

をかけて、話し合いをかけてやっていると、つ

くり上げていると。やはり新庄市についてもそ

れなりの時間は必要なんだろうということで、

昨年から地域づくり協議会を立ち上げるための、

昨年は研修を重視させていただきました。 

  ことしについては、今現在、それならば新庄

市はどういう形でこの協議会を持っていくかと

いう素案づくりをしております。たたき台はつ

くっているところですけれども、12月に今回５

中学校ブロックのブロック研修会がありますの

で、そちらに提案させていただきたいと思って

いるところです。まずは区長への説明になりま

すけれども、その中で５つが全て同時に立ち上

げられるとは思っていませんので、まずは成功

例をつくることが必要なんだろうと思っており

ますので、提案差し上げて、これに取り組んで

みたいというところがあればそちらで取り組ん

でいきますけれども、その中で最初にニーズ調

査とか全世帯調査とかが必要となってきますの

で、それを行う中でさまざまな年代別の話し合

いも行っていければいいなと考えているところ

です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  ぜひ、この間、若い人の声、ワークショップ

でも聞きましたけれども、政治に参加したい、

新庄をすばらしいまちにしたい、おもしろいま

ちにしたい、そういった思いが多くいる、本当

にたくさんいらっしゃいますので、そういった

方々の声を集約できるように頑張っていただき

たいなと思います。よろしくお願いします。 
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  そして、最後のところなんですけれども、学

力向上に向けてということでお話しいただいて

ありがとうございます。 

  本日より、10月１日より幼児教育・保育の無

償化が始まります。学力向上に向けてなんです

けれども、関連づけてのお話なんですけれども、

これから始まる幼児教育・保育の無償化によっ

て公教育の質が下がっていかないかの不安の声

もあります。幼児教育・保育無償化は幼児教育

の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人

格形成の基礎を培う幼児教育の重要性のためと

ありますが、懸念材料として教育の水準の低下

を伴うのではないかという話も聞かれます。 

  こちらの地域ではそのようなことは全然ない

と思うんですけれども、ある地域の話なんです

けれども、ただなので手抜きをしても文句は言

えないなど、幼稚園や保育所では手のかかる幼

児が追い出されているという何か話も聞く事例

もあります。また、高校や大学も無償化を目指

していますけれども、授業料がただとなれば、

授業の質が落ちても文句は言えず、教育の質が

下がってくることにもなりかねません。また、

一方、質の高い教育を求めて塾や予備校通いが

ふえると家庭の出費がふえるだけということに

もなります。子供たちはダブルスクールの負担

が精神的にも肉体的にもひずみが出てきて、学

級崩壊とかいじめの問題になるとも言われてお

ります。 

  そういったところで、幼児教育から公教育、

小学校に行って学ぶ体制に入っていく段階にお

いてきちんと移行できるようにしていかなけれ

ばいけないと思うんですが、そのための体制も

できていると伺いましたけれども、具体的にど

のような連携をとっているのか教えてください。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 幼児教育と接続する小学

校というところの連携について申し上げますと、

新庄市では幼児教育懇談会という組織がござい

ます。市内の私立も含めまして幼稚園とか保育

所、児童センター、地域の保育所全て一堂に会

してなんですが、研修を毎年行っております。 

  先ほど議員おっしゃった指導者の意欲に関す

るところについて言えば、私どもがその研修会

に参加するに当たりましては、皆さん本当に熱

心に保育されているなと思って見ているところ

でございます。 

  それで、主に学力の定着というところにつな

がるかわかりませんが、例えば集団生活におけ

る話の聞き方とか、それから例えば個々に配慮

しなければいけないお子さんがいたとしたら適

切な指導を学ぶとか、最終的にはスムーズに学

校生活につなげるというところで研修会をここ

数年行っております。 

  あともう一つは、各小学校ではそれぞれの学

校単位で幼児教育機関と行き来しまして、それ

ぞれテーマを設けて研修しております。いわゆ

る生活リズムとかそれから保護者の家庭教育と

か、それから接続に向けてのカリキュラムとか

さまざまあるんですが、それは学校ごとの特性

というか、特徴を生かして取り組んでいるとこ

ろであります。 

  学力に向けては、本当に広いものがございま

すので、家庭についても、学校、子供たちにつ

いても、地域の方から、先ほどあったように御

支援いただければありがたいなと思うところで

あります。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  本当に幼稚園から学校に移るまでの先生方と

の連携をとってスムーズに、本当に大事な教育

のところを頑張っていただきたいと思います。 

  私も３人の子供を持った親で、小中高と新庄

で教育していただいて本当にありがたいと思い

ます。 
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  保護者の方も今本当に若いお母さんたちの話

を聞きますとやはり教育に悩んでいる方とかも

いっぱいいらっしゃって、何か学校に行ったら

いじめられたら嫌だなとか、何かいろいろな問

題があって不安などもあると思います。本当に

先生方と一体になってそういった子供一人一人

に対して不安を取り除いてあげられるようにし

ていただきたいと思います。 

  そして、やはり公教育というのは人づくりの

一番大事な国家の礎ということなので、先生方

も自信を持っていただきたいなと、親から見て

すごく思うんです。本来、教職員という方は聖

職者だと言われております。人を育て、読み書

きを教える本当にとうといことをされているの

で、その誇りと自信と情熱を持って、またそれ

に伴った資質も持って先生方も頑張っていただ

きたいなと思います。 

  以上で終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４１分 休憩 

     午後２時４９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

今田浩徳議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、今田浩徳君。 

   （５番今田浩徳議員登壇） 

５ 番（今田浩徳議員） それでは、本日５番目、

議席番号も５番、絆の会の今田浩徳です。 

  発言通告書にのっとり質問いたしたいと思い

ます。適切な御回答はもちろんですが、市民生

活を安心安全に導く施策につなげられる取り組

みにできますよう願いまして、始めたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

  令和元年も10月に入り、秋本番となり、出来

秋の主役であるつや姫の刈り取り適期でありま

す。また、秋の農作物の収穫期も相まって、新

庄は豊穣のときを迎えています。豊かな実りを

一堂に食す味覚まつりを19日に控え、多くの市

民が会場においでくださることを願いたいと思

います。公共交通を利用して会場に来る方もい

ると思います。ぜひ利用して来ていただきたい

と思います。 

  今回お伺いしたいことは、地域公共交通網形

成計画についてであります。 

  平成28年３月の新庄市まちづくり総合計画後

期５カ年実施計画の中で、公共交通の利便性の

向上を図ることとされました。平成30年３月に

は、少子高齢化社会を見据え、利便性の高い交

通網の整備を形成することで、市民のライフス

タイルに寄り添い、限りある資源で持続可能な

公共交通体系を構築していく必要性があること

を第一に、新庄市地域公共交通網形成計画が策

定されました。 

  しかし、実際には人口流出、出生数減と、人

口流出に歯どめがかからず、民間バス会社の路

線運行からの撤退があって、現在では土内線、

芦沢線の市営バス、共同運営を行っている大蔵

村営バス肘折新庄線、鮭川村営バス羽根沢新庄

線、山形交通運行の新庄金山線の５路線に市内

循環バスが新庄市民の足を支えています。 

  路線バスでは、乗車率向上のため乗車運賃の

改正やフリー乗車可能区間の設置等の手法を取

り入れているようです。成果はこれからあらわ

れてくるとは思うのですが、検証すべき時期で

もあると思います。循環バスの運行状況も含め

改善と改正が必要であれば提示していただき、

さらには協議会等での検討報告があればお聞か

せください。 

  また、公共交通空白地域への対応が今後の課
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題と思います。デマンド交通の導入や循環バス

の郊外運行等運営手法はいろいろあると思いま

すが、分け隔てなく市民みんなが納得できる交

通網整備について、そのお考えを伺いたいと思

います。よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、今田市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄市地域交通網形成計画の進捗と今後の取

り組みについての御質問でありますが、平成30

年３月に策定いたしました地域公共交通網形成

計画は、目指すべき将来像を「暮らし広がる公

共交通」とし、将来にわたって持続可能で利便

性の高い公共交通網の実現を目指し策定したも

のでございます。 

  本計画では、利便性、誘引性、持続性の視点

による３つの基本目標を設定するとともに、基

本目標の下には６つの施策と20の事業展開を盛

り込んでおり、毎年、新庄市地域公共交通活性

化協議会において設定した６つの目標指標の達

成状況の評価を行っております。 

  この計画に基づき、平成30年度はまちなか循

環線を導入し、まちなかの周遊性を高めるとと

もに、市内を運行する全てのバス路線、時刻表

を掲載したリーフレットを作成し全戸配布する

など、公共交通の認知度を高め、市民の方の手

元に届く情報発信を行ったところです。また、

既存路線の再編といたしまして、平成31年４月

からの芦沢線の路線改編を行っております。 

  まちなか循環線の導入により、民間バスの代

替としての土内線、芦沢線の２路線を含め現在

３路線を市営バス路線として運行を行っており

ますが、土内線、芦沢線については年々減少傾

向にあり、まちなか循環線については利用が思

うように伸びていないという状況にあります。

特に芦沢線につきましては対前年度比65.1％と

激減している状況です。このような状況を踏ま

え、今年度から土内線、芦沢線の使用料金をま

ちなか循環線と同じ200円に引き下げるととも

に、一部フリー乗降区間を設けたほか、３路線

共通の回数乗車券を導入するなどの利用促進策

を講じております。これにより、今年度に入っ

てからは土内線につきましては前年度同時期比

26％の増、芦沢線につきましては前年とほぼ同

程度で推移している状況であります。 

  この効果につきましては今後も状況を注視し

ていく必要がございますが、利用者が加齢とと

もに少なくなっていくのに対し新たな利用者が

ふえてこないという状況があるとともに、運行

便数が少なく利用しにくいなどの声や、新たな

要望なども寄せられていることから、現在利用

されている方にはより利用しやすく、利用され

ていない方には利便性を感じ新たな利用者にな

ってもらえるような路線やダイヤなどの見直し

を図っていく必要があると考えております。 

  具体的には、現在、芦沢線の運行は１日１往

復のみとなっており、利用される方からは「便

数が少なく、往復で利用しにくい」「スーパー

や銀行を通ってほしい」などの声が寄せられて

いることから、利便性を向上させるために１日

２往復に増便するとともに、スーパーや銀行に

も行けるような路線改編を検討しております。 

  また、まちなか循環線につきましては、昨年

11月からことし４月までの利用者数は月平均

300人程度でしたが、５月以降は200人程度にと

どまっております。乗車された方には乗り心地

がよいと好評ですが、１回乗車すると帰ってこ

られるのが２時間後ということで、帰りはタク

シーなどで帰っている方もおられるようですの

で、待ち時間を短くするため、増便の検討や通

勤・通学などにも利用できるダイヤを検討して

おります。 

  さらには、議員御指摘のとおり、公共交通空

白地域への対応が今後の大きな課題であり、形
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成計画におきましてもデマンド型交通の導入に

ついて検討していくとしております。既に導入

している自治体の状況を確認しながら課題など

の把握に努めてまいりますが、登録や予約が高

齢者には難しい、前日までに予約が必要であり、

急な需要には対応できないなどの問題や、運行

するタクシー会社などの理解が必要となること

から、どのような方法が新庄市に合っているか

引き続き研究を行ってまいります。 

  今後も市民の皆様の声を聞きながら、関係機

関と連携し、より利用しやすい公共交通の確保

に努めてまいりたいと考えておりますので、御

理解くださるようお願い申し上げます。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） それでは再質問に入ら

せていただきます。 

  昨年、会派の視察で、コミュニティバス、ミ

ニバス導入の運営内容を見てまいりました。導

入までにはそれぞれ自治体の特色がありますの

で一概には言えませんが、各関係機関の代表者

や市民から選ばれた方で組織される協議会を設

立し、会議を重ね、各課横断したところでの職

員からの意見も募るというふうに見てまいりま

した。 

  当市におきましての運営協議会がありました

ら、メンバーの構成と会議開催の頻度、バス運

営への実施内容、変更までの経過などありまし

たら、どのように進めてきたのかをまずはお伺

いしたいと思います。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 地域公共交通を運営する

ための組織という御質問かと思いますけれども、

２つございます。１つは新庄市地域公共交通活

性化協議会、もう一つは新庄市地域公共交通会

議ですけれども、地域公共交通活性化協議会に

つきましては、平成29年度に策定いたしました

地域公共交通網形成計画を策定、そしてそれを

推進するための会議でございます。もう一つは

地域公共交通会議ですけれども、こちらは地域

におけるバスなどの旅客輸送に関し必要となる

事項を協議するために設置するという組織にな

っております。 

  構成につきましては、バス会社、そしてタク

シー会社、東北運輸局山形運輸支局、それから

国・県、市の道路管理者、新庄警察署、そして

総合支庁とＪＲ東日本という組織になります。 

  公共交通網形成計画を運営するための組織と

公共交通会議の組織メンバーについてはほぼ同

様ですけれども、推進とそちらの変更を両方担

っているわけですけれども、公共交通会議に変

更部分承認していただかないと新たな路線変更

また改編はできないということで、かなり慎重

な議論がされた上で、各界の意見をお聞きしな

がら新庄市の公共交通網を担っていくという形

になっております。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） 平成29年から循環バス

の運転開始というところまでのところでお尋ね

したいのですが、さまざまな機会を設けて会議

を行うとなっているんですけれども、定期会議

で行ってきたのか、随時会議で行ってきたのか、

またその中で循環バス運営に至るまでの会議の

中の内容についてはどのようになってきて至っ

たのでしょうか、そのあたりの御説明をお願い

したいと思います。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 平成29年からということ

ですので、形成計画を策定するために平成29年

度はかなり頻繁に会議を開催しております。４

回から５回の年間会議を開催しまして、基本的

には必要に応じての随時の会議となります。 

  その中での議論につきましては、市の提案事
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項、循環バスを中心としてデマンドバスの可能

性も含めた内容など、また山交バスの運営状況

なども確認しながら、公共交通機能を確保でき

るかという視点を持って議論してきたところで

ございます。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） そういう会議が重ねら

れて、充実した内容ということで、フリー乗車

であったり乗車運賃の変更であったりというと

ころも含めて話されてきたと思いました。 

  次ですけれども、現在、加齢や運転技術の自

信喪失など理由はさまざまですけれども、運転

免許証の自主返納者が、過去５年、平成26年の

男女合わせて48名から平成30年には150人強と

３倍を超える状況にあります。運転はしないけ

れども、病院や銀行、買い物などに出かける方

が増加してくると思われます。この機会を利用

者拡大の機会と捉え、乗車会の企画であったり

バスに触れ合う会を催すなど考えてはいかがと

思いますが、どうでしょうか。また、運転免許

証返納者の割引制度であったり回数券の発行な

ど、またＩＣカード導入など、あわせて新規利

用者獲得に向けて新たな方法も考えてはいかが

でしょうか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ３点ほどあったかと思い

ますけれども、まず１点目は、利用者拡大の機

会と捉え、乗車会の企画などということでござ

います。やはり公共交通を知っていただくとい

うのが一番大切なことになりますので、これま

で広報紙やホームページのほか、パンフレット

や時刻表を全戸配布させていただいて、手元に

届く情報提供というのを行ってきたところです

けれども、おっしゃるとおり、バスに乗るとい

う習慣がなくなっているものですから、本当に

バスの乗り方もわからなくなっている方もおら

れます。ですので、これまで町内会や老人クラ

ブを対象に、高齢者を対象としたバスの乗車会、

バスを運行しない土曜日とか日曜日を中心に実

際にバスに乗っていただく、そして少し回って

いただくということを行っております。これま

で希望があった８町内87名の参加者を得ており

ますので、今後もこちらは継続してまいりたい

と考えております。 

  そして、２点目、運転免許証返納の割引制度

ということですけれども、県内を見ましてもさ

まざまな優遇制度があるようです。例えばタク

シー券の交付であったり路線バス回数乗車券の

交付であったりという形の支援を行っておりま

すので、現在どのような支援の対策があるかと

いうことを今検討しているところですので、御

了承いただきたいと思います。 

  もう一つ、ＩＣカードの導入ですけれども、

やはりキャッシュレスで乗れるというのが理想

かと思いますので、どのぐらいの費用がかかる

のかということを検討してまいりました。ただ、

かなり高額な機材になりますので、今現在の利

用人数ではちょっと費用対効果的にかなり割高

になってしまうのかなと思って、将来的には、

例えばもっと普及が広まって、価格なども低く

なってくれば導入してみたいという考え方は持

っております。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） 運転免許証返納者につ

いて質問させていただきましたけれども、これ

はその返納者ばかりではなく、全体の利用者と

いうところもあわせて考えていただければと思

います。 

  そして、どうしてもそういう方々、老人とい

うか、資料でもいただいたんですけれども、65

歳未満の方、65歳以上の方、75歳以上の方とい

うくくりでの資料での免許返納者の数字でした

ので、そういうところで見れば、できればそう
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いうところに高校生であったり中学生であった

りそういう方々と一緒に乗れる機会をつくりな

がら、そういう方々がよりわかりやすく教えて

もらえる環境と、利用できる、利用しやすくな

る環境の提供というところも考えていただきた

いと思うのですが、どうしても高齢者の方々に

特化したところでの乗り方勉強会であったりそ

ういう機会の提供となっておりますけれども、

そういう若者も活用しながら、そういう方々に

お手伝いをいただきながらというか、そういう

勉強会、乗り方会なども催してみてはいかがと

思うんですが、その辺につきましてのお考えな

どありましたらお聞かせください。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 今のところ、若者を対象

にした勉強会というものは考えていないんです

けれども、そういう機会があればやってみたい

なという考え方もあるだろうと。 

  また、今後、まちなか循環線ですけれども、

今現在８時半から16時10分までの運行時間とな

っているんですけれども、こちらをもっと朝は

早く、夜は遅くすることで、高校生の方にも利

用していただくようなことができないか、また

朝については高校生以外にも通勤で使われる方

もおられると思いますし、もう少し遅い時間に

なればまた帰りの時間も利用することができる

ということで、固定客がつかめるという可能性

もございますので、今現在検討しているところ

です。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） ぜひやはりそういうふ

うにして老若男女というところで考えるという

方法もぜひ一考ではないかと思います。そうな

って利用者がふえてくればＩＣカード導入もそ

の視野に入ってくるのではないかなと思います

ので、引き続き御検討と、そういうところへの

呼びかけをお願いしたいと思います。 

  次に、交通空白地域への対応というところで、

どうしても費用対効果という言葉がありまして、

それを取り組むには慎重を期す部分がすごく大

きいと思います。希望する市民がいればその負

託に応えなければならないのが自治体の姿勢の

基本であると思います。そのヒントとして、市

内には買い物困難者に向けて市内スーパーとＪ

Ａが移動販売車で、全ての市民とはいかないま

でもそれぞれの地域まで出向くサービスを行っ

ているようです。行っています。 

  デマンドを考えた場合、その曜日や時間等を

協議、相談すべき点は多々あるとは思うんです

けれども、そういうデマンドの形を率先してつ

くっていくことができるのではないかと思いま

すが、これは一、二年で設計施行とは言いませ

んが、検討すべき事案と思います。そのことを

ぜひ考えていただきたいのですが、そういうこ

とはできるでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 答弁の中でも申し上げま

したが、公共交通網形成計画の中でデマンド型

交通の導入についても検討していくとしており

ます。ですので、デマンド型交通についても前

向きに考えてまいりたいと思っております。 

  実際に舟形町、そして先日の新聞にもありま

したけれども、東根市は実証実験で10月から始

めるということもございました。ただ、舟形町

は前日５時までの予約で、便数も少ない、そし

て市外便は１本しかないということで、なかな

か利用が高まってこないという状況があるよう

です。東根はバス路線があるんですけれども、

デマンドタクシーを通して検証するというとこ

ろですので、こちらの詳しい内容も確認しなが

ら、新庄市にとってどういうデマンド型タクシ

ーができるかということも検討してまいりたい

と思っております。 
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  以前にもタクシー業界には御相談申し上げた

ところがありました。ただ、今どこも人員不足

でなかなかそういう体制に持っていけないとい

う話があったんですけれども、バスと同じく国

の補助金もありますので、ただ安くするのでは

なくて、その収入減の部分を補助するという考

え方であれば可能になってくるところもあるの

かなと考えておりますので、さまざまな研究を

行ってまいりたいと思います。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） 間違いなく高齢化は進

むわけで、できればハンドルを握りたくないと

いう方がふえてくるのは当然ですので、そこと

デマンドの相関図がうまく相まってできればと

思います。やはり今はどうしてもハンドルを握

りながら何とか買い物であったり用事足しにと

いう方が多いのも事実でありますし、今、車の

そういうさまざまなサポート技術も高まってい

る、そういうところも加味すると、なかなかバ

スに乗って、タクシーに乗って出かけるという

のは本当にまだ先のように感じてしまうわけで

すけれども、今のうちからそういう計画を立て

ていきながら、そしてスタートできるようにし

ていけばいいのかなと思いますので、ぜひ検討

しながら、いつでもとは言いませんけれども、

すぐ施行できる体制を整えていただきたいと思

います。 

  先ほど質問の中で、循環バスはもうちょっと

郊外も走ってはいかがというところをお話しい

たしました。どうしても現在の運行内容、運行

時間、そしてコース、バス停留所の位置関係を

見ますと、利用しにくく、日中であっても循環

バスに乗っている方はすごく少ない状況にあり

ます。何とかそこをどうしたらいいのかという

ところをお聞きしますと、非常にやはり乗りづ

らい、一方向だけに回っているバスなので、待

っている時間、だったら歩いていったほうがい

いとか、そういう答えをいただいております。 

  やはりバス停留所も片側にずっと、北回り、

南回りとなっていますけれども、ぜひ反対側に

もバス停留所を設置いたして、８の字であるよ

うに北と南を回れる、そういうコース設定を考

えていただきながら乗車率を高めるということ

を考えられませんでしょうか。もしそういうこ

とが考えられるのであれば、停留所の数を多少

減らしても、それで短時間で、短時間というか、

２時間かかるところを１時間で回れるようにな

れば、もう少し利用者はふえてくると思うので

すが、いかがでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 もう少し郊外にという話

になりますと距離数が長くなるものですから、

１台ではちょっと難しいところがあるのかなと

考えております。 

  ただし、もう１点言われました、今現在、北

部右回り・左回り、南部右回り・左回りと、駅

から出発して駅に帰ってきて、また南に行くと

いうその間には20分ほど間隔があるんですけれ

ども、そちらをうまく詰めると今現在２時間ち

ょっとかかっていたものが１時間ちょっとで回

れる可能性がありますので、そちらも今検討し

ているところですので、今現在素案を作成して

いるところですので、近い時期にお示しして御

意見をいただきながらその検討も行ってまいり

たいと考えております。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） ぜひスピーディーにそ

ういう判断をしていただきながら対応していた

だければ、「循環バス、人乗ってないな」と言

われることなく、「おお、いっぱい乗ってる

な」となるかもしれませんので、ぜひ早いそう

いう策定をお願いしたいと思います。 

  今までさまざまお話を伺ってきましたけれど
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も、実際は新庄市地域公共交通網形成計画が施

行されてからまだ市民からの本当の理解度は低

い状況にあると思います。特にまちなか循環バ

スは運行管理を検討することで利用者は先ほど

言ったようにふえる可能性もいっぱいあると思

います。利用される方にはもちろんですけれど

も、多くの方にアンケート調査をして、そうい

う回答をいただく徹底ぶり、またパブリックコ

メント、新庄市はなかなかここが苦手なんです

けれども、このパブリックコメントをいただけ

る環境の整備を進めて、乗りたいと思わせる仕

掛けをぜひ施してほしいと思います。このアン

ケート調査、パブリックコメントのとり方につ

きましてはどのようにお考えがあるかお聞かせ

ください。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 議員おっしゃるとおり、

利用される方、またこれから利用される方も含

めて意向を確認することは大変大事なことかな

と思います。ですので、形成計画を立てる際も

アンケート調査を行って、じゃどの部分が必要

なのかということで導き出した循環バスでござ

いますので、今後とも利用者はもちろん、これ

から利用される方、沿線の方等の意見を聞きな

がら、パブリックコメントという形になるかど

うかわかりませんけれども、ニーズ調査という

のは必ず必要だと思いますので、少しでも多く

の調査を行いながら運営してまいりたいと考え

ております。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） ５路線と循環バス、そ

の利用者の増加ということが一番の目的ではあ

りますけれども、本当に大蔵村営である肘折新

庄線、また鮭川村営である羽根沢新庄線なんか

は新庄市民の利用が少なく、村民の方の利用が

多いと聞いております。そういうところも周知

の不足というところもあると思うんですけれど

も、肘折にバスに乗って風呂入り行って、羽根

沢にバスに乗って風呂入り行けるんだとかとい

う、今そういう世代も、余裕のある世代もふえ

てきていますので、やはり周知のさらに徹底を

お願いいたしまして、ぜひ本当にバスの運営が

しっかり黒字になることを願いまして、私の質

問は終わらせていただきます。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  あす２日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時２３分 散会 
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令和元年９月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 押 切 明 弘 
１．杢蔵山の観光開発について 

２．定住促進について 
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２ 石 川 正 志 
１．市単独補助の拡充と更なる農業振興について 
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３ 髙 橋 富美子 
１．市民の安心・安全について 

２．食品ロス削減について 
市 長 

９ 庄 司 里 香 

１．看護師養成校の今後について 

２．新庄まつりの各町内での山車の運営について 

３．最上公園などの観光スポットについて 

４．国民健康保険の保険税の軽減について 

市 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名であります。欠席

通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

押切明弘議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは、最初に押切明弘君。 

   （６番押切明弘議員登壇） 

６ 番（押切明弘議員） おはようございます。

議席番号６番押切明弘と申します。このたび新

人でございますけれども、初めてこの壇に立た

せていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  私の発言、２つございます。 

  第１番目として、杢蔵山と申しましょうか、

杢蔵山の観光開発についてでございます。 

  さて、ことしの新庄まつりは、曜日、土、日、

月、また天気にも非常に恵まれまして、約56万

人という記録的な人出となりました。このお祭

りは、県内外、全国にも誇れるお祭りと、私も

当然ながら、十二分に承知しているところでご

ざいます。また、10月の中旬には、味覚まつり、

11月初旬には、山屋セミナーハウスにおいての

そばまつり、特にそばまつりはことしで10回目

を迎え、毎年千数百名の来場者、食数にして

2,000食程度出している大イベントとなってお

ります。また、冬は雪国ワンダーランドと称し

て、これは少し長い期間ではありますけれども、

その時期時期に多彩なイベントを打ち出し、ま

ちのにぎわいを創出してきたことは本当に私も

一定の評価を、非常にいいことだなと思ってお

ります。しかし、新庄まつりは８月の１年間の

うちの３日間、あとのイベントについては１日、

１年を通しての観光資源に非常に乏しいと常々

思ってきています。 

  そこで、私は、新庄市のシンボル的な存在で

ある杢蔵山の観光開発に力を注ぐべきと考えて

おります。登ってみますと杢蔵山から神室山ま

での縦走ルート、これもすばらしい眺望であり

ます。開発といってもいろいろな整備も必要で

しょうから、この長いルートを整備するには近

隣の最上町、そして金山町、神室山といえば、

秋田の湯沢市も接しているルートでございます

ので、そのような近隣の町と協力して、観光地

としての開発をしてみてはどうかなというふう

に感じております。 

  近年の杢蔵山への登山客は約1,000人とか

2,000人とか言われていますけれども、いろい

ろな仕掛け、イベントを通せば今のこの登山ブ

ームに乗れば、年間１万人も夢ではないのかな

と思っております。その辺を後で市長にお伺い

したいと思います。 

  次に、定住促進についてでございます。 

  今般の少子高齢化、人口減少に対する特効薬

はないと、残念ながらないと言われております

けれども、市長も昨日の答弁で、政策の優先順

位は人口減少に対する政策が一番と考えていま

すという答弁もありました。看護学校の設置も

その手段の一つであるというふうに私は理解し
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ております。当然除雪対策、流雪溝の整備も当

然ながら、新庄市民皆が思うことでしょう。た

だ、私は、人口減少に対する特効薬はないとは

言われていますけれども、少しでも右肩下がり

のこの人口減少を食いとめる手段として、安価

な宅地の供給と考えております。安価な宅地と

いうのは、安い宅地ということです。最近は、

民間業者だけが宅地、住宅団地を造成しており

ます。新庄市の土地開発公社、これはどうした

んでしょうか。機能していないように思います。

休眠状態ではないでしょうか。 

  一言で安価な宅地の供給といっても、民間業

者だけでは限界があります。官民一体となった

事業として行い、若い世代でも安心して住宅を

購入できるようにしたいものでございます。 

  具体的に言いますと、今、若い人、20代、30

代の若い人の需要を見てみますと、１区画当た

り約70坪ぐらい、そして１坪当たりの単価が５

万円、もしくは６万円ぐらい、これを掛け算し

ますと、土地価格が350万円から四百数十万円、

建物価格がおおむね若い人ですとそんなに大き

な家は建てられませんので、夫婦子供２人ぐら

いを想定しますと、30坪から三十数坪、これを

坪単価単純に掛け算しますと約1,800万円ぐら

いになります。そうしますと、ローンを組みま

すと、アパートの家賃程度。今新庄市のアパー

トは随分新しいアパートたくさんことしこんな

に需要があるのかなと思うぐらい新築のアパー

トが特に大きくなっています。20世帯はオーバ

ーですけれども、８世帯、10世帯以上のアパー

トが建っていますけれども、まだまだ高い、家

賃は。家賃程度でローンを組めるんであれば、

若い世代でも十分無理なく購入できて、若い人

が住むということは定着するということですの

で、そんな政策を考えていただければなという

ふうに思います。それにはやっぱり宅地、下、

地べたが安いところを選んで皆さん建てますの

で、そんな政策をぜひお願いしたいなというふ

うに思います。 

  また、新庄市の都市計画マスタープランにこ

れは当然皆さん御存じのように、ちょっと読ま

せていただきますけれども、本市の人口は昭和

35年の４万3,550人をピークに、平成２年以降

減少傾向にあり、平成27年国勢調査の結果、人

口は３万8,880人でしたとあります。2040年、

令和22年には２万5,000人、今よりも約１万人、

ということは20年ですので、年間500人程度毎

年減るということになります。そういう計算に

なります。 

  それで、次に、本計画では、公表した推計を

参考とし、人口減少に歯どめをかけるための対

策及び人口減少に対応したまちづくりを推進す

ることとしますと。これは太文字で書かれてあ

りますけれども、具体的なやっぱり対策を講じ

ないと、このまま20年後に２万5,000人、市の

体をなさないような人口になってしまうのかな

と思って、非常に危惧しているところです。 

  私の質問はこの２点について市当局の意見を

お聞きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、押切市議の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  初めに、杢蔵山の観光開発についての御質問

でありますが、杢蔵山は神室連峰の一座として

南端に位置し、小学生の遠足から県外登山客に

至るまで、幅広く活用されております。登山道

に関しましては、毎年予算化して刈り払い作業

を進めているところでございます。また、登山

道の案内標柱が積雪などにより破損しているた

め、ここ数年は定期的に標柱作製設置を繰り返

しております。春先の登山シーズンに合わせ、

登山道の整備、点検も実施しており、杢蔵山を
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管理いただいている自然に親しむ会にも、常日

ごろ杢蔵山までの登山道を注視していただいて

おります。 

  パンフレットに関しましては、山形県、山形

県自然公園等保全整備促進協議会が発行する山

形百名山探訪マップや、最上地域観光協議会が

発行するブナと巨木の最上回廊トレッキングマ

ップを用いて周知しているところであります。 

  近年アウトドアブームにより、登山者からパ

ンフレットや登山道の状態への問い合わせもあ

り、需要もふえておりますので、登山道整備も

あわせ、案内パンフレットを作成していきたい

と思っております。 

  現在、新庄市では、神室山や杢蔵山を含めた

神室連峰としての案内が中心となっており、新

庄市にある４つの山岳団体とともに、山岳関係

の協議をしているところでありますが、今後は

観光資源として杢蔵山をさらに活用するための

方策を協議してまいりたいと思っております。 

  また、車道の整備につきましては、本市道が

主に、放送各社の設備管理の際に利用される路

線であることから、雪解け後に路面の整正等を

行い、放送各社の利用に支障がないように努め

ておりますので、現段階では舗装等の整備は考

えておりません。 

  引き続き大雨の際などの定期パトロールを行

い必要な補修を実施してまいりたいと考えてお

ります。 

  議員おっしゃるとおり、山岳観光が大変、非

常にふえているというようなことは承知してい

るところです。数年前には、お亡くなりになり

ましたが、田部井淳子さんをお招きしてのトレ

ッキング開発というようなことで、冬山の歩け

る場所などを開発するなどのこともやってきた

ところであります。 

  また、十数年前には、神室山の山小屋が大変

壊れておりまして、そのとき、おっしゃるとお

り、最上町と金山町と湯沢市と協議いたしまし

て、全国から訪れる方々へ対するおもてなしと

いう観点から神室山の山小屋を整備させていた

だいたと。当時は、山形県側の最上町と新庄市

と金山町でお金を出したわけでありますが、管

理については、今湯沢も含んで４自治体で管理

に努めていることをぜひ御理解いただきたいと

いうふうに思います。 

  次に、御質問の住宅、定住促進についての優

良な宅地補助金を出してはというようなことで

ありますが、定住促進につきましては、安価な

宅地供給が若者を初め大きな魅力であると認識

しておりますが、一方で、市街地の空き家が増

加しており、中心市街地のスポンジ化が見られ、

空き家対策も同時に考える必要がございます。

現在策定中の都市計画マスタープランにおきま

しても、コンパクトシティを目指しており、市

街地の空き家活用や、用途地域内の未利用地の

解消なども含め、若者定住に向けた低廉な住ま

いの供給方策を検討する必要があると考えてい

ます。御提案の宅地造成への補助金や上下水道

及び道路の市施行につきましては、不動産や住

宅建設などの関係団体と住民ニーズや他自治体

での実例など、情報共有し、連携しながら、市

が目指すコンパクトなまちづくりに照らし、よ

り効果の出る仕組みづくりを研究してまいりた

いと考えております。 

  具体的にというようなことでございますので、

これまでにこの成果として、民間開発ではあり

ますけれども、トウメキが、土地単価が５万円

というようなことで、あれだけ張りついている

と。３分の１がアパートだということではあり

ますけれども、若者の住宅が進んでいるという

実例も確かに起きていますので、このことは参

考にしなければいけないというふうに思ってお

ります。 

  また、萩野学園と建設当時の人数でつくって

いるわけでありますけれども、将来このままで

いきますと、子供の児童数が減るということも
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ありますので、萩野学区なども対象にしながら、

安価な土地を提供するということも考えなけれ

ばならないと思っております。 

  いずれにしましても、具体的な形で業界の皆

さんとどこのあたりが一番いいのかというよう

なこと、こちらが提案しても、その土地は高過

ぎると、あるいは若者が住むにはこの土地が適

当だと、そういうふうな情報提供、情報交換が

一番大切なのかなというふうに思っています。

それに合わせた形での市でできる水道、下水道、

そういうふうなことも協力できれば、安価な土

地の提供につながるというふうに思っておりま

すので、今後とも仕組みづくりを研究してまい

りたいと思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 今市長の発言で、トウ

メキ地区、片仮名でトウメキというのですが、

なかなか皆さんおわかりにならないかなと思い

ますけれども、具体的には市長の御実家である

円満寺町内から奥羽本線を挟んで西側の住宅団

地、あそこを今70戸以上の本当にあそこに行き

ますと、新庄にこんな住宅地があるのかなとい

うぐらい真新しい、住宅そのものはそんなに大

きくありませんけれども、コンパクトな住宅、

それはやっぱり若い人が多いものですから、そ

んなに大きな土地は要らないということで、あ

そこに行きますと、本当に新庄にこんな住宅地

があるのかというぐらいの風景でございます。 

  また、桧町も区画整理事業で20年ぐらいにな

りますか、完成した。それの西側になりますけ

れども、陸羽西線との間ですね、そこもここ四、

五年、五、六年、新しい住宅団地ができて、あ

そこに行っても、ここにこんな真新しい住宅団

地があるんだなと、やっぱりびっくりすると思

います。 

  若い人が住める住宅を建てられる、可能な金

額、さっき私が言ったぐらいの１坪当たりに換

算しますと、やっぱり５万円とか６万円、上物、

住宅本体でいいますと1,800万円、2,000万円を

切る。トータルで二千数百万円が限度かなと思

っています。そのためには、やっぱり何度も言

いますように、民間だけでの力ではどうしよう

もないところが出てくるんです。当然民間企業

ですから、営利を追求しなければならない。 

  そこで、市が何らかのお手伝いをすることに

よってその分、投資した分、安くしてもらうと

いう約束のもと、投資した分が業者の懐に入っ

ちゃあ、これは非常にうまくないわけで、投資

した分はやっぱり安くしてもらうと、そういっ

た政策が必要かなと思って、改めて申し上げる

ところです。 

  また、若い人が住みたいなという場所、これ

都市計画マップ、用途外、私の頭の中に大体入

っていますけれども、住みたいところに色染め

がなっていなくて、もうここは学校は遠い、ス

ーパーもちょっと遠い、病院も遠いなというと

ころが意外と色染めがなっていて、これも相当

の面積があります。正確にはかっているわけで

はないんですけれども、20町歩ぐらい、まだ残

存農地、都市計画外で残存農地が20町歩くらい

あるのかなというふうに思っています。以前か

ら、私は仕事柄といいますか、用途の拡大を相

談してきたところですけれども、そういったこ

とも含めて用途の拡大、用途の拡大というのは、

白地を、染まっていないところに少し色を染め

てもらって、安価な宅地が供給できるような方

策を練ってほしいなと思うんですけれども、用

途の拡大についてどうお考えでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 ただいま用途の拡大につ

いての市の考え方ということで御質問をいただ

きました。先ほども議員がおっしゃっておりま

した都市マスタープラン、現在見直し中でござ
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います。こちらの中におきましても、新庄市の

将来像を見越した都市計画について、計画を策

定しているところではございます。現在のとこ

ろ、人口の減少するフレームにおきまして、全

体的な用途地域のフレームの検討など、都市マ

スタープラン策定後の検討ということで進めさ

せていただきたいとは考えております。 

  先ほど議員おっしゃいましたとおり、都市計

画区域内の未利用地に関しましても、用途地域

内の未利用地もまだ存在する状況にございます

ので、改めて拡大に向けての検討といいますと、

そちらの解消とあわせて、どのように進むべき

か皆様方からの御意見もいただきながら、検討

を進めていくことになるかと思っております。

よろしくお願いいたします。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 残存農地、用途内での

残存農地がまだまださっき私が言ったとおり、

多分20ヘクタール、20町歩ぐらいあるのかなと。

皆さんおわかりのとおり東山地区に特に多く存

在しています。ただ、あの場所を見る限り、も

う色は住宅系の色染めなんです。ですから、10

階建てのビルは建てられないと。大型店舗も張

りつくのには非常に制限があるという場所なん

ですけれども、あの場所を見る限り、もう周り

が虫食い状態で、開発のしようがないような場

所になってしまっている現状があります。 

  ですから、そういったところはもう諦めて、

黄色系を、色染めの黄色系が住宅系であります

けれども、白に戻して、そして住みたいなと思

えるような場所、まだまだたくさんあるかと思

うんですよ。それは私個人の意見じゃなくて、

いろいろな関係業者さんにお聞きすれば、わか

るかなと思いますけれども、そういった意味で

の拡大と。人が住めるような場所を色染めする

という意味で拡大というふうに申したんですけ

れども、その辺、もうちょっとこの都市計画、

新しいプラン、手元にありますし、これはこと

しのやつですね。約20年前に、やっぱり同じよ

うな都市計画マスタープランを策定しているは

ずなんです。当時、私もちょっと手に持って、

見たことがあるんですけれども、あのときは非

常に夢がありました。新庄市は人口５万人を目

指すと書いてあったはずです。私もまだ若かり

しころ、新庄はこんなに大きくなるんだ。人口

もふえる。仕事もみんなふえてもうかるんだな

と。そんな気持ちでわくわくしながら、何年か

過ぎて、あれから20年ですか、今回のマスター

プラン案を見させてもらったときに、前にも言

ったんですけれども、がっくりきたわけですよ。

これじゃあ若い人、これはやっぱり定住しない。 

  だから、都市計画プランをもうちょっと大幅

にやっぱり見直すぐらいのパワーがないと、こ

れですとただ現状をうたっただけ。新庄は将来

人口が減るんです。20年後には３万5,000人か

ら２万5,000人ぐらいになるんですよと。です

から、何もできないんだという発想でしかない

ように私には映るんです。そうじゃなくて、も

うちょっと突っ込んだ政策をもって、人口減少

の歯どめ対策の一つにしてもらえればなという

ふうに考えております。 

  あともう一つ、二つ、先ほど優良な宅地には

補助金を出してくれませんかという話をちょっ

としましたけれども、私の見込みでは、年間20

区画から30区画は新しい住宅、宅地の供給に対

して、おおむね１年から１年半ぐらいでこれ売

買できているのが実績です。ということは、大

体皆さんおわかりのように、宅地造成する場所

というのは、ほとんどが農地、具体的に言うと、

農地というのは田んぼ、畑、いろいろあります

けれども、田んぼですね。評価額からすると、

多分単価当たり10円台から場所によっては100

円台とかあるんでしょうけれども、宅地化する

ことによって、これは何百倍にもなるんじゃな

いでしょうか。要するに固定資産税の増収にも
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最も寄与する政策の一つかなと思うんです。 

  ですから、その分、投資した分は返ってきま

すから。出しっ放しではないわけです。そうい

う意味で、優良な宅地には補助金を出してくれ

ませんかと。その分出した分はさっきも言った

とおり安くできるような方策を相談しなければ

ならないというふうな感じです。 

  また、あと水道、下水道の布設、メーンの道

路、これは補助金を出すというところとリンク

はしますけれども、いずれにしても水道、下水、

道路も含めて市に寄附しなければならないです

ね。売るんじゃなくて、市に寄附をして、確か

に管理は将来してもらうようなことにはなるん

ですけれども、やっぱり一番そこに道路の下に

水道とか、下水道管が埋まっていますから、そ

こに一番総工費の７割ぐらいがそこにそう突っ

込まれるような感じです。ですから、どうして

もそこがネックになる。ですから、そこに何ら

かの補助金なり、または水道、下水なんかを市

でやるから一緒にやろうやということをしてい

ただければ、工事費も抑えられ、結果的に安い

宅地、安価な宅地が供給でき、若い人が安心し

て土地を購入し、住宅を建てられると、25年と

か30年とか、長いもので35年なんていうローン

もありますけれども、そんな中でゆっくり30年、

35年住んでくれるんですよ。 

  アパートですとね、やっぱり家賃高いなと、

給料がちょっと安いなとなったときに、出てい

かれる確率が高い。やっぱり家を建ててしまえ

ば、25年、30年、35年というローンを払い続け

なければなりませんので、これは逃げられない

ですよ。外に流出はしません。そういった意味

でも何らかの方策、対策、補助金なりなんなり、

これは具体的にきょうここで、いつ何ぼ出すと

いうことは考えていませんけれども、そんな方

策であれば、非常にありがたいなというふうに

思っているところです。 

  ちょっと話を戻しますけれども、杢蔵山観光

についてなんですが、観光もさることながら、

去年の豪雨災害で非常に道路もそうですし、特

に河川沿いに遊歩道がやられています。損壊し

ています。一の滝、二の滝、三の滝とあるわけ

ですけれども、非常にいい場所だなと、観光さ

せるのにちょうどいい距離なんですね。そうい

ったところの整備もぜひお願いしていきたいな

と思います。本当に杢蔵山は、私地元だから言

うわけじゃないんですけれども、非常にいい、

本当にいい山ですよ。神室連峰縦走ルート、や

っぱり何回も言ったとおり新庄だけじゃなくて、

避難小屋をつくったときのように、最上町、金

山町、あと秋田県湯沢市、連携した集客を考え

れば、大型バスが常に上るんじゃないかなと思

っているところです。 

  ただ、今のところ大型バスをとめられる駐車

場がちょっと足りない。あれは旧山屋のキャン

プ場、今草ぼうぼうになっていますけれども、

あそこを整備すれば、10台や20台優にとめられ

るスペースがありますので、その辺も含めて私

はお願いしたいなと思っています。 

  以上で私の質問はこれで終わります。ありが

とうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時３３分 休憩 

     午前１０時４２分 開議 

 

下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、石川正志君。 

   （１４番石川正志議員登壇） 
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１４番（石川正志議員） おはようございます。

起新の会の石川正志でございます。 

  財政再建には終わりがないというふうに捉え

ております。このたび幾分か余裕ができたとい

うことで、市長は大きな投資をしておりますが、

不確実な事業成果しか私は望めないのかなと。

そのような中で、より住民ニーズに寄り添った

施策に幾分か余裕ができているのであれば、そ

こに限られた職員と貴重な財源を充当すべきで

あるという観点から、発言通告に基づき２つの

質問をいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  初めに、市単独補助の拡充とさらなる農業振

興についてということでございますが、市はこ

れまで農業支援の施策として国、県の補助事業

に合わせた支援を行ってきました。最近では、

国、県の補助事業の採択要件のハードルが高く

なるにつれ、なかなか農家の要望に応えられて

いない状況が見てとれます。国、県の補助を受

けるには、さらなる経営規模の拡大や法人化な

どに取り組む必要があると聞いておりますが、

これまでの議会での答弁などで担い手への農地

の集積は75％を超え、今後さらなる集積は限界

と捉えております。 

  そこで、現在担い手への農地の集積状況と集

積率の推移はどうなっているのか伺います。 

  あわせて、現在、人・農地プランへの担い手、

あるいは中心経営体への位置づけが進んでおり

ますが、認定農業者の何割が位置づけられてい

るのか伺います。 

  ３点目の質問ですが、市単独で国による経営

体育成事業に合わせたかさ上げとして、水田農

業法人育成事業を昨年度から開始しております

が、実績はあったのかお尋ねいたします。 

  このたびの一般質問において、地域政策とし

ての新たな農業支援という言葉を用いました。

国の推し進める政策は批判しないものの、経営

面積の大規模化や法人化は、新庄市全体を見れ

ば、必ずしも成果の上がる政策ではないと考え

られます。認定農業者の多くは、現状の経営面

積の中、家族経営を中心に複合経営を取り入れ

ながら、立派な農業経営を実践しておられる方

が多くいます。市長も認識しているとは思いま

すが、単に稲作農家は20から30ヘクタールへの

規模拡大だけではなく、集落や地域に応じた将

来的に持続可能な農業の形態を模索する時期が

今まさに来ているのではないでしょうか。 

  一般論になりますが、10年前ですと、農家の

経営面積は２から３ヘクタールでした。このま

ま現行の国の農政を進めていけば、１割、２割

の経営者が農業者として生き残ったとしても、

農業者の農村からの流出は予想され、農村は疲

弊していくといった懸念が残ります。農村や地

域のコミュニティー維持に関しては、現行の国

による直接支払いである多面的機能支払制度が

一定の役割を果たしています。しかしながら、

この政策だけでは農村が農村としての役割を果

たしていくことは難しいと考えております。 

  繰り返しになりますが、地域事情に合わせた

将来的に持続可能な担い手の育成、それから地

域を担う中心経営体の掘り起こしを急がなくて

はならないと思います。国や県の補助に合致す

るものは国や県にお願いしていく、それに漏れ

るものは機械補助などを含めた新しい形で市が

しっかりと後押しをしていく必要があると思い

ます。市長の考えをお示しください。 

  次に、生活系インフラの補修事業についてで

あります。春の市議会議員選挙では、我々市民

の声がなかなか市長に届かないと言った声が多

く聞かれる選挙でした。内容はもう５年も10年

も地区の要望として市に提出している道路整備

が動く気配すらないといった市民の諦めに近い

ものでした。流雪溝整備や道路の全面舗装など、

社会資本整備総合交付金を活用している事業に

関しては、国内各地で頻発している災害復旧な

どによる国の交付額に影響されるため、今回は
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お聞きしません。 

  まず、市単独予算で実施している道路補修の

要望に関しては、これまで地区要望として何件

の申請があり、何件取り組んできたのかお知ら

せください。 

  また、事業執行に伴う市の予算は、過去５年

間どのような状況で推移してきているのかお伺

いします。 

  次に、市の都市機能は、降雨量として１時間

当たり何ミリまで耐えられるのか伺います。昨

年８月の二度にわたる豪雨災害で、山沿いや河

川沿いの農地や道路は著しい被害を受けました。

幸い中心部の住宅等に大きな被害が出なかった

と思いますが、中心部に流入すると見られる一

定量の降雨は、改良管轄などの水路などで排水

機能が適切に働いたものと推察できます。これ

は先人が施設整備を適切に行ってきた結果では

ないでしょうか。市道及び附帯する道路側溝の

維持管理においても、大きな災害につながらな

いように、日ごろから定期的な補修工事を施す

べきと考えられますが、いかがお考えでしょう

か。 

  最後の項目になりますが、区長や市民の諦め

に似た感情を払拭していくことが最優先と考え

ます。まずは、区長と市長のまちづくり会議で

要望された箇所に関して、市民に丁寧に説明し

ていくことです。事業執行に係る財源を優先的

に確保し、実施する時期をしっかり示していく

ことが必要と思われますが、市長の見解を伺い

ます。よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の質問にお答

えさせていただきます。 

  第１点目の担い手への農地の集積率について

の御質問でございます。平成31年３月末に取り

まとめた担い手への集積面積と集積率につきま

しては、集積面積が4,202ヘクタール、集積率

は77.2％となっており、前年３月末の集積面積

4,238ヘクタール、集積率77.8％と比較し、さ

ほど増減はなく、集積率はここ数年７割台中盤

で推移しております。 

  次に、人・農地プランに位置づけられた認定

農業者の割合について、現行のプランにおきま

しては、全体の経営体数1,492経営体に対し、

中心経営体となる認定農業者は148経営体であ

り、割合としては１割弱の状況にあります。 

  ３点目の水田農業法人育成事業の実績等につ

いての御質問でございますが、この事業は土地

利用型作物に取り組む集落営農組織、法人に対

し、国が実施している経営体育成事業を活用し、

導入された農業機械などの整備に関し、市がか

さ上げして助成し、集落の持続可能な水田農業

を支えるためのもので、昨年度より始めた事業

でございます。国の経営体育成事業の採択が本

事業の前提条件となっていることから、現状に

おいては事業展開に至っていない状況にありま

す。国や県が推進しております農地の集積、大

規模化、法人化による施策も重要である一方、

地域の農業を維持、支えていくことも重要な施

策と考えております。現行の農業政策に関する

市独自の助成制度については、始めたばかりの

事業もあるため、その検証を行い、現在取り組

んでいる人・農地プランを進めつつ、地域にお

ける話し合いをもとに、中心となる経営体等を

把握し、地域の実情に即した市単独支援体制も

検討してまいりたいと考えております。 

  次に、生活系インフラ補修事業についてでご

ざいますが、道路等補修の要請件数と実施件数

につきましては、道路の舗装や側溝などの工事

修繕など、これまで要望を受け、未着手のもの

が大小合わせて60件あり、うち、今年度新規要

望は約20件であります。昨年度は、太田地区な

どの側溝整備６件と、鳥越地区の舗装１件につ

いて実施しました。今年度におきましては、昨
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年の豪雨災害の復旧工事などが影響し、工事に

おいて入札不調が続いており、請負業者の確保

が困難な状況であることから、五日町字清水川

の側溝整備など、降雪までに完成が見込める10

件について実施を予定し、その他については新

年度への予算化を予定しております。 

  今後はさらに補修の進捗を加速し、市民の要

望に応えていきたいと考えております。 

  また、年間の道路維持費におきましては、長

寿命化事業を含め、約１億円で推移しておりま

す。 

  次に、１時間当たりの想定降雨量と補修工事

につきましては、通常一般的な道路では３年に

一度の降雨確率年で計算を行いますが、さまざ

まな地理的条件により設計されるため、一概に

１時間当たりの降雨量として想定はしておりま

せん。今後も計画的な維持補修を行い、適正な

排水機能の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、まちづくり会議要望の進め方の市民説

明につきましては、現在まで相当数の要望をい

ただき、緊急性などを優先して、工事または修

繕を進めております。今後も市民の期待に応え

るべく可能な実施時期を盛り込んだ丁寧な説明

を行うよう努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 既に市長はやるとおっ

しゃられているので、再質問しなくてもいいの

かなと思ったんですが、まず、農業のほうです。 

  おおむね市長答弁の中で地域実情に合った将

来像を描くために、人・農地プランへの位置づ

けをしながらという答弁をいただきました。こ

れ私も農林課から頂戴して、私の家にも来てい

るんでしょうけれども、７月に出された農業だ

よりというところです。人・農地プラン、残念

ながら今認定農業者の大体10％しか中心経営体

として人・農地プランに位置づけられていない

という状況をまず変えなければならないと。そ

のような中で、農業だよりの裏面を見ますと、

地域の声を聞きます。そして、地域の実情を地

図化します。地域のさまざまな機会を活用して

５年、10年先の将来地域の農地を誰に担っても

らうのか話し合います。最後に話し合いの結果

をまとめていきます。恐らくこれは令和２年度

ぐらいまでの取り組みなのかなと推察しますが、

具体的にどのような形で人・農地プランへの担

い手の位置づけ、あるいは地域ごとの実情を探

るため、どのような形での話し合いをされてい

くのかお伺いします。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、石川議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

  先ほど石川市議が出しました農業だよりでご

ざいますけれども、令和元年７月に発行されて

います。人・農地プランにつきましては平成24

年からスタートしておりまして、何度か計画変

更されておりますけれども、現在、２つのＪＡ

区域が１つの計画区域となっております。そう

しますと、見える化、例えば地域での話し合い

というのはなかなかしづらいような傾向になっ

ております。ですから、その２区域を細分化し

ていきたいなというのが地域の話し合いを持て

るような状況にしたいなというのが一つのポイ

ントです。 

  そこで、今現在、どのような単位が一番適正

なのかというのはなかなか難しい案件なんです

けれども、私は石川議員が進めております地域

施策としての地域コミュニティー、その線上に

人・農地プランがあるのかなということで考え

ておりますので、まずは集落の中で話し合いを

持っていただきたいなと考えております。その

集落で、まず自分のことを考えてみてください

ということなんです。私が所有している農地、
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３年後、５年後、10年後誰がつくるんだと。例

えば年齢的なものをアンケートの中で聞かせて

いただきますけれども、若い方だったら規模拡

大をしていきたいと。後継者がいる方だったら

後継者とともに規模を拡大していきたい。だけ

れども、年齢的にもう70歳を超えていますよ、

10年後80歳ですよ、後継者がいませんよ、そう

いうことの話し合いが今まで行われてこなかっ

た。なかなか話しづらいことではありますので、

地域の中でそういうふうな話し合いをしていく

ということが大変なことかと思いますけれども、

その中で農地利用最適化推進委員の方々にコー

ディネーター、地域の調整役になっていただき

たいと考えております。 

  というのは、地域のことに一番詳しい方々だ

し、現状も今農地の異動については農業委員の

方々にお願いをしている。その中で規模の拡大

であれば、どのような助成があるんだろうと。

あとは、済みません、話の中であれなんですけ

れども、これを進める上で、私ども２ＪＡの

方々、それから土地改良区、あとは農業委員会

ということで、協働して、連携して話を進めて

いくことが大前提でありました。 

  というのは、資金を借りたいとなったときに、

やはり農協さんもまざっていただきたい。あと

は集積、集約をかけていくときの農地法上の問

題も一緒に話し合って解決していきましょうと。

また、どうしても地形的になかなか集積が難し

い地域が出てきたとします。そのときは、土地

改良区にいいアイデア、助言をいただければな

というふうな形で、まずは地域に入って地域の

実情を把握させていただきたい。 

  それで、その中で問題点を整理して、その中

で受け手と出し手と、地図上で色分けをまずさ

せていただきたい。それで、どこに受け手の方

がいる。イコール受け手の方が中心経営体にな

っていただけないでしょうか。出し手の方にも

っと頑張れということもなかなか言いづらい。

ということは、今現在、希望を持って、農地を

規模拡大したいというふうなお考えの方に率先

して農地を集めていきましょうと。その方にも

し、先ほどありました経営体の支援、支援あり

きで入っていくと、機械の補助を受けるために

はどれだけの規模を拡大しなければならない。

どういうふうな手法で所得の向上を図らなけれ

ばならないというふうに、鶏が先か卵が先かと

いう議論になろうかと思いますけれども、まず

は地域の実情に合った今後の経営体を考えて、

そこに対しての支援を考えていきたいなと。 

  また、その区域なんですけれども、集落単位

というふうに私申し上げましたけれども、まず、

地形とか、あとは担い手がその地域にいない。

または少ない。隣の地区に新規就農を考えてい

る人がいるんだというふうな話し合いが徐々に

広がっていけば、その隣の集落、一つの集落、

地区として捉えて人・農地プランを作成してい

きたいなと。まず、一度公民館に行かせていた

だきたいと。私と担当者で行って、まず話をさ

せていただきたいと。その中には皆さんの御協

力をいただきながら、ちょっと時間はかかろう

かと思いますけれども、人・農地プランの作成

を進めていきたいなと考えております。以上で

す。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 非常に前向きな答弁を

いただいたと思っています。 

  例えば調査ということで一番最初にやられる

のが多分アンケートなのかなと。その部分に関

しては、人・農地プランの進捗に合わせた財源

としては国の財源を一部活用できるというよう

なお話です。今、課長が言われた答弁の中で、

これまでと違うということは、みずから職員が

それぞれの集落に足を運ぶということです。 

  その分のちなみに、来年度以降になると思い

ますが、職員が庁舎から出てよそに行くわけで



- 112 - 

すから、その部分の財源というか、事業をする

ための財源の確保をどのように考えていらっし

ゃるんですか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 財源確保ということでござい

ますけれども、人・農地プランを推進するに当

たりまして、国から今現在15万円ほどの助成を

いただいております。その内容等々を精査しま

して、予算化をして、来年度事業を進めるに当

たっては予算化をしていきたいなと考えており

ます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） これまでの中で、誰が

農林課長だったかということは問わないんです

が、あくまで農業自体は業なんです。ビジネス。

ですから、行政が主導的役割を持って農業の経

営の仕方をリードするというのははばかられた

経緯がある。農業者がこういったイメージで経

営をしたい、そのためには規模拡大、農地を買

う、あるいは機械に投資する。そのために幾分

か足りない部分は県や、今財源が国の補助がほ

ぼ県に移って、県の裁量によって出せる。ただ、

やっぱりハードルは高くなってきている。これ

までの農業のスタンスはそうだったんです。 

  このたび、私が申し上げているのは、地域を

守るためにどうするんだと。前の通告文の中に

もありましたが、現在の多面的機能支払交付金

制度は、一定の農村の地域コミュニティーを守

る、例えば農道、それから水路、一般的公共物

に対して、地域住民が参画すれば、日当等をお

支払いできる。あとは農業者との話し合いも積

極的にしなさいという制度ですので、一部補完

はできるわけです。ただ、農村もやっぱり今、

農村にも自治がありまして、農業者みずからが

自分の農村の維持に関してはそれぞれ人とお金

を出し合って維持してきていると。ところがや

っぱり今まで10人いた農村が、じゃあ１人や２

人しか農業ができないような政策、それだけで

はないんですが、そうすると著しく地域の維持

に関しては不安になるだろうと。だから、そう

いったところで自分たちの自治は自分たちで責

任を持ってくださいねといった観点から新しく

農業者を業として位置づける。このたびは市の

単独をふやしてはいかがかというような質問な

んです。 

  調査、人・農地プランへの位置づけ、それか

ら地域の実情等をまず把握していく。その中で、

やはり支援ありきという課長はおっしゃいまし

たけれども、私は支援ありきで話をしますが、

それぞれ中心経営体が今いるわけですよね。

人・農地プランへの位置づけは残念ながら認定

農業者の中の10％かもしれませんが、それはで

きるだけ50％まで引き上げるべき地域へ足を運

んでもらう。 

  今度、経過してくると、今いる中心経営体の

中も年をとってきている。あるいは後継者に譲

らなければならない。その中で、中心経営体同

士が共同でこれから米づくりをするんだといっ

た場合には、面積とそれから集落営農までは行

かないものの、もしかしたらそのような流れが

あれば、国や県の補助を採択いただける、クリ

アできるところもある。やっぱりでも、それは

私も前に申し上げましたけれども、新庄はどう

しても個人経営、それでも立派な私は仕事だと、

それが農村の維持する上で一翼を担ってきた。

国や県の補助事業に合致するものはそこに行っ

ていただくと。そうではないけれども、人・農

地プランに位置づけられた中心経営体であるな

らば、やはりここは市がカバーしていかなくて

はならないのかなというふうに思います。 

  まだ調査もお済みでないうちに拙速に補助の

仕方を申し上げるべきではないと思いますが、

課長も出席されてお話を聞いていると思うんで

すが、認定農業者会の総会というものがありま
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した。その中で私は子供にもう農業を継がせる

ことは考えないという残念な意見もある中で、

一方では、現状の農業を維持していくんだと。

ただ、がらくたでは、作業できないねという声

が切実な意見なんですよ。その辺、まだちょっ

と早いかもしれませんが、いかがお考えですか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 石川市議の御質問にお答えし

たいと思います。 

  まず、１つ、１点なんですけれども、市議が

おっしゃっております地域政策がやはり私、

人・農地プラン、先ほど私、地域コミュニティ

ーの延長線上に人・農地プランがあるんだとい

うふうにお話をさせていただきました。また、

認定農業者のお話もございましたので、つけ加

えさせていただきたいんですけれども、認定農

業者の方々は確かに規模拡大を図って、今本当

に頑張っていただいているなというふうに思っ

ております。ただ、それは個人戦といいますか、

個人プレーなんですよ。自分の力でやはりどの

ような経営をしていくか、法人の一歩手前、組

織の一歩手前になったと思っています。人・農

地プランはチームプレーだとお考えいただけな

いかなと。やっぱり地域の施策、地域として維

持管理をしていくには、そこに人がいなくては

ならない。あと、中心経営体の方だけが地域に

残って、今後の農業、集落の維持ができるのか

ということも一つ大きな問題だと。今現在、多

面的機能支払交付金事業におきまして35団体の

皆様に大変活動していただきまして、今日を迎

える。昨年の災害から今日を迎えるに当たって

は、35団体皆様のお力があればこそと私も感じ

ているところがございます。 

  ですから、その活動、このままにしてなくし

てしまっていいのかというふうなことだと思う

んですけれども、やはり個人の方だけで中心経

営体の方が規模を拡大していって10町歩、20町

歩になりました。そうすると、それをする、さ

せていただくのは、集落の方の協力があって、

出し手の方の協力があって、あと農道、水路等、

大規模農家になりながら、自分たちで農道、水

路も管理していかなければならないのか。「い

や、おまえたちつくっているんだから、中心経

営体で管理してくれたらいいだろう、俺らは離

れる」ということではなくて、その中で地域の

人・農地プランの中で、また多面的機能支払交

付金の中で、さまざま利点を組み合わせながら、

みんなで地域を守っていくんだよというふうな

考え方で進めさせていただきたいなと思ってお

ります。 

  また、市単独事業、補助事業、機械の補助事

業でございますけれども、先ほどの水田農業法

人育成事業でございますけれども、平成30年か

らスタートしております。これにつきましては、

若者園芸実践塾事業として、その次の施策、担

い手をどう育成していったらいいのかなという

ふうな流れでその補助メニューの中の一つとし

て位置づけられていたものでございます。 

  ですから、今、新庄市独自の機械補助をとい

うふうな考え方を示していただけないかという

お話でございますけれども、これから人・農地

プランを進めるに当たって、地域の方々と直接

膝を交えて話し合いをさせていただきたいなと

考えておりますので、その結果を受けまして検

討させていただきたいなということでよろしく

お願いいたします。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） よくわかりました。 

  あとはちょっと前後しますが、進め方、全域

に調査に入るんでしょうけれども、保全会だけ

で今35地区あるという話で、１年間で全て農林

課が足を運んでいくのは、私困難だと推定され

るんです。順次調査が終わって、色づけができ

て、どのような方がその地域の役割を担ってい
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くのか。どのような方向性が出てきたのかと、

わかった地域から次のステップ、つまり市で何

かお助けできることがあるのか、市民のお金を

用いても市民の方にこれだったら理解できるよ

ねと言われるような方策があったら、順次進め

ていっていただければなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

  次に、都市整備のほうですが、道路の維持管

理、長寿命化という観点で、年間１億円の予算

ベースがあるということでした。その中で、例

えば市単独でやれる部分ですね。この前お話を

頂戴したところ年額2,000万円ぐらいかなとい

うようなお話だったんです。その予算、例えば

１億円は５年ぐらい同じペースで動いているの

かな。あとは残り市単独でやれる部分の2,000

万円という捉え方、数年同じ傾向であるのかど

うかお知らせください。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 生活系インフラの補修と

いうことで、これまで執行してきました予算の

関係ということで、お答えさせていただきます。 

  先ほど市長からの答弁のとおり、長寿命化を

含めた道路維持管理に関する費用につきまして

は、これまで１億円程度の予算の執行で推移し

てきております。こちらにつきまして、長寿命

化の事業について、いわゆる補助金、起債事業

という部分につきましては、約半分ぐらいの

4,000万円ほどの事業で割と大規模な道路の維

持補修のオーバーレイ等の補助を活用して実施

しております。 

  残りの半分、約5,000万円ほどに関しまして、

このたび御質問いただいておりますまちづくり

会議の中で要望を出されているものだとか、市

が独自にパトロールをして、不良箇所の点検を

した結果に基づいた補修に関して、工事、修繕

などを実施しているところです。これまで、し

ばらくの間、その１億円というぐらいの規模感

で工事補修をしてきたところではございますが、

今年度改めてその要望に対しての未着手案件が

相当数ストックとして抱えてしまっていること

もありまして、この今回の補正に関しましても、

先ほど答弁にありましたように、降雪までの間、

完了できそうなものを見込みまして、まず約10

件ほどの予算を確保したいということで、予算

要望しているところでございます。 

  今年度降雪までに間に合わないようなものに

つきまして、一応、今年度新規で出てきている

ものが20件ほどありますので、このたびの補正

で対応できるものプラス10件程度以上、何とか

新年度予算で時期のいいときに工事の発注がで

きるように、今までのストックをなるべく減ら

していけるような体制をとっていきたいという

ふうに考えております。時期がいいときに発注

することで、より効率的な改修とか、補修をし

ていけるような体制を整えていただけるように、

財政のほうとも予算の配分について調整してい

きたいと考えております。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 財政課とも折衝してい

くんだという話ですね。予算のやりくりに関し

ては、私も非常に財政の皆さんには汗をかいて

いるのは十分理解はしております。つまり原課

から要望が上がったやつを新年度予算編成に向

けて、自分も身を削りながら、原課の要望も削

らなければならないという実情は確かに理解し

ています。ただ、今のように、じゃあ都市整備

のほうで、年間当初予算１億円の中で2,000万

円は、もう緊急性の要する市民要望の高いもの、

それについては2,000万円ずつ過去５カ年使っ

てきたと。今、残念ながら、課長の中で、苦肉

なんですよね。つまりこのたびの９月の補正で

も、都市整備関連の予算が上程されていますが、

議決でまずオーケー出ましたとなったとして、

じゃあ発注、そうするとやっぱり降雪まで間に



- 115 - 

合うためには、11月から１カ月間ぐらいしか想

定できない。これまで過去５年間、もう必要と

する事業ですから、これ財政テクニックを使っ

て、当初予算に盛り込む。しかるべきときに、

早目の発注ができるのであれば、もう少し限ら

れた財源ではあるんですが、やりくりすること

によって、スムーズに運営できないんでしょう

か。財政課長、いかがですか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 インフラ整備事業等への一般

財源の充当というふうな御質問だと思います。

当初予算に計上している一般財源分につきまし

ては、予算どおりの執行ができないというふう

な場合ですと、財政運営上の仕組みとしまして

は、一旦補正予算で減額して、新たな需要が生

じた場合の補正予算の財源としていくというふ

うなことでございます。こちらのほう、当初予

算のほうにまた回していくというようなことに

ついては、全体的な財源の調整等もありますの

で、柔軟に補正予算の中でも財源を見ながら、

当初予算編成に向けて全体的な調整を行ってい

くというふうなことで考えてございます。以上

です。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 時期的には、今少し考

えてみるというふうな答弁だったと思います。

やはり前段、市長答弁にもあったかもしれませ

んが、昨年の豪雨災害によって地元の業者が非

常に今忙しい状態にあるので、やはり秋に作業

が集中するのではなくて、確実に予算づけした

ものは年度内に執行していただくというところ

から、やはりもう少し早目の。 

  あとそれから、ボリュームなんですよね。ボ

リューム。１億円の長寿命化ということで予算

がついているんですが、例えば今もう60件の申

請があり、今年度でまず10件、残りの部分はま

た来年度対応ということは、単純計算で40件ず

つ次の年に繰り越していくわけです。1.5倍と

は言えませんが、もう少し最初の予算づけで、

道路は市民のライフラインですよ。災害に備え

るべき適切な運用をしていくと市長答弁あった

ように、市民が暮らす安全安心を担保する上で、

最も市が責任を負うべきところではないかなと

推察するんですが、事業のボリュームですね。

どのように捉えておりますか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 ただいま御質問いただき

ましたインフラ系の設備につきましては、市民

の生活の安全に直結する部分であると認識して

おります。事業のボリュームとしましては、当

然新たに発生する部分もございますので、それ

につきましては補正という対応も必要かと思い

ますけれども、当初配分いただいている予算を

有効に活用しまして、日常的な管理をまずしっ

かりと行うということを前提にしまして、異常

がある部分につきましては、早急な対応に努め

てまいるように心がけていきたいとは考えてお

ります。 

  あわせて、当初予算の配分につきましても、

今あるもので不十分だということではございま

せんので、それを有効に活用するために、職員

のパトロールと、その対応についての迅速さも

求められるかと思いますので、それにつきまし

ては、財政当局と調整をしながら、市民の生活

に支障を来さないように十分注意しながら管理

をしていきたいと考えております。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） このたびは生活系のイ

ンフラということで、特に区長あたりから上が

ったものに関してお話しさせていただきました。

恐らく区長方が、地元要望、あるいはまちづく

り会議等で出てくる中で、大半が都市整備に関
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するものかなというような前段ですが、そのほ

か当然区長と市長とのまちづくりを実践してい

らっしゃる総合政策課の中では、ほかの要望で

あるとか、どのような内容が上がってきている

のか、今年度の内容で構いませんので、わかる

範囲で説明いただけますか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 まちづくり会議での内容

につきましては、市政への意見と地域の課題と

いう形で２つに分けておりますけれども、その

中の地域の課題というのが具体的な問題であっ

たり、要望であったりするわけなんですけれど

も、大体議員おっしゃるとおり70％後半から

80％台が都市整備管轄の部分になりますけれど

も、それ以外となりますと、例えば平成30年度

の状況をちょっとまとまったところをお示しし

ますと、38件の要望中、７件が都市整備課以外

の要望ですけれども、こちらについては、環境

課管轄のところが多いです。例えば生活排水処

理がうまくいっていないところであったり、野

良猫の被害であったり、自主防災組織の立ち上

げであったり、最上公園のサギ被害、防犯灯の

増設などの要望が寄せられているところです。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） いずれにしろ住民の要

望が高いということは市民ニーズ、つまり市民

の安全安心、それから新庄市に住んでよかった

なと。結局は今いらっしゃる方が本当に安心感

を持って新庄市に住むことができるということ

は、最も私は一番確実で、定住人口をまず促進

まではいかないまでもまず確保するんだと。よ

そに出ていく方を減らすと。その第一歩かと思

うんです。都市整備課長、随分遠慮されて、今

のボリュームで満足されているような話ですが、

そうなると都市整備だけでも40件ずつ毎年毎年

繰り越すことになるわけですよ。だから、その

辺、これは原課から上がってくる要望を財政が

いかに受けとめるかということにかかってはい

ると思うんですが、やはり住民生活にもっと寄

り添うと。最初市長が当選してからの意気込み

にもあるように、優先順位を今市長が考えてい

るよりももう少し細かな市民の要望に応えてい

かないと、大変なのかなというふうに私は思う

んです。市長、お考えあればお伺いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 石川議員の数々の御指摘大変あり

がとうございます。 

  これまでも一つ一つ積み上げてきたところで

ありますが、側溝整備等についても、国のほう

での制度改正をお願いしたり、有利な起債が確

率的に出そうだというようなことで待ったりす

るようなこともありましたけれども、これから

その辺の状況を鑑みながら、積極的な投資をし

ていきたいと。また、そういう業界の人たちも

残っていただかないと、この地域は成り立たな

いところもございますので、その辺は御意見を

真摯に受けとめていきたいなというふうに思っ

ています。 

  また、国の財政、財務省との会談の中でもや

はりこれまでの社会資本総合整備交付金が非常

に災害等で少なくなっているという実情も財務

省は知っておりまして、いろいろな意味での過

去の補助金化のほうに戻したいというようなこ

ともございますので、そうしたメニューがふえ

ることをまた国にも要望していきたいと。そし

て生活の実情に合わせたような予算配分にして

いきたいというふうに思っております。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時２８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 
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下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、髙橋富美子さん。 

   （１７番髙橋富美子議員登壇） 

１７番（髙橋富美子議員） 市民・公明クラブの

髙橋富美子でございます。市長におかれまして

は、４期目の当選まことにおめでとうございま

す。 

  それでは、通告に従いまして、一般質問をさ

せていただきます。 

  初めに、市民の安心・安全についてお伺いい

たします。 

  高齢者が運転する車による痛ましい交通事故

が後を絶ちません。事故や犠牲者をなくするた

めに、総合的な対策を急ぐ必要があります。高

齢者の特性において、急加速防止機能を持つ安

全運転サポート車などの一定の車種や、限られ

た地域のみ運転を認める限定免許の導入につい

て、意識調査が始まっております。また、高齢

者の足となるコミュニティバスやデマンド型乗

り合いタクシーなどの地域公共交通ネットワー

クの確保や、自治体によっては免許を返納した

高齢者に対し地域循環バスの無料乗車券を配付

するなど、独自の支援策を行っている地域もあ

ると伺います。免許がなくても移動に困らない

まちづくりを進めていく必要があると考えます

が、本市の取り組みについてお伺いいたします。 

  次に、本市における65歳以上の高齢者は、平

成31年４月１日現在、１万1,233人で、総人口

に対する割合は31.7％、前年度より0.8％ポイ

ントが上昇し、着実に高齢化が進んでおります。

同じく４月１日現在のひとり暮らしの老人世帯

は1,651世帯、老人夫婦世帯は1,490世帯となっ

ており、こちらも年々増加しております。新庄

市高齢者保健福祉計画第８期の中で、基本理念

として「高齢者が健康で生きがいを持ち、安心

して暮らし続けられる健康・福祉都市新庄の創

造」とあり、実現するためにさまざまな施策を

展開されております。高齢者の方々が地域で安

全・安心な生活を送るためには、家族や近所の

方、町内会など、地域の支え合いと、地域での

見守り体制が必要です。日ごろより民生委員・

児童委員の皆様には、各担当地域を持っていた

だき、親身に対応され、大変ありがたく思って

いるところです。 

  しかし、さまざまな取り組みを行っていても、

高齢者の孤独死が起きています。ひとり暮らし

の高齢者を守るために、そして高齢者の孤独死

を防ぐために、緊急時に高齢者の安全確認を素

早く行うために、鍵預かり事業を導入してはど

うかお伺いいたします。 

  この事業は、65歳以上のひとり暮らしの高齢

者を対象に、自宅の鍵を預かり、緊急時に鍵を

使って安否を確認するものです。事業の利用は

任意で、利用料はかかりません。鍵を預けたい

希望者が社協に申し込むと、民生委員など第三

者の立ち合いのもと、社協職員が本人の目の前

で、鍵を袋に入れ、封印します。封印された鍵

は高齢者施設に保管され、様子がおかしいなど

の連絡があったときに、事前に登録した本人と

信頼関係がある協力員が鍵を使って、家屋内に

入り、安否を確認するものです。 

  地域の見守りが前提だとは思いますが、高齢

化率が高まる中で、必要な取り組みと考えます

が、いかがでしょうか。 

  続きまして、おくやみコーナーについて、家

族の死亡手続の際、死亡届の提出や年金支給停

止などの窓口が複数にわたるため、遺族の負担

軽減に向けた窓口のワンストップ化が必要と考

えます。大分県別府市役所では「おくやみコー

ナー」を設け、家族が亡くなったときに、役所
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が必要な受け付けを一元的に行い、住民サービ

スの向上につながっているとお聞きしました。

特に高齢者にとって行政手続の負担は深刻化す

ると予想されます。おくやみコーナー設置に向

けた考えをお伺いいたします。 

  次に、災害備蓄に乳幼児用液体ミルクを導入

してはどうかお伺いいたします。液体ミルクは

常温保存が可能で、粉ミルクのように約70度の

お湯で溶かし、人肌まで冷ます必要がありませ

ん。そのため、水道、電気、ガスがとまったと

きに、災害時でもすぐに使用ができます。保健

センターに備蓄をし、万一に備えてみてはいか

がでしょうか。 

  次に、職員の安全運転意識及び運転マナーの

向上と交通事故発生時における責任の明確化及

び処理の迅速化などを目的として公用車へドラ

イブレコーダーを設置してはどうかお伺いいた

します。 

  続きまして、食品ロス削減についてお伺いい

たします。まだ食べられるのに捨ててしまう

「食品ロス」を減らすための「食品ロス削減推

進法」が本年５月に成立し、昨日より施行され

ました。農林水産省のデータによると、日本の

年間の食品ロスは643万トンで、国民１人当た

りに換算すると51キロで、１人分の年間米消費

量の54キロに匹敵します。日本の１人当たりの

食品ロスの量は世界で６番目に多い数字となっ

ているそうです。643万トンという数字には含

まれていない多くの食品ロスも存在するといい

ます。 

  例えば、作物などがとれ過ぎた場合に、価格

調整のために、捨てられるものや、港で捨てら

れる魚、形や大きさなどがふぞろいで処分され

る野菜、基準を超えたために殺処分される豚な

ど、また、災害のために国や地方自治体などで

備蓄される食料が賞味期限の前に入れかえられ、

処分される場合がありますが、それらはデータ

に含まれていないそうです。それらを全て加え

ると643万トンどころではなく、日本の食品ロ

スへの意識や対応はヨーロッパ諸国と比べると

おくれている現状です。世界では、約８億人、

割合にして６人に１人が飢餓に、飢えに苦しん

でいます。その一方で、2011年の国連食糧農業

機関によると、年間約13億トンもの食料が食べ

られずに廃棄されています。世界では、年間約

40億トンの食料が生産されていますが、実に３

分の１が食品ロスとなっている計算になります。 

  国連の持続可能な開発目標ＳＤＧｓは１人当

たりの食品ロスを2030年までに半減させる目標

を掲げています。世界で廃棄されている食料の

４分の１を有効利用できれば、飢餓状態の人々

を救うことができると言われています。このよ

うに、削減に関する理解と関心を深めるために、

10月は食品ロス削減月間と定められております

が、本市の対応と取り組みについてお伺いいた

します。 

  また、今後の削減推進計画の策定についての

考えをお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、市民の安全・安心についての御質問

でありますが、１点目の自動車運転免許証がな

くても移動に困らないまちづくりについてでご

ざいますが、本市における公共交通政策につき

ましては、持続可能で利便性の高い公共交通網

の実現に向けて、新庄市地域公共交通網形成計

画を平成30年３月に策定し、現在この計画に沿

って事業に取り組んでいるところであります。 

  本計画におきましても、公共交通空白地域を

解消するための一つの手法として、デマンド型

交通の導入を検討していくこととしております。

昨日の今田議員の御質問にもお答えさせていた
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だきましたが、既にデマンド型交通を導入して

いる自治体から情報を収集し、運用における現

状の把握を行っているところであります。その

中で、さまざまな課題も浮き彫りになっており

ますので、どのような手法が本市に合ったデマ

ンド型交通であるか、今後も研究が必要であり、

実施に向けて検討してまいりたいというふうに

考えております。 

  また、全国的に高齢者の自動車の運転による

事故が社会問題となっており、県内の32自治体

におきましては、タクシー券やバス回数乗車券

の発行など、自動車運転免許証の自主返納を支

援する取り組みが進められております。本市に

おきましても、来年度から自主返納を促す取り

組みとして、自主返納者に対し、公共交通を利

用するための一部助成を検討しているところで

あります。 

  今後も市民の皆様から御意見をいただきなが

ら、持続可能な公共交通網の構築に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。 

  次に、ひとり暮らし高齢者の見守りに関する

質問でございますが、平成31年４月１日を基準

日とした調査では、本市のひとり暮らし高齢者

は、議員おっしゃるとおり1,651人で、高齢化

が進むにつれ増加しており、今後も年々増加し

ていくものと考えられております。そのような

状況の中で、市といたしましても、ひとり暮ら

し高齢者の安全な暮らしを守ることは、大変重

要なことと考え、民生委員の皆さんにお願いし

て、市内の65歳以上在宅高齢者について、年１

回の調査を実施するとともに、虚弱状態等高齢

者の状況の把握に努めております。 

  ひとり暮らし高齢者を対象とした具体的な事

業としては、24時間体制で緊急通報に応じる緊

急通報システム事業や、社会福祉協議会では、

週３回、乳酸菌飲料を配付しながら安否確認を

行う、愛の一声運動などによる高齢者の見守り

を行っております。 

  また、民生委員や区長などが中心となった地

域での見守り、新聞配達員や食品配達事業者か

らの情報提供などによる地域の協力があって、

高齢者の安全な暮らしが守られております。引

き続き関係機関の皆様から御意見をいただきな

がら、連携を強化してまいります。 

  御提案の鍵預かり事業については、24時間体

制で鍵を預かる場所の確保や、安否確認の体制

整備、信頼関係の構築など、多くの課題を整理

する必要があると考えております。 

  次に、市民課の窓口のワンストップ化の御質

問でありますが、死亡に伴う手続につきまして、

死亡届け出の際に、手続の内容及び担当窓口な

どを記載した御案内をお渡しして、後日御遺族

に担当課で手続を行っていただいております。 

  死亡に伴う手続が複数の課で必要な場合には、

申請書類の記入等が御遺族の負担となっている

ことは承知しておりますが、亡くなられた方の

状況に応じて、必要な手続の種類、提出先も異

なることから、それぞれの担当課での手続をお

願いしているところでございます。 

  市民課での年金手続につきましても、国民年

金以外の遺族年金手続等は、年金事務所や共済

組合を御案内しているところであります。御遺

族の負担軽減に向けた窓口のワンストップ化に

つきましては、複数の課全ての手続につきまし

て、市民課職員が把握をして対応することは現

在の体制では厳しいものと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

  今後におきましては、職員が手続の必要な窓

口まで御案内したり、複数の課を回ることが困

難な場合は、他の課の職員を呼ぶなど、御遺族

に寄り添った対応により、御遺族の負担軽減に

努め、安心して手続に来庁いただけるよう、窓

口業務を通して、行政サービスの向上に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  次に、液体ミルクの備蓄についての御質問で

ありますが、確かに液体ミルクはお湯に溶かさ
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ずすぐ飲める、常温保存ができることなどから、

災害時の被災地で必要性が注目されております。

昨年８月８日に法整備が行われ、国内でも製造

販売が解禁されました。残念ながら、いまだ認

知度が低く、過去の災害では支援物資として送

られたものの活用されずに倉庫に残っていたと

報じられております。 

  日本乳業協会が厚労省に提出した試験データ

では、賞味期限が６カ月から１年と粉ミルクの

１年半より短い、開封後使い切らないと雑菌が

繁殖することがある、製造コストが流通経費を

含めると粉ミルクの３倍高いという課題があり

ます。今後、これらの課題が改良され、より求

めやすい価格となり、流通することを期待して

いるところであります。 

  このようにデメリットもあるため、各家庭に

おいて、自分のお子さんの体質や口に合うかの

確認と、災害物資として送られてくるまでの最

小限の備蓄をお願いできればと思っています。

本市における備蓄については、他市町村の状況

も参考にしながら、今後の課題として考えてま

いります。 

  公用車へのドライブレコーダーの設置につい

ての御質問ですが、既にドライブレコーダーを

設置している公用車はございます。昨年度購入

したマイクロバス１台と、今年度購入した乗用

車２台は、新車購入時にオプション装備として

設置をしております。スクールバス12台につい

ても備品購入し、職員が設置いたしました。除

雪車などの特殊な車両を除いて、公用車が98台

ありますので、設置率は15％となります。ドラ

イブレコーダーにつきましては、議員御指摘の

とおり、交通事故発生時には、責任の所在を明

確にし、事故処理の迅速化が図られるものとし

て、最近はあおり運転の危険運転にも対応でき、

証拠映像としてその機能が認められているとこ

ろです。 

  また、ドライブレコーダーは、交通事故後の

記録だけでなく、事故防止にも活用されていま

す。運送会社やタクシーなどではドライブレコ

ーダーの記録映像を見て、運転の癖や注意点を

客観的に確認し、安全教育の一環として活用し

ていると聞いております。このような状況を踏

まえ、本市におきましても新車購入時の設置は

もちろんのこと、既存の公用車に対してもドラ

イブレコーダーの順次設置を検討しているとこ

ろであります。 

  しかしながら、設置に当たっては、さまざま

な種類があり、価格も機能に比例して高額とな

ります。どの程度の機能が適切なのか、設置す

る順番をどうするのか、設置した場合は安全教

育にどう生かしていくのかなど、さまざまな課

題をクリアしながら、順次設置に向けて検討を

進めてまいりたいと考えております。 

  最後に、食品ロスの削減に関する御質問です。

食に関する諸問題の解決のためには、食品、食

材を無駄なく大切に使っていくことが重要であ

ると認識しております。本市におきましては、

ごみ減量化の取り組みの中で、学校教育にかか

わるものとして、学校給食の残渣、家庭から排

出される生ごみを堆肥として再資源化する地域

循環型生ごみ堆肥化事業を推進し、食を大切に

する心を育て、感謝の心を持つことを関係機関

と連携して啓発しております。10月の食品ロス

削減月間につきましては、家庭での取り組みと

して、賞味期限や消費期限を意識した食材管理、

冷蔵庫内の整理、食材を無駄にしない調理など

を周知し、食品ロスの削減につなげていただき

たいと考えております。 

  また、飲食店や職場での取り組みとしては、

忘年会、新年会など会食の機会がふえていく時

期を前に、食べる人の嗜好や年齢層を考えなが

ら、食べ切れる量に配慮したメニューや、料理

の量を減らすことに理解をいただき、会食や宴

会の開始後30分とお開きの前の10分は席を立た

ずに、料理を楽しむ30・10運動を推進するため、
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飲食店を訪問し、そのチラシ配布を行うことで、

食品ロスの削減を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、食品ロスの削減の推進に関する法律に

ついてでございますが、今後国の法施行に伴い、

地方公共団体は、国や県との連携のもと、食品

ロス削減に向けた施策を地域の特性に応じて策

定、実施する責務を有するとされております。

また、地方公共団体は、食品ロス削減の推進に

関する計画を定めるよう努力義務が規定されて

おります。食品ロス削減は、国民運動として展

開していくことが重要であり、このことは法律

の前文にも明記されていることから、その施策

が地域の特性に応じて適正に実施されることが

望ましいと考えております。今後食品ロス削減

推進計画は、国の基本方針を踏まえて策定して

いくこととなりますが、国の食品ロス削減推進

会議、県の計画策定状況について、必要な情報

提供をいただきながら、本市の推進計画の策定

について、早期に着手できるようにしてまいり

たいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。それでは、再質問をさせていただきます。 

  先日も今田議員のほうから種々ありましたけ

れども、１点目は、まず運転免許証を返納され

た、ことしに入ってから、人数わかればお願い

したいと思います。 

  それから、先ほど市長の答弁にもありました

けれども、35市町村のうち、白鷹町と本市を除

く他の33の市町村で免許返納に際してさまざま

な取り組みを行っているということであります

ので、今、市長が答弁された以外に何か情報が

ありましたらお願いしたいと思います。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 免許証返納に関しての御質問

でございます。本市における免許返納者数とい

たしまして、平成30年度の新庄市内での返納者

数は89名となっております。また、平成29年度、

その前年度は86名というふうに伺っております。

それ以前につきましては、新庄警察署管内での

件数となりますので、ちょっと割愛させていた

だきます。 

  また、山形県内での免許証返納に対する支援

の方策でございます。やはりタクシー券の交付、

それから路線バス回数乗車券の交付、デマンド

タクシー利用券の交付、それから市町村営バス

料金の割引、そういうものが主な内容となって

おります。以上でございます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） 免許返納については

86名、89名ということで、大体同じような数だ

ということがわかりました。この高齢者の方の

事故が起きているということで、交通安全専門

員の方がいると伺っておりますが、交通教室を

開催し、高齢者の免許証返納に対する理解をど

のように啓発されているか、そういった教室の

中での何か状況がわかれば教えていただきたい

と思います。 

森正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 新庄市では交通指導専門員３

名を配置しまして、さまざまな交通安全教室を

開催しております。１つは、幼児を対象とした

かもしかクラブ、それから老人を対象とした老

人クラブなどで交通安全教室を行っております。

老人クラブを対象とした交通安全教室におきま

しては、免許証返納、それから警察を通して、

わたりジョーズ君という機械があるんですが、

それを使用して自分の判断能力の低下、そうい

うものを判定されるような教室も開催しており

ます。そういう教室、さまざまな教室を通しま
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して、免許証返納を促しているところでござい

ます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） はい、ありがとうご

ざいます。 

  わたりジョーズ君というのは今初めて伺った

んですけれども、こういった機械を通して自分

の認知能力、判断をできるということは、すば

らしい機械があるんだなと思いましたので、こ

れからもこういった機械を利用していただいて、

自分で自分は免許証を今返納する時期なのかと

か、捉えられるような機会をもっともっとふや

していっていただきたいなと思います。 

  次に、鍵預かり事業についてです。新庄市に

おいてはいろいろな取り組みをされているとい

うことで伺いまして、その中で生活支援、緊急

通報システムのやすらぎ電話について、再度、

普及率とか通報内容等についてお知らせいただ

きたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 生活支

援緊急通報システムの利用状況ですけれども、

昨年度末で124名の方に御利用いただいており

ます。年間で大体十数名の方が取り外して、ま

た新たに設置するということで、ここ数年横ば

いの状態で120名前後の方が登録しております。

実際の救急車の出動搬送件数ですけれども、年

間で数件ということで、幸いにも命に別状ない

ような軽症の訴えということで、動悸がすると

か、転倒して動けない、それからちょっと鼻血

が出ていたとか、そういったことの通報内容と

なっているようです。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  設置台数については横ばいだということで、

今話がありましたけれども、ひとり暮らしの老

人世帯、先ほどもありましたように結構多いよ

うに思います。年度の初めに、民生委員の方が

このやすらぎ電話については、説明をしてくだ

さっているということなのですが、ちょっと現

場で聞いているとか聞いていないとか、前も話

をしたことがあるんですけれども、本当に大事

な取り組みだと思いますので、ぜひ啓蒙活動の

ほうをお願いしたいと思います。 

  私もこのやすらぎ電話を使った方、実際本当

に家の中で倒れてしまったということで、ちょ

うどブザーがあったので、それを押して、本当

に大事に至らなかった、そういう自分で体験し

ているものなので、お茶飲みとか、何か来たと

きに、やすらぎ電話の話をして、ほかの方にも

お話をすることができたんだとかという話を聞

きました。本当に小さなことですけれども、非

常に大事なことだと思うので、民生委員の方も

大変だったと思いますけれども、しっかり地域

のほうに出向いた際には、啓蒙活動をよろしく

お願いしたいと思います。 

  それでは、続きまして、おくやみコーナーの

件です。実際、窓口に対応されていて、こうい

った手続とかで苦情とかありましたら、何件ぐ

らいあったかお聞きしたいと思います。 

荒田明子市民課長 議長、荒田明子。 

下山准一議長 市民課長荒田明子さん。 

荒田明子市民課長 死亡に伴う手続等で苦情があ

ったというのは、件数は把握しておりませんけ

れども、議員が言われているように、死亡に伴

う手続の書類が多くて同じことを何回も書かな

ければならないという方が多いように思われま

す。以上です。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 
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１７番（髙橋富美子議員） だんだん年をとって

いくとなかなか記入するのも大変で、同じよう

な名前を何度も書かなくてはならない。本当に

負担だと思います。先ほど市長の答弁にありま

したけれども、そのときは窓口でしっかり対応

して、職員の方が寄り添って各課に案内をして

いただけるという話ですので、その点も何か市

報でもいいですので、ちょっとしたそういった

サービスをしているんだということをぜひお願

いしたいと思います。 

  続きまして、乳幼児の液体ミルクの導入につ

いてです。先ほど話ありましたけれども、まだ

まだ認知度が低いということで、北海道胆振の

災害がありましたけれども、そのときにやはり

東京のほうから一千何本か送られてきたんです

けれども、なかなかミルク自体のことをよく行

政のほうでも把握というか、やっぱり初めての

ことなので、すぐにできなかったというのか、

それで１本だけ使用して、あとは全部廃棄され

たという記事が載っていました。本当に残念だ

なと思ったんですけれども、やはりそれはまだ

まだ認知度が低いということのあらわれだとは

思っております。 

  この間出産したお母さんに伺ったんですけれ

ども、この方はこちらで出産したんじゃなくて

天童だったということなんですけれども、退院

のときに液体ミルクのアイクレオというパック

に入っているんですけれども、125ミリ、その

パックが何本かで退院のときにもらったそうで

す。それで私も「使ってみましたか」と言った

んですけれども、やはりまだ詳しいあれがわか

らなくて、まだ赤ちゃんには差し上げていない

ということで、「ただ、災害時のときにと思っ

てとっておきます」という話をされました。で

も、この紙パックについては、さっきもありま

したけれども、賞味期限が６カ月となっていま

して、もう黙っていると使えなくなってしまう

よという話もしたんですけれども、やっぱりそ

ういった点で、まだまだこれから認知度、啓蒙

してもらいたいんですけれども、最近では、若

い方が便利だということで、購入されている方

も若干いるという話も聞いております。災害は

本当にいつどこで起こるかわかりません。本当

に自分で準備するのはもちろんですけれども、

やっぱり何本か、本当に少量でもいいですので、

購入を検討してみてはどうかなと思うんですが、

どうですか、再度お願いします。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 乳幼児用の液体ミルクについ

てでございます。先ほど出てきましたお湯がな

くてもそのまま飲めるというようなことで、乳

幼児にとりましては、大変必要であるというよ

うなことは承知しているところでございます。

ただ最近認知されたというか、認可がおりて製

造が始まったということもございますし、日本

国内で何カ所か備蓄している市町村もあるよう

です。その備蓄を開始したということが新聞記

事になるぐらいですので、まだまだ認知度が低

いのかなというふうに思います。先ほどから言

われておりますメリット、デメリット、双方を

勘案しまして、他市町村の備蓄状況も把握しな

がら、今後の課題とさせていただきたいという

ふうに思います。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） わかりました。 

  次に、ドライブレコーダーの件ですけれども、

先ほど答弁いただきまして、台数が98台で、

15％の今設置率だというお話がありまして、順

次設置をされるということでありました。やは

り財政的な面も考慮していただきながら、本当

により性能のよいドライブレコーダーを設置し

ていただいて、不測の事態に備えていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

  最後になりますが、食品ロスの削減について
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お伺いします。ごみの減量化の取り組みで、地

域循環型生ごみ堆肥化事業を今推進しておりま

すが、私は３年ぐらい前に同じような一般質問

をさせてもらいました。そのときに、地域から、

学校から生ごみが大体123トン出まして、その

うち45トンの堆肥ができるということを答弁い

ただいたんですけれども、このたび成果表を見

ましたら、平成30年度124トンの生ごみから74

トンの堆肥ができておりました。大体30トン近

く堆肥が多くなった。これは喜ぶべきことだと

思うんですけれども、これはやっぱり市民の皆

様というか、前はやっぱりいろいろなものが入

っていて、なかなか堆肥化ができなかったとい

うことですので、そういった意味で、この30ト

ン多くなったということでよろしいんでしょう

か。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 主要施策の成果にもあります

とおり、堆肥製造量が74トンということでござ

いますが、やはり水分含有量とか、乾燥の仕方

によりまして、かなりの差が見られるというこ

ともございます。排出される生ごみの堆肥化す

る段階での圧縮といいますか、議員おっしゃる

とおり、全て堆肥化されているというふうに考

えているところでございます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） やはり市民の皆様一

人一人の取り組み方がこのような結果につなが

ったと思っております。先ほど30・10運動の推

進ということを、お話をいただきまして、これ

もやっぱり３年前に御提案をさせていただいて、

これは長野県の松本市で、食育の推進、生ごみ

の削減の観点からもったいないをキーワードと

して、あらゆる世代、家庭や外食など、さまざ

まな場面で食べ残しを減らす取り組みとして進

められたものです。会食や宴会などでは、乾杯

後の30分間と、お開きの前の10分間は席を立た

ずに、料理を楽しむように、より食べ残しを減

らす。残さず食べよう30・10運動ということで、

その３年前も同じ話をさせていただきまして、

早速教育委員会教育長のほうからある会合の席

でこの話をしていただきました。そのときは、

何回かそういう場面に出くわしたんですけれど

も、最近なかなかそういう場面ありません。で

すが、今回10月、この月間が始まりまして、新

庄市においても30・10運動の推進を飲食店とか

訪問して、チラシの配布を行う。そういうこと

で周知を図ってまいるというお話をいただきま

して、本当にあれから早いもので３年たったん

ですけれども、ようやくこの取り組みが新庄市

内でもしっかりと定着していくような思いでお

りますので、どうぞよろしくお願いします。 

  今、この食品ロスについては、今まではもっ

たいないという取り組みでしたけれども、これ

からは残った分とかをフードバンクとか、子ど

も食堂などにおいて、福祉のほうと連携しなが

ら、今度はもったいないからお裾分けという取

り組みにも変わってくるような気がいたします

ので、市民ともどもに、この運動にしっかりと

取り組んでまいりたいと思います。 

  最後になりますが、本当に市役所は市民の役

に立つところとどなたかおっしゃいましたけれ

ども、本当に役に立つところが市役所でありま

す。職員の皆様も大変多忙であるとは思うんで

すけれども、より市民に寄り添っていただいて、

市民サービスのさらなる向上に努めていただい

て、安心、安全のまちづくり、本当に何度も言

いますが、新庄に住んでよかった。そう誇りを

持って、一人一人が思えるようなまちづくりに、

ともどもに取り組んでまいりたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願いします。ありがと

うございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 



- 125 - 

 

     午後１時４０分 休憩 

     午後１時４９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

庄司里香議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、庄司里香さん。 

   （２番庄司里香議員登壇） 

２ 番（庄司里香議員） 本日最後の一般質問と

なりました議席番号２番、日本共産党市議団の

庄司里香でございます。 

  10月となり、早いもので私が市議となりまし

てから半年となります。自分自身の選挙期間中

だけでなく、その後からも参議院選挙を初め、

数々のときにかむてん公園前の交差点や国道13

号線の十字路で朝の辻立ちをして、手を振った

ときのことを思い出します。初心忘れるべから

ずの気持ちで、本日も襟を正して、市長並びに

執行部の皆様、よろしくお願いいたします。 

  通告書に従い、質問させていただきます。 

  １点目は、看護師養成校の今後についてです。 

  ９月12日付の山形新聞掲載の記事にて、北本

町商店街大正会の会長様が、看護師養成校を推

進の要請を取り下げたことと知りました。中で

も県や国から助成金が出ると聞いたのに、本市

のみの経営と知り、不安で脱退することにした

とのことですが、助成金がないことや、本市の

起債のことなどの話を北本町商店街の方々に説

明して、引き続きの協力を得たのでしょうか。 

  また、町並みの整備の約束もほごになったと

お聞きしております。商店街の方々と丁寧な話

し合いがなされていなかったのではと考えます

が、どのようにこの後は関係性を築くお考えで

しょうか、ぜひともよろしくお願いいたします。 

  ２点目です。新庄まつりの各町内での山車の

運営についてです。ことしも８月24日から26日

までの３日間、新庄まつりが開催されました。

ほぼ天気もよく、曜日も土曜日からということ

で、大盛況でした。祭りの花である山車は、20

台、どれも趣向を凝らしたすばらしいものでし

た。ただ、市内のお宅の方々からお聞きする声

は、このこととは裏腹のものが多いようです。

山車の御祝儀集めが嫌で、表に不幸の張り紙を

しているや、小学生が御祝儀集めにかかわって

いる。中にはお祭り期間には家には寄りつかな

いという声も聞くことが多いです。ぜひとも個

人宅を訪問せずに、町内会費から少額でも寄附

していただけるようにできないものでしょうか。 

  また、事前に寄附をいただくスポンサー制度

などを考えることは、どうでしょうか。お考え

をお伺いいたします。 

  ３点目です。最上公園の観光スポットについ

てです。市内を観光される方々からの声で、Ｓ

ＮＳやツイッターで発信するための映えるとこ

ろが少ないとよく言われております。この点で、

最上公園や歴史センター、雪の里情報館などを

訪れると、発信力をそそられる映像の魅力が乏

しいと思います。新庄まつり以外の362日、観

光スポットとＳＮＳ映えするスポットの整備を

してはどうでしょうか。最上公園内の案内看板

も随分経年劣化しているようです。新しいもの

を設置する計画はございませんでしょうか。 

  また、４月から５月の連休中開催するカド焼

きまつりの際、開幕時には囃子などの新庄まつ

り感はありますが、期間中は全く宣伝物がない

ことが大変残念に思います。会場の一角に新庄

まつりのコーナーを設けてはどうでしょうか。

ぜひともお考えをよろしくお願いいたします。 

  ４点目です。国民健康保険の保険料の軽減に

ついてです。10月１日より、消費税が８％から

10％に上がりました。いろいろな軽減措置も行

われておりますが、子育て世代の家庭の負担が
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増大することがテレビや新聞などでも言われて

おります。医療費は、子供は無償ですが、国民

健康保険税の負担は子供が多いと比例して高く

なることは問題だと思います。子育て世代への

応援の意味でも、ぜひとも均等割の部分の軽減

についてお考えをお聞きしたいです。６月議会

でもこの内容について、佐藤市議もお話しして

おりました。踏み込んだお話をぜひともよろし

くお願いいたします。以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、庄司市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  まず初めに、看護師養成所に関する御質問で

ございますが、２月22日に新庄駅前通り商店会、

新庄南本町商店会、新庄北本町昭和会、新庄中

央通り商店会の４商店会で新庄市商工会連合会

より、看護師養成所の中心商店街への建設や早

期開設などを求める要望書をいただいておりま

したが、９月11日付で北本町昭和会より取り下

げ書の提出がございました。取り下げの理由と

しては、議員おっしゃるとおり、市の財政運営

面の不安が募ったとのことであります。公立の

看護師養成所の施設整備については、補助金が

ないため、市では昨年11月から施設整備に係る

財源確保に向け、地方創生交付金の活用の可能

性について検討を行いました。これは学校を拠

点としたまちづくり事業として、学校建設に係

るハード整備に拠点整備交付金、学校周辺のま

ちづくりに推進交付金を活用して、商店街のエ

リア全体の活性化を目的として検討を行ったも

のであります。 

  商店街の意向をお聞きするため、担当課であ

る総合政策課と商工観光課の担当職員が11月30

日に北本町商店街を訪問し、地方創生交付金事

業の採択の可能性と商店街と連携した取り組み

について情報提供し、意見交換を行いました。

空き店舗補助金を充実させてほしいといった意

見や、学校開設への期待の声などをいただきま

した。その後、交付金の活用について内閣府と

事前相談を行いましたが、拠点整備交付金の採

択は困難であるが、推進交付金は採択の可能性

があるという結果となり、３月５日に再び北本

町商店街を訪問し、経過報告を行いました。 

  学校建設については、交付税措置のある有利

な起債を活用することとし、学校周辺のまちづ

くりについては、推進交付金の活用の可能性が

残っておりますので、学校建設が具体的に決ま

り次第、再度検討したい旨を説明しております。 

  学校の建設用地は、北本町商店街内の旧沓澤

医院跡地を考えておりますので、今後も商店街

との連携は不可欠であり、単に商店街に学校を

建設するのではなく、商店街の皆さんと連携、

協力のもと、中心商店街全体を活性化させてい

くことが重要と考えております。 

  要望書の取り下げは非常に残念でありますが、

今後もより丁寧な情報共有に努め、連携協力の

関係を再構築し、一体となって事業を推進して

まいります。 

  次に、新庄まつり各町内の山車の運営につい

ての御質問でございますが、新庄まつりの山車

は、時代とともに大変豪華につくられるように

なってきております。人形の数もふえ、また、

材料の変化もあり、当日の引き手への御祝儀な

ども含め、今では一連の経費が二百数十万円か

かるとお聞きしております。それらの財源につ

いては、町内の寄附、広告収入、実行委員会か

らの補助、そして御祝儀となっております。御

祝儀については、年々減少傾向にあり、市とい

たしましては、平成28年度より、各若連へ補助

を30万円から50万円に増額させていただいたと

ころであります。 

  山車を出している町内の各個人宅では、数千

円から数万円の金額でみずからの町内の若連に

出しているようですが、いわゆる花に関しては、
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自町内以外の山車に対して、御祝儀として出し

ているものになります。花は町内会費などのよ

うに義務的に出すものでなく個人の任意の寄附

と思われます。 

  また、御祝儀集めに関しては、市や新庄まつ

り実行委員会は関与しておりませんが、新庄山

車連盟から、御祝儀集めは中学生以上とし、必

ず若連がつくこととしていると伺っております。

御質問にありました小学生の御祝儀集めはいか

がなものかと思いますので、このような御指摘

があればこのことを新庄山車連盟に伝えたいと

思っております。 

  新庄まつりの山車は企業スポンサーによるも

のでなく、市民一人一人の気持ち、御祝儀によ

ってつくり、育てられ、守られてきたからこそ、

260年もの間続いてきたものと思われます。こ

れからも地域や市民の方々によって、新庄まつ

りを守り続けていくという意識の醸成を図れる

よう努力したいと思いますので、今後とも御協

力よろしくお願いいたします。 

  次に、最上公園などの観光スポットについて

お答えいたします。近年パソコンやスマートフ

ォン向けの写真共有ＳＮＳ、ソーシャルネット

ワークサービスのインスタグラムに投稿した写

真や、その被写体などに対して、見ばえがする、

おしゃれに見えるという意味のインスタ映えな

どという言葉が使われております。新庄市はこ

のＳＮＳ映えに対応する観光名所が少ないとの

御指摘ですが、ＳＮＳにおいて、ハッシュタグ

による検索をしても、新庄市に関するものは少

ない状況は確かにあると思っております。観光

においてＳＮＳとは非常に相性がよいと言われ、

国内のお客様に限らず、訪日観光客の誘客のツ

ールとしても、今や欠かせないものとなってお

ります。新庄市においても、フェイスブックや

ツイッター、インスタグラムを開設し、対応を

図っておりますが、対応する職員に関しまして

は、個人的にスキルを持った職員に依頼し、進

めている状況です。全ての職員が対応できる状

態にはございません。投稿することを目的とし

た旅のスタイルができており、このような方々

への対策が必要です。今後ふえていくと考えら

れる訪日観光客へのさらなる観光活用法を検討

していかなければなりません。 

  新たな観光資源発掘、既存の観光資源の磨き

上げなど、今後も着地型の観光資源について努

力したいと思っております。 

  また、御指摘の最上公園内の新庄市の看板に

ついてですが、平成５年に新庄信用金庫様より

最上公園に設置いただいたものであります。こ

れにつきましては、設置の経過と経年劣化によ

る傷みぐあいがあるとの御指摘ですので、関係

機関と確認し、協議していきたいと考えており

ます。 

  次に、子育て支援の一環の一つとして、国民

健康保険税の子供の均等割を軽減してはという

御質問です。国民健康保険税の均等割は被保険

者数に応じてかかりますので、収入のない子供

も算入の対象となります。子供に係る均等割額

の軽減は、子育て世代の負担軽減につながる有

効な支援策であると考えております。子供の均

等割の軽減については、ことしの山形県市長会

や全国市長会においても、提言事項として取り

上げられたところであります。また、７月には、

全国知事会が国に対する社会保障関係の政策要

望の一つとして、子供に係る均等割保険料軽減

措置の導入について、国の責任と負担による見

直しの結論を速やかに出すことを要望しており、

国に対する早急な結論を望んでおります。 

  なお、本市で15歳の子供を対象として試算し

ますと、平成31年４月時点で対象者数484人、

世帯数308世帯で、約1,700万円と試算されてお

ります。これに税務課のシステム改修費の100

万円を加えますと、実施にはおよそ1,800万円

前後の財源が必要になります。本市としまして

は、既に実施している自治体や、県内の動向を



- 128 - 

見ながら、被保険者間の負担の公平性や、健全

な財政運営の観点を考慮し、実現に向け検討し

てまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 先ほど、昭和会と大正

会を間違えまして、大変申しわけありませんで

した。 

  再質問をさせていただきます。 

  まずは、看護師養成校の今後についてです。

町並みや、特にアーケード撤去、歩道の整備な

どの商店街の方々の悩みや希望に耳を傾け、そ

の実現のためのアドバイスをする気持ちは看護

学校設置とは別にしても大切なことだと思いま

す。都市整備として、ぜひとも前向きに対応し

てほしいと思います。 

  また、商店主の方々は、市の財政を大変心配

しております。もちろん市民の皆様も同じだと

思います。若者の地元定着のための学校づくり、

新庄まつりに参加させたいとのお話もカリキュ

ラムにあると聞いております。地域の方々の理

解なくして、学校経営は難しいと思いますが、

その点ではどのように捉えていらっしゃるのか、

再度お答えください。よろしくお願いいたしま

す。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 先ほどの市

長答弁の中でも触れておりましたが、やはり私

どものほうで開設します看護師養成所につきま

しては、中心商店街のほうに設置する学校でご

ざいますので、今議員からお話しありましたと

おり、今現在考えているカリキュラムの中でも、

地域に入り、地域に学び、地域に貢献する学校

として方針を立てて、地域に根差した学校を目

指していきたいと考えておりますので、やはり

議員おっしゃるとおり、商店街との連携協力は

不可欠なものだと思っております。このたび、

北本町昭和会のほうから取り下げ書が出された

ということではあるんですけれども、今後とも

商店街の皆様と連携協力していきたいというこ

と、連携協力を堅持していきたいということに

は変わりございませんので、なお取り下げがあ

った北本町昭和会も含めまして、私どものほう

でこれからも連携協力に向け、丁寧な説明を行

っていきたいと考えているところでございます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） これはきのうの朝日新

聞の記事の内容です。朝日新聞の記事の掲載の

内容を全部ではなく、一部抜粋してみます。供

給数が1,750万人としても、都道府県別に結果

を見ると、看護師が６万人から27万人不足とい

う記事なんですけれども、この中で、都道府県

の結果を見ると、不足数は東京で４万2,000人、

必要数に対する供給は77％、大阪は３万7,000

人、75％、神奈川は３万2,000人、73％でした。

一方、人口減少が始まっている地域などでは供

給が上回り、20県での看護師職員が足りている

という結果も出ております。ちなみに山形県は

100％以上という、この記事の中ではそういう

ふうにしている試算もございます。 

  人口流出は待ったなしの大きな課題だという

ことは私自身も市長並びに執行部の方々も共通

の認識だと思っております。ですが、その政策

は、一つではなく、もっと多角的に施策を打た

なければならないのではないかと考えたりもし

ております。専門学校や大学がないことも問題

ですが、ほかにも雪問題や、働き口の問題、低

賃金の問題、子育て世代への政策についてもも

っともっと施策を打たなくてはいけないところ

もあると思うんですよ。ぜひとも市長のお考え

をよろしくお願いいたします。 



- 129 - 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員おっしゃるとおり、多角的な

形での施策を打つと、当然のことでありまして、

昨日も申し上げたとおり、人口減少への一つの

政策であると、方策の一つであると。ほかにも

さまざまな人材育成等、さまざまな手を打ちな

がら、人口交流の拡大、あるいは若者が働きや

すい環境をつくっていく、あるいは若者が人と

人とがつながっていくという環境をまた提供し

ていくと。それで人が人を呼ぶんだというよう

な原点、そうしたことも含めて、さまざまな角

度から施策を多角的に打たなければならないし、

打ってきたところだというふうにも思っていま

す。まだまだ不足する部分もありますが、その

辺も強化しながら、多方面からの施策を連続的

な形で打ち出していきたいというふうに思って

おります。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） ありがとうございます。 

  次は、新庄まつりの町内の山車の運営につい

てです。他の市町村から山車引きの子供たちが

来ておりますが、各町内ごとにこの対応もさま

ざまと聞いております。町名は控えますが、中

には、お昼御飯も出ないところもあるとお聞き

しております。楽しい思い出づくりとして参加

されている子供たちにこのような差別的な扱い

はやめていただきたいと、まつり実行委員会の

一人としてとても心を痛めております。ぜひと

もこの点について、再質問、よろしくお願いい

たします。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 お祭り等で引き手となる

お子さん、子若のいわゆる数が少なくて、他か

らお呼びして対応しているという町内も当然あ

ろうかと思います。ただ、町内町内のいわゆる

財政事情の中で、御飯は自分で持ってきてくだ

さいねとか、あとは町内でやっぱり用意してい

るという、そこは町内町内のいわゆる予算の中

でやりくりしているところだと思います。なか

なか引き手がこれだけ少子の中で集まれないと

いう部分についても、それぞれの町内のほうで

苦慮しているところだと思いますので、そこは

何とも御返答申し上げることはできませんが、

よろしくお願いします。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 他の町からお手伝いな

り、思い出づくりとして、子供たちが来ている

ことについて、対応にそんなに差があるという

ことは私自身もこうやってお子様の親たちから

お聞きするまで本当に知りませんでした。ぜひ

とも新庄市の町を挙げての一大イベントですの

で、町の外から来た人がそういう嫌な思いをし

ていると。自分たちとそこの町内の子供たちに

差があるんだということをそのように思われな

いような平均的な、ないならないなりに、平均

的に対応していただきたいということをぜひと

も町内の山車連盟のほうにお願いしたいという

ことをつけ加えさせていただきたいと思ってお

りました。 

  最後になりますが、石川市議の一般質問のラ

イフライン、特に道路修繕計画の不十分さには

驚きが隠せませんでした。市民の要望に……、

済みません。再質問だめですか、これは。だめ

ですか。 

下山准一議長 通告書に従って質問を願います。 

２ 番（庄司里香議員） 済みません。ただ、市

民の要望に応えるべく予算計上することはでき

ないのでしょうかと、そのように思って一文を

加えさせていただいたんですけれども、ぜひと

もライフラインとか、そういうのも生活の一部

だと思いますので、ぜひとも決定についてもぜ

ひともお願いしたいと思った次第でございます。
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よろしくお願いいたします。 

  これで私の質問を最後にします。ありがとう

ございました。 

下山准一議長 とりあえずお座りください。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  明日３日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時１３分 散会 
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令和元年９月定例会会議録（第４号） 

 

 

令和元年１０月３日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和元年１０月３日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 叶 内 恵 子  議員 

２番 佐 藤 悦 子  議員 

３番 佐 藤 文 一  議員 

４番 小 野 周 一  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第４号）に同じ 
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令和元年９月定例会一般質問通告表（３日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 叶 内 恵 子 

１．看護師養成所の指定申請等及び運営に関する指導ガイ

ドラインと（仮称）新庄市立看護専門学校設置におけ

る課題について 

市 長 

２ 佐 藤 悦 子 

１．医療福祉従事者の不足を解決するために。市立看護学

校よりも、給付型奨学金制度の充実ではないか。 

２．雪で困らない新庄市に 

３．萩野小の跡地、集会所兼避難所として利用できるよう

に整備することについて 

４．交通弱者の足の確保 

市 長 

教 育 長 

３ 佐 藤 文 一 

１．市内中学校（小中一貫校）の部活動の問題について 

２．医療的ケア児、重症児の今後の支援、対策について 

３．企業の人材確保に支援メニュー強化について 

市 長 

教 育 長 

４ 小 野 周 一 

１．４期目の市政運営について 

２．農業振興について 

３．災害に強いまちづくりについて 

市 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名であります。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名であります。 

  これより３日目の一般質問を行います。 

 

 

叶内恵子議員の質問 

 

 

下山准一議長 最初に、叶内恵子さん。 

   （３番叶内恵子議員登壇） 

３ 番（叶内恵子議員） 議席番号３番、勁草21、

叶内恵子です。 

  通告に従いまして質問させていただきます。 

  これまで直接訪問し、調査を行った和歌山県

御坊市、宮城県気仙沼市、東京都立川市、神奈

川県川崎市、山梨県富士吉田市、山形市、酒田

市の自治体立の看護学校、また聞き取りなどで

調査を行った北海道富良野市、愛知県西尾市の

看護学校に共通していることが１点あります。

それは、それぞれの自治体を取り巻く環境は違

うのですが、地域の医療現場の課題を解決する

ために地元医師会などの医療従事者が中心とな

って看護学校設置を求める強い働きかけがあり、

地域住民がこれを理解し、支援するという地域

全体の合意形成のもとに設置、運営がなされて

いるということです。また、富士吉田市立看護

専門学校の場合は、山梨県地域保健医療計画に

基づいて設立されているために、その運営につ

いては山梨県の財政支援があります。 

  一方、新庄市はどうでしょうか。地元医師会

からの看護学校設置を求める働きかけと要望は

ないと聞いております。そして、民意はほぼ二

分されています。 

  この事業について、慎重な立場をとる議員た

ちの要望を受ける形でようやく市内５カ所で市

民説明会が開催されましたが、その中で表面化

した民意に新庄市はどのように答えていくので

しょうか。 

  私は、新庄市がこれまでこの事業を不透明な

状態で進め、民意を酌み取ることなく市民の意

思を確認するための手続を行わない結果が住民

監査請求の提出であり、北本町商店街の要望書

の取り下げであり、今定例会への請願の提出で

あり、市長への陳情書の提出であると思います。 

  さて、看護師養成所を設置、運営するために

は、都道府県知事の指定・承認が必要です。こ

れは、平成27年４月１日の法改正で厚生労働大

臣から都道府県知事に移譲されました。山形県

内における看護師養成所の指定・監督権限は山

形県知事です。そのため、看護師養成所の指定

申請等及び運営に関する指導ガイドラインと山

形県の学校等の設置の主な事務の流れなどによ

ると、令和４年４月開校の場合、通常の手続と

して、設置者である新庄市は、看護師養成所の

指定申請等に向けて県との事前協議を始める以

前に、申請に必要となる項目を整理・準備する

必要があります。 

  最初に、大きく２点を質問いたします。 

  １点目、この事前協議を始める以前に整理・

準備する必要がある指定申請のための項目は何

であるのか。また、それらの項目の整理・準備
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状況を伺います。 

  ２点目、看護師養成所指定・承認のための県

への事前協議はいつ開始するのか。また、県と

の事前協議を開始するために今後必要となる議

会手続は何であるのか。 

  以上についてお答えください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、叶内市議の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  看護師養成所の指定申請に必要な項目とその

準備状況、手続に関する質問でございますが、

全員協議会でも説明申し上げましたが、看護師

養成所の指定を受けるまでには多くの事項を決

めていかなければならず、県にも相談しながら

準備を進めているところであります。 

  看護師養成所の指定に向けた手続の流れとし

ましては、開設する年の前年の１月末日となる

令和３年１月までに設置計画書を提出しなけれ

ばなりません。設置計画に必要な主な事項とし

て、教員に関すること、カリキュラムを含む学

則に関すること、実習施設に関すること、施設

整備に関する書類として用地や図面、教育上必

要な機械器具・模型及び図書に関すること、財

政計画、学生の確保の見込みなどとなっており

ます。 

  設置計画書が承認されてから、次に必要な手

続としましては、開設する年の前年の７月末日

となる令和３年７月までに指定申請書を提出し

なければなりません。内容につきましては、設

置計画書と同じですが、設置計画書ではまだ決

まっていなかった事項がその後整っているか確

認されることになります。 

  これら指定申請書に必要な主な事項の準備状

況ですが、教員の確保については、今年４月か

ら４名の教員を採用し、カリキュラムの検討な

ど準備作業を進めております。学校長を含め、

９名以上の教員を確保しなければなりませんの

で、今年度も募集を行っております。非常勤講

師も依頼しなければなりませんが、カリキュラ

ムがまとまってからと考えております。 

  次に、カリキュラムについては、現在厚生労

働省で看護基礎教育の見直しについて検討を進

めており、その報告がまとまるのを待っている

状況です。９月30日に報告書案が示されました

ので、これまで検討してきたカリキュラムの内

容と相違がないか確認しているところでありま

す。 

  次、実習施設については、カリキュラム検討

案、実習計画案を説明するとともに、各施設の

状況などもお聞きしながら、どのような実習が

可能であるか相談、協議しているところであり、

地域全体から協力が得られる体制を構築してい

きたいと考えております。 

  次に、施設整備に関して、用地については既

に取得済みでありますが、校舎については必要

な教室はある程度決まっていますので、敷地内

にどのように配置できるか、これからの設計の

中で協議させていただきたいと考えております。 

  次に、教育上必要となる備品については、選

定に着手していますが、申請の直前まで検討を

続けることとなります。 

  財政計画については、収入面では入学金や授

業料などの学費は御意見をいただきながら決め

ていきたいと考えております。また、補助金は

ございませんが、学生１人当たりに交付税措置

がございます。残りが一般財源となりますが、

定住自立圏構想による交付税措置も活用してい

きたいと考えております。支出面では、これま

で検討してきたカリキュラムの内容や他市の例

を参考に試算しているところであります。 

  次に、学生確保の見込みについては、これま

で実施してきたアンケートなどから30人は確保

できると見込んでおります。申請書類では、開
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設後５年間の見込みを立てることとなっており

ますが、10年先、20年先を見据えた検討も必要

と考えております。少子化により子供の数も減

っていきますので、将来的に学生の確保が厳し

くなることも想定されますが、地元に看護師養

成所がある利を生かし、看護師を目指す人材の

掘り起こしや圏域外からの誘引などを実施して

まいります。 

  次に、事前協議をいつ開始するのかとの質問

ですが、申請内容が整うまでは事前相談と捉え

ております。厚生労働省における看護基礎教育

の見直しの方向性が見えてきましたので、市で

検討しているカリキュラムを固め、考え方を示

せる段階となりましたら、これまで検討してき

た内容を申請書類にして県との相談を進めてい

きたいと考えております。 

  また、看護師養成所の指定を受けるまでの手

続の中で、議会から承認をいただく事項があり

ます。施設整備に向けた予算措置、施設整備に

関する契約の提携については、議会の議決をい

ただかなければなりません。また、施設の設置、

名称や授業料などは条例で定める必要がありま

すので、設置計画の承認後、指定申請書の提出

に合わせて条例案の審議をお諮りすることとな

ります。 

  多くの課題があり、同時並行で取り組んでい

かなければなりませんが、一歩一歩着実に進め

てまいりますので、御理解と御協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ただいまの答弁にあっ

たように、今、厚生労働省において看護師基礎

教育検討会を開催されていて、９月30日で10回

目ということで、大まかな、ほぼ大体案がまと

まってきたというところに来ているかと思いま

す。その中でなんですが、９月12日の国のワー

キンググループがあったときに、日本看護協会

の副会長が大変重要な発言をしていますが、こ

ちらの内容というのは把握していらっしゃいま

すでしょうか。この内容が、今後の新庄市で設

置した場合の運営、あと学生の確保、そういっ

たものに大きく影響してくると思って私は見て

おりましたが、いかがでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 ただいま議

員のほうからお話ありました看護協会の副会長

の発言については把握しておらないところでは

ありますが、私ども３月に一定の方向性を定め

た国の検討会の報告をいただきました後に、今

お話ありました９月の報告があったわけですけ

れども、大筋ではそんなに方向性は変わってい

ないのかなという形で理解しているところでご

ざいます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今回のカリキュラム改

正というのが、市長が常々おっしゃっている超

高齢化とか、在宅看護であったり、訪問看護が

多く今後見込まれてくるんではないかという国

全体の、山形県の保健計画はまだ７次が終わり、

今後だということなんですが、国全体で見たと

きに、都会が大きいのかなとは思うんですが、

見たときに、看護師の一人一人の資質というも

のを向上させなければいけないということで今

回のカリキュラム改正があったわけなんですけ

れども、まず単元のほうです。現行これまで97

単位であったところを102単位までまず何とか

修めなければいけない、修めることになったん

ですが、日本看護協会の副会長としては、現在

の、今回見直したとはいっても、実際の教育に

は105から110単位は必要だという意見が実際の

現場から複数あって、そして現在の３年制では
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これ以上の単位数をふやすということは難しい

と養成所の声を受けて、102単位と妥協の中で

なったということなんです。そうした場合に、

今後もやはり３年間の教育年限では対応に限界

があると発言をしています。 

  今回の見直しは10年以上経た見直しだったと

いうことなんですが、これからの時代の流れを

見ながら、やはり４年制であったり、大学であ

ったりというところに流れが進んでいくのでは

ないかと思っています。それを踏まえたときに、

今よその自治体の方からすると、という言い方

を比べてはいけないかもしれませんが、最近お

会いした、東北管内で大学で教員をされて引退

をされた方とお会いする機会がありまして、そ

の方とお話をしても、これから新庄市で、新庄

出身の方であったんですけれども、３年制の養

成所を設置するということに対して時代おくれ

であるということをはっきり言って、意見をい

ただきまして、それは、その時代おくれという

ことが、今、東高の准看護科がなくなって、い

や、困った、困ったという話になっているかも

しれませんけれども、なぜ准看護の教育課程を

東高が終了せざるを得なかったかというと、や

はり時代の流れだったんではないですか。その

時代の流れに逆行するように、今から後発で３

年制をやっていくというところに非常にこの先

学生の確保、財政運営、全て考えても検討課題

がまだまだ多いのではないかと思っております。 

  今、部署内で、３年制ではなく４年制が本当

は必要なんじゃないかというような話し合い等、

これはないものなんでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 今、議員の

ほうから４年制の学校についてのお話あったと

ころでございますが、確かに日本看護協会にお

いても看護教育４年制化の動きがあるというこ

とは認識しておるところですが、看護協会とし

ても３年制を否定するものではなく、現行法制

度のもと、３年制の学校でも全く支障がないと

いう形で捉えているところです。 

  あと、先ほどカリキュラムの単元の部分で、

現行98単位が改正案では102単位というような

お話で、看護協会の方が105単位から110単位は

必要だというようなお話ありましたけれども、

私どもカリキュラムにつきましては、現在看護

教員のほうで考えていただいている、検討して

いるところではあるんですけれども、現在103

単位ほどでカリキュラムの検討案を検討してお

りますので、お話あった105から110単位が望ま

しいということであれば、なお今後その部分を

ふやせるのかどうかというような形の検討の余

地はあるのかなと捉えているところでございま

す。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 先を見越すということ

が学生確保、これまでの事例をさまざま見ます

と、立てていないのに先のことまでわからない

とおっしゃるかと思うんですが、先のことを本

当に見越していかないと早晩時代おくれとなっ

て、あのときやっておけばよかった、考えてお

けばよかった、そんなふうになっていくのでは

ないかと懸念をしております。 

  次なんですが、育成をするために実習施設と

いうのが大変重要なわけです。今現行のガイド

ラインを見ましても、第８章のところに、第８、

実習施設等に関する事項ということで、ここに

は主たる実習施設はどこになるのかということ

を記さなければいけないです。そうしますと、

現在、同ガイドラインによると主たる実習施設

は基礎看護学、成人看護学の実習を行う施設で

あり、入院患者３人に１人以上の看護職員が配

置されていること、ただし、看護職員の半数以
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上が看護師であることと規定されている。その

ほか、病院組織の中で看護部門が独立して位置

づけられていること、看護部門としての方針が

明確であることなど細かく要件が規定されてい

て、大変ハードルの高い要件であるなと思って

読んでみております。 

  その中で、主たる実習以外の実習施設におい

ても、訪問看護ステーションについても要件が

規定されておりますが、まず主たる実習先とい

うのは今どのように検討が進められて、協議が

進められて、整理・準備状況を伺います。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 主たる実習

施設でございますが、新庄市の場合、新庄市立

の病院を持っておりませんので、これまでも管

内の医療機関、福祉施設等のほうに実習したい

というような考えを示してきたところでござい

ます。その中でも、主たる実習施設としては、

県立新庄病院のほうにお願いしたいと考えてい

るところではありますが、現在、全員協議会の

ほうでも報告させていただいたとおり、県立新

庄病院との具体的な協議は進んでいないところ

でございます。 

  以上でございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） もう準備をしておかな

ければならないわけです。そうすると、具体的

な協議が進まない理由としてはどういうことな

んでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 県立新庄病

院との実習あるいは非常勤講師の依頼の部分で

の協議の状況でありますが、現在、県立新庄病

院を所管しております県の県立病院課のほうへ

実習計画案、カリキュラム案の説明、報告、相

談を行っているところです。県立病院課のほう

からは、県の窓口が、私どもの看護学校に対す

る窓口が一本化されておりまして、まずは県の

地域医療対策課のほうでの協議を進めるという

ような形になっておるものですから、県立病院

課のほうへは地域医療対策課との協議状況をお

示ししながら御相談しているところなんですが、

今後地域医療対策課との協議の進捗状況も踏ま

えながら、具体的に詰めていきたいと考えてお

るところでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 育成していく上でこの

主たる実習施設というのが大変重要なわけです。

それは、看護教育をしている学校でどなたも認

識していることです。地域医療対策課のところ

が窓口というんですか、その先に進んでいかな

い理由が何らかあるのでしょうか。協議してい

ます、していますというのはわかるんですが、

その協議がこういう話になっていかないという

理由があるんでしょうか、何か。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 地域医療対

策課との協議が進んでいないというような捉え

方はしておらないところでございます。今年度

に入りまして３回ほど地域医療対策課と協議し

ておりますが、地域医療対策課のほうへは我々

の、先ほど市長答弁もありましたいろいろな項

目についての進捗状況報告しながら相談し、助

言をいただいているところですので、それぞれ

につきまして少しずつ完成形が見えてきている
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というような形で捉えているところです。 

  ただ、そちらのほうの進捗状況が進みません

と、今申し上げました県立病院課との進展が進

まないというような形となっておりますので、

まずは地域医療対策課のほうとの協議を進めな

がら、並行して県立病院課との協議も行ってい

きたいと考えているところでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） それでは、地域医療対

策課において準備をすべきだと言われている、

明確に示せと言われている内容があるかと思う

んですが、どの点なんでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 先ほど市長

答弁の中で報告させていただいたところではあ

りますが、７点ほど、主な申請に向けた項目と

しては７点ほどが地域医療対策課と詰めていか

なければならないというような形で捉えている

ところです。その７点につきましては、市長答

弁にありましたとおり、まず教員確保の部分、

カリキュラムの部分、今議員から御指摘ありま

した実習施設の部分、施設整備の部分、実際の

学校現場におきます教育用品・図書の部分、学

校建設・運営における財政の部分、最後７点目

としまして学生確保の部分でございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） それでは、７点の中で、

そうしましたら、重要になるところと、一つ一

つ、学生確保についてなんですが、どのような

点が整備、整理が足りないということを認識し

ているところでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 学生確保に

つきましては、まず、基本構想の中で定員30名

と定めておりまして、これまでも私どものほう

で定員30名、１学年の定員30名確保していきた

いというようなことでお話し申し上げてきたと

ころでございます。その手法としましては、地

元の高校生のみならず、通学圏域となっており

ます隣接地域からの高校学生の確保、あるいは

社会人枠、推薦枠での学生の確保を行うことに

よって定員30名を確保していきたいというよう

な説明を県の地域医療対策課のほうにも述べて

きたところでございます。 

  地域医療対策課のほうからは、学生の確保で

きるかというような部分で県としてのデータを

お持ちで、そちらのほうのデータでは、なかな

か新庄最上地区で30名という定員を確保するの

は難しいんではないかというようなお話をいた

だいているところでございます。あわせて県内

の公立の看護専門学校の状況も踏まえまして、

新庄市として定員30名確保したいということで

あれば確固たる根拠といいますか、説明資料と

いいますか、そちらのほうを準備してもらいた

いというような話を助言していただいておると

ころでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 根拠を説明しろという

ことですよね、根拠です。その根拠の準備とい

うのはどのようになっているのかということを

伺いたいと思います。課長窓口でしっかり話、

県ともされていると思うんですけれども、今年

度の山形県内の看護大学、専門学校含めて入学

状況がどうなっているのか理解されていらっし

ゃいますでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 
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下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 県の地域医

療対策課のほうに御相談に行った際に、県の会

議の中で看護師を確保するための関係者が集ま

った会議があるということで、そちらのほうの

会議の報告書をいただいたところでございます。

今、議員のほうからお話ありました県内の保健

医療大学あるいは専門学校等の入学定員に対す

る部分、あと実際の試験の倍率の部分のお話を

伺っておりました。その中では、先ほど御説明

したとおり、定員を充足していない学校がある

というようなお話を伺ったところでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 正式に申し上げますと、

今回大学２校については定員を満たしておりま

す。専門学校、県内で８校あります。この８校

に対して、これは定員割れを起こしております。

定員が満ちている学校もありますが、山形県全

体でその定員を均等にしますと、27名定員が不

足していると。１クラス分が定員割れを起こし

ているという結果になっています。 

  これについて、学校自体で定員割れが起きて

しまっている学校については大変苦労していら

っしゃるわけです、その学生確保に対して。学

生の学力というのは大変失礼ですけれども、ど

うしても国家試験100％を目指さないと学校運

営にかかわってくるわけです。そうしますと、

入学の段階で偏差値を設けて、その偏差値から

下がってしまう入学希望者であればどうしても

落とさざるを得ないという実態もあるわけです

よね、当然。そういったことを含めて学生確保

というのは、アンケートをして入りたい、入り

たい、入れるかもしれない、それではないと思

うんです。実際にデータを根拠として、民間の

看護学校経営しているところから言わせると、

中学生とか進路にかかわってこないところのデ

ータはナンセンスなんです。意味がないんです。

今後高校の２年生、３年生、自分の進路が見え

始めてきたところの生徒にどれほどの希望者が

いるのか。その数字で、この地域で運営をして

いけるのか、いけないのかということをはかっ

ていくと民間の設置者のほうから話を聞いてい

ます。でも、それだけでもなく、この地域での

100％を目指していけなければ運営が響いてく

るわけですから、先々において。そうしますと、

どういった学力のレベルであるのか、そういっ

たことも大きな根拠になってくるのではないか

と思っているんです。 

  ですけれども、市民説明会で市民に示された、

アンケートをとっています、このぐらい生徒が

いますという数字に対しては、専門家の方も市

民にはいるわけですから、そうしますと、納得

ができるデータではないわけです。この納得が

できるデータでないものを持って看護学校やっ

ていくのかといったときに、税金投入されて、

先々先細っていくようなことをされては困ると

いう、そういう意見が巻き起こってくるのは当

然なことではないかと思うんですが、今後、県

から示されている学生確保のデータについて、

どのような根拠を示していくつもりなんでしょ

うか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 県のほうへ

は、先ほども申し上げましたとおり、定員30名

を確保するために社会人入学、あるいは推薦枠、

あるいは通学圏域となります隣接地区からの学

生を確保することによって定員30名を確保した

いというようなことで御相談申し上げています

ので、県のほうに示している私どものデータは

管内の中学生、高校生にとったアンケートのデ

ータだけでございますので、今後社会人枠でど
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のくらいが妥当であるか、推薦枠でどのくらい

が妥当であるか、あと通学圏域となる隣接市か

らどのくらいの入学希望者が見込めるかという

部分のデータを作成しまして、県のほうにお示

ししながらまた相談していきたいと考えている

ところでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 大変重要なまず項目な

わけです、入り口という部分で。それをまだ根

拠を示されない、示すことができない。そして

甘いアンケート、甘いデータだ、今、というこ

とはお認めになられるかと思いますので、これ

をもって議会に対して、市民に対して、この学

校をつくります、この学校でいきますというこ

とは、現段階で言えない、できないんじゃない

かと私は判断をします。 

  次は、卒業後の就職先、今度は入り口に対し

て、卒業後の就職先、こちらのほうも非常に重

要な整理、整備すべきことだと思うんですけれ

ども、こちらのほうはどのようなデータを県に

示し、そして根拠、協議されているんでしょう

か。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 県のほうに

示していますデータにつきましては、５月に管

内指定福祉施設、医療機関等のほうにアンケー

トをとった結果、今後、年平均しますと10年間

で年平均で30名程度の採用計画があるというよ

うなアンケート結果のデータを示しておるとこ

ろでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） これも市民説明会で配

られたデータとほぼ変わらないということの理

解でよろしいのかなと思いますが、まず看護学

校を卒業、国家試験を受けて卒業した看護師、

新米看護師というのは、まず自分ひとりで介護

施設、訪問看護で働くことができるでしょうか、

できないでしょうか。そこの認識はいかがでし

ょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 看護学校を

卒業した後にそれぞれ医療機関、福祉施設等の

ほうに就職していただくことを想定しておりま

すが、例えば、看護学校を３月31日に卒業して、

４月１日から、医療機関なり福祉施設なりに既

に勤めておるベテランの看護師さんと同じよう

な働きをできるかといえば、それはほぼ不可能

に近いというような形では捉えておるところで

ございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） これは教育者も口をそ

ろえて言いますけれども、国家試験を合格した

ばかりの新米看護師には、自分ひとりで介護施

設で働くということは、訪問看護も含めて、こ

れは無理ですと。まだまだエビデンスが足りな

い、臨床現場におけるということです。そうし

ますと、そういった施設に働いてもらおうと思

う場合、病院の場合は先輩看護師がいますので

指導できると思うんですが、そういった施設に

働いてもらおうと思った場合、新庄市として、

育成をするわけですから、税金で。そうして、

その先に地域で働いてもらうわけですから、そ

の働く場所に対しての支援等が必要になってく

ると思うんですが、そのあたりの具体的な整理、

整備の状況というのはどのように検討されてい

るんでしょうか。学ばせて出せばいいというも

のではないです。税金を使います。 
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田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 就職した後

にすぐスキルアップするのはなかなか難しい部

分がございますので、そういった部分について

は、やはりこの地域の医療機関、福祉施設単体

でそれぞれ新しく就職なさった新人の方を教育

するというような部分は、かなり難しい部分が

あるのかなというふうな形では捉えているとこ

ろです。現在も県立新庄病院のほうで県立新庄

病院に就職なさった新しい看護師さんにつきま

しては研修、スキルアップのための研修等を行

っているということでお話をお聞きしておりま

すが、それについても、管内に就職しました新

人の方も、県立新庄病院の新人の方だけでなく、

管内の医療機関、福祉施設に就職なされた方の

研修、スキルアップも県立新庄病院のほうで行

っているというお話を聞きますので、それぞれ

の医療機関、福祉施設等で単体でなかなか新人

の方を教育する、あるいは育てることができな

いというような場合は、そういった形の県立新

庄病院で行っているような形の研修会を利用し

てもらえばというような形でも考えております

し、最上看護師確保推進ネットワーク協議会で

も管内の新人さんに限らず、もう既に働きにな

っている看護師さんの研修会等を合同で行って

いるということもございます。 

  あと、私どもとしましても、今議員のほうか

らお話ありました、卒業したら終わりというこ

とではなく、看護学校を卒業した看護師が、こ

の地域で地域医療に貢献できるような看護師に

なるための支援、助成、措置については今後検

討してまいりたいと考えております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 入り口はつくったが出

口がまだこれも甘いということだと思います。

卒業しても新米看護師には、やはり急性期病院

であったり、総合病院のようなところで実践を

積んでいくということが非常に大事です。そう

しますと、在学中の実習の段階から、ここで、

この地域で学べないものをほかのところで実習

地を選ぶことがもうできますから。選んで出て

いくという結果になっていくのではないかと。

そうしますと、出口の部分についても今からき

ちんと計画をして、きちんと示されるようにな

っていなければ、つくる意味、つくっても流出、

若者の人口定着といっていますが、流出に拍車

をかけていくという結果になるのではないかと

思っています。 

  時間がないんですが、例えば、富士吉田市で

は、人口は富士吉田市４万9,000人、新庄市と

余り、ちょっと１万人以上多いですけれども、

開校して23年たっていまして、過去10年間、国

家試験合格率100％、それでも定員割れをして

います。そして、これまで635人の卒業生を輩

出して、そのうち220人が市立病院に勤務して

います。市周辺地域の総合病院に149人、そし

てほかの県内病院に161人、県外病院に51人、

保健師、助産師などの資格取得のための進学者

が54人いるんですが、その多くが資格取得後、

地元富士吉田市に戻ってきているという誇らし

い話を、誇りを持って職員の方が話をしてくだ

さいました。こういった目標を持って、どのよ

うにして出口をつくっていくのか、こちらもき

ちんと整理、整備していただきたいと思います。 

  そして、外部講師、非常勤講師についてなん

ですが、こちらのほうは、準備状況はどのよう

になっているでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 外部講師に
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つきましては、関係の医療機関のほうにお願い

したいと考えておるところでございます。具体

的には、地元の医師会、歯科医師会、薬剤師会、

あと学校のほうには看護の専門分野だけでなく

一般教養科目もございますので、そちらのほう

も県内の大学あるいは教えられるような資格を

持った方を現在想定しておるところでございま

す。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） まず地元の医師会とい

うことで今課長おっしゃいました。地元の医師

会との協議というのはどのように進んでいるん

でしょうか。大変重要だと思います。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 全員協議会

の際も御報告させていただきましたが、医師会

の会長のほうと会いましてお話を伺っていると

ころです。その際に、建設に係る予算が可決さ

れた後、具体的な協議を詰めていきたいという

ようなお話を伺いましたので、そのような形で

今は捉えているところでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 課長、それは医師会長

の言葉ということの理解でよろしいんでしょう

か。医師会全体の、新庄の医師会の言葉として

捉えていいんでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 お話を伺っ

たのは医師会の会長でございますので、その際、

私どものほうで組織決定したか、会長個人とし

ての意向かということは、その際は失礼に当た

ると思いまして確認はしませんでした。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） そうしますと、医師会

からの協力が今のところはまだはっきりしない

という認識でよろしいということでしょうか。 

  そういった状態で、いろんな文書の中で、医

師会から協力を得ているという発言なり、文字

なり、散見するんです。その信憑性がどうなの

であるか、大変疑わしいと、はっきり言います

と。なんですが、今課長の発言であると、医師

会長からはそういった返答を受けているけれど

も、医師会全体としての正式な発言というのは

ないという理解でよろしいのかと思いました。 

  それで、この学校を地元に、地域に看護学校

を進めていく上で、ガイドラインの中でも大変

重要な位置を占めているのが地域住民の要請等

からの必要性とあるわけです。このことについ

て、どのような準備、整理していらっしゃるの

か伺います。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 今議員のほ

うからお話がありました部分は、指定申請に向

けました設置計画書の中でそのような項目があ

るということで理解してよろしいでしょうか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） そうですね、ガイドラ

インを読んでいただくと出てまいります。この

ところが非常に自治体立……。 

  以上です。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 
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     午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問申し上げます。 

  １番として、医療福祉従事者の不足を解決す

るために。新庄市立看護学校よりも給付型の奨

学金制度の充実が必要ではないかということに

ついてお聞きします。 

  その中の①として、市民に市立看護学校の事

業について市民説明会を行ったということです

が、これで本当に適正な情報提供がされたと認

識しているのかお聞きします。 

  ただいまの叶内議員の質問で、県全体の看護

師養成校は27名の定員不足だということがはっ

きりしました。新庄市立で30人、建てても入ら

ないかもしれないと県は予測しています。この

説明は説明会では一切なかったのではないでし

ょうか。 

  ２つ目、②として、市立看護学校で毎年30人

が看護師資格を持てるというのは市民にとって

確かに魅力的だと私も感じます。現在学校があ

る地域で地元に就職する人が約６割と言われて

おります。しかし、地元の開業医の皆さんの中

で看護師が不足しているという声は余り聞かれ

ないということです。また、介護事業所の看護

師をやっている方は、新卒の方を育てるのは現

場では難しいと言っています。 

  新庄市では看護師は不足しておりません。10

万人当たりの新庄市の看護師の数は、10万人当

たりにすれば看護師で1,232人です。県は1,017

人です。全国平均は905人です。新庄市として

は看護師は全国から見ても不足していない状況

です。町村は看護師が少ないと言えるかもしれ

ません。理由は医師が不足だからです。医師対

看護師の数は決まっていると思われます。最上

地域は看護師不足ではありません。医師不足を

解消できずに看護師を養成しても地元に就職は

できないのではないでしょうか。 

  ３つ目として、施設整備費約10億円で賄える

でしょうか。平成６年完成したある看護学校は

建設費が11億2,000万円、備品費約１億円だっ

たそうです。最近の建設単価の値上がりは加味

されているのでしょうか。機械類の見積もりは

どうなんでしょうか。運営費の講師料１万

5,000円掛ける500回分と予定しておりますが、

これは市立病院を持ち、医師が講師を兼ねてい

る酒田市の例から出している見積もりです。市

立病院を持たない新庄市で講師料が１回５万円

になるのではないかと心配する声があります。

講師料だけで相当な金額になると思われます。

交通費や食事代も必要かと心配されますが、ど

うでしょうか。 

  ④として、最上郡内で不足している医療人材

は医師９名、薬剤師４名、理学療法士５名、作

業療法士３名、看護師23名、准看護師８名、ほ

かに介護福祉士28名と、医療福祉人材関係では

当時の調査で市ではそのようになっていると発

表しています。全国平均から見ますと、最上地

域の充足率は医師で54.6％、薬剤師では55.7％、

看護師は85.5％です。医師、薬剤師の不足のほ

うが深刻ではないでしょうか。 

  この対策は、最上地域全体で地域に就職した

方には奨学金返済の免除制度や返済不要の給付

型奨学金で支援すべきではないでしょうか。今、

奨学金制度あると市長は何度も言っていますが、

今の制度は余りにも貧しい内容です。これを大

幅に充実させる必要があるのではないでしょう
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か。 

  ⑤として、全国看護師協会は高度化する医療

に対応すべく2025年には４年制にすべきと言っ

ているようです。４年制にする場合、あの場所

では無理となり、取り壊し、再度建設などとい

うことになりはしないのかお聞きします。 

  ⑥として、介護福祉士の養成学校が新庄市に

あります。ところが介護福祉士が28名も足りな

いという状況です。なぜ不足するのでしょうか。

高等教育機関というのがあるのになぜ不足する

のでしょうか。長時間労働なのに非常な低賃金

という待遇が低過ぎることが不足の原因ではな

いでしょうか。国に対して保育士や介護福祉士

の大幅な給料の引き上げを求めるべきだと考え

ます。それをやりながら、市独自の人件費引き

上げの取り組みが必要ではないかお聞きします。 

  ２つ目の大きな質問は、雪で困らない新庄市

にということです。 

  副市長初め、市長も、サービスは、学校つく

ってもサービス低下はさせないと何度もおっし

ゃっていますが、サービス低下ではなく、充実

してほしいというのが市民の切実な願いです。

サービスの充実こそ市民の定着には重要です。 

  ①として、市民の生存権を保障するために生

活道の問題についてです。 

  イとして、生活道の除雪は今３戸以上でない

としないと新庄市では言っています。でも、１

戸しかないけれども除雪するようしてほしいと

いう切実な声を上げている方がおられます。改

善すべきではないでしょうか。 

  ロとして、生活道は雪捨て場の確保がなけれ

ば除雪しませんと言われております。しかし、

新庄市道を考えれば、市の責任で除排雪が行わ

れています。生活道も市の責任で除排雪を行う

べきではないでしょうか。 

  ハとして、除排雪できない生活道の住民が生

活道の消雪のために井戸を掘り、消雪している

というところがありました。電気代が大きな負

担になっているとお聞きしました。せめて電気

代を市の負担にすべきではないでしょうか。 

  雪で困らない新庄市の２つ目ですが、道路除

雪の雪を間口に置かないという施策を始めてい

ただき期待しました。しかし、わずかの世帯で

ありまして、私もやってほしかったんだけれど

もだめだと言われたということで悲しい市民の

訴えがありました。道路除雪の雪を間口に置か

ない施策の対象世帯の拡充について考えていた

だきたいんですが、どうでしょうか。 

  ③として、毎年毎年旧教育センターの前の水

上がりがあり、さまざまやっていますが、高校

生も大変苦労しているという状況ですが、この

解消と千門町に水確保を続けていただきたいわ

けですが、その状況について要望にどう応える

のかお聞きします。 

  次に、旧萩野小学校の跡地に集会所兼避難所

として使える施設を整備していただきたいとい

うことです。 

  萩野小の跡地は星がきれいなところとして、

また蛍の生息する地区として住民が大切にして

おります。住民は給食室を残し、集会所兼避難

所として活用できる施設の整備を求めています。

萩野学園が避難所だといっているわけですが、

川が氾濫したら行けなくなりますし、児童館も

避難所だと市はいいますが、児童館は狭いです。

住民の地域活動を支える公共施設は地域づくり

のかなめではないでしょうか。 

  最後に、交通弱者の足の確保についてです。 

  ①として、市営バスを土日にも運行して利用

できるようにしてほしいという声がありました

が、それについての見解を伺います。 

  ②は、デマンド型乗り合いタクシーが必要で

はないかという質問です。 

  ③は、福祉タクシーの対象拡大と高齢者にタ

クシー券の復活をしていただきたいと、これは

何度も聞いているんですが、これは切実な高齢

者の声ですので、ぜひ真剣に取り組んでいただ
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きたいと思います。 

  以上、最初の質問を終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、医療福祉従事者不足に関する質問で

ありますが、まず、看護専門学校の市民への情

報提供についてですが、７月22日から８月１日

までの５日間にわたり、市内５会場で市民説明

会を開催し、看護師不足の現状と課題、看護専

門学校の開設に向けた取り組み、施設整備と学

校運営費の見込みなどについて説明しましたが、

掲示したデータについては適正なものと判断し

ております。説明会の中で寄せられた質問への

回答、意見や要望については、市の考えととも

にホームページに掲載しております。また、市

報においても同様の内容を抜粋して掲載する予

定となっております。 

  次に、看護師不足の現状についてですが、４

月に実施しました医療福祉施設等へのアンケー

トの結果から、開業医よりも病院や訪問看護ス

テーション、介護施設で採用計画が多く、病院

や施設などで看護師が不足していると認識して

おります。また、学生の就職先については、看

護師養成所を新規に卒業した学生の採用は希望

しますかの問いに対し、採用を希望すると回答

した割合は病院で100％、診療所で42.9％、介

護施設等では86.5％という結果でした。地元就

職の受け皿はあるものと見込んでおります。 

  施設整備については、設計、施工、備品調達

を一括発注して行う公募型プロポーザル方式に

より進めていきたいと考えております。建設単

価や設計の労務単価については最近の公共工事

の単価の推移を踏まえ、建設事業費で上限額を

設定し、費用も含め提案していただくものです。 

  運営費についても県内で同規模の施設を参考

に試算しておりますが、非常勤講師については

カリキュラムが決まってから具体的な依頼を行

う予定であり、正式な講師料についてはその際

決定することとなります。 

  現段階での試算では、県内他校や視察先の学

校を参考に積算しているところですが、全ての

授業を医師に依頼するものではありません。心

理学や英語といった一般教養科目では大学教授

や有識者に、薬理学や栄養食事療法といった専

門科目では他の医療職や看護師にも講師として

依頼いたします。また、講師料は１回１万円か

ら２万円程度を想定しており、交通費について

も試算しているところであります。 

  最上地域における医療従事者の不足率は議員

のおっしゃるところでありますが、実数として

多く不足している看護師について養成を図って

いく考えであります。地域医療体制の充実に向

け、看護師だけでなく医師不足への対応も重要

と考えており、最上地域保健医療対策協議会に

おいて、医学生研修会など医療従事者確保対策

事業を行っております。 

  看護師への奨学金制度については、現在行っ

ている看護師育成最上地域修学資金制度を看護

専門学校開校後は入学生を対象としたものに切

りかえ、制度充実に向け定住自立圏構想の第２

期共生ビジョンで協議していく考えであります。 

  日本看護協会では、看護師基礎教育の４年制

化を推進していることは存じております。しか

し、現行の法制度のもと３年制の専門学校を開

設することに問題はありませんが、将来的に４

年化が義務づけられた場合にも対応できるよう

施設整備計画を検討しており、建設用地で十分

に対応できるものと考えております。 

  次に、介護福祉士の不足に関する質問でござ

いますが、介護現場における人材の確保対策と

しては、最上郡内の介護事業所や高校などの教

育機関、行政機関などが構成メンバーとなり、

もがみ介護人材確保推進ネットワーク協議会を
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組織し、介護人材の育成、確保、定着、離職防

止を図るため、一丸となって取り組んでおりま

す。協議会のメンバーでもある新庄コアカレッ

ジでは、平成26年４月に介護福祉科を新設、平

成30年度までの卒業生は24人、うち22人が最上

郡内に就職し、地域の介護人材育成に大きく貢

献いただいております。 

  人件費の引き上げについては、市独自の具体

的な取り組みは行っておりませんが、介護職員

の確保、定着を推進するため、本年10月からの

介護報酬改定により現行の介護職員処遇改善加

算に加え、特定加算が創設されております。介

護現場の全体的な処遇改善が職員の賃金改善に

つながっていくもので、加算について各事業所

で算定申請していただくよう事業所に対する指

導などを引き続き行ってまいります。 

  次に、雪で困らない新庄市についてでござい

ますが、本市では市道除雪のほか生活道路除雪

や雪に強いまちづくり事業補助金制度など、住

民ニーズに合わせた支援策を準備しております

が、公共性や公平性を考慮し、原則として一定

の基準を設けた中で実施している状況でありま

す。近年加速する高齢化などの社会環境の変化

により条件を満たせないケースも増加してきて

おり、今後は実態の検証を行い、制度全体での

見直しを行っていくことが必要であると考えて

おります。 

  また、間口配慮除雪の拡充につきましては、

昨年度は24世帯で間口配慮除雪を実施しており、

前年度より２世帯増加しております。そのほか

にも高齢者向けの支援事業として、融雪マット

の支給や玄関前除雪など、約360世帯で実施し

ております。道路条件などにより物理的に実施

が困難な場合もございますが、今後も引き続き

福祉サイドの支援制度と連携を図りながら雪に

困らない新庄市を目指してまいりたいと考えて

おります。 

  続きまして、旧教育センター前の水上がり解

消と千門町の水確保についての御質問にお答え

させていただきます。 

  旧教育センター前の流雪溝につきましては、

毎年水上がりが発生し、関係者皆様へは御不便

をおかけし申しわけなく思っております。現在

水上がりの原因となる構造的にふぐあいのある

箇所の改良工事を実施しており、降雪期までの

完成を予定しております。水上がりの要因とし

ては、施設の構造的な問題によるもののほか、

降雪量や気温、吹雪などの気象条件や投雪時の

利用方法などが考えられ、決して流雪溝は万能

な施設ではございませんので、利用者相互の御

理解や御協力が大切と考えております。当地区

は現在のところ流雪溝利用組織は設立されてお

りませんので、今回の改良工事を機に関係者皆

様と流雪溝の円滑な利用に向け、話し合いを進

めてまいりたいと考えております。 

  また、千門町地区の水確保につきましては、

これまで水上がりにより流雪溝用水の供給が途

絶える状況にありましたが、今回の流雪溝改良

工事の実施により緩和されるものと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  次に、交通弱者の足の確保についての御質問

でありますが、現在、市営バスとして土内線４

便、芦沢線２便、まちなか循環線８便の計14便

を運行しておりますが、いずれも平日月曜日か

ら金曜日までの運行となっております。 

  本市の市営バス運行事業につきましては、交

通弱者と言われる高齢者や障害者の方、もとも

と運転免許証を持たない方、児童・学生、さら

に免許返納された方などに日々の生活での移動

手段として利用していただくことを想定してお

ります。土日は家族で送迎される方が多くおら

れることもあり、現時点では平日のみの運行と

しておりますが、本年７月に実施しましたバス

利用に関する意向調査でも休日の運行を希望し

ている方がおられましたので、ニーズ調査をし
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っかり行った上で今後検討してまいりたいと考

えております。 

  次に、デマンド型タクシーの必要性に関する

御質問でありますが、今田議員の御質問の中で

もお答えさせていただいておりますが、本市に

おきましては、平成30年３月に策定いたしまし

た新庄市地域公共交通網形成計画において公共

交通空白地域を解消するための一つの手法とし

てデマンド型交通の導入を検討していくとして

おり、既に導入している自治体から情報を収集

し、運用における実情の把握を行っているとこ

ろであります。その中でさまざまな課題も浮き

彫りになっておりますので、どのような手法が

本市に合ったデマンド型交通であるか、引き続

き研究が必要であると考えております。今後も

市民ニーズや市内タクシー会社の状況、他市町

村の状況を踏まえた上で、より利用しやすい公

共交通の確保とさらなる利便性の向上に向けて

取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、交通弱者の福祉タクシー対象拡大とい

うふうなことで、本市のタクシー券交付事業は

昭和57年から始まり、現在は身体障害者１級と

２級、また３級のうち移動が著しく困難な方、

療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級を所

持する方に対し、申請により交付しております。

交付条件を満たす方は現在1,004人で、昨年度

の申請件数は198件、それ以外の移動支援に係

る申請を行った方が88件でした。今年度は９月

末時点でタクシー券が162件、それ以外が81件

となっております。 

  高齢者へのタクシー券の助成につきましては、

本市では高齢者通院タクシー利用事業として平

成16年まで実施しておりましたが、現在助成は

行っておりません。昨年度は通院などの市内の

移動手段として市営バスまちなか循環線を運行

し、交通の利便性向上を図っています。しかし

一方で、バス路線の届かない地区があることも

承知しております。 

  障害者や高齢者の社会参加促進の観点から移

動手段確保は重要な課題であり、今後さらにそ

の重要度は増すものと認識しております。引き

続きニーズ把握に努め、市の交通政策との連携

も図りながら、有効な移動手段や助成対象拡大

などについて研究してまいりたいと考えており

ます。 

  以上、私からの答弁は、壇上からの答弁は以

上といたします。萩野小跡地の集会所等につい

ては教育長より答弁させますのでよろしくお願

いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 それでは、旧萩野小学校跡地利

用に関しましては、平成30年３月に旧萩野小学

校跡地利用検討委員会より、既存の施設を再利

用した地域の活性化につながるコミュニティー

の拠点整備、クランク状の市道の拡張とクラン

ク解消、グラウンド等を活用したスポーツ広場

整備などを内容とする旧萩野小学校跡地の利活

用に関する要望書をいただいており、現在も跡

地利用検討委員会と継続して協議を行っている

ところでございます。 

  御質問の給食室を残し、集会所兼避難所への

施設の整備に関しましては、近接する萩野児童

センターが指定避難所となっておりますので、

当該跡地に指定避難所を設置する考えは基本的

にはありませんが、集会所としての再活用への

施設整備につきましては、跡地利用検討委員会

において給食室を再活用するべきか否かといっ

た部分を主とした協議が継続されております。

跡地活用に係る地域としての考えをまとめるた

めの調整を図っておられるところであり、現在

はその動きを見守っている状況でありますので、

御理解をいただければと存じます。 

  なお、特に老朽化が激しい校舎棟、体育館棟、

プールに関しましては、本年７月より解体工事

に着手しており、地域の要望として百寿の石碑
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を含む周辺の自然環境の保全などにも配慮しな

がら作業を行っております。また、市道の直線

化についても担当課と連携しながら今後実施す

る予定としております。 

  今後もよりよい跡地の利活用のため関係各課

と連携をとりながら全庁的に検討を行い、地域

との合意形成を得て進めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解いただきたいと存じます。 

  以上であります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 後ろのほうから再質問

したいと思います。 

  高齢者タクシー、福祉タクシーの対象拡大、

高齢者タクシー券の復活ということについて、

今はやっていないということでした。これは財

政難ということで、大変喜ばれていたものでし

たけれども、これが全くなくなって今に至って

おります。財政がよくなったと市長はおっしゃ

っている。そして自分の報酬も最初のころに比

べてもとに戻して大変高い報酬に戻っている。

そういう中で、市民がとっても困っている高齢

者のタクシー券のないこと、そのことについて、

やっていないというままで本当にいいのか。基

金は21億円にも、自由に使える基金がなる中で、

これほど困っている市民の、高齢者の立場に立

ったらやるというのが当たり前じゃないかと思

うんですが、どうですか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者

のタクシー券につきましては、議員がおっしゃ

りますように平成16年度で終了した事業でござ

います。当時の財政事情によるものが大きかっ

たと思いますけれども、そのほかにも事業効果

の点で、事業効果が薄いということで終了した

というふうに聞いておりました。現在ですけれ

ども、さまざまの公共交通網整備に取り組んで

いるところでございますけれども、他市の状況

と比較しましても障害者、高齢者あわせて、タ

クシー券ということで見ますと、決して十分で

はないということは認識しております。 

  障害者につきましては、平成28年度から１枚

当たりの金額を引き上げたり、それから対象者

を拡大ということで取り組んでまいりました。

それから、使いやすいようにということで、１

枚当たりの金額を小さくしたりということでこ

れまでいろいろ工面してきたところですけれど

も、申請者の率、それから利用率というところ

で低く推移してきたところです。 

  高齢者のタクシー券につきましても、他市の

状況とも比べてということもありますけれども、

公共交通が隅々まで届いていないということは

承知しておりますので、その辺も考え合わせな

がら、また全体での財政のバランスの中、民生

費の中の優先順位等もございますけれども、そ

の中で拡大に向けて取り組んでまいりたいと思

っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  ぜひ、財政がよくなったというのを市民要望

に向けて、言ってよかったな、住んでよかった

なと思えるような新庄市にすることこそ定着に

向けた大事なことだと思うんです。よろしくお

願いしたいと思います。 

  市バスについて、土日利用希望あるというこ

とで検討ということですが、どうですか。もう

一度やる方向でお願いします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 市営バスの土日運行とい

うことですけれども、例えば、土曜日、日曜日

両方やるのか、それとも土曜日だけというふう
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な形でもっていくのか。また、その乗られる方

はどういう方なのかということを調べていかな

いと、例えば、ターゲットはこれまでどおりの

高校生なのか、それとも土日来られる観光者も

対象としたものになるのか、それとも高校生の

移動等があるのでそちらのほうに合わせるのか

ということで、要望、ニーズもそうですけれど

も、ターゲットをどこにするかというところを

調査していかないと、ただ土日走らせるだけで

は乗っていただけない可能性もありますので、

その辺のニーズ調査を行ってからの対応とさせ

ていただきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 具体的には仁田山にい

らっしゃる方で、ひとり世帯でした。障害を持

っておられました。その方が月から金曜日は作

業所に行っているけれども、買い物に行くため

に車もないのでバス使いたいけれども使えない

んだという、そういう、この方も切実な声でし

た。そういう方から、そういう市民の声こそ大

事にして、じゃあそちらに何とかしようかとい

う対策を考えるべきだと思うんです。それが住

民の人権を守ることだと私は思うんです。そう

いう立場から、この方がどうやったら買い物に

行けるか、ぜひ相談に乗るぐらい、タクシーか、

それともバスか、そこにそういう細かい対策が

必要だと思いますので、ぜひお願いします。 

  次に、萩野小の跡地の活用の問題ですが、住

民の萩野本村の方々が会をつくって、こういう

私が言った要望をしているわけなんです。そう

いう意味で、地域のまとまりを見守るという答

えがありましたが、本村ではまとまっておりま

す。そういう意味で、その方々の意見を十分尊

重して、地域を大事にしていくこと、このこと

が人口減らないようにする大事なことだと思う

んです。自治として彼らがやっていることを支

援する、その立場はないか、どうですか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 その立場はご

ざいます。 

  実際に、今議員がおっしゃられたその委員会

につきましては、萩野本村だけではなくて二枚

橋であるとか、土内であるとかといった萩野小

学校区全ての区長方ではないかなと思うんです

が、その方々も入ってございます。 

  実際に、ただいま旧萩野小学校の校舎棟など

を解体を行っておりますが、その解体を実施す

る前に、実際どうなんでしょうというふうなこ

とで私も確認をさせていただきに参りましたが、

議員がおっしゃるには萩野本村はまとまってい

るというふうなお話でありましたが、私が行っ

た際には、本村全てがまとまっているような雰

囲気ではなかったというふうに受け取ってござ

います。私が真ん中に入って、要る、要らない、

管理するから必ずそれが要る、いや要らないん

じゃないかという話が交錯しておりまして、実

際にはこの解体工事に入る際にも、今の委員会

のほうの考えがまとまっていない状況では、そ

れを無視した形で給食室を解体していくことは

できないので、それを残した形でほかのものを

解体していくといったお話をさせていただいて

おります。 

  その解体、ただいま作業中でありますが、こ

の解体作業中に再度何とか本村だけでも話をま

とめていただければなというふうに感じており

ます。実際にやっていくという方々が、私が見

たところでは三、四人の方々なのかなと思って

おります。この方々たちにお任せ、運営も含め

てお任せしていいのかなというふうにも感じる

んですが、ただ、そうした場合に、その施設自

体が今後10年、20年続けていけるのかなという

ちょっと心配がありまして、私どもとしても第



- 151 - 

一歩踏み出すちょっと勇気がない状況です。 

  なお、そんな状況ではございますが、その地

元の方々と何とか方向性を見て、この跡地のほ

うの活用を図ってまいりたいなと考えておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。ぜひ地

域の声よく聞いてお願いいたします。 

  次に、雪で困らない新庄市にというときに、

見直しは必要だと、実態検証し、全体で見直し

必要という答えはもらったと思っています。 

  大蔵村では１軒でも除排雪をやっているとお

聞きしました。地域の現状に合わせて排雪も村

でやっているということです。小型ロータリー

やタイヤショベルなども使ってということであ

りますので、こういういいところを学んで、ぜ

ひ生活道であって、いろんな条件つけないで、

ぜひ除排雪をやるようにお願いしたいと思うわ

けです。 

  それから、井戸と水のことですが、真剣に消

雪の、共同の井戸で消雪しているのは宮内３区

１組でした。15世帯もあります。ここの電気料、

これは共同でやっているところについては電気

料は見るべきだと私は思うんですが、どうでし

ょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 地域での除雪、融雪に関

する作業に対しての助成、支援についての質問

だと思います。 

  現在でも新庄市雪に強いまちづくり補助金制

度などもございまして、そちらにつきましても、

一応条件というものはございますが、10軒以上

で融雪設備を設置されているもの、費用に関し

まして助成金の支援制度がございますので、ぜ

ひ担当のほうに御相談いただきまして、対応に

ついて御協議いただければと思います。 

  なお、生活道路の除雪に関しましても、一定

の条件を持って除雪に入っている制度はござい

まして、申請の当時はその条件を満たしている

ところも、満たした条件で対応させていただい

ているものもございましたが、近年の高齢化に

合わせまして、世帯数が減ってきたりしている

部分につきまして条件に合わなくなっているよ

うなところもございます。こちらにつきまして

も、先ほど市長からの答弁にありましたように、

制度の見直し等の必要性も感じているところで

はございますので、こちらにもあわせまして制

度の改正の検討を進めていきたいと考えており

ますので、御理解いただければと思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

下山准一議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 ただいま都市整備課長答弁いた

しましたが、ちょっと誤解を受けるとあれなの

で。皆さん共同で消雪の施設を整備、いわゆる

建設といいますか、整備される際は雪に強いま

ちづくりの事業補助金の活用があるんですが、

できた後の維持管理につきましては、新庄、豪

雪地帯だということで、それぞれの新庄市民の

方がいろいろ工夫とかされていまして、例えば、

井戸水を活用した消雪、あるいはいろんな融雪

施設などをつくったり、それぞれ御負担をいた

だいてやっていただいているわけで、そういう

中で、通常のできた後の、いわゆる維持管理の

電気料等については、やっぱりこれは基本的に

はそれぞれの御家庭で御負担いただくものとい

うふうに考えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 宮内３区１組というと

ころの生活道に市道があるわけで、市道の除雪

のときの雪がどかっとこう置かれて、それも手

で、生活道に入るために手作業でやらねばなら

ないというのは、それは大変なので、ぜひ都市

整備課として市道除雪、生活道のところ、せめ
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て雪は置かないぐらいはやっていただきたいん

ですが、どうですか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 市道の除雪の堆雪場所の

件かと思います。こちらにつきましても、市道

除雪に関しての雪の堆雪場所につきまして、状

況に応じて排雪等の作業も実施しているところ

でございますので、あわせましてパトロールを

充実させながら、市民の生活に支障にならない

ような体制を検討していきたいと思っておりま

すので、御協力のほうをよろしくお願いしたい

と思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生活道の除雪のことで、

市道の後ということはわかりますが、しかし、

遅くなってしまって、結局仕事に出られなかっ

たという、そういう声も聞かれました。それで

は、生活道であっても仕事に出る人たち、学校

に、あるいは通学の人たち、車でとにかく出ら

れるようにするためには除雪、遅くとも７時前

までに終わってもらいたいというのが生活道の

ある方からの声でしたが、どうですか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 生活道路の除雪制度につ

きましても、市道と同じ条件で出動の命令が出

る体制をとっております。大雪などの場合、時

間がかかる場合もございますが、可能な限り７

時半までに除雪完了するように体制を整えてい

るところでございます。御理解をいただければ

と思います。（「優先順位があるって、優先順位

があるから遅くなるんだってことをきちんと説

明しないと。同時に発令するよ。そこをきちん

と説明しないとだめだ」「遅くなる。ほぼ…

…」の声あり） 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 ちょっと説明が不十分だ

ったと思います。 

  発令は同じ時間帯に出ますけれども、主要道

路の優先度からあわせまして実施をしていると

ころもございますので、若干遅くなる部分もあ

るかと思いますけれども、御理解をいただけれ

ばと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生活道も同じ憲法の中

で生活している立場でありますから、仕事がで

きるように、出かけられるようにという配慮は

必要だと思うんです。ぜひ仕事の前に除雪が終

わるように指導していただきたいと思います。

お願いします。 

  それから、次に、看護学校の問題についてで

すが、先ほども言ったように、叶内議員の質問

の中で、県は各専門学校が27名の定員不足にな

っていると。新庄市立で30人、建てても入らな

いと県は予測しているわけです。これはどう見

るべきなのか。私はやめたほうがいいと思いま

すが、どうでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 先ほど叶内

市議の質問の際も御説明申し上げたところであ

りますけれども、県で示しております資料によ

りますと、定員30人確保についてはどうなのか

ということを県から問われているというのは事

実でございます。私ども、それに対しまして定

員30人は堅持していきたいということで、県の

ほうに先ほど申し上げたような形で説明してい

るところです。県内看護学校の定員割れもある

というようなことも十分県のほうから御説明い

ただきまして認識しているところではあるんで
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すけれども、先ほども申し上げたとおり、定員

30人の根拠について再度県のほうに示しながら、

また御相談申し上げていきたいと考えていると

ころでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市長は建てるのが先な

んだというふうに街頭演説したそうですが、建

てることをやったとしても、生徒は入らないか

もしれない。もしかして入ったとしても、地元

でやはり給料が安いために遠くの、例えば、東

京などは特に足りない、首都圏や大都市が看護

師がここよりも物すごく足りないと言われてい

る中で、給料を高く設定し、就職で引っ張ると、

これは目に見えております。そういう意味で、

市の試算では、年間１億3,000万円から4,000万

円赤字で市の負担になるというふうに言ってい

るわけですが、これが地元に、例えば、もしか

して10人残ったというふうにあったとしても、

１人1,300万円にもなるわけです。もしかして

１人しか残らなかったなどということになれば

１億3,000万円も１人にかけたようなことにな

ります。１人残すために。ばくちのようなお金

の使い方ではないですか、これは。どうですか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 これまで試

算ということで議会のほうにお示ししてきまし

たけれども、単年度では8,000万円の不足が生

じる。あと償還金の部分も入れますと、単年度

で１億1,500万円というふうな形で試算してい

るということで申し上げてきたところでござい

ます。 

  あと、看護学校の出口の部分でございます地

元就職の部分ですが、県内の公立看護専門学校

のほうの定着率を見ますと70％ほどというよう

な形になっておりますので、今議員が申し上げ

たような、仮に１名とか、あるいは15名とか、

可能性としてはあるかもしれませんけれども、

私どもそういった形では捉えていないところで

す。地元に就職していただくために給料等の待

遇改善、そういった部分も当然必要だとは思っ

ておりますけれども、これまでも説明してきた

とおり、そういった給料だけで就職先を選ぶ学

生が多いかと言われれば多くはないというよう

な形で捉えておるところです。地元に就職する

場合は実習した施設がよかったとか、先輩から

の情報によるとか、先ほど叶内議員の質問にも

ございましたけれども、就職後の地元でのスキ

ルアップを図れる研修体制が整っているとか、

そういった形で給料以外で選ぶ学生も多くおら

れますので、その点だけを捉えて論じるのは誤

りがあるかと捉えております。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５１分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

佐藤文一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、佐藤文一君。 

   （９番佐藤文一議員登壇） 

９ 番（佐藤文一議員） 議席９番、市民・公明

クラブの佐藤文一です。 

  通告書に従い、大きく３つほど質問させてい

ただきます。よろしくお願いをいたします。 

  まずは、市内中学校、小中一貫校も含めてと

なりますが、部活動のあり方について質問いた
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します。 

  現在、少子化の問題により学校の生徒・児童

が減少しているということは皆さんも御存じの

とおりとは思いますが、それにより教員の減少

イコール部活動の顧問の先生の減少により、あ

る中学校では幾つかの部活動の廃部または廃部

に向けての入部停止が始まっております。その

ことについて、子供たちのやりたいスポーツが

できない、夢を諦めなければならないと保護者

の間で問題視されております。事実、ある生徒

はこのたびの中学進学の際、このままの中学校

ではやりたい部活がなくなるから違う学校区を

選んだという話も聞いております。 

  今後、このままの状況であればさらに生徒数

は減少し、それに合わせ教員の数も少なくなる

ということは簡単には避けられないことだと思

います。それを踏まえ、現在の各中学校の部活

動の状況、そして、今後新庄市としてはどのよ

うな考えでいるのかをお伺いいたします。 

  次に、医療的ケア児、重症児の今後の支援、

対策についてお伺いいたします。 

  2016年、今から３年前ですが、障害者総合支

援法が改正され、医療的ケア児を支援すること

が自治体の努力義務となりました。近年、これ

まで救えなかった命が医療の進歩により救うこ

とができる時代となった一方で、障害が残る子

供が急増している状況です。全国的に出生数が

減少している中、医療的ケア児は10年前と比べ

約２倍の人数となり、全国で約１万8,000人、

山形で約120人いるということです。新庄市も

例外ではなく、そのような子供がふえているの

が現状です。その子供の親御さんたちは仕事も

できず、一日中子供のケアに追われ、中には睡

眠も満足にとられないという方がいられるそう

です。そんな中、健康な兄弟の運動会、学校行

事などがある場合、短期的に預けるにしても、

今現在、県内では上山でしか預かってもらえな

い、１日預かってもらうのに３日がかり、また

状況によっては預かってももらえないことがあ

るとのことでした。 

  国では今年度の予算案が閣議決定され、医療

的ケア児等への支援にかかわる事業、補助金も

多数出され、明確になっております。市長の掲

げる「障がい者にやさしいまちづくり」とは若

干ずれているかもしれませんが、今後そのよう

な家庭に新庄市としてはどのような支援、対策

を考えているのかお伺いいたします。また、新

庄市、最上郡にはそういうような子供たちが何

人いるのか、把握しているのであれば教えてい

ただきたいと思います。 

  最後の質問、このたびの市長選にて公約に掲

げられた中に、企業の人材確保に支援メニュー

の強化というものがあります。そのことについ

て質問をさせていただきます。 

  新庄では、数年前まで就職難、就職氷河期と

言われた時期が終わり、現在では人口減少、人

手不足、人材不足という言葉が飛び交うように

なりました。新庄中核工業団地への14社の企業

誘致に合わせ500人の新規雇用はあったものの、

各種産業全てにおいて人手不足は否めません。 

  そんな中、安倍首相からは、昨年６月、2025

年までに50万人超の外国人の労働者の受け入れ

を目指すという発表がありました。ここ新庄で

も外国実習生制度を活用し、労働者不足に対応

しているところもふえてまいりました。しかし、

やはり外国人とは言葉の壁、文化の壁があり、

すぐには仕事に打ち解けられないという課題も

よく耳にします。管理監督も含め、やはり日本

人の人材が必要という声が圧倒的です。 

  そこで、今回公約に掲げられた企業の人材確

保に支援メニューの強化の内容について、詳し

くお聞かせいただければと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきますが、教育関係のことに

ついては教育長より答弁いたしますので、その

次の答弁からさせていただきたいというふうに

思います。 

  初めに、医療的ケア児、重度障害児の支援に

ついての御質問でございますが、御指摘のよう

な背景のもと、医療的ケア児の支援は全国的な

課題となっており、テレビで特集が組まれるな

ど、マスコミによる問題提起も盛んに行われて

います。市内でもこうしたお子さんが数名いら

っしゃり、親御さんが大変御苦労なさっている

ことは親御さんから直接あるいは事業所関係者

などを通してお聞きしております。 

  人工呼吸器の使用やたん吸引、経管栄養など

医療的なケアが日常的に必要なお子さんの支援

事業所には専門的な知識や技術を持つ専門職が

求められること、また、心身の状態や必要な支

援が多様化し、これまでなかったような支援を

必要とするケースも生まれ、そのための体制整

備が進んでいないことなどの課題に対し、さま

ざまな機関で検討が進められております。 

  当地域で医療的ケア児が利用できる事業所が

少ない現状は御指摘のとおりですが、昨年度か

ら法制化された共生型サービスとして、市内の

介護事業所が医療的ケア児の受け入れを始めた

り、隣接自治体の障害者入所施設が医療的ケア

児の一時預かりのサービスを始めたりといった

動きも出てきております。 

  また、県内４地区それぞれ保健、医療、福祉、

教育、行政など関係者が一体となってサポート

体制を構築する医療的ケア児支援連絡会が昨年

立ち上がりました。さきに述べましたように、

多様化する支援ニーズ全てに対応するのはいま

だ困難な状況ではありますが、親御さんの声に

耳を傾け、関係事業所との連携を深めるととも

に、こうした会議の場も最大限活用しながら支

援の充実に努めてまいります。 

  次に、企業の人材確保支援メニューの強化に

ついての御質問でありますが、全国的な課題で

ある企業の人材不足につきましては、本市も例

外ではなく、多くの市内企業より人材確保に苦

慮しているとの声が上がっている状況です。企

業の人材確保の一助とするため、市では中学生

の企業体験会Shin-jobや高校生の企業見学バス

ツアーなど、若者が地元を離れる前に地元企業

の魅力に触れる機会の創出に努めてきたほか、

学生と市内企業とのマッチング促進のため、平

成29年度より学生トライアル雇用奨励金を開始

しており、この制度は、学生が夏休みや春休み

の期間を利用して市内企業に10日間以上就労体

験した場合、その賃金の２分の１相当額を市が

奨励金として企業に支払うものでございますが、

その制度を活用して就労体験した学生１名を来

年４月から採用することが決定したとのお話が

今般企業よりあったところであります。 

  さらに、昨年７月には産学金の各種団体と連

携して設立した人材育成推進確保対策協議会に

おいて、若者の地元定着、回帰を目的とした各

種事業に着手しておりますが、昨年12月、最上

管内の高校を卒業した若者が多く進学している

仙台市において、高等教育機関の学生及び進路

担当教員を対象に市内企業の情報を発信するセ

ミナーを開催したところ、実際に出展した市内

企業へのＵターン就職が実現するなどの成果が

得られました。 

  今後はこれらに加え、外国人に焦点を当てた

新しい取り組みを実施して、企業の人材確保支

援を強化していく考えです。既に市内企業に勤

務している外国人を対象とした市内の観光地を

回るバスツアーを人材育成推進確保対策協議会

において今月開催する予定です。参加者に本市

の魅力を伝えることで本市の情報を本国へ発信

していただくことが期待されるほか、参加者の

意見を頂戴して今後の施策に反映させる貴重な

機会と捉えております。 
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  また、外国人を雇用している企業からは、日

本語の能力向上や生活習慣の習得が課題である

との声が寄せられております。こうした中、新

庄コアカレッジで外国人向けの日本語講座の再

開に向けた準備が進められておりますので、市

として支援策を検討したいと思います。 

  以上、申し上げましたとおり、企業の人材確

保支援を強化していくことで雇用、交流、観光

の拡大につなげてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 それでは、市内中学校等の部活

動の問題についての質問にお答えします。 

  本市の義務教育学校を含む中学校の生徒数に

ついては、今年度の小学１年生が中学生になる

令和７年には、本年５月１日現在と比較し、生

徒数が160人程度、学級数が９つ、教員定数も

13減少する見込みとなっております。このよう

な数字を見ましても、大幅な生徒数、教員数の

減少は部活動の運営、継続に大きな影響を及ぼ

すものと教育委員会としても捉えているところ

です。学校現場においても、このような現状と

今後の子供たちの活躍の場などの課題から、市

校長会において、本年７月に市内中学校等にお

ける多様な部活動等のあり方の提言をまとめま

した。 

  これを受け、教育委員会として、９月に市体

育協会、かむてんスポーツクラブ、スポーツ少

年団の代表、中学校長を参集し、検討会を開催

しました。その中で、学校における部活動や地

域のスポーツクラブなどの課題を共有するとと

もに、今後の方向性について話し合いを行いま

した。まだ話し合いをしたばかりですので、具

体的な方策についてお示しする状況にはござい

ませんが、これからもこのような検討会を継続

して開催し、子供たちがやりたいスポーツを続

け、夢を諦めずに活動できるような形を先進事

例などを参考にしながら研究していきたいと考

えています。 

  今後の方向性としましては、それぞれの部活

動の拠点校方式なども想定されるのではないか

と考えているところです。 

  以上であります。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） 大変ありがとうござい

ます。 

  まずは、中学校の部活動の答弁に対し再質問

させていただければと思います。 

  先ほど申し上げましたとおり、ある学校とい

う名前は伏せておりますけれども、そちらの部

活動の状況を、いま一度細かい話ができるので

あればお願いいたしたいと思います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 部活動の募集についての

現状というお話でございますが、今、義務教育

学校含めて５校ございまして、複数の学校で募

集停止といいますか、部活動がなくなっている

ところもあります。特定のということではござ

いませんが、チームが組めなくなりまして、そ

れで、あるルールを決めて、例えば、大会に参

加できないような、組織できなくなったら、そ

の次の大会、それから期間を設けて、ある一定

の基準を設けて募集をしないというところがご

ざいます。さらに、ほかの学校では、現実的に

存続が難しくて減らしたというところもござい

ます。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ただいまお話あったと

おりなんですけれども、こちらのほう、私も２

年前まで、事実、その場にいてお話しさせてい

ただいております。 
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  当初、一番最初に言われた言葉が、今回新人

戦に出られなかったから来年からこの部は廃部

しますという通告がＰＴＡのほうにありまして、

いや、それは余りにもひどいんじゃないかとい

う話で、ＰＴＡで一応そこはその場をおさめて、

総会には出さないようにして、お話をＰＴＡで

進めていくという話になりました。 

  実際、いろいろな話を聞いて進めてきたわけ

ですけれども、最後の結果としては、先ほど申

し上げたとおり、２年間の、団体戦に出場でき

なければ２年間の猶予を持って新入部員は入れ

ないで停止というか、廃部という言い方はちょ

っと変かもしれないんですけれども、停止する

というような話でなっております。 

  実際、私ちょっと調べたら出てきたんですけ

れども、山形県における運動部活動のあり方に

関する方針、中学校、特別支援学校中学部編と

いうことで、平成30年12月に山形県の教育委員

会から出されたものらしいんですけれども、そ

れの11ページの５番の１）のイ、こちらのほう

に人口減少のためのものが入っておりました。

県教育委員会及び市町村教育委員会は、山形県

中学校体育連盟と連携し、少子化に伴い単一の

学校では特定の競技の運動部を設けることがで

きない場合には、生徒のスポーツ活動の機会が

損なわれることのないよう複数校の生徒が拠点

校の運動部活動に参加する等、合同部活動等の

体制づくりを検討するという、先ほど教育長か

らもあった内容ですけれども、このような内容

を見つけた次第であります。 

  実際今、学校名は伏せておきますけれども、

ある学校ではその現状、今始まっているわけな

んですけれども、それを今すぐ、すぐというわ

けではないですけれども、早急に改善してあげ

たいという気持ちが私には強くあります。実際、

２年前から始まったことで、今回から部員停止

という部活も現在ございます。残っている間に

何とかしてあげたいという気持ちもございます

ので、そのスピード感に関しまして、今これか

ら早急に始めた場合、どのような対処で、どの

ような時間の経過でできるかどうか、もしお聞

かせ願えたらお願いいたします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今議員がおっしゃった県

教育委員会の方針の中の一つということで、そ

の背景には、部活動のあり方そのものが今多様

化されていて、多くの生徒がいろいろな目的、

でいろいろな形態を持って部活動をしている。

それから、スポーツの機会を与えてあげたいと

いう背景があるんだったと思っております。 

  先日、９月に拠点校方式を前提に、どんなこ

とが課題なのか、校長全員集めて地域の方と一

緒に話をしました。結論としましては、できる

だけ早く拠点校のほうに動いていきたいんです

が、いろいろな課題が今わかってきているとい

う段階でございます。例えば、練習場所の問題

とか、例えば、拠点校だと１つの学校で野球部

をつくるとしたら、そこにほかの学校が全部集

まってきて野球の練習をするという形になりま

すが、１つは移動の問題です。それから、どこ

の学校の誰が指導するかという問題。それから、

今、中体連という組織があるんですが、各学校

でチームが組めればいいんですけれども、チー

ムが組めないときに、その拠点校のチームとし

て今のところ大会には出られないんです。そう

なった場合、何とか大会に出られる方法はない

ものか。あとほかには、例えば、別の視点にな

りますが、クラブチームとの融合とか地域スポ

ーツとの共同とかということはできないのかと

いうあたりが話題になりまして、ただ、議員お

っしゃるように、実際にやりたいスポーツがで

きない生徒がいるのは事実ですので、何か一つ

でもそういう形で動けないかなというところで、

今は先進地の事例を集めているところです。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 
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下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 今課長のほうからもありました

けれども、拠点校方式中心にしながらも、でき

ないということを探すのではなくて、できるよ

うな方法を見つけてやっていかないと、今の現

状では対応できなくなるだろうということはど

の方も認識しているところなので、いろんな服

務の問題、それから、いろんな輸送の問題も含

めて、今課長が申したいろんな課題について一

つ一つ検討して、自分たちだけで決められない

部分もあるので、県と教育委員会、それから外

郭団体、競技団体とも話をしていかなきゃいけ

ない部分もありますので、その辺はできるだけ、

全部すぐにはできないかもしれない。１つの競

技、拠点校の種目ができてからも、そこから次

に進められることもあるのかなというのも考え

ておりますので、そういう点、少しずつ進めて、

子供たちのそういう要望にも応えていきたいな

というふうに思います。 

  中体連のほうも、大会出場が今まで合同チー

ムは２チームしかなかったのが、今年度から３

チームというふうなところで出場できるような

幅を広げてくれて、中体連のほうでもそういう

ことで対応しようという大会全体のところもあ

るんですが、これを県中にしても、全国につな

がるところは全国のほうも変わらないとなかな

か変えられない、そういうところも含めて、そ

の中体連の地区の会長、副会長が、県でこのよ

うな形ができるときにはどうすればいいのかと

いうことを質問しながら、こういうことはでき

るということを確認をとって進めていきたいと

いうようなことを、会長の、中体連のほうでも

言っておりますので、そういうことと連携をし

ながら進めていきたいと思います。 

  今、本当に生徒数が少ないことになることで

部活動が、今、昔の生徒数がいた部活動、例え

ば、１学年４クラス、５クラスあった部活動の

数がそのまま残っている現状があるんです。一

番多いところで、特設クラブも入れれば14の部

活がある学校があるわけだけれども、その中で、

教員数がどんどん減ってきているのに、もう１

人の先生しかつけない。それも、ある先生なん

かは特設クラブとかけ持ちでするようになって

いるというような状況があるもんですから、そ

の辺、だから、ある程度のルールを決めないと

なかなか難しいということで、ある学校ではそ

ういう部活動のことについていろいろ話し合い

を進めた上で、ある程度のルールを決めていっ

たのかなというふうに思いますので、その辺も

御理解いただきながら、対応していきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） 重々お話はわかります。

実際のところ、顧問も１人制というと、なかな

かけがしたりすると、１人の先生が病院に行っ

ている間誰が見るんだとかという問題も事実起

きているのも現実ですけれども、今、外部コー

チに関しても大分できる人が減ってきていると

いう話も聞いております。そういうものを含め

て、今後の複数校の拠点制というものを早くし

ていただきたいと思う次第でございます。 

  ただ、試合の件等は重々わかるんですけれど

も、今、現時点で子供たちがいるというものを

早急に解決したいというような考えがございま

す。今ある部活なわけです、今まだ。ある部活

に対して今新庄市の教育委員会でまとめていた

だければ、例えばどこかの学校のその部の人は

そこで練習できるというものが、すぐにでもで

きるんではないかというような考えもございま

す。すぐといっても、１年２年もかからずにと

いう意味ですけれども、そのようなことも踏ま

えていただきまして、ぜひその部活の名前が停

止になる前、部員のいるさなかの中で行動して

いただければ助かると思っております。 

  なかなか難しい話ではあるんですけれども、
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中体連のほうの全国大会に関しましても、合同

チームというものはやはり制限が厳しいという

ものもありますし、試合となるとまたさらにさ

まざまな問題が出るかと思いますけれども、ま

ずは一緒に同じスポーツをやるという環境づく

りを、何とぞ早急にお願いしたいと思います。 

  新庄の子供たちは新庄の宝でございますので、

今後成長して、また定住につなげるためにも、

子供たちの夢、希望、持ち続けられるよう環境

づくりのほうをよろしくお願いいたしたいと思

います。 

  それでは、次に、医療的ケア児、重症児につ

いてでございます。 

  今、市長のほうからも答弁ございましたけれ

ども、今現状、関係事業所とか、預かり事業所

とかという形で出ましたけれども、こちら差し

支えなければ名称のほうを教えていただければ

と思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 最初の

質問の中で、まず人数ということで御質問あっ

たんですけれども、最上地域内での人数は把握

しておりません。新庄市内では３名の医療的ケ

ア児のお子さんがいらっしゃいます。 

  サービスの受け入れ態勢なんですけれども、

共生型サービスということで、障害それから高

齢のサービスの枠を取り払って相互に受け入れ

るサービスなんですけれども、そこに手を挙げ

ておられる事業者が、介護のほうのデイサービ

ス、高齢者のデイサービスをしているところな

んですけれども、オープンハウスこんぺいとう

のほうで共生型サービスということで障害児、

医療的ケア児の受け入れを行っております。今

現在２人のお子さんがそちらのほうで利用して

いるということでした。通常、医療的なケアと

いうこと、ケアできる方というのが資格要件等

で決まっておりまして、看護師、それからおう

ちの方はもちろん大丈夫なんですけれども、や

はり看護師の配置というのが個々の、例えば、

障害の子供とサービスに配置するというのが現

実的に難しい状況の中で、介護のほうのデイサ

ービスに配置がある看護師さんを有効に使うと

いいますか、医療ケアができるところに安心し

てお預けできるということで利用いただいてい

るところでございます。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。 

  今のところ、そちらの一施設というか、民間

の方ですけれども、その状態で間に合っている

ということの理解でよろしいでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 今申し

ましたサービスは日帰りのサービスということ

で、泊まりのほうはできないサービスでござい

ます。医療ケア児をお持ちの方の保護者の方、

幾ら体力、気力があっても、24時間ずっとそれ

が続いてしまうとやっぱり疲労困憊してしまう

ということで、一時的にでも預けられる施設、

レスパイト機能というのは非常に大切なものだ

と考えております。 

  現状で、上山の療育センターしか受け入れら

れないということなんですけれども、療育セン

ターのほうは医療型の入所施設でございまして、

そもそも受け入れはされていたんですけれども、

それ以外にも福祉型の障害児の入所サービスの

ほうでの受け入れに拡充されたんですが、実際

問題としまして、いろいろな対応が追いついて

いないというのが実態なのかなと思います。 

  私も医療型ケア児のお子さん見たことがある
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んですけれども、胃瘻、胃に直接穴をあけてい

るんですけれども非常に活発に動く、集団の中

にいると本当にどの子が医療的ケア児だかわか

らないような感じのお子さんでした。障害児、

従来の障害者の概念、体が不自由、それから知

的能力が低いといった、そういった２つの軸で

ははかれないところの対応が求められるという

ということで、人的な配置もそうですし、スキ

ルの面でもなかなか受け入れが厳しいというこ

とで、お断りされる例も少なくないと聞いてお

ります。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） そうなんです。元気な

子もいれば、また先ほども市長の言った、さま

ざまな症例があるらしいんですけれども、まず、

その環境設備を、努力義務という形ではありま

すけれども、泊まりも含めてやっていただけれ

ばいいな。これから決して減るとか、実際、医

療的ケア児というものが今回表立って出てきた

わけですけれども、こういう名前がついてから

ということで、その前にもそういう方はかなり

いらっしゃったはずなんです。今現在、子供と

いう観点で見れば今３人ぐらいという形ですけ

れども、それも過去にさかのぼれば、そういう

子も多少いたということも聞いております。 

  実際、今後泊まりとか、市の主体のものでも

なくてもいいんですけれども、助成とか、実際、

平成31年度に出たケア児に対しての支援、施策

について助成金がかなりやっぱりあるんですけ

れども、保育園でのやり方とか、一番おもしろ

そうだというか、一番やりやすそうだったのが、

医療的ケア児保育支援モデル事業というような

形のものがあるんですけれども、自治体として、

平成29年度22カ所、平成30年度で38カ所の事業

実績があって、補助単価に関しましては１年、

市町村当たり年額が745万円、支援者の配置に

対して１市町村当たり年額204万円、ガイドラ

インの策定で54万円というような補助金がつく

事業もあるようです。こちらのほうも早急に対

処していただければ、今後のために……、何で

したっけ、市長の申し上げている……、あるも

のはない……、ないものは……、ちょっと忘れ

ちゃいましたけれども、そのような形になるか

と思いますので、そちらのほうもぜひ検討して

いただければと思っております。 

  実際それで、その医療的ケア児の家族の支援

に対してやはりいろんなことが絡んでくると思

うんです。結局、医療、福祉、また保健、子育

て支援、教育等、多職種の連携が必要不可欠な

ものになってくると思います。人数でいえば少

ないですが、先ほども申し上げたとおり、増加

していく傾向になると思います。そこも踏まえ

て、再検討していただきまして、今後このよう

な子供たちに協力できるような市政をお願いし

たいと思います。 

  続きまして、企業の人手不足につきましてな

んですけれども、先ほどの市長のお話で大体の

形はわかりました。最初、外国人メーンなのか

なという考えもあったんですけれども、地元定

着のための雇用ということですので、ぜひこち

らのほうはさらに強化していただきまして、企

業の人手不足、かなり深刻な問題となっており

ます。また新たな手だてももしあれば再考して

いただきまして、今後解決に向けてよろしくお

願いできればと思います。 

  以上、今議会の質問内容３点をよりよい新庄

市のために検討、実行していただき、そして実

現をお願いいたしまして、私の質問を終えたい

と思います。ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時３５分 休憩 

     午後１時４４分 開議 
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下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、小野周一君。 

   （１８番小野周一議員登壇） 

１８番（小野周一議員） 大変お疲れさまでござ

います。９月定例会、一般質問、最後に質問さ

せていただきます市民・公明クラブの小野でご

ざいます。答弁のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

  まずもって、山尾市長、４期目の当選おめで

とうございます。市長選挙において市民が審判

を下し、４年間の市政を山尾市長に託したわけ

でございますので、民意を尊重し、市民誰しも

が輝く新庄市のまちづくりを進めていってほし

いという思いであります。 

  それでは、発言事項に通告しております４期

目の市政運営についてお聞きします。 

  ４期目の市長選、３期12年間の実績を市民に

訴え、まちづくりは人づくりと大きなテーマを

示し、政策のキーワードに「障がい者にやさし

いまちづくり」を掲げております。各分野にお

ける多くの選挙公約については、市長として市

民と約束した公約の重さをかみしめ、確実に実

行するのが当選した市長の責任でもあります。 

  しかし、選挙公約とはいえ、いろいろな事情

により全てがよいことづくしばかりではないと

思いますが、４年間の年次ごとの公約の優先順

位を早期に市民に示すべきと思うが、この点に

ついてお聞きしたいと思います。 

  山尾市長初当選以来、施政方針に掲げている

「まちはだれのもの」という初心を忘れず、市

民第一主義を念頭に、当選直後に述べた謙虚な

気持ちで市民に寄り添った市政運営に努めるこ

とが最も大事と思いますが、今後４年間の市政

運営についてお聞きするものであります。 

  次に、２番目の発言事項であります農業振興

について質問します。 

  ことし９月15日現在の山形県の水稲の作柄概

況が発表されました。山形県は過去最高の10ア

ール当たり625キロと全国トップであり、最上

は603キロのやや良の作況指数でありました。

しかし、豊作により、ことしの生産目安である

生産量が目標値を超過する可能性もあり、今後

の米価の下落が大変心配であります。 

  そのような中で、このたびの市長選挙におい

て、選挙の争点が１点に絞られたとはいえ、本

市の基幹産業である農業に関することが余り語

られず、農業関係者、現場からは落胆の声が聞

かれたことは大変残念であります。また、昨年

８月に発生した災害等の、いわゆる農地用排水

路の対応が、市民に対し余りにもしゃくし定規

だとの声があり、もっと市民に寄り添った対応

が大事であったのではないかと思います。原課

に市民の声が届いているのかお聞きしたいと思

います。 

  直近の農林センサスによると、新庄市の農家

数は平成27年度1,297戸、10年間で実に４割の

856戸が減っております。逆に、専業農家数は

242戸と114戸から大幅にふえております。しか

し、高齢化による農業の担い手や人員、人材が

見つからない集落がふえてきているのも現実で

あります。 

  本市でも平成24年度から取り組んできている

人・農地プランの成果についてお聞きするとと

もに、あわせて新規就農者、認定農業者、規模

拡大を図っている農家から、新庄市において支

援事業費補助金が採択されづらいとの声があり

ますが、一体問題点は何であるのかお聞きする

とともに、新庄市の人・農地プランに位置づけ

られている２つのＪＡ単位のくくりが各種農業

支援の農地の集積率に大きく影響していると思
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いますが、プラン数の見直しについてお聞きす

るものであります。 

  今後も農地の集積率が要件であれば、小さい

単位での作成を初めとする今後の人・農地プラ

ンの実質化を急ぐとともに、集落そのものを維

持する対策も必要と思われますが、市長の考え

についてお聞きします。 

  新庄市長が最上地域の行政のリーダーとして

自負していれば、新庄最上地区の農協広域合併

している１市３町３村の広域行政単位の支援が

急務であると思います。まして、持続可能な農

業を目指す新庄市にとっても最上地域の農業振

興の先導的な役割を担うため、後継者、担い手

の新規就農者へ対する独自の支援や生産振興体

制の充実を図るための７市町村まとまっての支

援をすべきと思うが、最上地域の行政のリーダ

ーとしての市長の考えをお聞きするものであり

ます。それこそが市長が常に市民に訴えてきて

いる１市４町３村の最上地域共存共栄があって

こそ、この新庄市も生かされているという思い

が伝わってくると思っております。 

  次に、平成29年12月11日の産業厚生常任委員

協議会を受け、12月15日の全員協議会で説明を

された新庄泉田川地区国営かんがい排水事業の

その後の経過についてお聞きするものでありま

す。 

  国営水利事業は平成４年度に完了し、新庄市、

大蔵村、鮭川村の約3,000ヘクタールの農地に

用水が供給されております。また、新庄市の冬

の消流雪用水として現在毎秒0.6立方メートル

を通水しており、最終的な計画として市街地全

域に毎秒3.0立方メートルの通水を予定してお

ります。 

  しかし、清水揚水機場などのポンプ施設や国

営幹線用水路が造成後30年以上経過しており、

耐用年数が超過し、老朽化が著しいと聞いてお

ります。再び大震災が発生したら遅過ぎます。

新庄土地改良区の理事でもある市長の今後の関

係機関との協議についてお聞きするものであり

ます。 

  最後に、災害に強いまちづくりについてお聞

きします。 

  この発言事項についても、市長は公約に防災

無線の活用を掲げておりますが、市民の最も大

事な生命財産を守る議論が今回の選挙でなされ

ませんでした。大変残念であります。また、こ

の発言事項は、４月に実施されました市議会議

員選挙時の私の公約でもあります。 

  昨年の８月、２度の記録的な豪雨により、河

川の氾濫や土砂により住宅への床上、床下浸水

55棟や堤防等の決壊により農地621カ所、農業

用施設51カ所の合計672カ所、道路27カ所など、

そして農作物被害として1,790カ所、２億4,952

万1,000円の被害額を出しております。大変な

被害でありました。あれから１年が過ぎました

が、復旧・復興の進捗状況をあわせてお聞きす

るとともに、復旧・復興しないで営農を諦めた

農地面積についてもお聞きします。 

  また、昨年の豪雨被害を受けた中小河川の堆

積土砂、支障木の状況を的確に把握していると

は思いますが、これらの撤去作業は今後どうな

っているのか。また、県が策定している河川流

下能力向上緊急対策計画に新庄市内の中小河川

は何カ所実施されるのか、お聞きするものであ

ります。 

  災害から市民の生命・財産を守り、安心・安

全を約束している市長の災害に強いまちづくり

の考えをお聞かせ願いたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小野市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、４期目の市政運営にということであ

りますが、これまで３期12年間において最重要

課題であった財政再建に取り組み、市民の皆様、
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議員の皆様の御理解と御協力をいただきながら

山積されていた課題を一つ一つ解決し、財政健

全化の道を進めてまいりました。財政再建をな

した今、就任当時から一貫して取り組んでおり

ます新庄に暮らす人を大切にするまちづくりを

さらに前に進め、新庄に暮らす人々が元気にな

るまちにするために、「人行きかうまち」「人ふ

れあうまち」「人学びあえるまち」の３つを、

これまでどおり大きな柱としながら、さらに

「障がい者にやさしいまちづくり」を政策のキ

ーワードに据えて、少子高齢化社会に対応した

全ての人に優しいまち、全ての人が安心・安全

にして暮らせる社会の構築をしてまいりたいと

考えています。 

  「人行きかうまち」におきましては、雇用、

交流、観光の拡大として、新庄が誇る新庄まつ

りなどの伝統文化や食文化などの魅力を発信し、

交流人口の拡大を図るとともに、kitokitoマル

シェなど、若者が新たな文化の創造に挑戦でき

る基盤づくりに努め、基幹産業である農業を初

め、地元企業や誘致企業への支援強化で雇用の

安定を図ってまいりたいと考えています。 

  また、市民の関心事である道の駅につきまし

ては、県が主導して検討しておりますが、新庄

の顔として親しまれている産直まゆの郷をまゆ

の駅としてＰＲしていきたいと考えておりま

す。 

  また、農業所得拡大に向け、特にネギについ

ては来年度、全国ねぎサミットを本市で開催し、

販路拡大につなげてまいります。 

  「人ふれあうまち」においては、安全・安心

の充実として超高齢社会が進む中、「障がい者

にやさしいまちづくり」を政策のキーワードと

し、現在県で進めている県立新庄病院が令和２

年度から着工されることなどから医療体制の充

実が図られます。また、市としても医療・福祉

の体制強化を努めてまいります。 

  また、市の大きな課題である雪対策について

は、真冬でもげたで歩ける新庄市を目指して除

排雪の強化に取り組んでまいりました。今後は

雪おろしができない高齢者などの家庭の支援、

空き家対策の充実なども含め、雪対策に総合的

に取り組んでまいります。 

  災害対応においては、今年度で48基増設し、

全体で68基の防災無線を設置し、市内全域をカ

バーする体制が整いますが、災害も想定外を連

発する時代になりました。災害者にとって大切

なのは災害時に必要な情報を得る手段の確保で

す。そのための基盤となる電源対策もあわせて

強化し、災害対策の能力の向上に努めてまいり

ます。これまで以上に地域での自主防災組織を

強化することで地域コミュニティーの強化を図

ってまいります。 

  「人学びあえるまち」においては、子育て・

人づくりとして、まちづくりは人づくりであり、

本市２校目となる、義務教育学校となる明倫学

園の令和３年４月の開校を目指しております。 

  子供たちには、命を大切にすることの大切さ、

それは他人を思いやる心の大切さであり、心の

成長が図られるよう地域と一体となって、将来

このまちを担う人材の育成に努めてまいります。 

  子育て環境の整備では、わらすこ広場使用料

の無料化、自然を体験できるこども遠足村をエ

コロジーガーデンに併設開園、最近課題となっ

ている子ども食堂への支援など、子育て支援の

充実のほか、学力向上に向けた科目別スーパー

バイザーの設置については、現場の意見を参考

に教育環境の充実に取り組んでいまいります。 

  また、人口減少社会、少子高齢化社会を迎え

ている今、若者の人口流出に歯どめをかけるた

めに議会と市民の皆様の御意見をお聞きしなが

ら、未来を担う人材を地域みずから育成し、将

来につなげる事業として看護師養成所の開設に

向けて進めてまいります。 

  「まちづくりは人づくり」、若い人たちがこ

の地域で夢を描き、人と人とがつながり、希望
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の持てるまちづくりを目指す若者を支援してま

いります。将来の新庄市を担う若い人たちはも

ちろん、市民の皆様の新たな文化を創造してい

く基盤をしっかりと提供してまいります。 

  公約につきましては、小野議員が言われます

とおり、市民の皆様との公約を実現することが

私の責務を果たすことと認識しております。こ

の公約の実現については、今後、議員、市民の

皆様の御意見をお聞きしながら実施に向けて課

題を整理し、対応してまいりたいと考えており

ます。公約については、任期４年間に行うもの

と示しておりますが、それぞれの公約について

課題を再整理し、可能なものから年次を示して

まいりたいと考えております。 

  本市において重要課題としては、雪対策、雇

用創出と安定、子育て支援、高齢者支援、医

療・福祉の自立、教育の充実などがさまざまあ

りますが、これらの課題に真摯に取り組み、市

民の皆様が安全・安心な暮らしができる、障が

い者にもやさしいまちを目指し、公約を実現し

てまいりたいと考えております。 

  次、農業振興についてでありますが、人・農

地プランは、農業、農村を持続、再生していく

ためには人と農地の問題を一体的に解決してい

く必要があるという観点から平成24年度より始

まり、本市においても同年９月に第１回目のプ

ランを策定してから、本年３月まで12回の更新

を重ね、現行のプランを公表しているところで

ございます。概要といたしましては、市内２つ

のＪＡを区域の範囲とし、それぞれの区域内の

現状経営面積、計画経営面積、中心となる経営

体の状況などをまとめ上げているものでありま

すが、現行のプランでは区域の範囲も広く、ま

た地域の実情を反映したものとは言いがたいた

め、現在、実質化に向け関係機関と連携をとり

ながら取り組んでいるところでございます。 

  今後の流れといたしましては、実質化に向け、

取り組む地域において５年から10年後の農地利

用に関するアンケート調査、話し合いを通じて

の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況を地

図により把握、集約し、今後地域の中心となる

経営体への集約化やその地域の将来の方針をま

とめ上げることとなります。 

  人・農地プランの実質化に向けては、要件の

１つとして地域による徹底的な話し合いが必要

であることから、関係機関一体となって現場の

声を聞き、農家の方の立場に立った取り組み、

事業を検討してまいりたいと考えております。 

  次に、広域合併した１市３町３村にまたがる

新ＪＡですが、販売事業の取扱高は約130億円

と規模も大きくなり、中でもネギ、ニラ、アス

パラ、トマト、キュウリやキノコなど、園芸作

物の合計販売額は55億円を超え、県内トップク

ラスとなりました。これまでの集出荷施設や選

果施設など、農業施設の拡充と園芸を中心とし

た生産組織との連携に取り組んできた成果がス

ケールメリットとして発揮されます。例えば、

選果施設は、アスパラは北部営農センターへ、

トマトは大蔵営農センターへと効率的で横断的

な利用形態が可能となり、選択肢も広がり、新

たな部会員も増加しています。 

  このように市町村間をまたいで行う集出荷体

制の構築や選果場建設など、ハード補助事業が

あった場合の窓口や連携方法など、市町村間の

約束事や調整が重要となっております。新規就

農者や担い手の支援を含め、安定した農業経営

が持続するよう、市町村間の連携が生産活動に

直結することであると認識しており、さらに来

年は全国ねぎサミットをこの時期に招聘し、一

体となった生産振興を図ってまいる予定であり

ます。ことし10月21日に関係の市町村とのＪＡ

との話し合いを持つ予定でいるところでありま

す。 

  次に、新庄泉田川地区国営かんがい排水事業

の経過についての質問にお答えさせていただき

ます。 
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  平成29年12月15日全員協議会において、新庄

及び泉田川土地改良区の基幹施設の老朽化対策

と用水不足の解消を目的に新庄泉田川地区国営

かんがい排水事業の説明を行いました。 

  その後の経過につきましては、農業情勢の転

換期であることや負担金への懸念など、積極的

な賛同が得ることができず、これにより平成30

年11月２日に泉田川土地改良区より関係機関に

対し、本事業の一時休止の報告があり、市とし

ましては、両土地改良区の状況を注視し、関係

機関と協議、協調しながら対応を検討してまい

りたいと考えております。また、現在抱えてい

る基幹施設の老朽化対策については、その都度

時期を逃すことなく有利な補助事業を活用し、

施設更新について協議検討してまいりたいと考

えております。 

  次に、災害に強いまちづくりについてでござ

いますが、昨年の８月豪雨による被災箇所の復

旧・復興の進捗状況につきましては、市が管理

する道路、河川の復旧、災害復旧工事箇所16カ

所のうち９月20日現在で13カ所の工事が完了し

ており、今年度発注の道路３カ所につきまして

も年度内の完成を目指しております。また、県

が管理する新庄市内の道路、河川の災害復旧工

事箇所67カ所のうち、９月20日現在で30カ所が

契約済みで、残りの37カ所も順次発注予定との

ことであります。 

  また、県では昨年の豪雨災害における河川の

堆積土砂及び支障木対策の課題に対応するため、

今年度から３カ年を対象とした河川流下能力向

上緊急対策計画を策定しており、新庄市内では

升形川など４カ所が選定されております。今後

も、その他中小河川につきましても、支障木等

撤去の拡充について県と連携を図りながら、市

民への安全・安心を約束する災害に強いまちづ

くりに努めてまいりたいと考えております。 

  次に、農地・農業施設の復旧・復興の進捗に

ついての質問でありますが、平成30年８月に２

度の豪雨により農地・農業用施設合わせて672

カ所に甚大に被害をもたらした災害に対し、国

の災害復旧事業として28カ所、市独自の補助金

による復旧工事により平成30年度は255カ所、

令和元年度現在109カ所について申請があり、

被災した農家の負担軽減を図りながら復旧を推

進しているところであります。また、残りの多

くの被災箇所については、地域保全会による維

持管理工事などで復旧が行われました。 

  しかしながら、今年度８ヘクタールほどの農

地が作付されていない状況にあります。引き続

き被災した農家に対しまして、市独自の補助事

業について周知してまいりたいと考えておりま

す。 

  近年大規模な自然災害により各地で甚大な被

害が発生しております。大規模災害から市民の

生命・財産を守ることは自治体の責務であり、

平時から各種災害の想定に基づき訓練を実施し、

実践に即した行動を確認しておくことが重要で

あります。 

  また、情報伝達手段の整備と市民に対する災

害リスクの周知と防災意識の高揚を図る必要が

あることから、今年度はデジタル防災行政無線

の整備、災害ハザードマップを作成し周知する。

このほか、地域コミュニティーにおける共助に

よる防災活動を推進するため、自主防災組織の

組織力の向上と活動支援の取り組みを進めてま

いります。 

  近年の災害を見ますと、被災者が情報をどの

ように得るのかが大切であり、特に電源確保の

必要性を感じております。今後そうした点も含

め、防災活動における地域と行政の連携を強化

することで災害に強いまちづくりを推進してい

きたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） ありがとうございまし
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た。 

  それでは、市長の４年間の施政方針なんです

けれども、やはり私は全ての公約が優先順位は

なくて、市民のためのやっぱり公約であると思

っています。そういうわけで、先ほど私も言い

ますけれども、市長が当選直後に述べた謙虚な

気持ちで市民に寄り添った市政運営に努めるこ

とが私は一番大事であると思っておりますので、

こまい点はありますけれども、これは忘れずに

４年間新庄市のために働いてください。 

  次に、今回いろんな分野で13点ほど公約が挙

げられておりますけれども、その中でできる範

囲でいいんですけれども、１つは、空き家解体

の検討についてであります。これについては、

空き家対策については、平成24年に空き家等の

適正管理の促進に関する条例、また平成28年３

月には空き家バンクの制度の実施要綱が制定さ

れておりますけれども、しかし、直近の調査に

よりますと、新庄市には約550軒の空き家があ

るそうであります。今回公約に掲げている空き

家解体の補助の検討というのはどのようになさ

れるのか。市長選が終わって１カ月しかたって

おりませんけれども、原課のほうにそのような

指示があれば、その検討についてお聞きしたい

と思います。 

  あともう一点、子ども食堂の支援等もあるわ

けでございますけれども、これは私が調べたと

ころによりますと、2012年に東京の大田区のあ

る八百屋が始めたのが始まりだそうであります。

そして2019年６月現在、全国で3,700カ所の子

ども食堂が開設しているそうであります。新庄

にも１カ所開設しているという話で聞いており

ますけれども、行政としてどのような支援体制

ができるのか、その点も原課に指示があるとす

れば、現在のところでいいですけれども、お聞

きしたいと思います。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 空き家の解体についての御質

問でございます。 

  空き家、特に危険空き家につきまして、国の

法律におきましても、空き家の解体はできると

いうふうに規定されたところでございます。特

に、相続放棄あるいは管理されていない空き家

等で、特に今にも崩れそうだというような、周

りの家屋あるいは市民に対して危険が及ぼすよ

うな空き家も今後出てくるのではないかなとい

うふうに感じております。 

  今現在は雪の問題とか、それから台風などで

屋根が飛んだとか、そういうものに対しまして

応急処置的な対応をしてきているところでござ

います。そういう空き家につきましては、権利

関係がふくそうしていたり、所有者が見つけら

れないというような問題もありますので、今後

そういう空き家につきましては、解体というこ

とも念頭に置きながら対策していきたいという

ふうに考えております。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 ただいま環境課長のほう

から危険空き家についての対応策ということで

回答させていただきました。 

  私のほうからは空き家対策全般に関しまして、

先ほど議員おっしゃられました空き家バンク等

の事業につきましても若干説明をさせていただ

ければと思います。 

  新庄市で平成28年度から開始しています空き

家バンクにおきましては、これまでの間42軒ほ

どの登録をいただいております。その登録いた

だいた空き家に関しまして、24軒これまで利活

用を含めた解消に向けての対応が図られてきて

いるところでございます。 

  空き家対策につきましては、全国的な課題と

して、国のほうでもさまざまな補助事業等準備

されております。空き家の解体に関しましても、

跡地の公共利用等の条件はありますが、計画に
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沿った形で解体の事業を起こすということも可

能かと考えております。 

  そのほかに、空き家自体の発生を防止すると

いう観点から、空き家の流通の促進ということ

も大事な政策の一つかと思っておりますので、

そちらにつきましてもあわせて検討を進めてい

きたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 補助制度につきましては、近隣の

自治体の中で、補助制度をつけることによって

遠く離れた方々がその制度を活用し、そして解

体をしているという事例がございまして、でき

れば長く放置されることのないような形で補助

メニューなどができないかというようなことで、

制度設計については今後になりますが、そうい

うふうな意味合いの状況だというふうに御理解

いただきたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 それで

は、続きまして、子ども食堂への支援について

の御質問でございます。 

  子ども食堂につきましては、現在子供の居場

所づくりの一環として、あるいは地域住民の方

や高齢者の方の交流の場として全国に広がって

います。県内におきましては、ことし８月９日

現在で９市５町、37カ所で開催されております。

５月時点からも５カ所ふえているといった状況

です。 

  本市におきましても、９月に１カ所ふえてお

ります。万場町にあります施設におきまして行

っておりまして、１回目を開催したところでご

ざいます。学習支援なども行っていらっしゃい

まして、教員の免許のある方、職員２名を配置

して宿題等の対応を行っていらっしゃいました。

県におきましては、補助金制度もございますけ

れども、市としましては、やはり地域の方や、

それから企業、農業団体などやはり支援をして

いただくような、そういった構築をしていくこ

とも大事かと思っています。 

  やはり食材の提供が一番重要だと考えており

ますし、そういった施設の方からお話をお聞き

しても、やはり食材の購入先、提供先が一番課

題なんだというようなお話は聞いておるところ

です。現在、産直まゆの郷から１カ所の子ども

食堂につきましては定期的に提供いただいてい

るといった状況ではありますが、そうした支援

をより長く続けるために、そういったところも

協力体制を市として提供していければと思って

おります。 

  あと、今後におきましては、やはり新たに立

ち上がる施設ですとか、それからまた運営に対

して一定の額を市として補助をし、支援してい

きたいと考えております。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 実は、空き家の解体の

補助金関係なんですけれども、先ほど環境課長

からお話あったんですけれども、これは条例化

して来年度から当初予算に盛り込むんですか。

何か話聞くとちょっと、まだ１カ月しかたって

いないので、恐らく市長のほうから指示、どう

いう状態で出されたかわからないけれども、や

はりこれは予算をつけないとどうしようもない

です。だから、それがやはり市民に対するやは

り安心・安全なんです、これね。あのとき市長

が公約した後、何だと言われた場合、やはり予

算づけがないとどうしようもないです。その辺、

来年度予算に計上する考えありますか。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

下山准一議長 副市長伊藤元昭君。 
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伊藤元昭副市長 来年度の予算のお話をお伺いし

たわけですが、正直言って、これから公平性と

いうのも必要なわけですから、制度設計をどの

ようにやっていくか。例えば、国の補助制度な

んかもございます。ただ、それには跡地の活用

をどうするかというのが一番ネックでして、そ

もそも解体するに当たっても、いわゆる手続的

には特定空き家という認定が必要です。これは

いわゆる第三者の機関が、これはもう危ないか

ら壊さなきゃいけないということをきちんとし

た形で決めまして、そういう認定になれば、よ

く言われます土地の固定資産税も住宅軽減が受

けられなくなるわけですが、そのような制度の

手続を踏みながら、今後どのような形で、解体

に対する支援がどのような形が一番いいのかも

含めて検討させていただきたいというふうに思

っております。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 次に、農業振興のほう

に移らせていただきたいと思います。 

  やはりきのうも石川議員のほうからこういう

農業だよりを参考にしてお話しになったんです

けれども、いわゆる新庄市の認定農業者、規模

を拡大している農家、そういう方々が、どこに

行ってもいろんな支援策が受けづらいという話

が聞こえてきました。特に今回選挙でありまし

たので、私も農業関係者と話をしたりすると、

やっぱりそういう話、非常に、特に規模を拡大

している農家、認定農業者から声が聞こえてき

ました。 

  そういうわけで、農林課の課長にお聞きする

んですけれども、新庄市は認定農業者に対する

機械等の独自の支援策はないんですけれども、

ほかの13市のそういうことを把握しているのか。

把握しているとすれば、お聞きしたいと思いま

す。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 13市の中で、市単独助成また

は認定農業者に対しての市単独助成があるのか

ということの御質問でございますので、実は私

ども13市のほうに、一応平成30年からの新庄市

単独事業に際しまして13市のほうに調査をした

ところ、単独事業でやっているよという市が７

市でございます。 

  その中で、水田に関しましてですけれども、

山形市のほうが１市対応しているということで

した。その補助内容でございますけれども、単

に機械の購入を進めるものではありませんと。

面積を拡大し、農業所得の安定を図るというこ

とから基準を設けておりました。 

  その他の市町村におきましては、地域のブラ

ンド化ということで、尾花沢市におきましては、

スイカに関する補助メニューとなっておりまし

た。また、酒田市、天童市についても独自の振

興作物メニュー、あとは寒河江とか東根はサク

ランボの振興に関する補助メニューというふう

なことだったと記憶しております。 

  今後、今年度の市単独助成の実績を踏まえま

して、新たに検討していきたいなと考えており

ます。どうかよろしくお願いします。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） ここに山形市のえいの

うキングというのがあるんですけれども、やっ

ぱりこれによりますと、やはり事業費の30％以

内、補助金の上限が100万円。しかし、トラク

ターを導入される方で農作物の販売額が1,000

万円以上というくくりがあります。やはりこの

辺、農家の方に徹底したことを指導していただ

きまして、認定者ならば誰でもではないんです

よと、そういうやはり原課の方とやっぱり農家

の方の話し合いというのが今まで足りなかった

んじゃないかなと。新庄市は今まで単独支援が

なかったわけなんですけれども、やはり13市の
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中で７市が単独で認定農家に対するいろんな支

援策をやっているとすれば、私は新庄市、基幹

産業ですから、農業。そういうことを踏まえて

やはり、予算もかかることですので、今後検討

してほしいなという思いであります。その検討

を前向きにしてほしいなという思いであります。

そうすれば、これから認定農家を受けられる方、

そして規模拡大をなされる方、新規農業者に対

してもやはり現実味のある、夢を与えることに

なると思いますので、その点よろしくお願いし

たいと思います。とにかく、市民に寄り添った

農政をやってください。お願いします。 

  あと、先ほど１市３町３村の広域農協の合併

に対する市長の考えを聞きました。やはり１市

３町３村の中には新庄市の昔の２つの農協もま

ざっているわけです。そして、やはり野菜関係

では山形県で第１位なんですよね、合併した農

協が。やっぱりそういうことを踏まえた場合、

やはりこの最上地域の新庄市長は行政のリーダ

ーでもありますので、やはり中心的な立場を持

っていろんな支援策をお願いしたいという思い

であります。 

  あと、昨年の災害がありまして１年が過ぎま

した。本当に喉元過ぎれば何とやらで、８月２

回にわたるあの大災害、忘れたのかなという思

いであります。しかし、あと８町歩ほどの農地

が耕作されていないということでありますけれ

ども、私はやはり農林課ないし農業委員会の皆

様方から、やはり現場を見ていただきまして、

本当にこれが復旧・復興できるのかという現場

の声を聞いてほしいなという思いであります。

本当にあの状況を見ると、今でいくと４割ぐら

いの、減反と言いませんけれども、あれはある

んですけれども、あそこまで復旧・復興して果

たしてこれから成り立っていくのかという、そ

ういう思いであります。地目が変更できれば、

そういうほうにやっていただければ恐らく農家、

地権者も喜ぶと思っています。 

  あともう一点、河川の堆積、そして支障木、

いまだ手をつけられておりませんよね。やはり

いろんな災害対策、対応があると思うんですけ

れども、あれがもう一度来たら相当な被害受け

ます。県の事業で何か４カ所ぐらいあるという

んですけれども、やはりもっともっと市長初め、

原課の課長、やっぱり県のほうにお願いをして、

何とかもとのきれいなところに直してほしいと

いうことを陳情してほしいなという思いであり

ます。今でもあれですよ、河川敷の堤防と河川

が１メーターもないところあるんです、全部。

今回、中の川放水路があったから市内のほうに

あの雨は来なかったんですけれども、再度あの

ような災害が起きたら、恐らく今度は市内のほ

うにも入ってくると思います。 

  災害は想定はできないんですけれども、やは

り災害が来てもそういう対応ができるような、

前もっての対策を講じてほしいなという思いで、

私の一般質問終わらせていただきます。本当に

どうもありがとうございました。 

下山准一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議はあす10月４日から10月

14日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を10月４日から10月14日ま

で休会し、10月15日、午前10時から本会議を再

開いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 



- 170 - 

 

     午後２時３１分 散会 
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令和元年９月定例会会議録（第５号） 

 

 

令和元年１０月１５日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠     員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第５号） 

令和元年１０月１５日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （決算特別委員長報告、採決） 
日程第 １ 議案第４５号平成３０年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第４６号平成３０年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第４７号平成３０年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第４８号平成３０年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第４９号平成３０年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第５０号平成３０年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第５１号平成３０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

      て 

日程第 ８ 議案第５２号平成３０年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

   （総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ９ 議案第６３号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の

整備に関する条例について 

日程第１０ 議案第６４号新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について 

日程第１１ 議案第６５号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例について 

 

   （産業厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第１２ 議案第６６号新庄市印鑑条例の一部を改正する条令について 

日程第１３ 議案第６７号新庄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条令について 

日程第１４ 請願第４号（仮称）新庄市立看護専門学校の建設の再考を求める請願 

 

   （質疑、討論、採決） 
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日程第１５ 議案第５３号令和元年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第５４号令和元年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第５５号令和元年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第５６号令和元年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議案第５７号令和元年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第５８号令和元年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第５号）のとおり 
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開      議 

 

 

下山准一議長 それでは、これより本日の会議を

開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第５号）によって進めます。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

下山准一議長 日程第１議案第45号平成30年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第８議案第52号平成40年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてまでの

８件を一括議題といたします。 

  本件に関し、決算特別委員長の報告を求めま

す。 

  決算特別委員長山科正仁君。 

   （山科正仁決算特別委員長登壇） 

山科正仁決算特別委員長 皆さん、おはようござ

います。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告いたします。 

  決算特別委員会は、全議員をもって構成され

ておりますので、要点のみの御報告とさせてい

ただきます。 

  それでは御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第45号平成30年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第52号平成30年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてまでの計８件であります。 

  審査につきましては、10月８日及び９日の両

日にわたり活発な質疑が行われたところであり

ます。 

  初めに、議案第45号平成30年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後に、佐藤悦子委員、叶内恵子委員より認

定することに反対の討論があり、採決の結果、

賛成多数で認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第46号平成30年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

及び議案第47号平成30年度新庄市交通災害共済

事業特別会計歳入歳出決算の認定についての２

件は、質疑の後、討論もなく、採決の結果、全

員異議なく認定すべきものと決しました。 

  議案第48号平成30年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定について及び議案

第49号平成30年度新庄市農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての２件は、質

疑、討論はなく、採決の結果、全員異議なく認

定すべきものと決しました。 

  議案第50号平成30年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について及び議案第

51号平成30年度新庄市後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての２件は、質

疑の後、討論もなく、採決の結果、全員異議な

く認定すべきものと決しました。 

  最後に、議案第52号平成30年度新庄市水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員異議

なく可決及び認定すべきものと決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託されました案件、

議案第45号平成30年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第51号平成30年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてまでの７件については、いず

れも認定すべきものと決し、議案第52号平成30

年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定については、可決及び認定すべきものと決

しました。 

  議長よりよろしくお取り計らいくださいます

ようお願い申し上げまして、決算特別委員会に
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おける審査の経過と結果についての報告といた

します。以上です。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件について採決いたします。 

  議案第45号平成30年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定についてを採決いたします。 

  議案第45号については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君は賛成のボタンを、

反対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成12票、反対４票、賛成多

数であります。よって、議案第45号は委員長の

報告のとおり認定することに決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきものと決した

議案第46号平成30年度新庄市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

47号平成30年度新庄市交通災害共済事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第48号平

成30年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第49号平成30年度

新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第50号平成30年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第51号平成30年度新庄市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の６件及び全員異議なく可決及び認定すべきも

のと決した議案第52号平成30年度新庄市水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号、議案第47号、議案第48号、議案第

49号、議案第50号及び議案第51号の６件は委員

長の報告のとおり認定し、議案第52号は委員長

報告のとおり可決及び認定することに決しまし

た。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 日程第９議案第63号成年被後見人

等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係条例の整備に関する条例についてから

日程第11議案第60号地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例についてまでの３件を一括

議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長山科正仁君。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 私から、総務文教

常任委員会の審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案３件

であります。 

  審査のため、10月４日午前10時より議員協議

会室において委員８名出席のもと審査を行いま

した。 

  初めに、議案第63号成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るための関係条

例の整備に関する条例については、総務課及び

子育て推進課職員の出席を求め、総務課から補

足説明を受けた後に審査を行いました。 

  総務課からは、成年被後見人等の権利の制限
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に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律が本年６月14日に公布され、

この中で、地方公務員法等の法律が成年被後見

人及び被保佐人の人権を尊重し、成年被後見人

等であることを理由に不当に差別されないよう

に、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権

利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目

的に改正された。 

  具体的には、成年被後見人または被保佐人を

資格、職種、業務等から一律に排除する規定等

を設けている各種制度について、心身の故障の

状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必

要な能力の有無を判断する規定への適性化をす

るものであるとの説明がありました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第63号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第64号新庄市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例については、

総務課職員の出席を求め、総務課から補足説明

を受けた後に審査を行いました。 

  総務課からは、地方公務員法の改正により特

別職の規定が明確化されたことにより、これま

での嘱託職員は会計年度任用職員へ移行される。

また、地方自治法の改正により、会計年度任用

職員の報酬、費用弁償等の支給根拠の明確化が

なされた。 

  会計年度任用職員制度の概要として、嘱託職

員、日々雇用職員等について会計年度任用職員

へ一元化され、職員の給料は現行と同額、また

は直近上位の額に格付をする。また、昇給制度

を取り入れ、６号程度の昇給を実施し、期末手

当の支給や日々雇用職員等に新たに通勤手当相

当分の報酬を支給する。 

  また、仮にこの条例が制定されない場合、現

在の嘱託職員の制度そのものがなくなり新制度

への移行となるために、現在雇用している職員

については、３月末までの雇用となる。 

  今後の対応として、より明確に地方公務員法

上の一般職と定義づけされたために、服務等に

関しては必要な職の数を確定した後に、来年度

の任用に向けて各課から新制度の説明を行い、

納得をいただいた方について新制度への移行を

と考えている。地方公務員法上の新たな任用で

あることを十分に説明した上で進めてまいりた

いとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、会計年度任用職員に

移行した場合の雇用の契約年数はどうなるかと

の質疑がありました。 

  総務課からは、国から示されている考え方と

しては、１年、１年の職があれば単年度、単年

度での雇用となる。また、長期に保障されるも

のではないと言われている。現在、新庄市では

嘱託職員の場合は一般事務で５年、有資格者は

７年という考え方で運用しているが、会計年度

任用職員に移行しても一つの考え方とすると説

明がありました。 

  また、委員から、指定管理者制度に影響もす

るのかとの質疑があり、総務課からは、指定管

理者制度の人件費に連動する部分はあり、方針

として示していく必要があると感じているとの

説明がありました。 

  また、別の委員から、正職員と会計年度任用

職員の仕事の内容の違いはどうかとの質疑があ

りました。 

  総務課からは、常勤の職員は、より責任の重

い業務を想定している。会計年度任用職員につ

いては、今の業務を移行すると考えているとの

説明がありました。 

  また、委員より、会計年度任用職員への手当

の支給についての質疑がありました。 

  総務課からは、期末手当については期末手当

相当分の報酬で支払うという規定の違いがある

が、一定条件を満たした方については、その相

当額を支払う。退職手当については、退職手当

組合の規定に合致するかが判断基準となるとの
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説明がありました。 

  その他、改正による所要額や語学指導員の支

給額等の質疑等ありましたが、採決の結果、議

案第64号については賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第65号地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例については、総務課から

補足説明を受けた後に審査を行いました。 

  審査に入り、委員から、語学指導員に関して、

給料から報酬へ変更になった、その理由はとの

質疑がありました。総務課からは、会計年度任

用職員では、常勤職員と同じ勤務時間の職員を

給料と表現し、常勤職員よりも短い勤務時間を

設定している嘱託職員や語学指導員といった職

員については報酬としていると地方自治法で規

定されており、それを踏まえた改正となってい

るとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、会計年度任用職員に

義務、規律、処罰、人事評価を与える内容にな

っているか。物の言えない職場、住民生活等が

守れなくなるのではという、そういう懸念がさ

れるがどうかとの質疑がありました。 

  総務課からは、今までも、嘱託職員について

は守秘義務があり、違法行為も行えないために、

そこを超えた場合、懲戒処分という対応となる。

地方公務員上、新たな制度が始まり、公務員と

しての法律の網はかぶると考えている。人事評

価についても、勤務良好な職員について継続し

てきた経緯もあり、その経緯も踏まえ、新制度

で服務関係を進めていく必要があると考えてい

ると説明がありました。 

  そのほか、賃金等の処遇についての質疑等あ

りましたが、採決の結果、議案第65号について

は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対し質疑に入ります。 

  初めに、議案第63号成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化を図るための関係条例

の整備に関する条例について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号成年被後見人等の権利の制限に係

る措置の適正化等を図るための関係条例の整備

に関する条例については、委員長の報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号は委員長報告のとおり可

決されました。 

  次に、議案第64号新庄市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例について質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 委員長、佐藤悦子。 

下山准一議長 討論の発言を許しますが、賛成、

反対。（「反対」の声あり） 

  原案に反対討論として、佐藤悦子さん。 
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   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案64号は、会計年度

任用職員導入です。これは65号も同じです。こ

れは、公務員制度の大転換の懸念がありまして、

反対しなければならないと思っております。 

  その理由を述べます。 

  正規職員が減らされ、非正規職員がふやされ

てきたという問題です。自治体職員は、1994年、

324万人をピークに23年連続で減らされてきま

した。さらに合併もあり、削減が進みました。

2008年から2018年までに、正職員は約28万人減

少し274万人になりました。非正規職員は約21

万人ふえて64万人となりました。正規職員が非

正規職員に置きかえられている実態がうかがえ

ます。 

  新庄市では、それ以上に非正規職員がふえて

います。類似団体との比較で、３万5,000人の

新庄市の人口に対する正規職員数は、新庄市は

類似団体と比べて約100人も少なくなり、非正

規職員に置きかえられています。 

  ２つ目は、官製ワーキングプアの非正規職員

をさらにふやす懸念があるということです。 

  会計年度任用職員として１人平均約20万円弱

の手当をふやすということは賛成できます。し

かし、会計年度任用職員と名前は変わっても、

非正規職員は正規職員の約３分の１の賃金で不

安定雇用です。結婚も子育ても展望を持ちにく

くなり、少子化を進めることにもなります。 

  こうした官製ワーキングプアは、なくさなけ

ればなりません。ふやすことになってはならな

いのではないでしょうか。 

  このたびの法改正で、正規職員は組織の管理

運営業務や財産の差し押さえ、許認可といった

権力的業務だけに限定され、住民の暮らしや命

に直接かかわる現場の業務の大半が会計年度任

用職員に置きかえられることが懸念されていま

す。 

  また、会計年度任用職員導入をてこに、地域

の宝である公立保育所潰しを狙う自治体も出て

います。こうしたことは許してはなりません。 

  ３つ目に、全ての自治体労働者の権利保障こ

そ住民の基本的人権を守る道だということです。 

  自治労連が1995年に自治体労働者の権利宣言

案を発表しています。全ての自治体労働者の権

利保障こそ、住民の生活と地方自治を守る道で

あり、職務命令に対し自治体労働者と住民の基

本的人権を侵害するおそれのあるとき、これを

拒否する権利を有するとうたっています。 

  正規職員は権力的業務中心、住民との接点は

不安定雇用の会計年度任用職員という自治体職

場では、物を言えない職員や職場環境となり、

住民の基本的人権は守れないのではないでしょ

うか。 

  公務員として、住民の基本的人権を守るため

に、正規職員をふやし、官製ワーキングプアを

なくす取り組みが必要だと思います。 

  以上、反対討論を終わります。 

  以上、そういうことから、65号についても反

対です。 

下山准一議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号新庄市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例については、反対討論

がありますので電子表決システムにより採決を

行います。 

  議案第64号については、原案のとおり決する

ことに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸

君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません
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か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 投票の結果は、賛成13票、反対３

票、賛成多数であります。よって、議案第64号

は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第65号地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例については、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第65号については、原案のとおり決する

ことに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸

君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成13票、反対３票でありま

す。賛成多数であります。よって、議案第65号

は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 日程第12議案第66号新庄市印鑑条

例の一部を改正する条例についてから日程第14

請願第４号（仮称）新庄市立看護専門学校の建

設の再考を求める請願についての３件を一括議

題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

   （今田浩徳産業厚生常任委員長登壇） 

今田浩徳産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、産業厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案２件、

請願１件です。 

  審査のため、10月７日午前10時より議員協議

会室において委員８名出席のもと審査を行いま

した。 

  初めに、議案第66号新庄市印鑑条例の一部を

改正する条例については、市民課から補足説明

を受けた後、審査を行いました。 

  市民課からは、住民基本台帳法施行令の改正

により、本年11月５日から住民票に旧氏を記載

することが可能になった。そのため、住民票に

記載される旧氏についても氏名と同じように印

鑑登録を行うことができるようにするものであ

るとの説明がありました。 

  審査に入り、委員からは、社会的にどのよう

な課題があって、このたびの改正になったのか

との質疑がありました。 

  市民課からは、国では女性活躍を中核と位置

づけて取り組んでおり、女性一人一人がみずか

らの希望に応じて活躍できる社会づくりが重要
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とのことで、その施策の一つとしてこのたびの

改正に至っているとの説明がありました。 

  また、印鑑登録証明書に旧氏が記載されるこ

とで、社会的にどのように女性活躍につながる

のかとの質疑があり、市民課からは、仕事など

で旧氏を使い続ける女性が多くなっているため、

旧氏を氏名と併記する動きが進んだと聞いてい

るとの説明がありました。 

  採決の結果、議案第66号については、全員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  続いて、議案第67号新庄市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部を改正する条例について

は、環境課の議案となりますので、環境課の職

員の出席を求め補足説明を受けた後、審査を行

いました。 

  環境課からは、災害弔慰金の支給等に関する

法律及び施行令が改正されたことに伴い、本市

の災害弔慰金の支給等に関する規定を改めるも

のである。主な改正内容は、災害援護資金の貸

し付けを受けた者が償還金を支払うことが著し

く困難になった場合、支払いを猶予することや、

災害援護資金の貸し付けを受けた者が破産手続

開始の決定などを受けた場合に、償還未済額の

全部または一部の償還を免除することができる

ようにするものである。 

  また、災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関

する事項を審査するため、新庄市災害弔慰金等

支給審査会を置くことができるようにするもの

であるとの説明がありました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第67号については、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  最後に、請願第４号（仮称）新庄市立看護専

門学校の建設の再考を求める請願については、

請願の紹介議員と説明員として看護師養成所開

設準備課の職員の出席を求め、請願提出者と紹

介議員からの趣旨説明を伺い、請願提出者と紹

介議員への質疑を行った後、審査を行いました。 

  採決した結果、７日の審査では、請願第４号

については全員異議なく採択すべきものと決し

ました。 

  しかし、10月８日決算特別委員会の開会前に、

市長から（仮称）新庄市立看護専門学校の開設

を断念する旨の報告を受け、一部の議員より請

願第４号の再審査の求めがあり、本日午前９時

より、産業厚生常任委員会を開催し、請願第４

号の再審査を行いました。 

  委員からは、請願を出したときと今の状況が

違うので、請願者が取り下げたいということな

ら、私たちもそれに応じて取り下げをすべきと

思うが、このことをなくすということは、今後

のためにならないと思うとの意見。 

  また別の委員からは、市長も撤回、断念とし

ている。では、どこまで戻すかという話は、請

願と切り離してこれから考えなければならない。

看護師養成校建設という前提の条件のもとで出

てきた請願であるので、基本的な条件が崩れて

しまったというふうに捉えると、この請願は不

採択にすべきと思うといった意見がありました。 

  採決した結果、請願第４号については、賛成

少数で不採択とすべきものと決しました。ただ

し、委員より、少数意見の留保の申し出があり、

賛成者もいることから、産業厚生常任委員長を

経由し、少数意見報告書が議長宛てに提出され

ております。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

下山准一議長 次に、請願第４号については、叶

内恵子さんから会議規則第108条第２項の規定

によって、少数意見報告書が提出されています。 

  少数意見の報告を求めます。 

  叶内恵子さん。 

   （３番叶内恵子議員登壇） 

３ 番（叶内恵子議員） 少数意見報告書。 
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  令和元年10月15日開会の産業厚生常任委員会

において留保した少数意見を下記のとおり会議

規則第108条第２項の規定により報告します。 

  １、請願第４号（仮称）新庄市立看護専門学

校の建設の再考を求める請願。 

  ２、意見の要旨。 

  産業厚生常任委員会が審査した10月７日10時

段階では、市長の断念発言は委員共通の情報に

はなっておらず、まず請願採決は有効でありま

す。 

  後の市長の断念の発言により、建設はされな

いものの、請願者の意図を全て満たしていると

はいいがたい。また、断念の理由としている医

師会の協力についても、一番大事な条件である

にもかかわらず建設ありきで進めてきた責任に

ついては曖昧であります。 

  よって、請願者から取り下げの申請がない中

での不採択は、市民の請願権を侵すことになる

ので、当然、採択すべきであります。 

  令和元年10月15日。 

  産業厚生常任委員 叶内恵子。 

下山准一議長 それでは、ただいまの産業厚生常

任委員長の報告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第66号新庄市印鑑条例の一部を

改正する条例について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号新庄市印鑑条例の一部を改正する

条例については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  議案第67号新庄市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例について、質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号新庄市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第４号（仮称）新庄市立看護専門

学校の建設の再考を求める請願について質疑に

入ります。本件に関しましては、少数意見の報

告がありましたので、初めに産業厚生常任委員

長の報告について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 今、お話があったんで

すけれども、その中で、全員が、断念したこと

を議員が知り得なかったという話だったんです
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けれども、実は、７日の日、会派代表者会議が

開かれまして、我々の会派代表者からも、市長

部局から、今回の看護師養成校の件、断念をす

るというお話がありましたという、会派代表者

会議から我々は受けたんですけれども、それは

恐らく、今、ここにいる17人の議員は、それぞ

れが各会派に属しているわけですよね。恐らく、

その会派の代表者を、声からして、皆さんに周

知したと思うんですけれども、その点、少数意

見の留保の意見を述べられた方は、どうしたん

でしょうか、それ。 

下山准一議長 済みません、先に産業厚生常任委

員長の報告に対しての質疑ということ。 

１８番（小野周一議員） では変えます。済みま

せん。 

  委員長にお聞きします。 

  重複することはあるんですけれども、委員会

を開く前に会派代表者会議を開かれましたよね。

そのことを、委員会の皆さんも承知しているは

ずなんですよね。それを踏まえて委員会を開催

したんでしょうか。 

  今回、再審査したということは、私は本当に

委員長が的を射た委員会を開いてくれたと思う

んですけれども、７日の日の委員会ですよね、

その10時前に、恐らく会派代表者会議からの、

皆さん方に市長が断念しましたよというお話が

なされなかったでしょうか。それを踏まえて委

員会を進めることはできなかったんでしょうか。

それをお聞きしたいと思います。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 10月７日10時から

の産業厚生常任委員会の開催に当たりまして、

その前段で会派代表者会議があったことは周知

しております。 

  しかしながら、議員全員への、会派ごとの周

知が完全ではない、また公表されたところでの

話ではないというふうに判断いたしまして、産

業厚生常任委員会を開催した経緯があります。

以上です。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 再度、委員長にお聞き

します。 

  恐らく、我々５人の会派なんですけれども、

即、代表者から、実は９時から会派代表者会議

を開きまして、こうこうこうで、マスコミに発

表する前に、皆さんに周知しますよということ

で受けました。 

  そのことは、ほかの会派、全議員ということ

で、今、話があったんですけれども、ほかの会

派の皆様は、代表者は自分たちの会派の皆さん

に連絡はしていなかったんでしょうか。私は最

低限度でも、この付託を受けている産業厚生常

任委員会の委員の皆さん方には、私は連絡して

いたと思うんですけれども、その辺、確認して

委員会を開催したのでしょうか。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４７分 休憩 

     午前１０時４９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかにありませんので、次に少数

意見の報告について質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１０時５１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第４号（仮称）新庄市立看護専門学校の

建設の再考を求める請願について、委員長報告

は不採択でありますが、請願第４号については

原案のとおり採択することに賛成の諸君は賛成

のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押し

てください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは締め切ります。 

  投票の結果は、賛成６票、反対10票。賛成少

数であります。よって、請願第４号は不採択と

することに決しました。 

 

 

日程第１５議案第５３号令和元度

新庄市一般会計補正予算（第２

号） 

 

 

下山准一議長 日程第15議案第53号令和元年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 21ページの８の１で、

道路の除排雪業務費が出ていますが、その内容

についてはどうでしょうか。 

  それから次に、22ページの10の２、それから

23ページの10の２にも出ていますが、就学援助

費の増額が出ていますが、この内容についてお

願いします。 

  それから、24ページの10の４、図書館工事請

負費2,500万円、この内容についてお願いしま

す。 

  最後に、14ページの３の１の１、灯油購入費

等助成費650万円の内容についてお願いします。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 ８款６項１目除排雪費の

補正につきまして回答いたします。 

  こちらの内容につきましては、散水消雪ポン

プの不良な箇所がございましたので、こちらの

ポンプの引き上げと、ポンプの点検に伴う委託

料と、その修理に関する費用についての計上で

ございます。 

  ポンプの引き上げの点検調査につきまして

180万2,000円、修理に関しまして1,086万7,000

円の計上をしております。以上です。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 22ページの就学援助費に

ついてお答えいたします。 

  初めに、この内容につきましては、記載して

あるように要保護児童、それから準要保護の児

童と生徒、被災児童、この内容になっておりま
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す。 

  初めに、この対象となる児童生徒ですが、正

式に確定しますのが今年度に入ってからといこ

とですので、当初に間に合わない人数の確定、

今年度の人数について、当初予算とあわせて補

正をお願いしたものであります。 

  次に、国の補助金の単価が変わりましたので、

その単価の足りなかった部分、それについて含

めております。 

  最後に、小学校の入学前について、その支給

について対象幼児ですね、見込みの数を考えま

して、その分補正に出させていただいておりま

す。以上です。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 10款５項４目の図書館費

の工事請負費のことでございます。 

  この内容といたしましては、図書館につきま

しては、冬期間、駐車場に入る際に、屋根から

堆積した雪が、雪庇となって固まった雪が落ち

てしまうために、駐車場に入っていくことがな

かなか難しいというか、危険であるということ

で、その図書館の屋根に融雪装置を設置するも

のでございます。 

  具体的なやり方といたしましては、図書館の

大屋根の軒先の部分に消雪シートを設置いたし

まして、そこにボイラーで低温に加温した低温

水を流して融雪するものでございます｡ 

  そして、その融雪した水につきましては、雨

どい等で集めまして循環させて再利用すると。

ろ過して再利用するというシステムをつくるも

のでございます。 

  なお、今回の融雪装置につきましては特殊工

事でありまして、業界の方々とさまざまな協議

のもと進めてきておりました。当初は、市との

話し合いの中で、降雪期、工期にできるという

判断のもとで補正を計上させていただいたとこ

ろでございますけれども、昨今の台風というか、

先月の台風15号の影響、千葉の状況などから、

足場などの架設資材や、そこの屋根を修繕する

ための職人というか、その人員を被災地に優先

的に確保して派遣しなければいけないというこ

とで、なかなか対応する部分が難しいというこ

とで、市が希望する時期に間に合わない可能性

があるという申し出がありました。 

  ただ、この融雪装置につきましては、市とい

たしましては有効性を、軒先の雪を解かすため

の有効性があるのではないかという判断ができ

るものですから、年度内で発注させていただい

て、繰越明許も視野に入れさせていただいたも

とで、時期のいい時期に実施するような形で予

算を執行させていただきたいと考えております

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 補正予

算14ページの灯油購入費等助成費でございます。

こちらの事業につきましては、低所得者世帯の

経済的負担の軽減を図りまして、冬の生活を応

援するということを目的としております。 

  県の補助を使いまして、２分の１の補助をい

ただいております。 

  昨年までは、灯油券ということで、券の交付

をもって実施していたところですけれども、今

年度は現金給付ということで実施いたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 散水消雪ポンプという

ことで、ありがたい、地元の要望が実現してい

くということで、大変よかったと思います。 

  次に、就学援助の内容が、単価が変わり、人

数も変わり、小学校入学前の対象児童になりと

いうことで、以前の就学援助費の入学準備金が

入学前に支給になり、しかも単価も２倍にとな
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りましたが、それでよろしいのかお願いします。 

  図書館の屋根の屋根雪対策ということで、と

てもいい内容で検討いただいたということで、

よかったと思います。できるだけ早くしたいと

いう気持ちも大変ありがたいと思いますので、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。できれ

ばことし中、冬に使えるようになればありがた

いと思います。 

  あと、福祉灯油のことだと思うんですが、現

金給付にこのたびはするということで、前に要

望したことがあったと思いますが、全て電気で

やっている御家庭には、低所得者で高齢者世帯

なんだけれども、福祉灯油の恩恵が全くないと

いう声があったんですが、その方々に、灯油は

使わないけれども、電気だけで暮らしておられ

る低所得の高齢者にも支給される見通しなのか、

お願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほどの入学前というこ

となんですが、議員おっしゃるように、入学前、

新入学の学用品費ということで、小学校に入る

ときの必要なものということで、入学前に支給

をするものでございます。 

  単価につきましては、国の補助金の変わった

部分、それを踏まえて算定しまして、当初予算

から足りないものということで金額を出させて

いただいております。以上です。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 灯油券

を実施しておりましたときに、高齢者の方の世

帯で安全上、認知症などの心配がありまして、

やはり灯油の扱いが危険だということで電気に

しているというようなお話も伺っていたところ

です。 

  このたびは現金給付ですので、そういった

方々にも電気代の一部として助成するという趣

旨でございます。（「終わります」の声あり） 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 私のほうから２点ほど

質問させていただきます。 

  補正予算書11ページ、２款１項６目財産管理

費のうちの工事請負費2,650万円、それから補

正予算書18ページ、７款１項３目新庄まつり振

興基金積立金。 

  初めに工事請負費ということで、東庁舎解体

後の会議室の建設に係る補正かと思います。９

月定例会前に全員協議会の場所で説明いただい

たんですが、多少中身が重複するかもしれませ

んが、東庁舎の解体とともに駐車場と会議室を

整備すると。さらに、これから西庁舎の解体と

いうことも踏まえますと、新庄市の市有施設の

総量自体は、私は減少していくのではないかと

思いますが、原課のほうでは、まずどのように

捉えているのか。 

  それから、まつり振興資金の積み立てという

ところで、財源としましては個人からの寄附金

だということで、寄附者の意向に沿うという形

で、まつりのための基金積み立てというふうに

捉えておりますが、これは３月定例会一般質問

でも聞きましたが、例えば前に、まつり振興基

金というのが創設されていて、これまで周年事

業でありますとか、必要な部分、行財政改革の

中でその部分の基金を充当されてきて、今もう

底をついているような状況かというような議論

をしたかもしれません。 

  将来的に、例えばこれまであったまつり振興

基金の主な目的だったと思うんですが、例えば、

このたび定例会で小嶋冨弥さんが一般質問の中

で聞いているように、ある程度基金を積み立て

た後は、市で例えば人形を買い入れて、それを



- 186 - 

各山車をつくっていらっしゃる町内会に貸し出

しできるような内容の基金にしていくのか、ま

ず２点お伺いいたします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初に公共施設の総量につい

ての御質問でございます。 

  東庁舎のほうですが、まず最初に、東庁舎の

耐震化ということで予定しておったわけですが、

想定以上の費用がかかるということで、今年度

解体してございます。 

  さらに、西庁舎につきましても、耐震強度が

非常に低いということで、耐震補強もできない

という状態でございますので、来年度解体する

予定となってございます。 

  そのため、会議室棟を建設した場合でありま

しても、施設面積の差し引きでは約900平方メ

ートルの縮減となるものでございます。 

  長寿命化計画におきましても、建てかえとい

う形で位置づけてございます。以上でございま

す。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 まつり振興基金の積立金

1,000万円でございます。 

  この基金の積立金の1,000万円に当たりまし

ては、７月に新庄市出身で東京在住の方から寄

附金の申し入れがありました。既にまつり実行

委員会の予算組みが整っている状況の中だった

ものですから、実際に御本人様の御意向につい

ては、ユネスコ登録となって、ますます新庄の

まつりについても、もっともっと振興してほし

いというような意向がありまして、ただ、まつ

り実行委員会の予算組みももう既に固まってい

る状況もお話しさせていただいたところ、まつ

り振興基金ということで、実際に周年事業、

250年祭、260年祭であったりとか、あとはほか

への派遣事業ということで、そういった形でま

つりの振興基金があるということで、そちらに

基金を積み立てていただけないかというような

ことで御理解いただきまして、今回、９月補正

という形で補正をさせていただくというものに

なってございます。 

  また、２点目のいわゆる基金の部分について、

今後そういった人形の公有化の部分も検討して

はどうかというようなことでございますが、今

現在、1,300万円、これを加えますと2,300万円

ぐらいの基金の積み立てという形になろうかと

思いますけれども、実際には公有化という形に

なったと仮定すると、なかなか財源自体も結局

町内の、いわゆる人形、この間の質問の中にも

お話しさせていただきましたけれども、１体当

たり４万5,000円何がしかかる部分で、それ相

当20町内がございますので、１年で、もうその

部分で七、八百万とかいうような支出が出てく

る可能性もありますので、実際にこの基金の支

出の部分については、そうしたいわゆる今後迎

える周年事業、派遣事業のほうで考えていきた

いなということでございまして、公有化の部分

については、ちょっと研究が必要になってくる

のかなと思っておるところでございます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 東庁舎跡の会議室につ

いては、面的総量として900平方メートル減と

いうことで、このたびの補正に関しては、全員

協議会の席でも説明頂戴しましたが、高齢者、

それから障害者というハンデをお持ちの方も会

議室、エレベーターを設置することによって２

階まで上がれるということで、利便性がかなり

向上するのかなと思っています。 

  今、ちょっと詳しい図面、私手元にないんで

すが、例えば１階の部分、フロアはそれなりに

面積があります。それから、多目的トイレとい

うことですね。すると、例えば、このたびの台

風19号でもあるんですが、新庄市にはそういっ
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た大きな災害は来てほしくはないとは思うんで

すが、やはり被災された方々、困ってくるのが

トイレということでございます。 

  非常時、第二庁舎がこの辺の避難所となって

いるとお伺いしましたが、そういった部分の多

目的トイレというところを、会議室という名目

では建設するものの、市民の方から数多く使っ

ていただいてこその市有施設という捉え方をす

ると、目的外使用には多分ならないと思います

が、その辺の、誰でも気軽に、できれば土日も

なんですが、それにはメンテナンスで費用がか

かると思いますが、それから、その辺のまず利

用率をどうやって上げるんだ、どうぞお使いく

ださいというような活用の仕方、あと例えば、

市の職員、私どもも議会中はそうですけれども、

弁当をお持ちでない方もいらっしゃると思うん

ですよ。そうすると、例えば、今、市民の方々

が出入りする場所で弁当販売しているというの

も何なのかなというところで、できればつくっ

たら有効活用というところまで考えていかない

とだめかと思います。そのような部分、これま

で議論されてきたのか。 

  あとは、例えばこのたび補正予算が通れば建

設となるわけですけれども、それまでにはまだ

時間があるということで、使用方法、もう少し

私は検証すべきではないかなと思うんですがい

かがでしょうか。 

  それからあと、まつり振興基金というところ

で、人形を貸し出しすれば年間800万円ぐらい

かかってしまうということですね。この辺、や

はり財源確保というところで、毎回、毎回、新

庄まつりに特化した寄附者があらわれるとは限

らないというところで、これはちょっと商工観

光の範疇を超えるんですが、新庄市には、幸い

ふるさと納税という部分があります。大体、産

業振興とか教育とか、大きなくくりの中で寄附

者の意向はある程度酌み取れる制度にはなって

いますが、この辺、新庄まつりに特化した部分

のふるさと納税の位置づけという、ある程度使

った部分ぐらいは、ふるさと納税の中から基金

を充足していくというようなやり方はできない

のかどうかお伺いいたします。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 会議室棟の利用のあり方とい

うことでございますけれども、今現在、市役所

の中で警備員室の前になりますけれども、職員

向けも含めての弁当の販売ということをしてい

るところであります。 

  このたび、新たに会議室棟を建築する方向で

進めているわけなんですけれども、実際の利用

の仕方としまして、例えば物品の販売とか、あ

と例えば福祉作業所での活動の中で協力できる

ことがあるかどうかなども含めまして、利用の

あり方について検討させていただければという

ふうに考えております。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ふるさと納税の使途の一

つとして新庄まつりに特化したような活用の仕

方ができないかというふうな御質問でございま

す。 

  ふるさと納税につきましては、議員おっしゃ

られたように、寄附をしていただく際に、どの

ようなことに活用したらいいかという意向を指

定していただくことになっています。 

  今現在、７つの区分がありまして、産業の振

興、医療や福祉の充実、そして教育・文化・ス

ポーツの振興、社会生活基盤の充実、そして環

境の保全、地域づくり、そして指定なしという

ふうな形で７つに分かれておりまして、今現在、

産業の振興という分野の中から、新庄まつりの

振興についても活用させていただいております。 

  こちらのほうは、条例で規定されております

ので、今現在、新庄まつりに特化したような形

にするということは考えておりませんけれども、
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貴重な御意見として受け取らせていただきます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 総務課長、よろしくお

願いします。 

  成人福祉課もありまして、今の全員が社会に

参画できる仕組みというふうに、国のほうでも

やっているんですね。できるだけバリアフリー、

本当のバリアフリーを目指すような拠点と位置

づけとなるように、私も祈っています。 

  それから、総合政策課長から答弁いただきま

した。やれないけれども貴重な意見という、非

常にわかりづらいと思います。 

  新庄まつりに関しては、市で直営でやるわけ

にはいかないということで、これまでも委員会

を通じて市も一定のお金を出していると。ただ

やはり、お祭りを実際にやられている方々、３

月にも一般質問しました。９月定例会でも、今

期小嶋議員も質問しましたが、やはり使い勝手

がいいというのは語弊が残りますが、ある程度

基金を積み立てることによって、そこで山車の

委員であったり、神輿渡御だったり、そういっ

た方々の意向、活動できやすくするというのは、

やはり基金の大きな特徴ではないかなと思いま

すので、どうでしょうか、これから検討すると

いうことでしょうけれども、いきなりやれない

というふうに言われると、私も大変つろうござ

いますので、最後の質問ですので、よろしくお

願いいたします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 基金への積み立てがやれ

ないということではなくて、今現在、寄附者の

意向としては、まずは医療福祉、次に産業の振

興という分野が多いんですけれども、毎年、ど

の分野に活用するかというのは施策評価の中で

優先性を決めて、実際に新庄まつりにも相当の

金額が入っております。それが基金という形で

入ったほうがいいのか、それとも今と同じよう

な形で、一般財源として入ったらいいのかとい

うのは、今後ちょっと検討が必要だと思います

ので、やらないということではなくて、今現在

も多額の活用資金として新庄まつりに充ててい

るということは、御理解いただければと思いま

す。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 16ページの８の水道費

の水道整備事業費の中の上水道高料金対策費繰

出金についてお聞きしたいです。 

  ２点目には、18ページの商工費、２商工振興

費の中にある商業振興対策費のがんばる商店街

応援事業費補助金についてお伺いします。 

  ３点目には、その下のところ、観光費の中の

エコロジーガーデン推進事業費の文化財多言語

解説整備業務委託料についてお伺いしたいです。 

  最後になりますけれども、25ページの13番山

屋セミナーハウス費、山屋セミナーハウス管理

運営事業費の中の油水分離施設撤去業務委託料

についてお伺いします。よろしくお願いします。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 16ページ、衛生費の上水

道高料金対策費繰出金で、水道事業への繰り出

しですので、私のほうから答弁させていただき

ます。 

  これにつきましては、水道事業を行う際に地

理的条件でありますとか、自然的な条件により

まして、資本費が高額になっている事業につき

まして、総務省基準によりまして繰り入れが認

められているものであります。 

  毎年、総務省のほうから基準額が示されるん

ですけれども、４月に示された基準額が昨年よ

りも上がりまして、新庄市の資本費単価との差

が小さくなったことによりまして、繰出金の金
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額が減少したということでございます。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 私のほうから２点目、３

点目についてお答えいたします。 

  初めに、がんばる商店街応援事業費補助金の

40万円でございます。 

  この事業については、10月１日、消費税が引

き上げになりまして、その引き上げ後の商店街

等における個人消費の喚起を意欲的に取り組む

市町村と連携した形で、県との連携で補助金と

いう形で出しておるところでございます。 

  それら消費の落ち込みを抑止するとともに、

商業の活性化を図る目的として、補助金の事業

を設定するものでございます。 

  実際には、２分の１が商店街、残りの２分の

１については県と市で補助するものでございま

して、今現在２つの商店街から一応御要望がご

ざいます。 

  一応、それぞれ２商店街ということで40万円

の補助金を計上させていだたいたことになって

ございます。 

  それから、文化財多言語解説整備業務委託料

でございますが、今般、当初エコロジーの第４

蚕室の、今、工事に入ってございますが、当初

の補助メニューのほかに、ソフト事業を今回す

るという形で、補助事業も組みかえさせていた

だいて、ハードとソフトということで、今回ソ

フト事業の部分で提案しているものでございま

すが、中身としましては、実際に映像を通した

形で多言語で、インバウンドのお客さんのほう

に御案内するというようなシステムを構築する

というようなことで、コンテンツを制作すると

いうようなことでございまして、専用のアプリ

が、今現在、もう既にやっている部分がありま

すけれども、それを今度、実際にエコロジーで

あったりとか、あとは御霊屋であったりとか、

そういった文化財のほう、何カ所かございます

が、それらの風景を写真で、カメラで撮ること

によって、実際にその風景が、実際にアプリを

通した形で、今度はそこの場面、場面で撮った

映像をもとに、ここの風景の部分についてはこ

ういった歴史があってとかいう、その解説を英

語なり、それから多言語でございますので、台

湾語であったり韓国語であったりということで、

お知らせする部分のウエブサイトの業務委託と

いう形で468万円ほど計上させていただいたと

いうことになってございます。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 補正予算書25ページ、10

款５項13目山屋セミナーハウスの油水分離施設

撤去業務委託料について御説明申し上げます。 

  このたびの補正予算の内容といたしましては、

山屋セミナーハウスの灯油流出事故対応といた

しまして実施しております油水分離施設の撤去

にかかわる業務委託料でございます。 

  山屋セミナーハウスからの灯油流出事故にお

ける現在の状況といたしましては、時折流出し

てくる油まじりの水から油分を撤去し、河川等

への水質汚濁を防ぐため、油水分離槽による油

水の分離作業を行っておりましたが、業務を始

めた２月以降の経過を見まして、大雨のときに

は多少にじむ程度の油分を確認することができ

るのですけれども、それ以外は、油分を含む水

の流出は落ちついてきているように見えており

ます。 

  このようなことから、現在、業者に委託して

おります油水分離槽による油分の分離業務委託

を、現契約期限の10月18日で終了いたしまして、

油まじりの地下水が流出しております土側溝で

ある沢につきまして、今回の補正予算の修繕料

の中にも計上させていただいておりますけれど

も、土側溝である沢の部分に、沢の所有者の了

解を得た上でＵ字溝などのものを設置いたしま

して、側溝の整備をさせていただいた上で、自
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前でオイルフェンス及び吸着マットを設置する

ことで、油分の河川への流出防止に努めていき

たいというふうに考えているものでございます。 

  なお、対応ということで、多少縮小させてい

ただきますけれども、地下の状況でございます

ので、今後何らかの不測の事態が生ずることが

あるかもしれませんので、その際には、また議

会のほうに御相談させていただきながら、対処

させていただきたいというふうに考えておりま

す。 

  また、今後の定期的な監視やオイルフェンス、

吸着マットの交換につきましては、施設の所管

であります社会教育課の責任をもって対応させ

ていただきますけれども、引き続き指定管理者

と連携しながら対応を進めていきたいというふ

うに考えておりますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。以上でございます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 大変興味深い内容をお

聞かせいただき、ありがとうございます。 

  水道設備の事業費についてなんですけれども、

資本費の繰り入れ等ということだったんですけ

れども、例えば新庄市内だと、どの辺のところ

が基準よりも相当に高い水道になってしまって

いるのか、参考までにお聞かせください。 

  また、先ほどのがんばる商店街の振興費の件

ですけれども、２件手を挙げてくださっている

というお話を聞いて、消費税が上がった後、そ

れでも商店街で頑張っていこうということで、

いい内容だなと思ってお聞きしました。 

  今後も、これは消費税が上がったからという

ことで、今回のみのことなんでしょうか。それ

を追加でお聞きしたいです。 

  それから、エコロジーガーデンのことなんで

すけれども、システムコンテンツ、アプリを文

化財と連動ということは大変いいなと思ってお

聞きしております。委託先などが、もしお聞き

できるようだったら教えていただきたいと思っ

ております。 

  最後になりますけれども、山屋セミナーハウ

スの管理運営事業費のことですけれども、時折

油が出てということだったんですけれども、10

月18日に、今の状況はかなり改善されているよ

うなお話の内容だったんですけれども、大体、

見通しとしては、このことが終結するのはいつ

ぐらいまでというふうに担当の方は思っていら

っしゃるのか、参考までにお聞きしたいです。

よろしくお願いいたします。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 資本費単価につきまして

は、どこの地区ということでなくて、全体的な

資本費というようなことになります。内容とし

ましては、例えば河川横断する際に水管橋をか

けなくてはいけないとか、あるいは東側の部分、

標高が高い地区についてはポンプアップしなく

てはいけないとかというような部分で、全体的

に資本費が高いというふうな内容になっており

ます。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 がんばる商店街応援事業

費補助金でございますが、今般の消費税引き上

げに伴う部分で、実際に補助対象経費としては、

例えばこれから年末の歳末セールであったりと

か、そういった部分で、生活応援セール等のい

わゆる事業に係る広報費ということで、チラシ

であったりとか、その印刷であったりとか、新

聞折り込みであったりとか、ポスターであった

り、そういった部分で活用していただきたいと

いうようなことで、実際にそれぞれの商店街の

ほうで歳末セールを、今回のいわゆる消費税増

税を受けた部分で考える事業の中の、そういっ

た広報紙、いわゆるそういった費用に充てる部

分ということで、一応、今現在、今年度のみの
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計画というふうに承知してございます。 

  それからあと、エコロジーガーデンの文化財

の多言語解説の業務委託料でございますが、現

在、市のほうでもいわゆる日本語版のアライザ

ーというアプリを開発しているＪＰＤでござい

ますけれども、ＪＰＤのほうにそのものを多言

語の部分でお願いしたいというふうに考えてご

ざいます。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 山屋からの灯油流出状況

でございますけれども、終結宣言というのは、

なかなか今の段階では出せないのかなというふ

うに考えているところでございます。 

  今の段階で、地下のことでございますので、

専門業者の方とかの話の中では、やはり１年な

りもうしばらくかかるのかなというふうな話は

承っているところでございます｡ 

  ただ、今の段階で油が出てきている部分につ

いて、この間の台風などあった大雨の中で、多

少端の部分、沢の端のような部分に油が見えた

りするときはあるんですけれども、大量に水を

ためているますに油がばっと浮いている状況で

は全くないです。これはもう、ここ数カ月、同

じような状況になっております。大雨の後で見

ても、そういうような状況になっています。 

  もしかすると、沢、土側溝になっている沢に

付着している部分に、少し油の部分があるのか

もしれないということで、今回、沢の改良もさ

せていただきたいというふうに考えております。 

  ただ、また油の流出箇所といたしまして、今

現在、地形や地層から考えまして、これから土

側溝の整備をしたいという、そのところの部分

にしか、今のところ出てきていないというふう

な状況がございますので、とりあえずそこを集

中的に改良を進めた中で、また出てきている部

分について、多少見える部分についてはオイル

フェンスなど、自前で市のオイルフェンスを設

置しながら、油の吸着マットを敷くことで対応

できるのではないかということ、特にあくまで

地下水をろ過するというか、出てきた水をろ過

してという作業をしなくても、縮小してもいい

のではないかと、それで河川への油分の水質汚

濁を防いでいけるのではないかというふうな助

言をいただいた上で対応させていただきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 水道の件については、

大変わかりました。ありがとうございます。 

  振興策の商店街のことについては、年末セー

ルや折り込み、ポスターなどに使うということ

で、そういうことで告知して、少しでも商店街

の人に利益が回ったらなと思いました。ありが

とうございます。 

  エコロジーガーデンの件ですけれども、アラ

イザー、私も見たことがあるので、なるほどと

思って、こういうものを通して、やはり海外の

方に発信して来ていただきたいということがあ

るので、ぜひとも頑張ってほしいと思っており

ます。 

  最後になりますけれども、山屋セミナーハウ

スの近くにお住みになっている方たちの不安が

少しでも解消されればいいと思っていますので、

ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。

以上です。ありがとうございました。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 私からは、６款農林水

産業費の４の畜産業費の最上中部牧場の修繕費

の内容と、10款教育費のスポーツ指導員報酬の

減額と、あとは体育施設の市民スキー場管理運

営事業費の圧雪車購入について、まずお尋ねし

たいと思います。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 
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下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、お答えいたします。 

  旧最上中部牧場敷地内側溝及びのり面の修繕

ということになっております。場所につきまし

ては、鮭川村の上絵馬河より行ってございます。

昨年８月の豪雨によりまして、のり面が側溝に

崩落したため、のり面及び側溝の復旧を行うも

のでございます。以上でございます。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 まず、25ページの10款５

項11目社会体育費の中のスポーツ指導員の報酬

の減額についてでございますけれども、こちら

につきましては、県の縦断駅伝競走大会の強化

選手ということで位置づけておりますスポーツ

指導員が、一身上の都合により、就職が決まっ

たというか、ということがございまして退職す

るということに伴って、そこに係る事業費とい

うか、ものを減額するものでございます。指導

員の退職によるものでございます。 

  もう一つ、12目市民スキー場の圧雪車購入費

についてでございますけれども、これにつきま

しては、平成12年のスキー場のオープン以来、

19年が経過しております。毎年整備費と修繕が

かさんできているような状況の中で、今シーズ

ンの使用に向けた整備費用として、業者のほう

から見積もりをとったところ、1,000万円近く

かかる見積もりが出てきました。 

  そのような中、ここ数年、毎年やはり100万

円、200万何がしの金額の圧雪車にかかる修繕

費がかさんできたところの中で、今のものより

も新たなものを購入したいというふうに考えた

ところでございます。 

  なお、新車につきましては、金額的に3,500

万円から4,000万円程度と言われておりまして、

圧雪車については、スキー場の運営において欠

かすことができないものではありますけれども、

やはり今現在の市民スキー場の現状から、費用

対効果などを考えて、新車を購入するというの

はちょっとあれなのかなと、難しいのかなと考

えておりまして、圧雪車については、受注生産

であり特殊車両であって、余り市場には出回っ

てないものの、製造年数や稼働時間などから、

程度のいい中古車両について購入したいという

ふうに考えているものでございます。以上でご

ざいます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 中部牧場の件、側溝と

のり面というようなことで、８月の豪雨でなっ

たと聞きましたけれども、かなり中部牧場その

ものもたっておって、今後とも維持管理するた

めに、中部牧場の位置というか、考えを考えて

いかないと、恐らくサイロも非常に古くて危険、

解体というようなことになろうかと思うんです

けれども、今後、いろいろな面で維持管理費が

かかると思うんですけれども、今後、こののり

面、側溝だけでなくて、そういったものがいろ

いろ大変なことではないかなと思うんですけれ

ども、その辺のお考えはどうなんでしょうか、

ひとつお考えをお聞かせください。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 旧最上中部牧場の施設及び管

理についてでございますけれども、かなり老朽

化をしているということは存じておりますし、

管理につきましても、各団体等に使用していた

だいているというふうな、管理をしていただく

というふうな状況が続いております。 

  ただ、今後このままでいいのかということで

はございません。関係機関と協議検討させてい

ただきたいなと考えておりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） やはり大きな新庄市の
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課題と申しますか、今後の市政運営にとっても、

やはり考えざるを得ない場所だと思いますので、

いろいろな関係者とよく御相談なさって、ひと

ついい方向でやってもらえばなという思いを込

めてお聞きしたわけですので、よろしくお願い

します。 

  あと次、スポーツ指導員、駅伝の関係者がや

めたというようなことで、非常に残念だなと思

うんですけれども、春になると、やはり新庄市

が初日のゴールで入ってくるのを、みんな選手

を応援するわけで、やはりケツから、今か今か

と思ってケツのほうというと、いささか市民の

意識高揚も下がるのが本音だと思うんですけれ

ども、今後、この手当てと申しますか、今後ど

のようなお考えをなされているのか、ひとつお

聞きしたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 県の縦断駅伝競走大会に

ついて、最上８市町村で取り組んでいるところ

でございます。事務局といたしまして新庄市が

担当させていだたいているところでございます

けれども、この駅伝の強化対策選手につきまし

ては、今現在、１名がいるという状況でござい

ます。ただその方からも、今年度末をもって退

職の申し出がある中で、今現在、大学のほうに、

各大学の駅伝などをやっている大学のほうに連

絡をとって、来年度の強化対策２名の選手をあ

る程度雇用のめどが立ってきているところでご

ざいます。 

  その方々、新卒で、今回、今もこれから箱根

駅伝の予選会に向けて取り組んでいるような、

かなり長距離というか、駅伝に対して、そうい

う長い距離を走ることに向いているような選手

を雇用することができそうな状況でございます

ので、できれば来年の４月には御期待いただけ

ればと思っているところでございます。よろし

くお願いいたします。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 初めに11ページ、２款

総務費１項総務管理費８目広報費12節広報事業

費ですが、市報の10月号が、今、各家庭に届い

ているころであります。この市報の編集責任者

はどなたになっておりますでしょうか。 

  それから２つ目、同じく11ページ、歳出の２

款総務費１項総務管理費６目財産管理費15節工

事請負費2,650万円、これは東庁舎会議室であ

りますけれども、８月の全員協議会で説明を受

けましたので、エレベーターいいんじゃないで

すか。スロープもいいんじゃないですか。それ

からトイレもいいんじゃないでしょうか。しか

し、2,650万円の補正が本当に当初予算の段階

で検討されたんだろうかという、そういう疑念

を抱きます。 

  推定すれば、この金額ですから、１億近い金

額の工事費でありますから、多分、市長査定で

意思決定したと思うんですが、その段階ではど

うなっていたんでしょうか。 

  まずそれをお聞きいたします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 広報の編集責任者という

ことでございます。 

  広報のほうを担当しておりますのが総合政策

課なので、その責任者となると私になるかと思

います。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 ２点目の会議室棟についての

御質問でございます。 

  当初予算の編成におきましても、当初の予算

のもととなっております設計におきましても、

１階に会議室を配置しまして、段差をなくすと
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いうふうなバリアフリーにある程度配慮した設

計としてございました。しかしながら、来年、

パラリンピック開催もございますし、また国が

進める国際化基準に適合した施設整備というふ

うなことで、体の不自由な方へ配慮した施設整

備の機運が非常に高まっておりますので、今回

は新築の建物でございますので、エレベーター

の設置等もできるのではないかということで、

今回、補正のほうを上げさせていただいたもの

でございます。以上です。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 最初に、広報費のほう

でありますが、表紙が「あれもある これもあ

る そんな新庄に」という、そういう表紙にな

っています。タイトルになっています。これは

新庄市の政策なんでしょうか。 

  それから、市長の４期目の抱負ということで、

４ページ、５ページに「まちづくりはひとづく

り」ということで、いろいろな政策が入ってい

ます。その中に、４ページに「看護師養成所の

開設に向けた取組」というふうな解説がなって

いますけれども、市長は７日の日に断念という

ことを表明したわけですから、少なくとも新聞

だったら、即号外ですよ。これが今、家庭に回

っているわけです。その後の市民説明とか、そ

ういうことをどうするんでしょうか、お聞きし

たいです。 

  それから、当初予算は市長査定で決定したん

でしょうか、どうでしょうか、その確認と、市

役所というのはまちづくりに大きな役割を果た

すんです、市役所は。新庄市になったのは昭和

24年ですから、新庄町役場、人口8,000人ぐら

いのときです、そのときの町役場は、今の税務

課あたりに小さい木造の屋根であったはずであ

ります。以来、ずっと新庄市の発展とともにま

ちの中心に位置してきました。 

  ですから、私は東庁舎の会議室とはいえ、新

庄の中心部における市役所の役割をどう見て今

回の改築になったのか、その辺もお尋ねしたい

と思いますし、ユニバーサルデザイン、大事な

言葉ですから、きょういただいた資料を読ませ

ていただきます。 

  ユニバーサルデザインとは、障害の有無、年

齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利

用しやすいよう、あらかじめ都市や生活環境を

デザインする考え方。今の社会では当然のこと

であります。それを今回追加しましたというこ

とで、資料をいただきましたけれども、そもそ

も当初予算の段階で、そのような計画はなかっ

たんでしょうか。お願いします。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 それでは、八鍬議員の御

質問にお答えいたします。 

  まず１つ目、広報しんじょう10月号の表紙に

「あれもある これもある そんな新庄に」と

いう表現がございますが、これは政策なのかと

いう御質問でございます。 

  政策ということではなくて、あれもない、こ

れもないというのは心の過疎とも言われており

ますので、あれもある、これもあるということ

で、今あるものを大切にしたいというふうな、

そういう気持ちを込めて表紙に表現したもので

ございます。 

  そして２点目、これも広報しんじょうの４ペ

ージ、５ページの市政を進めるに当たってのこ

れまでの取り組みと市長の考えというところに、
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看護師養成所の部分の表記があるということで

あると思います。 

  こちらのほうにつきましては、９月号で市民

説明会の状況を10月号からお知らせしていくと

いうふうにしておりますので、載せたものでご

ざいますけれども、やはり、今現在渡っている

ということで、市民の方には違和感、また困惑

された方もおられると思います。実際、２件ほ

どそういう御指摘の連絡がございました。 

  これにつきましては、10月２日が最終校正日

で、既に印刷された後でしたので、他の広報、

お知らせ等もございますので、カットするとい

うことが技術的に困難であったということもご

ざいます。そのまま発行してしまいましたけれ

ども、その結果、市民の方に混乱をお招きした

ことを深くおわびしたいと思います。 

  なお、広報しんじょう11月号におきまして、

これまでの経緯等説明したいということを担当

課のほうと話をしておきますので、そちらのほ

うに掲載させていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 会議室棟につきましては、３

点ほど御質問をいただいたと思います。 

  １点目の市長査定があったのかというふうな

御質問ですが、予算編成作業の中では、流れと

しまして１次査定、２次査定、３次査定とござ

いますけれども、この３次査定が市長査定とい

うことになるわけですが、査定としましては、

その市長査定の前の段階で査定が終了していた

というふうなことでございます。 

  しかしながら、主要事業ということで、市長

には、この事業についての御説明をさせていた

だいているというふうなことでございます。 

  それから２点目の会議室棟の役割をどう捉え

ているのかというようなことですが、当然なが

ら、市庁舎につきましては市の行政事務を預か

る職員の執務場所というふうなこともあります

けれども、市民の方も利用する庁舎、特に今回

は会議室棟ということで、多くの市民の方の利

用を想定してございますので、市民の方々に優

しい、安全で利便性の高い庁舎にしていく必要

があるというふうに考えているところでござい

ます。 

  それから３点目の、当初にユニバーサルデザ

インを取り入れる考えはなかったのかというふ

うな御質問ですが、一連の耐震化事業の中でこ

れまで進んできたわけですけれども、さまざま

なそれまで考えがあったわけですが、当初予算

の段階では、このユニバーサルデザインを強く

取り入れていこうというふうな考えが少し足り

なかったという面はあったのではないかなとい

うふうに考えてございます。 

  最終的に、工事の発注するまでの期間が多少

ありましたので、その最終的な判断の中で、今

回補正予算の内容を上げさせていただいたとい

うふうな経過でございます｡ 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 初めに広報ですが、今

までもいろいろ議論になりましたように、広報

の役割というのを、もう一度ちゃんとしていた

だきたい。正しい情報が正しく早く着くように

していただきたい。11月号でお知らせとなると、

市民の手に渡るのは11月10日配布だから、早く

とも15日ごろになってしまうんですよね。１カ

月以上も情報がおくれるというのは、本当にい

かがなものでしょうか。 

  あとそれから、表紙の問題ですが、これが４

ページや５ページに、４期目を向かえる市長の

政策の中に入ってくればいいんですが、あれも

ない、これもないまちから、あれもある、これ

もあるまちというのは、この前の選挙戦で使わ

れた標語です。余りそんたくしないほうがいい

のではないかというふうに、助言だけしておき
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ます。 

  それから、ユニバーサルデザインのことにつ

いて、会議棟について、そういう検討がなかっ

たかということですが、会議室のすぐ後ろとい

いますか、今、市役所の敷地の中を通らなけれ

ば、車では家に行けないという方が６軒あるん

ですよ。６軒。正確に数えると７軒、売ってる

人もいますから、筆番で言えばもっとあるかも

しれません。市役所の敷地を通らなければ、そ

こに行けないというのが。 

  今回の会議棟の建設に当たって、公衆用道路、

私用道路、その見直しをして、その検討をして

みようかということはなかったんでしょうか。

というのは、冒頭で申し上げましたように、市

役所の配置とまちづくりをどうしていくかとい

うのは、本当に密接なんです。今回のチャンス

を逃したら、あと50年ぐらいはそこの道路の改

良は本当に難しいと思うんです。 

  そういう点で、都市整備課長、そういう考え

と相談はあったのかどうか。 

  それから、会議棟の建設に当たって、機能の

配慮について、これは総合的ですから、福祉事

務所長のほうがいいんですが、そういう相談が

あったのかどうか、お尋ねします。 

  あと、これで３回目だから終わりですので、

最終的には、やはり単にこの補正予算でどうし

ようというのではなくて、もっと大きな視点か

ら、まちづくりという観点から考えた上で、も

う一回出し直すべきだというふうに私は思いま

す。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 このたびの会議室の建て

かえの事業に関しまして、背後地であります民

地との通路の改良についての調整ということで

御質問をいただきました。 

  全体的な計画の中で、そのような検討をされ

ていたということは存じ上げておりますが、通

路の確保ということで、庁舎内の土地の所有の

関係等ございまして、検討が頓挫したような経

緯は聞いております。以上です。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者

の主管担当ということで成人福祉課なんですけ

れども、東庁舎会議室棟の建設に関しては、ト

イレの部分で多機能トイレのほうに仕様を途中

で変更したいというようなお話がございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 さまざまな広報から始まり、今回

の予算の会議室棟がございました。 

  会議室棟の建設につきましては、平成28年か

ら、総量的な全体的な見直しを行ってきたわけ

であります。 

  １つは、公共施設を減らしていくというよう

なことと、それからもう１点、大きな問題は、

やはり水害、災害等にどう対応するかというよ

うなことで、コンピューター室の移転というこ

とが大きな課題としてございました。 

  これは、平地に動かすことはまずいだろうと

いうことで２階に運ぶと。このコンピューター

がやられてしまうと、市民生活に大変な、大き

な生活の障害を与えてしまうというようなこと

で、そのことを第一前提として始まった仕事で

あります。 

  １つは耐震化というようなことと、そこに元

福祉事務所のあったところにそれは置いておけ

ないと、耐震ができないということで、２階に

というふうなこと、これは水対策、過去にここ

の水が上がったというようなことで、それがあ

ってはならないというようなことで動かしたと

いうこと。 

  そのことで、環境課が第二庁舎のほうに移り、
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また都市整備課と災害対応になった場合に連携

がしやすいようにというようなことで、環境課

が向こうに移ったと。都市整備課も移り、教育

委員会を２階のほうに広げたというようなこと

の全体的な経過がございます。 

  その中で、大体の平成28年当時、総量、どの

ぐらいかかるんだというような、総量の見積も

りをたしか出した予定であります。ですから、

そこまでの一つ一つの来るまでに、当時、いき

なり詳細設計ということを、私のほうに報告を

いただいていることはなく、総体的な形でここ

にこのようなものをつくりたい、こういうふう

に動かしたいというような報告と、また会議を

続けてきたということを、ぜひ御理解賜りたい

なと。 

  最終的に、詳細設計ができ上がってきた段階

で、ちょっと待てというようなことで、エレベ

ーターあるいは多目的がないのではないかとい

うようなことで、担当としては、総量が規制さ

れていたというようなことがあったものですか

ら、どうしてもその総量の中で物事を考えてし

まったというようなことがあるかもしれません。 

  そんなことで、いや、これは、市長、ここの

ところはこれしなきゃだめだというような意思

疎通がなかったということは、私の部下とのコ

ミュニケーション不足だというようなことで、

大変その辺は申しわけないなと思っております

けれども、職員も総量の中で発想してきたとい

うようなことがあり、最終的な詳細設計、発注

の段階で、それがないということなので、これ

はまずいというようなことを指示したところで

あります。その結果、今回の補正になったとい

うことを、ぜひ御理解賜りたいなというふうに

思います。 

  そういう意味では、当初から知っていたかと

いうようなことは、総量的に決まっていたこと

なので、最終的な市長査定のところにはそのま

まで上がってきたというようなことで、大筋の

概要の設置場所と、それから大筋のものが提示

されていたと。総量の中で決まっていたという

ことを、ぜひ御理解いただきたい。 

  これ単体で仕事をしてきて、見積もりあるい

は設計を出してきたというのは後から、その予

算の中でしたという、職員がそういうふうに判

断したというようなことで、今回は議会のほう

にきちんと説明し、これからユニバーサルデザ

インというのは大変必要な時代になるので、こ

のところはきちっと頭を下げて、今回の補正で

認めていただいて、ボリュームは膨らむけれど

も、将来のためには、これはきちっと整備した

ほうがいいという判断をさせていただいたこと

を、ぜひ御理解賜りたいというふうに思います。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 最初に、15ページの３

款２項３目保育所費の中の保育所運営事業費、

こちらの、まず１つが修繕費なんですが、どち

らの児童福祉施設の修繕費であって、また具体

的な内容を確認したいです。 

  そして次が、22ページの10款教育費、こちら

の２項１目学校管理費、こちらの小学校管理運

営事業費の中の修繕費なんですが、当初予算に

おいては854万6,000円となっていました。今回

の修繕料が90万5,000円増額となるわけなんで

すが、この内容を確認します。 

  この２点をお願いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 それで

は、初めに３款２項３目保育所費の中の保育所

運営事業費の修繕料の内容についてでございま

す。 

  こちらの修繕料につきましては、泉田保育所
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の屋根の修繕ということで、こちらが82万

5,000円、それから同じく泉田保育所の誘導灯

及び火災受信機用のバッテリー交換、こちらの

ほうが４万4,000円でして、合わせまして86万

9,000円といった金額になっております。 

  屋根の修繕につきましては、泉田保育所の冬

期間なんですけれども、屋根の雪が凍って、そ

れが水が回ってきてしまうといったような状況

が発生しておりまして、こちらのほうを冬期に

なる前に修繕したいということで上げさせてい

ただいている予算でございます。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 補正予算書22

ページの10款２項１目小学校管理費の修繕料で

ございます。 

  これにつきましては、新庄小学校、そして日

新小学校で消防設備点検の指摘事項となりまし

た防火扉の修繕、そしてもう一つが升形小学校

の給水ポンプの修繕、また日新小学校、北辰小

学校の雨漏り修繕、それから沼田小学校のトイ

レの水がとまらなくなったんですが、これの修

繕、そして本合海小学校の給食室でございます

が、この給食室のダクトの修繕、これは保健所

の点検での指摘に基づく修繕でございます。以

上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 保育所運営事業費につ

いてなんですが、泉田保育所の修繕ということ

で、こちらの泉田の保育所も築後44年目に入っ

て、大変建物が老朽化している中で、修繕に対

しては急務であるのではないかと思っているの

で、こちらは早急に進めていかなければいけな

いことだと思っておりますが、同じように、新

庄市の中で大変重要な役割を占めている中部保

育所についてなのではないのかなと、ちょっと

思ったものですから、質問させていただいたん

ですが、こちらのほうも、築後38年目を迎えて

いて、今、成果表などを見ると今年度の入所者

が130人もいらっしゃるということで、この保

育所から何らか要望が出ているのではないかと

思うんですが、先日、父兄の要望がありまして、

見に行かせていただきまして、そうしますと大

変な雨漏りの状況になっていました。 

  お子さんが雨漏りがあった場合、滑って転ば

ないように職員の方々が本当に一生懸命環境を

整えていらっしゃる状況を見てきまして、この

状況というのは、執行部としては確認をしてい

たのか、実際行かれて見てきているのか、そし

てどういう形で計画して修繕をしていこうとし

ているのか、そういった点を、まずこの中部保

育所に対しては伺いたいなと思います。 

  そして、小学校の修繕の部分なんですが、今、

次長が列挙していただいた項目というのは、今

年度の計画と緊急の場合のものも含めた内容で

あるのかなと思うんですが、その中で、とても

目に映るのが日新小学校のエントランスの床の

部分の劣化なんですよね。 

  そちらも父兄の方々から、毎年起こっている

やに聞いておりまして、何年前からこういう状

況が起こっているのか、そしてこれまで経過を

たどっていったときに、総額でどのくらいの修

繕費が既にかかっているのか、そして今後、補

修に対してはどういうような計画を持っている

のか、その点を伺いたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 中部保

育所の雨漏りにつきましては、ここ一、二年特

にひどくなっているということは認識しており

ます。 
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  ちょうど２階に上がって遊戯室の前からずっ

と廊下沿い、あとトイレの前、あと突き当たり

のリス組の前というようなことで、ところどこ

ろ、雨漏りがあったりなかったり、あるいはひ

どい雨漏りがあったりといったことは見に行っ

ております。 

  中部保育所の修繕につきましては、５年ほど

前、平成25年ごろに一度屋根の修繕を行ってい

ます。その当時、ほかに地下タンクの廃止など

を含めて700万円ほどの修繕をかけて、そうい

ったところもやっていたという事実もございま

す。 

  その後、さまざまその年度ごとに、緊急性で

すとか優先度ですとか、あるいは計画的にとい

ったところもございますが、修繕を行ってきた

というところでございます。 

  中部保育所につきましては、やはりここのと

ころ特にひどくなっているということもありま

して、これから何年もたせるのかというような

ところも含めながら、修繕を進めてまいりたい

と思っているところでございます。以上です。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 日新小学校の、

おっしゃっている部分は、昇降口の前の円形広

場のことをおっしゃっているのかなと思うんで

すが、この円形広場については、下に融雪装置

がありまして、その上にタイルが乗っていると

いう状況でございます。 

  この修繕につきましては、ただいまの質問で

は、これまでに全てでどのくらいかかっている

のか、そしていつからやっているのかといった

御質問ですが、正直申し上げて、総額が幾らに

なるかというところは、押さえてございません。 

  実際には、あの学校ができて数年後から、毎

年45万円ほどの予算を当初予算で計上いたしま

して、毎年行っている状況でございます。 

  今年度につきましては、９月の初めに発注を

かけまして、ただ実際に業者さんが今、災害復

旧関係でお忙しくて、なかなか手がけていただ

けないところはあるんですが、今、直す修繕を

行っているところでございますので、御理解い

ただきたいと思います。 

  済みません、もう一つ忘れていました。 

  これからどうするのかというところでござい

ますが、基本的に、日新小学校だけではなくて、

各学校、ほかの施設もそうだと思うんですが、

タイルを使っている部分については、冬の凍結

などで壊れやすいところがあるのかなと思って

います。 

  実際にほかの学校の正面玄関についても、タ

イルではなくてコンクリートに直しているとい

うふうなこともありますが、日新小学校につき

ましては、その下の部分が融雪装置が入ってい

るところもございますので、その辺も考慮しな

がら、これから検討していかなければならない

のかなと考えております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） まずは子育て児童福祉

施設だったんですが、こちらのほうは、本当に

市の総合計画においても「子育て・人づくり」

というのが重点プロジェクトになってございま

す。その環境を整えるということが、大変重要

ではないかなと。民間の保育所にお子さんたち

が行きますと、大変施設はきれいで、そっちは

行けばいいじゃないか、じゃない一人一人の生

活があるわけで、そうすると、この状態で何で

直らないんだろうという不満が結構渦巻いてい

るのかなと思います。 

  「子育て・人づくり」というのが基本だと、

市としても重点プロジェクトとして置いている

わけなので、今後、中部保育所、全体なんでし

ょうけれども、泉田保育所も含めてなんでしょ
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うが、まずは中部保育所が130人いるという現

実もあって、今後の再編等に関してはどのよう

な考えを市として持っているのかを、まず伺い

たいなと思います。 

  あと、日新小学校につきましては、今、次長

からあったように、下のほうに融雪設備があっ

て、その上にタイル地になっている。水が入り

込んで、中から凍ったりするとぱんと割れてく

るという現状で、この前お邪魔した際に、工事

が始まって、結構長目に切って、少し広目に直

していくんだろうなと思って見ていたんですけ

れども、階段も含めて、やはり素材がどうして

も除雪によって壊れやすい素材であるのは確か

で、それによって、ほかの学校はコンクリート

のほうがやはり強固でいいのではないかという

ことで、コンクリートに萩野学園も含めてされ

たんだと思うんですけれども、どうしても無機

質になりがちだなと。 

  そういった場合、素材等を含めて、今後新し

い明倫学園のエントランスも含めて、どういっ

た検討をされているのかということもお聞きし

たいなと思いましたし、あとは、日新の床材に

ついて、今、中に融雪があるので、素材は検討

されていくということだったんですけれども、

前向きに検討していただきたいなと思っており

ます。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

関連の施設につきましては、重点的な、優先的

にそういった施設を更新していくというような

ことが、長寿命化計画の中で盛り込まれており

ます。 

  今後、そういったことを踏まえつつ、また修

繕につきましては、やはり屋根ということもあ

りまして、子供たちがいながらにして直すこと

ができるのかというところもございますので、

そういったところも踏まえながら、修繕の優先

度、あるいは今後、５年後、10年後といったよ

うな計画の中で、建てかえといったところも考

えながら検討していきたいと思っております。

以上です。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 それぞれ具体

的な、どんな検討をされているのかという御質

問でありますが、一つ一つ具体的な、例えば日

新小学校をどういうふうにしていくかというこ

とは検討中、どのようにしていくかというとこ

ろですね、検討をしていく段階であると思って

います。 

  実際には、11校学校がございますので、傷み

のひどいところから対象にさせていただいてお

ります。その中で、日新小学校がどのような順

番になっていくのかというところになるかと思

うんですが、その辺も含めまして、学校全体、

11校ありますので、その11校のバランスを考え

ながら検討してまいりたいと考えております。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） では私から質問いたし

ます。 

  先ほどからお二方で質問があったところと同

じなんですが、11ページの１の１の６ですね、

財産管理の工事請負費2,650万円のところです

が、この計画の中で、当初の計画にエレベータ

ーを増設するということで、今回補正に上がっ

ているわけですけれども、平成31年度の予算を

編成するときにはのってないということで、先

ほどいろいろ御説明があったんですが、パラリ

ンピックに合わせてなんて財政課長が言いまし
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たんですが、「障がい者にやさしいまちづく

り」事業というのは、平成30年度からスローガ

ンとして掲げて、新庄市の市政として進んでい

るわけですので、なぜ同年度に計画されたもの

に落としたか、落ちたかということが、どうも

私には腑に落ちないところがあります。 

  それで、第１に、会議棟なるものが、先ほど

市長が盛んに総量、総量というふうな言葉を発

したんですが、きょう、新たにいただいたこの

資料、長寿命化計画、前にいただいたのとほと

んど、比較したんですが、最適化の基本的な考

え方というところは全く同じで、修正された、

見直しをされた、ここに３月一部改定と記して

ありますけれども、変わったところがない。 

  ここを見ますと、総量は15万4,387.85と、

2018年３月時点、人口が３万6,000のときにこ

しらえたものだということをうたっていますけ

れども、そこからいきますと、私、伺いたいの

は、この総量をどういうふうに抑えているのか

を、まずお伺いしたいというふうに思います。 

  これは答弁を聞いても、聞かなくとも、この

総量からやはりマイナスを抑えていくというの

が基本だと思うんですよね。ここの６ページに

書いてあるように、前の資料は４ページ、そっ

くりうたっているわけですね。財政負担の軽減

を図るには、施設の総量の縮減を進めなければ

ならないということをうたっているわけですね。

私もそうだと思うんです。 

  具体的には、その下のほうに記載されたよう

に、施設の統廃合、集約化、全体の最適を目指

していくと。管理運営の効率化を図って、市民

の利便性とサービス向上を図っていくんだとい

うふうにうたっているわけです。全くそのとお

りだと思うんです。 

  そういうふうな計画、大きい計画の中に、今

回の会議棟の新築というのは、どうも私から見

れば整合性がとれないと。減らそうと言ってい

る計画書の中で、何でふやしていかなければな

らない。逆をいくわけでしょう。どうしてこう

いうことになったんですか。 

  その前にも、さっきも市長も言ったとおり、

建設等から何からコンピューターを入れるとこ

ろも全部平成28年から計画を立てて増築してい

るわけでしょう。その全体的な計画の中で、こ

れが生まれたということですけれども、総量面

積減っているんですか。私は逆にふえていると

思うんですよ。減らすというような言葉で言い

ますけれども、私から見るとふえている。ふえ

ている中で、会議棟がまた不足するというのは、

どうも理解ができないんですね。 

  私、一般質問でも申し上げましたとおり、何

でそういうふうにフロアが足りなくなったんだ

か、理解ができないんですね、説明を受けても。

有効的に各施設が利用されているかどうかとい

うことも、やはり皆検討していかなければなら

ない。 

  きょう渡されたこの資料だってそうでしょう。

検討していかなければならないというところが

いっぱい建物があるわけですから、廃止も載っ

ているし、統合もあるし。もちろん相当やはり

これから煮詰めていかなければならないとは思

うんですが、今のある建物、振り出しに戻しま

すよ。十分に使っていくところがないか、ある

かどうか、私はプラザであって文化会館でもあ

って、みんなあいているんじゃないですか、会

議棟、この３階にだって３カ所もあるし、そん

なに場所必要なんですかね。財政課長、そこ全

部調べましたか。どこに何があって、どこがあ

いていて、使えるところ可能なところがあるか

どうか。最終的にどうにもならないといって東

庁舎の新築をするのかどうか、理解できるよう

な答弁をお願いしたい。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初に総量の件でございます

けれども、施設の総面積としまして、先ほど石
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川議員の御質問にお答えしましたけれども、東

庁舎と西庁舎、来年度、東庁舎は今年度解体し

ましたが、西庁舎のほうは来年度解体の予定で

ございますが、そうしますと、新たに会議室棟

を建築したとしましても、総量で約900平方メ

ートルの縮減となるものでございまして、長寿

命化計画の中にも、本日お配りした計画の中に

も、そのような形で位置づけてございます。 

  それから、２点目の他の施設の利用率との関

係でございますが、平成28年度に総合管理計画

を策定する前に、公共施設白書という形で、全

ての施設の利用率、それからその施設の維持管

理にかかるコストといったものを全て算定して

おりまして、実態を把握した上で総合管理計画

の策定をしております。 

  それに基づきまして、平成８年度までの施設

総量を約５％縮減していくというふうな計画を

立ててございまして、その個別計画として最適

化、長寿命化計画というものを、ことしの３月

に策定したものでございます。以上でございま

す。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） これは、具体的にまだ

我々に渡ってきてないんですが、具体的な計画、

何年に人口がどのように予想されて、そこの総

量がどういうふうに変わっていくかというのは、

財政課でしっかり計画してあるんですね。だと

すれば、それも出していかなければならない、

出してもらわなければならない。わからないわ

けですよ、どんな考えでいるかどうか。 

  900が、西と東をなくすれば減るんだと、900

平米減るということですけれども、この人口は、

じゃあ何人ということで押さえているんですか、

具体的に、一番直近。今の状態。それを伺いた

いというように思います。 

  それで、いろいろ申し上げましたんですが、

私から見ると、十分会議室はあると、ほかに。

この本庁舎でなくとも、あるというように私は

見ています。 

  それから、いろいろ頭を使って改装しながら、

新たな会議室を設ける。もし足らなかったらで

すよ。改築をして求めるということも、これは

可能なわけですよ。そうすれば、こんなに１億

近くもかけなくたって、会議室は設けられるわ

けですから、私はそういうふうに見ています。 

  この間、２日ばかり前、山野草展があって、

プラザの中ずっと詳しく見てみました。空間で、

吹き抜けで、余り今までも使われてない場所が、

ここ何とかならないかなというふうな、私なり

の見方をやってきました。やればできますね。

この2,650万円、エレベーターを増設するぐら

い金で、私は会議室をあそこへ、相当大きなも

のができるのではないかというふうに見ていま

した。 

  ずっとあそこ、夜も見ていますと、高校生が

たまに二、三人、テーブルを囲んで勉強か何か

やっている状況が見られますけれども、大変も

ったいない。電気料だけでも大変だ、あそこ。

電気。スイッチあると消したくなるんだけれど

も、スイッチどこにあるかわからないから、い

つも行ったときは残念な思いですね。余計な金

かけてるなと、私はいつも見てくるんですけれ

ども。 

  そんなところで、もう少しみんなで頭を絞っ

て、知恵を出し合いながら、そういうものを求

めていくべきではないか。決してあり余るよう

な財政があるわけではないですから、逆に好転

したなんて口頭では言っていますけれども、こ

の先を考えると、何も財政が緩くなっていない

ですよ。だんだん厳しくなっていると私はにら

んでいます。 

  そんなことで、やはり簡単に、さっきも図書

館の雪崩防止に2,500万円もかけるなんて、ど

うも私だったら、そういう考え出さないですね。

もっといい方法があるのではないかというふう
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に、私は考えますよ。それほどの大金を突っ込

んで雪崩、あの図書館何年たったんですか。脇

道すると議長から注意されますから、あとやめ

ますけれども、もう少しみんなで考えたらどう

ですか、優秀な頭脳、明晰な皆さんですので、

あると思うんですよ。かけない工面、なるだけ

歳出を抑えるということを念頭に置きながら、

やはり皆さん事務をやっていただかないと、穴

埋めができなくなりますよ、だんだん。またも

とに返ってしまうというのが、あの当時のつら

い思いを、もう二度としたくない。そんな思い

はいつも私は毎日頭に乗っています。そんなこ

とにならないように全力を尽くして、皆さんの

努力によって財政運営をやっていくというふう

にしていただきたい。 

  それから、この予算書もそうですけれども、

決算書、全て、補正予算もそうですけれども、

一番最後の右側の説明欄、ここ見ていくと、こ

れを見ると、一言で全部決めてしまうんですね。

内容がさっぱりわからない。一字一句、一言一

句、説明もらわないと全然つかめないなんてい

うのはおかしくないですか。前にも言ったこと

あるんですけれども、修繕料とぼすっと一つだ

け。あと書く欄がないんだったら、これはわか

る。余白がいっぱいあって、何で一言、もう少

しつけ加えてもらえないのかなと思うんですよ。

修繕料、工事請負費、どこの工事するんだか、

これだけではわからないです。後で説明を受け

て初めてわかるけれども、受けなければ、後に

は何の工事だったっけと、こうなるんですよ。 

  これからいろいろと同じように書類が、補正

予算もまだ来年のこれから始まる予算編成もあ

ると思うんですが、もう少し丁寧に、私どもの

わかりやすいような書き方、できないですかね、

財政課長。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 総合管理計画における人口を

どういうふうに見ているかということでござい

ますが、やはり人口減少社会でもありますし、

新庄市の人口、国立社会保障・人口問題研究所

の推計に沿った形で、総合管理計画のほうでも

減少していくであろうというふうに当然見てご

ざいます。 

  そういった大きな枠組みの中で、現在の状況

も踏まえまして、今後20年、30年と公共施設を

管理していけるようにと、改修していけるよう

にというふうなことで総合管理計画のほうを策

定させていただいたということでございます。 

  それから、会議室の改築ではできないのかと

いうふうなことでございましたが、そういった

考え方も確かにあろうかとは思いますが、東庁

舎、西庁舎を潰した分の面積の不足分というの

は、やはりかなり解消できないものでございま

して、他の施設となりますと、必要な時期に必

要な期間を確保できるのかというふうな、まず

こともございます。 

  また、新たに予算化も必要だというふうなこ

ともございますけれども、やはり選挙の期日前

投票のように、同じ敷地内にないと、やはり非

常に効率が落ちるというふうなこともございま

すので、敷地内に会議棟を建設させていただき

たいというふうに考えているところでございま

す。 

  それから、最後に予算の説明欄のところでご

ざいますが、説明不足ではないかというふうな

ことでございます。こちらにつきまして、今後、

どういった形で記載できるのか、検討してまい

りたいと考えております。以上です。 

１１番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

下山准一議長 新田道尋君。 

１１番（新田道尋議員） この会議棟に対しては、

私は、先ほど八鍬議員も言ったとおり、もう一

回検討する必要があるというふうに考えており

ます。最初から。計画のし直しを私は求めたい

というふうに思います。 



- 204 - 

  言ったように、みんなで考えれば、恐らく出

てくるのではないかと。ふやさなくたっていい

と。なるだけふやさない、減らすようにという、

もともとの考えなんでしょう。そうしなければ

財政に負担がかかると、人口減少から言ってで

すね。ということは、皆さんが誰が言ってもわ

かるわけですから、そういうふうな、やはり考

慮を十分にやっていかなければならないという

ふうに思いますので、この件に関しては、東庁

舎の会議棟に関しては、もう一回スタートから

やり直してみると。何も急ぐ必要はない、今や

らないと何ともならないなんていう状況ではな

いはずですので、一に戻って、ゼロから戻って、

みんなで検討したらどうでしょうか。私から提

案します。するかしないかは、執行部の考えな

んでしょうけれども。 

  今、説明欄の丁寧な記入、記載ということを

お願いしましたんですが、実は私、大変失敗し

たので、平成31年度の予算のときに、工事請負

費とだけ書いてあったので、そこに聞き取りが

間違って、東庁舎の解体に九千何百万だと、解

体だけだと思い込んでしまったんです。その後

の説明の西庁舎の建設2,600万ですか、も入っ

ているというのが聞き漏らしてしまったんです。

これは、大変私のミスなので、そういうことも

あるので、もう少し丁寧な説明欄の書き添えが

あったらいいのではないかなというふうに申し

上げたんです。 

  そういうことで、以上で終わりますけれども、

再考を求めまして、私の質問を終わります。以

上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 会議室棟については、再考を求め

るというようなお話でございますが、一般的に

生涯学習施設という施設は、市民の施設であり

ますので、できる限り市民が優先的に使ってい

ただきたいというような施設だといういうふう

に考えております。 

  そのほかの行政行為を行うというふうな場合

の施設を優先的に使うと、市民の優先権を奪っ

てしまうということもございますので、その辺

は慎重にしなければいけないというふうに思っ

ております。 

  特に、今、西庁舎で行われた今回の期日前投

票、あるいはプレミアム商品券の発行、あるい

は農林関係のさまざまな被災したときのための

情報収集、それから人権委員会でのお話し合い

の窓口、あるいは法律相談など、定期的にそこ

で行われるということによって、看板が掲げら

れていることによって、市民がそこに足を向け

やすいということもあるかと思います。 

  そういうような人権相談などが、次々、今回

あいているところを探しながら、市民の皆さん

が使っているところをどけてまでここでやりな

さいということはできませんので、行政行為と

しての必要な会議室だというふうに捉えている

ところであります。 

  特に、西庁舎で行われている入札の執行など

は、秘密を有するというようなことであります

ので、行政機関の近くの中にあって、その場所

を確保しておくということが、それぞれの執行

するときの大変な状況の環境を整備する必要が

あるというふうに思っています。 

  基本的には、市民の生涯学習施設として使う

というようなことではございません。あくまで

も行政行為としての中の関係団体の皆さん、そ

の中で現状として、非常に高齢化が進み、ある

いは障害者の方々に不便をかけているというよ

うなことで、今回改めて補正をさせていただい

たということを、ぜひ御理解賜りたいというふ

うに思います。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 私のほうから25ページ、
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10の５の12ということで、午前中小嶋議員が質

問されましたが、再質というか回数の制限があ

ってできなかったということで、私のほうから

重ねて質問させていただきます。 

  中古車だということが、お話、わかりました。

耐用年数を考えた場合、中古車を何年と考えて

おるのかという点と、今後のスキー場の利用、

その状況、来場者数の推移とかを考えて恐らく

中古車に踏み切るのかなと思いますが、その考

え方、今後スキー場をどのように持っていくか、

もうやめにするというふうな考えがあっての中

古車の購入なのかという点で、非常に消極的な

考えかなと、私、受けたものですから、お伺い

したいと思います。お願いします。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 市民スキー場の圧雪車の

中古車購入についてでございますけれども、今

の中古車につきましては、既にもう二十数年使

っているという状況の中でございますので、や

はりある程度、10年以上は使えるようなものを

購入していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  また、市民スキー場をこれからどう考えてい

くかということでございますけれども、やはり

御存じのとおり、あのような緩やかなバーンで

ございますので、極端な話、初めてスキーを履

いたような方でも、ある程度スキーを楽しむこ

とができるような施設になっているかと思いま

す。ですから、初心者の方にはとても滑りやす

いというか、楽しむことができるスキー場では

ないかと考えております。 

  やはり新庄に生まれた、雪国で生まれた子供

たちにとって、スキーを履くことはないという

か、スキーとかそういうふうな、夏場のスポー

ツを楽しむことができないというのが、とても

ほかの施設に行くよりは、新庄でそういう施設

を利用して使っていただきたい。 

  ですから、今も、各小学校の体育の授業の中

で、年何回かスキーを楽しんでいただくという

か、雪に触れ合っていただくというふうになっ

ているかと思いますので、今現在の利用につい

ては、まず初心者の方々や子供たちを中心に使

っていただけるようなファミリーゲレンデとい

うふうに考えているところでございます。 

  ただ、そのような中で、どうしても、そのよ

うな部分であるがために、入場者数というか、

使用料とかがなかなか伸び悩んでいるところが

ございますので、そのような面において、新た

な圧雪車、高額な圧雪車を購入をして使ってい

くという部分については、なかなか検討が必要

なのかなと、費用対効果から考えると、やはり

なかなか難しいと。そうであれば、ある程度、

今まで使っていた部分も考えた中で、十数年使

えるようなもの、中古車でとりあえず対応して

いきたいというふうに考えているところでござ

います。以上でございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） わかりました。中古車

での対応、耐用年数は聞いていませんでしたが、

恐らく、今現在使っているのが20年弱で、もう

使えないというふうなことを鑑みれば、今回の

中古車は恐らく10年ぐらいの耐用かなと判断し

ます。 

  10年先、またどうなるのかと。また同じよう

に補修費というか修理費が100万、200万かかる、

10年後に同じことを繰り返すということで、今、

おっしゃったように、施設の使用状況を考えて、

今後とも公共施設の集約、縮減化を考えなけれ

ばならないという時期だと思います。 

  ただ、いつまでもファミリー的な使用だけで、

使用料もろくに入らないということで、やりく

りして持っていく計画でいるのかという点を、

はっきり明確にしていかないと、例えば縮減を

考えるということで、将来どういうふうに利用
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価値を求めていくかということを考えないと、

このままの状態では、私の判断では、恐らく、

今、新田議員もおっしゃいましたけれども、継

続性ができるのかと考えれば、なかなか難しい

のかなと思いますが、再度お願いします。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 議員のおっしゃった部分

もあるかと思います。ただ、今の段階で、ここ

に生まれた子供たちにとって利用できる施設と

して、当面、維持というか継続していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） わかりました。 

  次に、そういうふうにやる気というか、そう

いう方向性でいくのであれば、いろいろな付加

価値をつけて、スキーだけではなくて、例えば

何かを販売するとか、当然、子供たちが来れば

親御さんもついてくる。兄弟もついてくるとい

うことだと思いますので、また違った意味での

収益を考えるとか、いろいろな知恵を図ってや

っていきたいと思います。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後１時５５分 休憩 

     午後２時０４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、議案第53号令和元年度新庄市一般会

計補正予算（第２号）について、修正動議が提

出されておりますので、事務局より写しを配付

させます。 

  暫時休憩します。 

 

     午後２時０５分 休憩 

     午後２時０６分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本修正動議は、２人以上の発議者がおります

ので、動議は成立します。 

  よって、修正動議を直ちに議題といたします。 

  修正動議の説明を求めます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

   （八鍬長一議員登壇） 

４ 番（八鍬長一議員） ４番八鍬長一です。 

  議案第53号令和元年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）に対する修正動議を提案申し上げ

ます。 

  上記の修正案を別紙のとおり地方自治法第

115条の３及び新庄市議会会議規則第17条の規

定により提出します。 

  提案理由。 

  歳出２款総務費１項総務管理費６目財産管理

費財産管理事業費3,664万円の中の工事請負費

2,650万円を減額し、その財源として歳入19款

繰越金１項繰越金１目繰越金前年度繰越金

2,650万円を減額するものであります。 

  新庄市の公共施設については、本庁舎も含め

多くの施設で老朽化が進んでいます。このこと

から、2017年３月の新庄市公共施設等総合管理

計画をもとに、本年３月に新庄市公共施設最適

化・長寿命化計画が策定されております。 

  その中には、財政負担の増加を懸念する記述

も見られます。要約しますと、今後更新するた

めに毎年14億6,000万円の費用が必要になる。

しかし、毎年支出可能な財源が約９億円と予測

されることから、毎年５億6,000万円不足する

とあります。 

  このことを踏まえれば、東庁舎跡に建設が予

定されている会議室棟建設に係る予算が、当初
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予算9,168万円を30％、2,650万円も増額し、総

額で１億1,818万円となることは計画性に欠け、

さらに計画を立てたばかりの市公共施設最適

化・長寿命化計画と整合性がないものでありま

す。 

  また、当初予算で高齢者・障害者等の円滑な

移動を配慮した建築計画ではなく、今回初めて

付加されてきたことについても納得がいきませ

ん。 

  市として、再度慎重に計画を練り直し、そも

そも既存の施設で本当に間に合わないのかどう

か、原点に立ち返り、改めて慎重に議論すべき

です。 

  以上のことから、補正予算の修正案を提出い

たします。 

  令和元年10月15日、新庄市議会議長下山准一

殿。提出者叶内恵子、八鍬長一です。 

  別紙を申し上げます。 

  別紙。令和元年度新庄市一般会計補正予算

（第２号）の一部を次のように修正する。 

  第１条第１項中「410,084千円」を「383,584

千円」に、「19,343,848千円」を「19,317,348

千円」に改める。 

  以下、表中については別表のとおりでありま

すので、よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

下山准一議長 ただいまの修正案に対する質疑を

行います。質疑ありませんか。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） それでは、今の修正案

について質問させていただきます。 

  ３月の当初予算では、新しく会議棟ができる

ことになります。ということは、西庁舎がなく

なるということになります。そういった意味で

も、今後会議室がなくなるということは、行政

行為が行われなくなりますが、その場所をどこ

でやるおつもりなのか、まずよろしくお願いし

ます。 

  まずこれを白紙にするということだったので、

まず建てることが前提だと思いますけれども、

そこら辺の考えは、この修正案でどのように考

えているのか、まず１点目お聞きしたいと思い

ます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 解体しまして、今現在、

ない状態で運営しているわけですから、あと半

年やそこら、それができないという状況にはな

いと思います。以上です。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 私は、この修正予算と

いうのはどのようなものに考えるか、ちょっと

わかりませんけれども、今回建てることによっ

て、まず900平米が縮減されます。そして今回、

この補正予算がなぜ出てきたかと言いますと、

まず第１は障害者に優しいということでありま

す。これは、エレベーターがつくということで

すね。というものは、皆さん、きょう議場のほ

うにも、傍聴の方で足の悪い方が来たと思うん

ですけれども、その方が３階を上がることに対

しては、非常にやはり手間がかかるということ

であります。会議する上においてですね。 

  私も昨年までは、産業の委員長をさせていた

だきまして、さまざまな行政行為を行ったとき

に、やはり３階、そして２階に上がる方の、や

はり足の悪い方、そしてつえをついておられる

方が少しでも楽に上がってもらうように、そし

てその方々が社会に出てこられるということは、

健康づくりの一つだと思っています。そういう

方々を少しでも楽にしていただくエレベーター

は、私は必要だと思っています。 

  また、多機能トイレ、今回はオストメイト対

応ということだったんですけれども、これも非

常に、私も一般質問させていただきましたけれ
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ども、本当にこれは大事な、要は新庄市が障害

者に優しいまちづくりの一歩の一つだと思って

います。 

  やはりこれを当初予算に盛り込まれなかった

という一つの反省点はありますが、これを考え

直してつくるということは、新庄市のためにい

いことだと思うんですけれども、それを踏まえ

て、これからは会議室は建てるけれども、エレ

ベーターは要らない、要はオストメイトのよう

な多機能トイレは要らないという考えでよろし

いのでしょうか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 私も、さっき冒頭でス

ロープいいんじゃないか、エレベーターいいん

じゃないですか、それからトイレの改修もいい

んじゃないですかという前提で話しました。 

  ただ単に、会議室棟をつくるのではなくて、

市庁舎、そしてまちづくり全体の中で判断すべ

きだということで、この補正を通さないで初め

から考えましょうという提案です。 

  それから、佐藤議員にあれなんですが、私の

妻も障害者です。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） お伺いしますけれども、

今回は、ゼロから考えるではなくて、あくまで

も３月当初予算では、この予算通っております

ので、あくまでも要は、この会議室をつくるこ

とになっております。その上において、要はエ

レベーターないしオストメイト対応の多機能ト

イレをつけることの補正に反対ですので、ゼロ

から戻るのではなく、要は修正動議というのは

つけなくてもいいということだと判断しており

ます。そのようなものを、やはり私はつくる、

必要だと思っています。 

  また、資料によりますと、新庄市の高齢者の

方々、確認しましたら65歳以上の方々が新庄市

ではもう31％を超えているということだったの

で、３人に１人の方は高齢者。そういう方々の

ためにも、エレベーターないしそういう障害者

の方々に優しいまちづくりをするためには、会

議室を使う上では非常に重要なものだと私は思

っていますので、そういうことに関してはどう

いうふうに思っているのかお聞きしたいと思い

ます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 当初予算は通っている

わけですから、今回は、この補正予算を認めら

れないと、改めて考えてくださいという提案を

しているわけです。 

  ですから、その範囲内で私も賛成しておるよ

うな内容や、それから機能を持った会議棟を建

てられるはずです。終わります。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより修正動議に対する討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  初めに、修正動議について採決いたします。 

  本案は、電子表決システムにより採決いたし

ます。 

  修正動議に賛成の諸君は賛成のボタンを、反

対の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 
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  投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成５票、反対11票、賛成少

数であります。よって、修正動議は否決されま

した。 

  次に、原案について討論に入ります。ただい

まのところ討論の通告はありません。討論あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号令和元年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１６議案第５４号令和元年

度新庄市公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

下山准一議長 日程第16議案第54号令和元年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号令和元年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１７議案第５５号令和元年

度新庄市農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

下山准一議長 日程第17議案第55号令和元年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第55号令和元年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１８議案第５６号令和元年

度新庄市介護保険事業特別会計補

正予算（第２号） 

 

 

下山准一議長 日程第18議案第56号令和元年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号令和元年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１９議案第５７号令和元年

度新庄市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

下山准一議長 日程第19議案第57号令和元年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 後期高齢者医療保険料

についてですが、この10月から、後期高齢者医

療保険料がどんと上がって、飛び上がって、び

っくりして、困ったと思った人が出ているよう

な気がしますが、今年度、どれほど上がり、さ

らに市民のほうから、10月から上がるというふ

うに出た方からの、何人ぐらいが上がることに

なり、市民からのどんな声があったかお願いし

ます。 

亀井博人健康課長 議長、亀井博人。 

下山准一議長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 後期高齢者分の保険料の件で

すけれども、後期高齢者の保険料の見直しにつ

きましては、２年置きになっておりまして、次

回は来年度、令和２年度からというふうに予定

をされております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 10月、今までの８月ま

で引かれていた後期高齢者医療保険料が、ある

市民の方は３倍のような、３倍に近いぐらいど

んと上がってしまいました。その理由などは、

済みません、ページで言いますと、保険料です

ので51ページの１款保険料なんです。ここで今
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年度の後期高齢者医療保険料のことなんですが、

来年から見直しということですが、来年度見直

しというお話でしたが、今年度、去年度と比べ

て３倍近くにも年金から天引きされる保険料が

上がったことに驚いた市民がおられまして、そ

れは10月からですから、こういったことは、な

ぜ起きることになったのか、把握しておられた

らお願いします。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。ちょっと質問内容

が補正予算と、どこにかかわってくるのか、も

う少し明確に言ってもらえますか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） では、後期高齢者医療

保険料が上がった方がいらっしゃいました。10

月から。ここには、その10月から上がるという

ような補正は全く感じられない保険料で、補正

には出てこないのに、どうしてそんなに10月の

保険料が、年金から天引きされる保険料の通知

ががんと上がって驚いた市民が出たのか、把握

しておられたらお願いします。 

加藤 功税務課長 議長、加藤 功。 

下山准一議長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいま本年度の保険料につ

きまして御指摘をいただいたと思います。 

  10月からということになりますと、こちらの

ほう、年間の保険料の算出の仕方というのは、

年度当初からかかわってくるわけではなくて、

10月後期分ということで、改めて再計算するシ

ステムになっております。 

  これは全国一律同じ計算方法ですので、その

ために、平準化という方法をとらせていただい

ているんですけれども、これが人によっては、

前年度の所得状況に応じて変更になる方がいら

っしゃいます。そのために、多くなっている方

が予想されますので、個別にやはり状況が異な

りますので、一律どうだということではござい

ません。 

  制度的には、先ほど健康課長が申し上げたよ

うに、２年に１度の改定ということになってお

りますので、その対応をさせていただいている

ところでございます。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第57号令和元年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２０議案第５８号令和元年

度新庄市水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

下山准一議長 日程第20議案第58号令和元年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質
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疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第58号令和元年度新庄市水道事業会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

下山准一議長 ここで、市長より御挨拶がありま

す。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ９月定例会、慎重審議まことにあ

りがとうございました。 

  台風15号による千葉においての甚大な被害の

復興半ばにおいて、このたびの台風19号では、

さらに追い打ちをかけるような被害が出ました。

被災されました皆様には、心からお見舞い申し

上げますとともに、お亡くなりになられた方々

に心からお悔やみ申し上げます。 

  このたびの議会につきましては、私、４期目

の最初の議会であり、改めて初心に返って市民

の役に立つところの責任者として、市民第一主

義を念頭に市政運営を進めていく所存でありま

す。議員各位におかれましては、何とぞ御理解

と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  今決算特別委員会でいただきました御意見等

につきましては、今後の市政運営に生かしてま

いります。 

  今週土曜日、19日、市制70周年の式典が行わ

れますが、令和元年の記念すべき年と重なりま

した。温故知新、新たな時代に向けて、まちづ

くりは人づくり、市民一人一人が輝くまちづく

り、障害者に優しいまちづくりに努めてまいり

ます。 

  今議会の慎重審議、まことにありがとうござ

いました。 

  以上、御礼とさせていただきます。 

下山准一議長 以上をもちまして、令和元年９月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

     午後２時３１分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  下 山 准 一 

 

   会議録署名議員  八 鍬 長 一 

 

    〃    〃   小 嶋 冨 弥 

 




